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災害救助法適用市町村

適用日時
市町村名

月 日 時問

9時30分 桜江町・羽須美村

1 2時 益田市・一．．隅町

I 4時 弥栄村

7月23日 I 7時 浜田市・石見町

1 8時 江津市・川本町

2 I時 旭町

2 3時 瑞穂町・金城町・美都町

I 3市町村

（住家の半壊以上の披害のあった市町村）

璽璽爾

；`～雙竺 浜田市 益田市 江津市 川本町 大和村 羽須美村 瑞穂町 石見町 桜江町 金城町 旭町 弥栄村 ・三隅町 美都町匹見町 1

死 者
男 8 15 1 I 2 I 11 3 ．．．．．．→ ● ● ● ● ● • ....,,..... ・・・・・・・・・・・・.. 

女 14 16 2 2 22 5 

行方不明
男 I 

........●.... ・・・・・・・・ ............ .......... ......... . ··••><. 

女 I 2 

重傷 4 19 2 1 4 1 5 21 4 
傷 者

.．．．．.．．.．．．． ........... ・・・・・・・・・・・・. ............ 臀臀●臀●臀●響..... ．．．．て心‘・• ,.．．． ............. ... ・・・・・・・・ ....... 
＋ ・言・・・・・・・・・ ・........... 

軽傷 13 48 4 I 3 l 5 5 4 12 2 

全 壊 62 247 13 6 7 3 8 8 15 2 31 490 47 

半 壊 57 I, 418 21 3 6 13 13 28 30 23 10 21 298 36 

流 失 59 2 2 ： 3 51 8 

県全体被災合計

死 者
男 42 

女
103 

61 

行方不明
男 I 

女
4 

3 

傷 者
重傷 61 

軽傷
159 

98 

全 壊 939 

半 壊 I, 977 

流 失 125 
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島根県





序 文

昭和 58年 7月 20日から 23日にかけての島根県西部地域を中心とする集

中梨雨は、死者・行方不明者 10 7名、被害総頷 3.60 0像円を超える大惨禍を

もたらしました。ことに、改めて亡くなられた方々の、御めい福をお祈り申し

上げますとともに、被害を受けられた皆様侭心から御見舞いを申し上げます。

市町村の中には壊滅的な被害をうけたところもありますが、災害発生と同時

に天皇・皇后両陛下、皇太子・同妃両殿下からの御見舞いをはじめ、全国各地

の皆様方から温かい救援の手をさしのぺていただきましたことは、私達県民侭

力強い励ましと復興への勇気を与えてくれました。お寄せいただきました御厚

情に対し衷心から厚くお礼申しあげます。今後は、一日も早い復興に全力を挙

げ、二度とこのような惨禍を招来することのない、住みよい県土を築くために

県民あげて努力を稲み重ねてまいりたいと存じます。

今次の災害侭装きましては、死者・行方不明者の 85％が山地崩壊、土石流

匠よるものであり、急傾斜地崩壊防止対策、土石流災害の防止、気象情報や災

害状況等情報の収集、伝達体制、住民の避難体制など多くの面で序与い教訓を残

しました。本書はこれら災害の概況を永く記録にとどめ、今後の防災対策の一

助とするため、被害状況、災害に際して諧じた各種の施策、措置等の概要をと

りまとめたものです。この記録が、今後の萩雨災害対策への資料となり、教訓

となれば幸いです。

終わりに、災害対策の実施に御支援、御協力を賜りました関係機関に対し心

から感謝の意を表しますとともに、本書刊行に当たり各方面から寄せられまし

た御協力に対し厚くお礼申し上げます。

昭和 59年 3月

如狂リ如心liと





濁流に容まれる三隅町地内

濁流が家々を押し流した (7月28日、三隅町役場屋上より）
(I) 



濁流が引いた後の三隅町三隅地区の惨状

(2) 
破堤した益田川右岸（益田市昭和町）



濁流が引いた後は倒壊した家屋と流木が…・・・（益田市七尾町）

15名の死者を出した山腹崩壊（浜田市穂出町・共同通信社堤供）
(3) 



裏山の崩壊により全壊した家屋（浜田市原井地区・共同通信社堤供）

(4) 
敬川の増水で流れ込む濁流C7月23日午前 2時頃、江津市敬川）



濁流にえぐられた家屋（川本町谷地区・中国新聞社提供）

濁流に洗われる口羽小学校（羽須美村下口羽地区）
(5) 



濁流に耐える出羽橋（瑞穂町出羽）

(6) 
日和川のはんらんにより家屋全壊（石見町中日和地区）



増水した江の川（桜江町川越大橋附近）

崖くずれにより倒壊した家屋（弥栄村仲三地内）
(7) 



周布川が決壊奔流となって波佐小学校へ（金城町波佐地内）

(8) 
鹿くずれにより壊れた家屋（金城町波佐）



都茂小学校前道路決壊（美都町都茂地区）

山腹崩壊による農地被害（旭町和田地区）
(9) 



岡見鎌手間築堤崩壊（益田市土田地区）

(!〇
自衛隊員による崩壊家屋の遺体捜索作業（浜田市内）



被災地住民を激励する恒松知事（桜江町、 7月27日）

浜田市田ノ浦から美都町へ衛星通信地上局装置の空輸 (7月26日）
(ll) 



県警機動隊員による負傷者の救出（三隅町）

⑫l 

日赤医療救護班の活躍（三隅町）
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第 1節概 況

1． 気象経過と降雨状況

第 1章気 象

梅雨前線は、 7月 I9日に本州の南海上まで南下して、一時活動が弱まったが、中国大陸から

東進してきた低気圧の接近に伴って、急速に北上をはじめた。

7月20日、低気圧が、日本海中部を東進するに伴い、この梅雨前線は、山陰沿岸まで南下し、

再び活動が活発となった。これに対し、隠岐地方では、 I1時10分に強風波浪注意報、島根県

束部西部に対しては、 I 5時30分に大雨洪水雷雨波浪注意報を発表した。

2 0日の降水祉は、烏根県中部・東部で 30-50mm、吾妻山で 105mmであった。

7月2I日には、低気圧は、日本海の北東部に進み、梅雨前線は南下して、中国地方の瀬戸内側

に停滞した。降水趾は、西部で早朝と、夜半前の時間帯に多く降り、日降水枇は 100- 200 mm、波

佐で 222mmであった。注意報は、 05時 00分、県東部、西部に対して大雨・洪水警報、雷雨波浪

注意報に切替発表され、隠岐地方に対しては、 20日22時45分、大雨・雷雨・波浪注意報に切

替発表された。以後 24日まで、気象変化に対応し、梅雨前線の活動状況と各種実況値、レーダー

費料、予測査料図、予測計測値等を使用、解析を行い大雨・洪水警報、注意報、強風・波浪・雷雨

注意報の切替発表と I8回に及ぷ大雨に関する情報の発表を頻繁に行った。（気象警報、注意報、

情報の発表状況の狽参照）

7月22日、梅雨前線は北上して山陰沖に停滞するよりになり、松江レーダーによると、高さ、

5. 3 kmの雨雲が、朝鮮海峡の東部から東北東へ 7Okm/hで移動し明方島根県束部から隠岐海峡を

おおうようになり島根県東部と隠岐地方を中心に 40~6 0mmの降雨があり日中は小康状態となっ

た。しかし低気圧1002mbが山陰沖の梅雨前線上を能登半島に向って進んでおり、これに関連して、

松江レーダーによると島根県の北西海上に 8~9kmの強い雨雲が現われて、北東から南西にのびる

帯状となり東へ 7Okm/hで進んでいた。これにより先ず島根県東部で雨がやや強くなり 1時閻降

水箭 I0-2 0mm、2~3時間遅れて、島根県西部でも雨が降り始め強まってきた。 22日の降水

最は、島根県西部で 5~30mm、東部で 30~100mmであり 23日に移行した。

2 3日は低気圧l,003mbが能登半島方面にあり、これを通る梅雨前線の活動は活発で西の方から南

下を始めた。松江レーダーによると夜半から夜明前にかけ雨雲は急激な変化と強まりを増し、高さ

は10-12kmあり、雨雲の中は 80 -100 km内外の帯状（バンド状）で、東北東から西南西にのび島

根県全域をおおい東南東に移動した。その後朝方には中国山地上に停滞気味となり、パンド状
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の走行も iぽぽ東西で、強い雨雲の部分は烏根県西部にかかった。雨は 0時頃から島根県

西部の乎野部で急速に更に強まってきて大雨となり、先ず 1時頃から 3時にかけ、桜江、浜田、川本

方面で強い雨のビークを記録し、 1時間降水批 50~7 o...、次いで 4時頃から 9時頃にかけ、浜

田、三隅、弥栄、益田方而で 1時間降水茄40~9 0皿の強い降裾群忙よるピークを記録した。こ

の広泌強雨群によって、島根県西部を中心忙先行降雨と相まって洪水、山・がけくずれ、土砂流代よ

り甚大なる災害が発生した。降雨は西部では昼前から、東部では、夜妬入り終った。

2 4日は、梅雨前線は太平洋高気圧の勢力強化に伴い日本海南部に北上し、明け方にかけて隠岐

地方で lO ~ 6 0四の降雨があった外は本土側では時々睛れるよう忙なり、夏らしい天侯になって

宕た。

2 気象レーダー・エコーの概略

7月20日15時、中国地方の山陽側に拡った中程度のエコーで 7km位を含む面エコーは、北上して

きて山陰地方に速し、東へ6Okm/hで移動中夜半侭なりエコーの南北巾はせまくなって 30~

5 0kmとなった。

2 l日02時前からエコーは西の方から南下を始め 02時には山陰平野部忙達し、中程度のエコ

-7~9krnは、島根県西部と東部から鳥取限西部にかけてあi入東へ90km/h位で移動しながら南

下して中国山地上忙かかり、正午頃i口は島根県は匠とんどエコーは弱まり無くなった。午後忙なり

朝鮮海峡方面から拡ってきたエコーは、 15時、県の西部から中部に拡り高さ 5~8kmのものを含み

東へ6Okm/hで移勁しながら南下して、 22時には中園山地へ移り、 24時には品根県本土側のエ

コーはなくなった。

22日02時、朝鮮海峡方面から拡がってきたエコーで並 6~8kmを含むものが沿岸にかかり始め、

県中部から東部をおおったのち、 8時には悶岐付近の悔上まで北上した。その後エコーは、夕方まで

海上で散在傾向侭あった。 17~1 8時、山陰北西海上に北北束から南南西にのひる強い高さ 8

~1 lk田のエコーを含む帯状エコーが形成され、 20時には隠岐、 2 1時県東部沿岸、 2 3時には全

県をおおってきて、その中心は宍道湖周辺にあり東へ 50 km/hで移動した。

2 3日、エコーは島根県］！部西部を帝状になっておおっており、高さ 9.4 ~13. 8k田のエコーを含む

巾 50 ~ 100 kmのものが 01時から停滞気味であった。 03時には帯状エコーの巾はや

や広くなりゆっくり南下気味で、 07時には、県中部東部の強いェコーは南下し弱まったもようだが、

西部には、 9.6 ~13. 2kmのものが引きつづいて存在していた。 10時には、西部のエコーも弱化傾

向で主に中部にあり、 12時には主体は北上して海上に出て弱まり始めた。 l7時、島根半島付近を

除き、エコーは沿岸北西海上忙あり、弱化傾向となったがまだ所々で強い点エコーが残っていた。
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24日、海上へ北上した強いェコー高さ 8.0 -10. 5kmを含むものは、隠岐を含む束西海上に拡がっ

ており、 03時には東へ50km/hで移動し、西部海上方面からエコーはなくなってきた。 05時にはエ

コーは屈岐周辺とその東方海上にあり、本土側にはなくなった。 14時、隠岐周辺のエコーも消えたが、

島根県南西部にエコーが発生し点在したがI7時にはこれもなくなった。

3. 降雨の特徴

1) 今回の梅雨末期の大雨は、日本海を束進した低気圧に伴う梅雨前線が、中国地方に停滞して

前線活動が活発となり、中国山地から山陰沿岸海上にかけて南下、北上をくりかえしたもので

特に、 2 2日夜から、 23日朝にかけて前線上を低気圧が東進し日本の南海上をおおう太平洋

の夏の高気圧から、暖温な気流が前線に向って流入したため、主に島根県西部の益田、三隅、

浜田方面と益田川、三隅川、浜田川、周布川流城にかけて局地的崇雨をもたらした。

2) 島根県西部で雨の強かったのは、 2 1日朝、 2 1日午後から夜にかけて、および 22日夜か

ら23日朝にかけてで、特に 22日夜からの降雨は、浜田で1912年測候所創設以来の 1時間

91. 0 mm（但し 23日01時40分までの 1時間）という強い雨が降り、 2 2日夜からの降水

最も 351mmに達した。また益田では、 1時問最大 90 mm（但し 23日07時00分までの 1時間）、

波佐では、 22日夜からの降水椛が 344mmを記録した。

3) 2 0日から 24日までの総降水批は、益田、三隅方面が 600mm以上、その南束山地にあたる

波佐方面が 600mm位、烏根県南西部と東部が 250匹以下、その他の島根県西部と中部が 300~ 

500 mmであった。降水が最も媒中した 23日は、西部の平野部から山地の波佐方面にかけて

の区域が 300~ 400 mm、島根県南西部と東部は 100mm以下、中部とその他の西部が 100~ 250 

mmであった。
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第 1-1-3図 レーダースケッチ図（松江レーダー）
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気象観測汽料

第 1-1-1表 気象官署観測表

官署名 1日
海面気圧気 混湿

時 Imb1 ℃ 1,6 度 I風向1風 速1降水盆1天 気
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第 1-1-2表 気象官署極値表 C5 8. 7. 2 o -s 8. 7. 2 4) 松江地方気象台

観 測種 目 観 測 値 起 時

気（海而圧） 最 低 1000. 5 mb 2 1日00時 50分

最 大 風向WSW風速 1!.6m/s 2 2日11時 10分

最 大 瞬 間 風向WSW風速 19.1m/s 2 1日0I時 20分

風
風向時計まわり 反時計まわり 風速10m/s 2 I日0I時 20分から

以上の持続し
又は反時計まわり WSW→SE た期間 2 1日01時 30分まで

2 0日00時 10分から

総 降 水 紐 208. 0 覆面

2 3日23時 50分まで

雨 日降 水批の最大値 90. 5 mm 2 2日

1時間降水茄の最大値 26. 0 mm- 2 2日04時 40分まで

10分間降水紐の最大値 7. 5 匹 2 1日21時 40分まで

稼雪の深さの最大値 cm 日 時 分

雪
降雪の深さの最大値 cm 日 時 分

浜田測候所

観測種 目 観 測 値 起 時

気（海面圧） 最 低 1001. 4 mb 2 0日19時 30分

最 大 風向 SW 風速 12.7 ni/s 2 2日20時 20分

最 大 瞬 問 風向 SW 風速 19.8rrv's 2 2日18時 50分

風
風向時計まわり 時計まわり 風速1の0持m続合し 2 2日18時 50分から

又 は反時計まわり SSW→ SW 以た期上間 2 2日20時 30分まで

1 9日21時 20分から

総 降 水 批 521. 5 mm 
2 3日15時 20分まで

雨 日降 水批の最大値 331. 5 mm 2 3日

1時間降水枇の最大値 91. 0 mm 2 3日0I時 40分まで

10分問降水祉の最大値 20. 0 mm 2 3日01時40分まで

秋雪の深さの最大値 cm 日 時 分

咀=J 

降雪の深さの最大値 cm 日 時 分
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西郷測侯所

観測種 目 観 測 値 起 時

気（海面圧） 最 低 999. 7 mb 2 0日I7時 00分

最 大 風向 SW 風速 10.8 nvs 2 0日I2時 10分

最 大 瞬 問 風向 SW 風速 19.4 rrvs 2 0日11時 20分

風
風向時計まわり 変化なし風速10m/s以上 2 0日11時 30分から

の持続した期間

又 は 反 時 計 ま わ り SW  2 0日12時 20分まで

2 0日00時 00分から

総 降 水 拡 195. 0 mm 
2 4日06時 I2分まで

雨 日 降 水 証 の 最 大 値 97. 5 血 2 2日

1時問降水掘の最大値 28. 5 mm 2 4日03時 50分まで

10分間降水祉の最大値 12. 0 mm 2 4日03時 10分まで

秋雪の深さの最大値 cm 日 時 分

雪
降雪の深さの最大値 cm 日 時 分

第 1-1-3表 雨に関する観測値の順位の更新 C5位以内） 昭和 58年 7月

気象官署名 事 項 観測値 起日
月の

従来の極値
順位

浜田測候所 1 0分間降水批の最大値 20. 0 mm 2 3 1 20. 0 mm 1954. 29 

浜田測候所 1時間降水祉の最大値 91. 0 mm 2 3 1 59. 9 mm 1957. 29 

浜田測候所 日降水批の最大値 331. 5 mm 2 3 1 302. 5 mm 1972. 11 

浜田測候所 多雨の月 743. 5 mm 2 703. 5 mm 1957. 

-IO-



第 1-1-4表 地域気象観測毎時降水絨表 （単位 mm) 1983年 7月 20日

観地ヽ視点訂名ヘ時＼刻 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 日計
(最mm大、時時） 

西 郷 1 6 2 2 1 1 4 3 3 3 3 I 30 6 03 

海 士 2 5 1 1 1 2 I 2 1 2 2 4 3 27 5 03 

鹿 烏 1 1 ！ 3 5 1 12 13 I 38 13 22 

松 江 1 I 1 2 I 5 2 8 7 28 8 21 

出 だ弐 1 1 1 5 1 1 1 2 13 13 2 41 13 21* 

大 東 2 I 5 1 I 1 4 I 10 13 3 I 43 13 21 

伯 太 I I 2 I 2 1 2 2 7 3 2 24 7 21 

佐 田 I I 2 3 4 3 1 3 4 2 10 18 1 5 1 59 18 21 

大 田 I 1 1 1 3 5 2 2 2 1 6 18 13 3 59 18 20 

掛 ムロ 2 3 4 2 I 3 4 4 8 7 I I 2 42 8 20 

|ll 

横 田 1 3 3 1 6 5 2 7 I I 3 33 7 20 

福 光 1 2 3 1 1 ， 1 4 1 2 25 9 17 

赤 名 1 2 I 2 5 4 1 1 13 17 7 7 2 3 2 5 73 17 16 

吾 妻 山 3 1 1 2 ， 8 3 4 8 15 19 4 ， 2 1 5 2 ， 105 19 17 

桜 江 1 1 3 2 1 5 20 1 4 2 1 3 2 46 20 15 

J I I 本 1 1 3 4 2 2 18 6 3 4 2 I 1 6 54 18 15 

浜 田 I 1 2 5 12 1 2 I 6 2 33 12 15 

原 山 1 I 2 3 1 2 6 2 1 3 28 7 15 

瑞 穂 2 1 I 2 I 7 6 ， 1 ， 3 2 1 2 47 9 18* 

隅 1 10 5 13 1 3 I 6 2 42 13 15 

栄 1 1 7 8 10 6 4 I 1 3 42 10 15 

佐 I I 1 1 4 10 7 7 3 2 1 I 2 41 10 14 

田 1 1 3 3 12 5 5 ！ 2 33 12 15 

見 I 1 3 2 3 3 11 5 2 1 32 11 15 

峯 1 2 1 3 5 6 8 6 1 I 5 39 8 14 

野 1 1 2 3 4 5 4 1 2 23 5 14 

市 1 3 3 3 5 2 I 18 5 15 



（単位 mm) 1983年7月21日

観地＼視点鰐名＼＼時＼刻、 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 泌 日計
(最mm大、時時） 

西 郷 4 2 6 4 19 

海 士 1 2 1 4 2 19 

鹿 島 10 1 3 I 2 2 3 2 15 3 2 44 15 22 

松 江 10 6 1 1 1 2 2 6 2 10 8 1 50 10 22* 

出 雲 3 6 4 1 1 3 2 5 4 5 5 ， 2 50 9 22 

大 東 3 3 4 I 1 2 4 2 3 2 6 

;1 
34 6 22 

伯 太 7 5 5 1 I 1 3 2 3 1 6 2 39 7 02 

佐 田 6 5 13 3 1 1 1 2 2 3 11 5 2 6 3 3 68 13 03 

大 田 5 1 11 1 I 1 1 3 3 ， 5 6 6 5 1 3 I 63 11 03 

掛 ムロ 4 5 18 3 1 1 1 1 2 3 12 2 3 6 3 4 1 70 18 03 

横 田 I 16 6 ， 2 1 2 1 1 2 2 4 5 5 6 8 3 74 16 02 

12 

福 光 5 2 8 I 2 2 2 6 2 ， 2 10 5 ， ！ 4 70 10 19 

赤 名 5 8 16 ， 22 7 4 2 1 2 3 2 3 3 1 6 6 29 13 1 143 29 22 

吾 妻 山 4 15 5 12 11 5 4 2 1 3 3 2 8 2 12 6 25 21 3 144 25 22 

桜 江 12 2 24 14 12 5 4 I 2 1 4 2 7 ， 2 25 6 8 I 141 25 21 

JII 本 10 2 24 14 16 5 4 1 1 2 2 2 6 2 4 6 18 19 10 148 24 03 

浜 田 6 12 ， 16 10 7 6 3 5 6 5 6 1 7 6 17 10 1 I 134 17 21 

原 山 3 1 ， 15 26 14 8 1 2 2 2 3 5 5 1 3 19 4 123 26 05 

瑞 穂 I 4 11 13 24 20 ， 2 2 3 2 3 4 2 5 4 30 16 155 30 22 

隅 3 2 13 20 16 34 7 2 6 3 6 4 4 1 ， 4 17 42 1 1ヽ~ー94 -~ ~ 42 22 

弥 栄 7 2 6 17 24 37 7 3 8 3 3 3 4 ， 2 23 53 1 212 53 22 

波 佐 6 1 5 20 27 40 14 2 4 3 4 3 4 7 2 22 55 3 222 55 22 

益 田 5 3 1 ， 27 16 10 1 4 4 5 5 5 6 3 2 17 14 16 1 154 27 05 

匹 見 10 10 7 10 23 30 1 1 2 6 4 3 2 2 3 2 2 4 4 ， 3 138 30 07 

十 種 峯 3 1 4 2 1 10 12 I 1 8 7 5 3 1 4 2 3 6 ， 1 10 3 97 12 07 

津 和 野 3 3 2 I 8 14 1 5 6 7 2 1 2 3 1 4 10 11 3 87 14 07 

六 日 市 1 2 1 1 15 2 3 4 ， 1 2 1 1 2 1 2 11 2 61 15 07 



（単位 mm) 1983年 7月22日

地函点名＼＼時＼刻 01 02 03 04 05 06 07 (l3 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 21 日計 最大時
(mm、時）

西 郷 4 2 2 6 22 12 15 2 4 I 10 18 98 22 08 

海 士 5 4 2 3 5 19 13 18 8 4 3 2 I I 18 5 JI! 19 07 

鹿 島 1 9 24 18 3 1 6 15 22 ， 108 24 05 

松 江 I 2 12 2~へ 1`  14 I 2 1 3 13 13 8 91 21 05 

出 雲 I 14 22 16 2 2 3 2 20 7 4 93 22 04 

大 東 8 14 16 6 2 IO 4 10 70 16 05 

伯 太 7 7 ， 3 5 6 7 2 46 9 05 

佐 田 3 18 17 13 I 11 3 IO 76 18 03 

大 田 3 27 18 5 11 3 18 85 27 03 

掛 £ ロ 2 20 10 8 8 3 6 57 20 03 

横 田 10 ， 4 1 6 2 32 10 03 

13 

福 光 IO 24 7 1 
， 2 7 60 24 03 

赤 名 5 5 3 10 6 29 10 23 

芍ロ^  妻 山 7 1 1 8 15 32 15 24 

桜 江 4 1 4 6 12 27 12 24 

JII 本 1 6 1 5 6 13 32 13 24 

浜 田 3 1 2 4 15 25 15 24 

原 山 2 5 2 ， 5 23 

瑞 穂 4 3 7 4 23 

,~ 隅 1 12 11 24 12 23 

弥 栄 5 1 I 12 4 23 12 23 

波 佐 1 8 3 12 8 23 

益←ー一．田 2 I 3 8 14 8 24 

匹 見 I 1 1 24 

十 種 峯 2 4 6 4 24 

津 和 野 1 3 4 3 24 

六 日 市 I 1 1 23 



（単位 mm) 1983年 7月23日

i繭地点弱名＼＼時刻 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 日計 晶翌馬
西 郷

海 士 1 1 I 15 

鹿 島 5 2 2 ， 4 1 10 33 10 19 

松 江 7 4 1 1 1 1 7 ， 8 39 9 16 

出 雲 7 2 1 1 I 2 3 2 3 6 28 7 01 

大 東 14 1 3 1 1 I 1 6 2 2 32 14 01 

伯 太 21 ， 1 3 I 1 3 1 2 2 1 1 46 21 01 

佐 田 28 4 6 3 1 1 I 4 3 I 1 3 56 28 01 

大 田 4 2 3 1 1 1 1 2 12 1 1 29 12 13 

掛 ムロ 38 2 8 7 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 69 38 01 

横 田 26 10 9 17 4 3 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 92 26 01 

14 

福 光 18 2 2 2 1 2 4 16 30 12 2 2 I 1 95 30 11 

赤 名 17 33 42 X X X X X ！ X ！ X 99• 1 192 X 

吾 妻 山 12 30 22 14 ， 6 5 6 5 1 5 5 2 1 1 124 30 02 

桜 江 63 68 26 8 6 3 5 3 18 27 29 1~ 牛 紐 ら 1~ ヰ ヰ ＊ キ ヰ ;共 >o 27令 臨 02

JII 本 38 56 45 10 7 3 5 2 6 23 24 13 4 4 I 241 56 02 

浜 田 60 72 16 5 15 7 6 13 44 53 34 4 1 330 72 02 

原 山 15 57 53 27 49 11 16 10 23 11 15 2 289 57 02 

瑞 穂 5 45 43 30 40 20 21 8 13 13 11 I 1 ！ 252 45 02 

隅 16 46 44 44 X X X X ！ X X X X X X X X X X X X X X X X X 

弥 栄 5 26 25 39 39 52 41 47 4 278 52 06 

波 佐 3 39 3記 3鋲 4紐 5~ 4年 2砕 3記 1訳 1芸 ;,: lキ シ シ シ シ 中 ＊ ヰ キ ヰシ ヰ 33紐 50X 06 

益 田 1 13 36 46 68 56 90 15 X X X 

匹 見 5 17 9 32 5 1e 1紐 糾 ＊ ＊ 浜 シ 1共 江 シ シ シ う シ ヰ 共 ウ 共 110 33s 05 

十 種 峯 4 4 1 1 6 1 1 27 11 03 

津 和 野 2 2 6 7 2 19 7 04 

六 日 市 1 2 3 2 04 



（単位 mm) ・ 1983年 7月 24日

観地済損点I名＿＿
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 日計 息大盟、

西 郷 7 6 10 27 11 61 切 04

海 士 3 1 7 3 14 7 03 

鹿 島 1 4 5 4 09 

松 江 1 I I JO 

出 雲

大 東

伯 太

佐 田 I 1 I 06 

大 田

掛 メロ

横 田

15 

福 光

赤 名

吾 妻 山

桜 江 シ シ シ 江 x シ ギ シ ； ＃ 

JII 本

浜 田

原 山 4 4 4 15 

瑞 穂

隅 X X X X X X X X X X X X X X ！ X X X X X ！ X ！ X X X 

弥 栄

波 佐 ウ 共 ＃ ウ ＃ ＃ 共 ＊ 共 共 ゥ キ 共 う ＃ ＃ シ ゥ 共 ウ ＃ お ウ 共 ＃ わ

益 田 X ！ X X 

匹 見 ゥ 共 ⇒ 共 さ ゥ キ ヰ ＃ キ 土 シ さ 2共 1共 共 キ シ キ ＊ 土 芸 キ 共 3 as 2 as 14 

十 種 峯

津 和 野

六 日 市 1 1 1 16 



第1-1-5表 地域気象観測毎
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時風向・風速表 （単位 m/s) 1983年 7月 20日

I 3 1 4 1 5 1 6 I 7 I 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 最平 均多 最風速大時

(ms，時）

SW SW SW WSW SW WSW WSW WSW w w w w WSW SW 

， 8 ， ， 8 ， 7 6 4 5 7 6 5. 9 10 12 

SW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW w w w WSW WSW 

7 6 7 7 ， 7 8 6 6 6 6 7 5. 5 9 17 

SSW s S SSW s S SSE SSW S SSW SSW SSW SSW SSW 

4 4 4 4 3 3 I 1 4 4 4 5 3. 0 6 12• 

WSW WSW SW WSW W WSW WSW SSW WSW w W WSW WSW WSW 

2 3 4 3 4 4 2 I 3 3 4 7 2. 8 7 24 

SSW SSW SSW SW SW SW SW SSW - WSW SW WSW SSW WSW 

2 4 3 2 4 3 1 I 

゜
1 1 5 2. 3 5 24 

SSE SSE SE SSE s SE SE SSE SE SE w SW SSE SW 

3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2. 4 3 24* 

SSW SSW s s S SSE s - SSW SSE SE SSE s SE 

I 2 2 I 1 1 1 

゜
1 1 2 1 1.0 2 23• 

SW SW SW SW SW WSW -wsw SW SW SW WSW SW SW 

2 4 4 1 2 2 

゜
2 4 3 2 1 2. 7 5 10• 

SSW s - SSW -ssw SSW WSW s SSW SSW 

I I 

゜
1 

゜゚
I 2 1 

゜
1 

゜
0. 9 2 20• 

NNW NNE N N WNW N NNW N s 
ヽ

I 1 

゜゚ ゜
1 1 I 

゜゚
1 1 0. 8 2 09• 

SSW WSW SW SSW SW SW SW SW SW SW SW WSW SW SW 

7 6 5 7 4 5 4 7 8 7 ， 6 6. 2 9 23 

WSW - SSW SSW - WSW - SSE WSW WSW 

2 

゜゚
I 1 

゜゚
1 

゜゚ ゜
1 0. 5 2 13 

s S SSE s S SSE s s SW SSW W SSE s s 

2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2. 5 4 10 

SSW WSW SSW SSW SSW SSW SW SSW SSW SSW SW w SSW SSW 

3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 I 2. 3 4 11* 

SW SSW SW SSW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW 

3 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4. 4 7 08 

NE E ENE NE NNE WSW w SW SW SSW SW SW NE SW 

2 2 I 1 2 2 I 2 3 3 2 3 1. 7 3 24* 
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亨:i0二:゚□゚]',:|0;107N108-10:＼r|10111112 

1 風速 4 3 2 | 3 1 2 2 1 1 。3 

I ＇風向叩紺 Iwl w[＼訳w¥wswl wl E¥wswl sw, 
海士風速 4 4 4 l 3 | 2 2 1 1 2 4 3 1 3 5 

風向 swl wlwswlssE¥ssE¥ -lssE¥ -I -jsswj swj w 
！鹿島風速 7 5 2 21 1 0 11 0 0 3 5 3 
I 風向 w w,wsw|wsw[wsw wsw sw SSE wsw wswi w wsw 

i松江 1風速 5 6| 6 3 2, 2 1 1| 3 6 5! 7 
出雲風向 iwswI wswsw sw swi sw sw sw sw w wsw' 

大田 I三：WS¥:f S-1 : ESそES[ssずで ss引予三：ヨ
掛合 I風向 SSE S NNE NE, E - - -SSE SSE -ssw 

風速 1 1 2 2| 1 0 0 0 1 ! 11 。I 

I横田1: ： ； >>:I :rIws: ss: 1 : ：Iwsv:I狐 :1WS:

' i風向 w!ssEI sEI NINNEI NEj sEI sEjSSEI SEI N• -

赤名 1颯速 11 11 21 1 2i II 1 1 21 1 2 0 
！風向，ー sw sw|NNW NN，V -|wsw wswI¥vsw sw w wsw' 

川本 1 1 ° 1 41 2 2 。I2 2 1 2 2 1 
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（単位 m/s) 1983年7月21日

I 3 1 4 I 5 I 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 平最 均多 /最風_/速ー大時吐・

w w WSW WSW w w NW NNE N NNW NW NNW w w 

4 3 4 4 4 I 2 I 1 1 1 I 2. 3 4 17• 

SW WSW SW SW SW WSW w SW SW 

3 4 3 4 2 2 

゜゚ ゜゚
I 

゜
2. 3 5 12 

W SSW SSE S ENE E NE WNW SSW SSE SW 

3 3 2 5 I 1 

゜
I 1 1 

゜゚
2. 0 7 01 

WSW WSW SW WNW ESE ENE ESE ENE SE SSE ESE WSW WSW 

8 5 2 I 2 1 2 I 3 2 1 

゜
3. 1 8 13 

SW SW E ENE E NE ESE NE SW WSW 

4 1 

゜
2 1 3 2 I 2 

゜゚ ゜
2. 5 9 01 

WSW S SSE SSE SE SE SSW SE SSE SE SE SSW SE WSW 

2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1.8 5 01 

S SSW SE - SSE SW SSE s SSE s 
1 1 I 

゜゚ ゜゚ ゜
1 1 I 2 0. 8 2 24• 

SW ESE E E WSW s SW SW WSW - WSW WSW WSW 

2 

゜
1 1 I I I 2 2 4 

゜
2 I. 4 4 22 

- SSE SSE SE SSE s s SW w SSE SW SSE SSE 

゜
I I 

゜
I 1 2 1 I I 2 I I. I 2 23* 

s NW N渾 NNW E E NNW NNE WNW NNW SW 

1 

゜
1 1 1 2 I 1 1 2 

゜゚
I. 3 4 03 

SSW ESE ENE ENE E ENE WSW s SW w SSE SW SW 

3 I 3 4 1 1 4 

゜
I 7 I 1 4. 0 10 03 

NE ENE ENE NNE NNW NE NNE X E w w 

゜
I 

゜
2 4 1 1 1 2 1 2 

゜
1.4 6 05 

SSW N NE N SSW WSW w s S SSW SSE SSE SSW SSW 

I 1 3 1 4 I 1 2 1 5 I 2 2. 2 5 22 

SE N ESE SSE w SE SSE - WSW SW SSW SSE ” 
I 1 I I 1 

゜
I 3 

゜
3 3 1 1. 5 4 06 

NE s SW SW SW SSW SW SW SSW SW SW SW 

゜゚
l 1 3 4 3 3 3 1 3 2 I. 9 4 18* 

w NW E ENE NNE NE NNE E WSW N WSW WSW 

I 1 1 2 2 I I 3 2 2 

゜゚
I. 7 4 05• 
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（単位 m/s) 1983年7月22日

1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 I 2 2 2 3 2 4 平最 均多 忍最璧大

E NE WNW WSW ENE SE WSW w WNW NW NW  ENE w 
1 I 1 2 

゜
1 3 3 6 5 5 2 2. 3 6 21 

SW SW WSW SE SE SW w w WNW WSW SW W1  

2 3 

゜
I 

゜
3 3 4 7 4 2 I 1.7 7 21 

- SSE SSE ESE S ESE SE SSW WNW 

” 
WSW s SW 

゜
2 2 1 1 2 3 6 7 3 2 

゜
2. 7 8 11 

W WNW SE ESE ESE SSW SSW WNW WSW w WNW WSW 

” 3 3 

゜
1 3 3 5 7 ， 7 3 1 3. 3 9 21 

SW SE SSE S SSW w SW SW SW WSW 

゜゚ ゜
1 1 3 3 5 4 3 3 

゜
2. 6 8 11 

SE SW NNW ESE S SSE SSE s w w w w SE w 
I 2 I 2 2 2 2 3 f 1 1 2 2. 1 5 21• 

NNE SSW s S SSW SSW s SSE SSE SSE s 
I I I 

゜゚
2 2 2 2 

゜
1 I 0. 9 2 21, 

SSW SW SW SW SW SW SW SW WSW NNW ENE SW SW 

！ 

゜
3 3 2 4 5 6 5 5 1 1 2. 2 6 20 

SE s s s S SSE s s S SSE 

゜
2 

゜
1 1 I 2 2 1 1 

゜゚
0. 8 2 20* 

WSW SW WSW s s s s S NNW SW SE s s 
I I 

゜
1 2 3 4 2 2 I 1 1 1.3 4 19 

w WSW w SW S SSW SW SW SW WSW SW SW SW SW 

2 I 2 7 7 ， II 11 8 5 7 5 5. 5 l1 20* 

N SE s s S SSW S SSW w w w NNW s s 
1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 I 1 1. 2 4 09 

X X SSW S SSW s s S SSW SW w WSW SSW SSW 

3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 I I 2. 6 4 21* 

S SSW SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW WSW SSW SSW 

3 3 2 3 3 4 4 5 2 2 

゜゚
1.8 5 20 

s SW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SSW SW SSW SSW 

4 5 5 6 5 7 6 6 6 6 4 3 4. 7 7 18 

SW SW SSW WSW w WNW SW WSW WSW SW SW WSW WSW WSW 

2 2 4 2 1 2 2 4 3 2 3 2 2. 4 4 20• 
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I~ 
0 l 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 l 1 1 2 

風向 EW s - WNW NNE w w sw,wsw 
西郷 ' 

風速 1 1 

゜
l l 

゜゚
t 

0 1 2 4 5 

！風向 ENE ssw SW SW SW  SW SW SW 

海士
風速 1 l 

゜゚ ゜゚
2 2 4 4 ， 4 

風向 ENE - - E s 
SI ！ SW 

s S SSW SSW s 
鹿島 速 t 
， 風 : ] : I 2 2 3 1 2 3 3 2 

校江1:: - WSW w - w 
WI SW 

WSW 

0 0 0 

゜
4 I o! 

゜
l 3 3 2 

風向 SW WSW SW, SW SW SSW SSW -．， ssw w 
1出雲 風速 3'4  4 2 2 2 I 

゜゚
2 2 l 

゜風向 w SE w SW SSW SSE SE SSE SSE SE SSE SSE 

大田
風速 2 1 J 2 1 1 2 1 2 3 2 2 

風向 NNW - ESE SE SSE SSW - SSW SSW SSW 

掛合
風速 1 

゜
1 

゜゚
I I 1 

゜
3 1 2 

風向 S ESE -ssw 

01 

- ESElESE 
] NE 

w 
横田 i 

風 速 1 I 

゜
1 

゜
Oi I 1 1 0 1 1 

風向 NNE SSE X X X X X ! X ! X 

赤名
風速 XI - l 1 

゜
X X X X I X ！ X 

風向 SW X X X X X X X X X 

川本
風 速

゜
1 1 1 l 1 1 1 3 l 

゜
1 

風向 WSW WSW WSW WSW SW SW SSW s S SSE SE 

浜田
風速 ， 6 7 3 8 8 7 5 3 1 3 

゜風向 ESE SW W ESE w w S WSW SW WSW 

-0I 、i 瑶穂 1 ！ 1 
風速 I I 1 1 2 1 1 1 1 

゜風向 N団V SSW NW SW SSW X X X 

弥栄
風速 2 1 1 1 3 l 2 

゜゚
3 t 

゜゚風向 WSW w sw w NE ” X X X X X 

益田
風 速 3 1 I 

゜
3 2 I 1 X X X X 

I風向
SSW SSW SW SW SW SSW SW SW X X X SSW 

津和野 屁速
4 3 3 2 3 5 3 3 X x X 2 

風向 WSW SW WSW WSW WSW ESE WSW X X w X X 

六日市
風速 3 4 2 4 5 I 4 X X 3 X X 
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（単位 m/s) 1983年 7月 23日

I 3 1 4 I 5 I 6 1 7 I 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 最平 均多 (敢風m/速s， 大時時） 

WSW WSW SW WSW WSW WNW W WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW 

5 6 ， 4 6 3 2 5 4 5 3 7 3.1 9 15 

SW SW SW WSW SW w SW WSW SW SW SW WSW SW WSW 

4 6 6 6 5 4 5 4 3 4 5 7 3.4 7 24 

SSE SSW SSW SSE ESE - SSE ESE E ENE NE SSE S SSW 

3 8 4 3 2 

゜
3 1 1 1 I 2 2. 0 8 14 

WSW SW WSW WSW -WNW - ENE SE WSW WSW 

2 6 6 4 

゜゚ ゜
1 

゜
2 

゜
1 1.5 6 15, 

SSW SW SW E ENE -WNW - ESE - SSE SW SW 

3 4 3 2 1 

゜
3 

゜
1 

゜゚
1 I. 7 4 14, 

SE SE E SE SE SE ESE SE SE SE SE SE SE SE 

1 2 I 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1.8 3 23• 

SSE s SE S SSW - SSW SSW SW SSW SSW 

I I 

゜゚ ゜
1 1 1 

゜
1 1 1 0. 8 3 10 

NNW - NNE E w NW SSW NE ESE NE 

1 

゜゚ ゜
1 1 

゜
1 I I 

゜
1 0. 6 I 24, 

SE S NNE NNW s S WSW - SSW X 

I 1 I 1 

゜
I 

゜
I 1 1 

゜
1 X X 

X X X X X X X 

I I I 

゜゚ ゜
1 1 

゜゚ ゜
1 0. 8 3 09 

NE NE NW SW S SSW SSW SSW SW SW SW WSW 

゜゚
1 2 1 8 1 2 6 5 6 7 4. 1 9 01 

E ENE w NE NE E X E w 

゜
1 2 1 I 2 2 

゜
X 

゜゚
1 0. 9 X 

X X X X X X X X X x X X X 

1 1 2 2 2 1 I 2 3 2 2 4 1.5 4 24 

X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X 

゜
X X 

゜
X X X 

X SSW S SSW SSW W WNW - SSW SSW SSW SSW 

X 2 3 4 3 2 I 

゜゚
3 4 5 X X 

WNW NW w WNW WSW w w N X NE NE NNE X 

3 2 4 3 3 2 3 2 X 1 2 2 2. 8 X 
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ミミ雌剖 0 l 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 11 1 2 

風向 SW WSW WSW WSW w w w Wi w w w w 
西郷

風速 ， 8 5 8 7 6 6 7 7 5 5 6 ． 
I 海士

風向 WSW WSW WSW WSW WSW W WSW WSW WS聞 WSWWSW WSW 
i 

風速 6 7 8 ， ， ， ， 8 8 6 6 8 

風向 NNE E SSW SSW SW SW SW SW SW SW WSW 
鹿乱

風速

゜
I l 4 5 6 7 4 6 4 4 6 

風向 E WNW W WSW WSW WSW WSW w I w w WSW 
松江

風速 1 

゜
1 4 7 8 ， 11 ， 7 1 1 11 

風向 SSW SW SW SW SW SW SW SW SW WSW SW WSW 
出雲

風速 1 3 5 5 7 6 7 7 8 7 7 7 

風向 SE SE S SSW WSW SW wsw SW WSW WSW WSW WSW 
大 田

風速 3 1 l 2 3 2 4 3 2 3 4 6 

風向 SSE s S SSW s s s S SSW WSW S SSE 
掛合 I 

1i 1 風速 1 1 1 2 2 2 2 I 2 1, 2 

風向 SW SW SW WSW WSW WSW w WSW WSW WSW 
横田

風速

゜゚
2 4 4 3 3 4 4 4 5 3 

風向 S SSE SSE SSE - ESEiESE E E 
赤名

風速

゜
2 I I 

゜゚
I 

゜
I 1 I 2 

風向 X X X X X X 
川本 ， 

風速

゜゚ ゜゚ ゜
I 2 

゜
3 4 5 5 

風向 SW sw SW SW SW SW SW SW WSW WSW SW WSW 
浜田

風速 6 6 8 8 8 8 8 7 5 8 8 ， 
風向 w E WSW w w w WSW 

瑞穂
風速

゜
1 

゜゚ ゜
I 

゜
1 1 4 5 6 

風向 X X X X X X X X X X X X 
弥栄

風速 2 3 3 3 4 3 2 X 2 l 2 3 

風向 - SSE SSW SSW X X SW X WSW WSW X 
益田

風速

゜゚
1 1 2 X X 3 X 2 3 X 

風向 SSW SW SW SSW SW SW SSW s s s S NNW 
津和野

風速 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 

風向 SE WNW w w 螂 V w w WSW w NW w NW 
六日市

風速 I 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 
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（単位 m/s) 1983年7月24日

I 3 1 4 1 5 1 6 1 7 I 8 1 9 2 0 2 I 2 2 2 3 2 4 最乎 均多

長`
w W WSW WSW w w WSW w w WSW SW WSW w SW 

6 5 7 5 5 6 4 3 3 2 2 4 5. 5 9 01 

WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW SW WSW SW WSW WSW 

7 8 7 6 6 7 6 5 6 5 5 4 6. 9 9 07* 

WSW SW SSW SW SW SW SSW SSW SSW SSW - ENE SW SW 

7 6 7 8 6 7 6 3 3 3 

゜
1 4. 4 8 16 

w w w w w w WSW W WSW WSW w w w w 

11 11 11 7 8 7 7 5 5 4 2 2 6. 6 11 15• 

WSW WSW SW WSW WSW SW SW SW SW SW SW SW SW SW 

7 6 6 6 6 5 6 4 3 1 2 2 5. 2 8 09 

WSW WSW SW SW SW SW SW SSW SSW ESE SSE SE WSW WSW 

5 4 4 4 4 4 2 2 I 2 1 2 2. 9 6 12 

S SSW SSW S SSW s s s S SSE s s s s 

I 1 I 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1. 3 2 18* 

WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW WSW 

6 4 5 4 2 3 1 2 

゜゚ ゜゚
2. 6 6 13 

SSE ENE ENE SSE SSE SSE SSE SE SSE SSE SSE 

I 
1 1 1 2 2 2 1 1 I 

゜゚ ゜
0. 9 2 18• 

SW SW SW WSW X WSW WSW SW w X SW 

6 4 4 3 5 4 2 1 1 

゜゚ ゜
2, 1 6 13 

WSW SW SW SW SW WSW SW SW WSW -ssw SSW SW SW 

8 7 8 ， ， 5 6 4 1 

゜
3 4 6. 4 9 17* 

WSW w W WNW w w w w w W WSW 

7 2 3 2 4 3 4 3 1 

゜゚ ゜
2. 0 7 13 

X X X w w w SSW SSW s X 

1 5 2 2 2 2 1 1 

゜゚ ゜
1 2. 0 X 

X X WSW X W WSW X X X SE SE X 

X X 2 X 2 1 X X X 1 

゜
I X X 

SSE E ENE SSE w ” X s 

1 

゜
1 1 2 1 1 

゜
X 

゜゚ ゜
I. 7 X 

NW SW WNW WSW NW N SSW - ENE w WNW 

3 3 2 

゜
1 

゜゚
I I 1 

゜
1 1. 9 4 05 
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第 1-1-6表 地域気象観測毎時

1三時刻l1 o 1 

l 

0 7I . 0 8 
l 1 I I l 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 9 1 0 

I 1｝ I 西郷

気混 i 229 213 207 206 210 219 i 221 219 225 234 
250 I ＇ 247 

ビ照

訊4I. 255 気温 2111207 204 2()8 216'220 223 236 254 243 
海士

El 照

気 温 207 205 205 211 216 216 2 18 } 225 240 246 253 237 
鹿島

日照 i 

松江
気 濫 227 221 210 210 211 219 228 234 241 257 256 234 

日 照 ； 

気混 210 i 205 216 叫 236 233 237 250 252 252 241 243 
出雲

El 照

気潟 219 210 224 222 220 218 223 228 2町 228 227 236 
大田

日 照

気温 194 189 194 219 226 224 229 238 247 243 225 229 
掛合

照日

気 涅 204 199 194 211 231 213 217 229 訊3 243 2汲 221 
横田

日 照 ， 

気 温 202 203 202 201 198 196 198 203 213 212 210 213 
赤名

日 照

気 湿 205 202 201 203 204 206 221 229 246 223 219 220 
川本

照日

2441 ！ 251 気温 223 265 260 251 266 273 265 253 257 272 
浜田

日 照

気 礁 189 186 187 187 191 193 196 202 218 223 219 228 
瑞穂

日 照

気速 188 223 230 226 219 225 243 249i ， 240 232 229 237 

I 弥栄

， 
日照

気 温 226 224, 224 263 257 
260 I I 273 

271 264 265 260 255 
益田

日照 。]1 0. 2 

温 I210 245 252 247 235 239 256 254 241 245 2M 240 
津和野

日 照 0. 2 

気 温 200 200 201 203 194 196 204 22! 235 228 230 223 
六日市

日 照 0. 5 
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気温・日照時間表 1983年 7月20日

平均

気最巌（C砥窟・時時温時） 1 3 1 4 I 5 1 6 I 7 I 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
日計

245 250 258 258 256 254 251 248 244 240 241 233 23. 6 25. 8 16• 

I 
20. 6 04 

245 246 252 247 243 244 246 248 250 251 242 234 23. 6 25. 5 10 

20. 4 03 

糾7 260 260 257 244 247 246 243 242 243 246 252 23. 6 26. 0 15• 

9、 0.2 0. 3 0. 5 20. 5 03• 

1 244 266 262 256 244 243 248 243 243 240 244 245 23. 9 26. 6 14 

0. 2 0. 2 21. 0 04• 

253 276 260 256 255 257 257 247 242 243 251 257 24. 4 27. 6 14 

/‘、 0.1 0. 2 0. 3 20. 5 02 

245 253 249 249 244 249 246 243 243 247 258 258 23. 7 25. 8 24• 

21. 0 02 

240 253 240 238 233 233 240 234 241 243 246 245 23. I 25. 3 14 

〇.3 0. 3 18. 9 02 

231 241 237 230 225 233 230 227 241 244 237 231 22. 7 24. 4 22 

1 0. 3 0. 4 0. 3 1.0 19. 4 03 

I 220 227 220 220 222 220 220 223 227 230 230 232 21. 4 23. 2 24 

I 19. 6 06 

232 235 230 232 233 231 231 231 231 233 235 234 22. 4 24. 6 09 

20. 1 03 

| 259 246 248 260 262 254 263 271 264 272 244 248 25. 7 27. 3 08 

0. 3 0. 3 22. 3 01 

I 236 228 226 227 228 225 223 229 227 230 228 230 21. 5 23. 6 13 

| 0. 1 0. 1 18. 6 02 

k 229 233 228 233 238 235 241 245 247 247 241 236 23. 3 24. 9 08 

18. 8 01 

251 253 248 251 256 255 262 266 266 268 264 259 25. 6 27. 3 07 

〇.3 22. 4 03• 

244 243 250 249 253 255 262 262 264 265 262 252 24. 9 26. 5 22 

0. 2 21. 0 11 

224 224 223 229 233 246 243 252 256 259 256 260 22. 7 26. 0 24 

0. 5 19, 4 05 
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lここ 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 I 0 1 l 1 2 

面 郷 1気日 照温
2171 ， 218 

， 
225 225 220 215 214 224 234 246 247 249 

0. 7 I 
i 1 

0. 2 1.0 .゚5 

気温 232 231 229 227 225 226 221 226 234 239 245 246 

海士
日照 0, 4 0, 9 0. 6 0, 7 

気温 254 226 218 210 209 212 217 224 238 243 245 247 

鹿島
日照 0, 3 

。̂2 
0, 9 0. 7 

{ 

気 芭 247 228 211 211 213 2141 221 226 236 252 255 253 
松江

日照

221 I 211 

0. 2 0.4, i 0. 8 

気温 252 210 218 226 228 228 235 241 245 245 
出雲

日照 0, 3 0、4 0. 5. 

気 温 252 253 211 218 2171 2泌 227 221 233 249 257 259 

大田
日照 0. 1 0. 4 0. 7 

滋， 240 252 214, I 2伍 206 202 206 207 213 228 242 244 
掛合

日 照 0, 1 0.1 

気 湿 230 227 228 199 197 197 198 197 切8 224 238 248 

横田

1921 192 

巳照 0, 2 0. 4 0. 4 

気 温 230 228 229 2認 207 196 204 212 230 233 

赤名
日 照 0. 2 1.0 0, 3 

気 湿 232 I 241 241 234 223 215 如5 209 224 241 247 246 
川本

日 照 0、5 。鳴 2

気温 244 247 245 236 220 211 215 220 234 243 245 238 
浜田 ヽ

日照 0, 4 。,7 0. 3 

気 速 227 230 ・ 231 232 227 204 197 200 213 223 245 232 
琺穂

日照 0. 1 0. 3 0, 9 0.1 

気四 233 234 233 230 218 200 186 193 205 213 222 203 

弥栄
日照

218 I 207 

0. 2 o, 6 

気福 253 254 252 250 235 219 2お 243 2371 228 
益田

日照

気 湿 253 253 247 250 251 239 220 214 215 221 214 217 
津和野

日 照 0, 1 

気 温 265 246 243 253 お2 246 235 224 229 206 198 202 
六日市

E; 照 。.2 
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1983年 7月 21日

平均

気最岐（r砥窟．睦温時時ヽ1 3 I 4 I 5 I 6 1 7 1 8 I 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
日計

240 238 243 236 229 223 209 201 195 197 196 199 22. 3 24. 9 12 

I 0. 3 0. 3 3. 0 19. 5 21 

I 237 236 235 2:;3 229 216 206 201 197 200 200 200 22. 4 24. 6 12 

2. 6 19. 7 21 

241 235 232 216 206 199 199 200 204 207 208 210 22. 1 25. 4 01 

0. 3 2. 4 19. 9 19• 

245 239 233 216 207 206 206 206 207 209 210 212 22. 3 25. 5 11 

0. 3 I. 7 20. 6 20• 

239 237 224 210 203 201 204 202 204 209 212 213 22. 2 25. 2 01 

0. 2 1.4 20.1 18 

251 225 219 213 210 216 216 218 221 224 229 238 22. 9 25. 9 12 

1. 2 21. 0 17 

I 238 218 211 197 197 194 198 225 227 233 230 241 21. 9 25. 2 02 
I 

0. 2 19. 4 18 

240 222 214 193 188 189 219 227 228 226 218 220 21. 6 24. 8 12 

1.0 18. 8 17 

211 204 198 191 202 207 210 213 217 215 220 217 21. 2 23. 3 12 

l 1. 5 19. 1 16 

| 222 
I 

216 210 209 205 215 208 206 207 210 215 214 22. 1 24. 7 11 

I 0. 7 20. 5 17• 

219 215 202 206 213 223 225 224 225 235 232 240 22. 7 24. 7 02 

I 1.4 20. 2 15 

I 201 205 203 197 !95 200 207 204 209 X 220 217 21. 4 24. 5 11 

| 、200

1. 4 19. 5 17 

197 192 194 237 228 225 223 227 227 227 225 21. 6 23. 7 17 

0. 8 18. 6 07 

229 221 215 221 221 229 231 234 240 243 251 249 23. 4 25. 4 02 

20. 7 07 

217 222 22~ 235 250 250 244 243 249 245 245 239 23. 6 25. 3 02• 

0. 1 21. 4 11• 

204 208 221 227 230 230 228 230 239 232 228 224 22. 9 26. 5 01 

0. 2 19. 8 11 
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時刻

01102 lo3 I04I05 I06 07I08I09l!Olll 112 

暉

1気
西．．

1日照

I海士 1気福
． ，日照

鹿島
1気温

温 198 I 201 I 200 

201 I 202 I 202 

I 
223 I 238 I 236 

2
0
6
2
1
2
2
2
8
 

2
0
4
2
0
7
2
2
9
 

．
 

2
0
3
2
0
6
2
3
2
 

79 00 
22 

56 00 
22 

21 01 
22 

67 00 
22 

01 12 
22 

ー
3 79 11 

222 

庇臨
日照 0.1 

気温 214 215 233 232 228 2加 230 234 l 2431 2581 274 240 
松江

I 日照

気滉 243 243 234 231 230 230 232 242 279 285 255 235 
出雲

日照
； 

気涅 246 240 232 231 230 I 230 236 255 285 297 286 262 

I 大田 日照 0. 2 0.1 0. l 

気濫 239 228 223 220 218 2l8 1 218 243 260 ! 266 270 250 
掛合

日照 , 0.1 

気温 lI 217 214 215 217 215 216 220 2訊 251 261 258 240 
横田

四11I ,981 函

日照 0. 4 0. 2 0、4

赤名 気日照混
216 214 218 215 238 239 242 242 266 

2691 274 

0. 3 

I気獄 215 215 2181 223 219 217 220 234 268 289 
川本

日照 I 。̀2 

気湿 I233 2341 ， 232 231 232 268 274 280 286 287 275 280 
浜田 I o. 1 日照 。.3' 0. 5 

瑞穂 気温
2 14 212 212 215 212 213 217 227 249 256 253 262 

I 日照

241 I ! 243'250 

0.1 

気迅 222 222 230 238 250 259 256 258 279 
弥栄

日 照 o. 4 

気温 243 241 239 253 258 255 272 280 288 295 306 31] 

益田
日照 0, 7 。令 8

気温 247 259 261. I 260 260 261 262 267 273 275 290 299 
津和野

日照 0, 3 0. 3 

気氾 223 223 247 244 254 257 261 263 268 272 270 276 
六日市

日照 0. 4 o. 2 0、3

2 3 5 2571 2651 2561 247 
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1983年 7月 22日

I 平均

気晨（C塁・時温悶） I 3 1 4 1 5 1 6 I 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
日計

9、 210 215 228 232 234 228 225 231 233 220 222 220 21. 5 23. 4 17 

19. 8 01 

234 234 234 245 244 235 235 234 225 226 222 221 22. 1 24, 5 16 

0. 1 0. I 0. 2 20. 1 01 

245 260 266 260 266 269 276 286 228 222 216 218 24. 5 28. 6 20• 

0.1 〇.7 0. 3 1. 2 21. 6 23 

244 270 275 263 262 259 286 286 244 227 222 223 24. 5 28. 6 20• 

| 〇.9 0. 5 1. 4 21. 4 01 

252 285 284 276 281 292 287 290 244 220 220 224 25. 4 29. 2 18 

9、 0.2 1.0 0. 3 1.5 22. 0 23 
I 

1 304 316 290 289 293 289 282 288 264 248 246 244 26, 6 31. 6 14 

'0. 8 1.0 0. 1 2. 3 23. 0 06• 

| ‘、 282 297 288 264 275 279 277 275 272 230 232 232 25. 2 29. 7 14 

I 0. 3 0. 7 〇． 2 1.3 21. 8 07• 

I 252 273 282 273 270 270 271 270 264 262 226 225 24. 6 28. 2 15 
I 

0. 3 0. 5 0. 4 0. 1 2. 3 21. 4 02 

| 271 273 273 263 258 256 252 251 250 240 224 224 24. 2 27. 3 15• 
l 

L 0. 2 0. 7 0. 3 1.5 21. 4 02 

I 295 306 287 272 286 286 282 283 285 242 238 233 25. 7 30. 6 14 

0. 3 0. 9 1.4 21. 5 02• 

く295 281 278 302 301 298 297 296 290 243 241 240 27.0 30. 2 16 

ミ、 LO 0. 2 2. I 23. 1 04 

276 295 283 271 268 266 262 262 259 258 233 226 24. 6 29. 5 14 
I 

0. 3 0. 8 0. 4 I. 6 21. 2 05• 

X X 274 279 271 271 268 269 262 263 230 230 25. 3 X 

0. 9 0. 4 0.1 0. 2 2. 0 22. 2 02• 

327 316 310 308 302 300 296 287 278 280 252 250 28. 1 32. 7 13 

0. 8 0. 4 2. 7 23. 9 03 

306 304 294 294 293 286 281 279 276 275 253 249 27. 5 30. 6 13 

0. 8 0. 8 0. 3 0. 2 1.0 0. 2 3. 9 24. 7 01 

281 283 279 272 271 267 266 266 265 262 250 245 26. 1 28. 3 14 

/ t 0. 2 0. 5 0. 5 2, 1 22. 3 02• 
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督ここ 0 l 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 1 0 1 1 1 2 

気湿 221 215 216 213 211 213 214 220 238 250 248 249 
西郷

日照 0.1 

気温 211 216 213 214 216 221 233 237 242 244 238 245 
海士

日照 0、1

鹿島
気温

日照

216 222 226 228 236 240 243 247 251 261 250 236 

； 

気 混 223 226 223 229 237 238 241 242 2鉛 255 238 234 
松江

日照

気温 240 247 244 244 247 245 246 247 249 253 236 233 
出雲

日照

気濫 248 247 245 248 249 248 245 244 243 234 229 232 

大田＇ 1 ， 日 照

気温 229 231 229 248 230 233 2組 238 229 225 223 223 
掛合

日照

気 温 221 222 220 220 220 219 218 219 219 218 218 206 
横田

照日
£ 

気 温 222 219 219 x X X X X ！ X 1 X 
赤名

日照 X X X X X ！ X ！ X 
i 

気 温 232 231 X X xi X X xi X X X X 
川本

日照

気 濫 241 241 240, 239 236 235 236 233 229 228 225 219 

：I 浜田 日照

気 濫 225 225 224 222 221 220 218 215 208 204 2訳5 210 
瑞穂

日照

気 湿 233 222 232 228 221 X X X X X X X 
弥栄

照日

妥t 涅 255 245 248 247 235 235 242 X X X X X 
益田

照日 X X X X 

気 温 253 252'246 246 252 259 254 265 X X X 301 

I 六津和R野市

日照 X X X X' 

気 漏 253 お9 247 257 261 237 262 X X 認2 X X 

日照 X X xi I X X 
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1983年7月23日

平均

員気（C魯・時温悶） 1 3 I 4 I 5 1 6 I 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
日計

247 244 235 226 221 221 221 226 229 245 249 257 23. 0 25. 7 24 

0.1 21. 1 05 

238 236 224 219 222 223 227 233 236 243 252 262 23. I 26. 2 24 

0.1 21. I 01 

232 228 205 212 218 219 216 219 218 217 221 217 22. 8 26. 1 10 

20. 5 15 

| 233 226 211 216 222 223 221 217 216 219 217 221 22. 8 25. 5 10 

21. I 15 

232 222 219 218 225 223 239 222 223 229 226 225 23. 5 25. 3 10 

21. 8 16 

231 223 225 222 227 235 240 241 240 240 239 237 23. 8 24. 9 05 

22. 2 16 

225 222 218 213 212 239 242 242 242 252 257 248 23. 2 25. 7 23 

21. 2 17 

219 215 214 209 211 217 216 225 225 223 236 224 21. 9 23. 6 23 

0. 1 0. 1 0. 2 20. 6 12 

210 212 208 205 215 228 221 217 227 226 229 229 X X 

X 0. I X X 

、. X X X X X X X X X X X X X X 

0. 1 0. 2 0. 3 X 

228 231 229 235 243 264 239 242 274 271 271 280 24. 2 28. 0 24 

＜ 0. 1 0. I 21. 9 12 

,.. 217 227 229 229 235 241 229 220 X 211 209 204 22. 0 24. I 18 

0. 3 0. 1 0. 4 0. 7 0.1 I. 6 20. 4 24• 

X X X X X X x X X X X X X X 

0. 1 0. 1 X 

X X X X X X X 244 X X 272 X X X 

I x X X X X X X X X X I 

I X 296 299 299 299 285 257 251 237 259 267 268 X X 

X X 0. 1 0. 3 0. 3 0. 7 X 23. 7 21 

286 285 293 286 288 281 274 287 X 226 239 244 26. 3 X 

'X  0. 8 0. 4 〇.7 0. 8 0. 2 6. 9 22. 6 22 
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鵞：良こ 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 l 0 1 1 1 2 

気濫 251 256 250 249 247 253 255 256 257 251 2541 ； 257 
西郷

； 

日照

気温 248 254 248 253 258 259 259 259 260 258 260 260 

海士
日照

気 濫 217 
299 1窃

252 254 265 267 260 259 271 275 284 
鹿島

日照 0. 1 〇． 4 。.8

気濫 218 222 223 239 256 , 256 269 i 1 272 262 261 271 282 
松江

日照 OA 0. 4 0. 4 

気 温 240 265 271 272 274 271 I 275 274 277 282 292 磁｝］

出雲
日照 。量 2 o, 8 0. g 

気濫 237 261 268 272 271 271 273 277 281 292 300 301 
大田

日照 0. 5 o, 7 1. o 

気 温 2431 255 256 259 261 256 262 267 270 276 279 286 
掛合

日照 。重 1 0, 2 0, 1 0 3 0~’ 
i 

気温 213 

915 1I 四

249 お1 252 254 257 264 265 272 279 
横田

日照 0. 2 0, 2 0. 6 0. 4 o. 7 

気 濫 223 221 213 230 223 229 240 239 247 260 257 266 
赤名

日照
i 

0. 5 0. 4 o. 9 

気 温 X X X X X X X X X X X X 

川本

274 I 270 

日照 0. 4 0. 2 0. 7 

気 濫 274 274 276 275 272 276 274 266 277 279 
浜田

日 照 0, 5 0, 1 1.0 1.0 
i 

温 206 203 203 202 204 207 222 260 268 切7 汲2 290 
瑞穂

日照 。鳴 7 0, 8 0. 8 1.0 1.0 

気 温 X X X X X X X X X X X X 

弥栄
日 照 X X 0, 5 1.0 

気混

I 
X X X X X 

益田 i B 照 0,8 X 

気 温 264 261 260 258 257 260 265 277 289 291 291 283 
津和野

日照 0. 2 0, 5 0. 3 0, 5 I O 1 

気 湿 263 262 262 263 263 262 263 271 272 280 289 275 
六日市

日照 り.1 D重5 0, 8 0. 8 

-34 



1983年 7月 24日

平均

気良（民C低高・時温時時） I 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 I 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 
日計

260 259 263 265 264 261 260 264 262 258 258 260 25. 7 26. 5 16 

24. 7 05 

263 262 269 261 264 267 265 266 263 254 252 252 25. 9 26. 9 15 

0. 1 〇． 1 24. 8 03• 

285 290 292 279 277 272 266 262 261 260 246 241 26. 2 29. 2 15 

0. 9 1.0 1.0 1.0 0. 9 6.1 21. 7 01 

280 294 292 286 283 270 270 264 263 264 253 251 26. 3 29. 4 14 

1.0 1.0 1.0 1. 0 0. 9 0. 1 6. 2 21. 8 01 

291 299 301 289 289 280 274 275 273 268 264 262 27. 7 30. 1 15 

1.0 1.0 1.0 1.0 0. 7 0. 1 0. I 6.8 24. 0 OJ 

307 297 293 291 293 281 279 275 273 259 254 251 27. 7 30. 7 13 

1.0 。*8 1.0 0. 5 0. 8 0. 2 6. 5 23. 7 01 

294 300 294 280 275 270 268 264 261 257 257 256 26. 9 30, 0 14 

0. 9 1.0 0. 9 0. 4 0. 3 4. 9 24. 3 01 

284 287 287 277 274 269 258 253 249 229 226 221 25. 5 28. 7 15* 

0. 9 0. 9 LO 0. 9 0. 9 0. 9 7.6 21. 3 01 

267 265 260 256 256 250 248 247 240 234 220 216 24. 2 26. 7 13 

0. 5 0. 3 0. 3 0. 2 3.1 21. 3 03 

295 288 282 275 X 273 265 265 247 240 233 229 X 29. 5 13 

1.0 0. 6 0. 2 0. 1 0.1 0. I 3. 3 X 

279 268 272 273 272 266 269 270 261 259 265 270 27. 1 27. 9 13• 

0. 7 0. 6 0. 7 0. 5 〇.3 0. 6 6. 0 25. 9 22 

285 282 253 265 265 263 260 256 240 227 221 216 24. 4 29. 0 12 

1.0 0. 7 0. 2 0. 7 0. 7 7. 6 20. 2 04 

X X X 255 252 258 254 247 228 223 217 221 X X 

04 0. 4 0. 2 0. 2 0. 2 3. 0 X 

X X 

X X X X X 0. 8 X X 

300 298 294 306 296 277 266 265 X 247 239 236 27. 3 30. 6 16 

0. 1 0. 5 0. 7 0. 8 0. 6 4. 3 23. 6 24 

’‘‘、 289 311 282 271 278 268 248 241 235 235 230 224 26. 4 31. I 14 

0. 9 1.0 0. 9 0. 5 0. 6 6. 1 22. 4 24 
／ 9 
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第 l-1-7表 尿内観測所日別降水 表

7月 I 
、ら玉上‘ ヽ

合 計

2 0 13 2 l l:i 2 2日 2 3日 2 4. El 

西 郷 30 血 6 mm 98 ＂ mm 61 mm 195 mm 

海 士 27 4 111 l 14 157 
ト

鹿 島 38 44 108 認 5 i 228 
i-""_,_, 

松 江 : 28 50 91 39 l 209 

出 月公 41 50 93 28 212 

大 東 43 紐 70 32 179 
,, 

伯 太 24 39 4ロ 46 155 ~, 

佐 田 59 68 76 56 1 260 

大 田 59 63 85 29 2滋｝

掛 ＾ m 

42 70 57 69 238 
l・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ •• ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ • ・ ・ゃ・0●● ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ·ゃ000・ト―匹如..—-·

32 I 92 横 田 33 74 231 
'｀  冒福 光 25 70 60 95 250 

赤 名 73 143 29 192 437 

吾 妻 山 105 144 32 124 405 

桜 江 46 ＇ 141 切 276 490 ' 

人人人 ← 
JII 本 I 54 148 32 241 475 

浜 田 33 134 25 330 522 

原 山 28 ； 123' ， 289 4 453 

瑞 穂 4’I 155 7 252 46l 

ニ： 隅 42 1糾 24 X X X （流失）

弥 栄 42 212 23 278 一3

披 佐 41 222 12 

益 田 33 154 14 X X ゞ （水没

匹 見 32 138 I I 110 3 284 

十 梱 峰 39 97 6 

津 和 野 23 87 4 1 33 
↓` 

I六 日 市 18 61 1 3 l 訊

〉

ヽ~

/） • 
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日別降 水祉分布図
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第 1-1-9図 松江•浜田・波佐・益田における時間降水批図

（昭和 58年 7月 22日20時～ 23日20時）
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1． 注意報・警報・情報等の発表 松江地方気象台関係（島根県東部・西部）抜粋

大雨・洪水・雷雨・波浪注意報 7月20日 1 5時30分発表

梅雨前線の活動が活発となっています。烏根県の東部・西部では間もなく強い雨が断続し大雨と

る恐れがあり、時問雨祉 10 ~ 3 0mmの強い雨が断続しましょう。今後の雨最は 50 ~ 7 0mm、

より 70 ~ 100mm、低地の没水や山崩れ、がけ崩れ、河川のはんらん忙十分注意して下さい。

雷が発生し落雷の恐れがあります。沿岸の海上では南西のち西の風で最大風速 IO~l 5/sと

たり風波が翡くなりましょう。明日も続くみこみです。

大雨・洪水警報、雷雨・波浪注意報 7月21日 0 5時 00分発表

梅雨前線の活動が活発になっています。島根県の東部・西部では間もなく時間雨批30 ~ 5 0mm 

一時的に強く降る雨が断続し大雨はまだ続きましょう。これから夕方までの雨最は 7O~!ODmm、

により 150mm、降り始めから夕方までの総雨螢は100~150mm、所により200~250mm、今まで

：かなりの雨が降り河川は増水し地盤が軟弱になっています。小河川のはんらん、洪水、低地浸水、

崩れがけ崩れなどの局地的に大きな災害を引き起こす恐れがありますので十分警戒してください。又、雷が

発生し落雷の恐れがあります。沿岸の海上では波浪が高くなっています。明日も続くみこみです。

大雨・洪水・雷雨・波浪注意報 7月2I日 1 3時40分発表

梅雨前線の活動が活発となるみこみです。島根県の東部・西部では間もなく時間雨椛 10~3 0 

の強い雨が断続し大雨となる恐れがあります。これから明朝までの雨猜は 50 ~ 7 0mm、所によ

i70~100mm,降り始めから明朝までの総雨怖は150～alOmm。今までにかなりの雨が降り、河川は増水し地盤が

なっています。低地の没水や山崩れ、がけ崩ね河JIめはんらんに十分注意して下さい。又雷が発生し

疇があります。沿岸吋毎上では南西の風で最大風速1O~l 5o/gとなり風波が高くなりましょう。

「特記付加事項」雨の最も強くなるのは夕刻から夜半前頃の見込みです。

大雨・洪水警報、 雷雨・波浪注意報 7月2I日 2 I時30分発表

梅雨前線の活動が活発となっています。島根県東部・西部のとこるどころで時間雨羅 30~40

［の強い雨が断続し局地的に大雨が続きましょう。今後の雨批は 50~7 0mm、所により 70~100 

降り始めから明朝までの総雨批は200~300mm。今までにかなりの雨が降り河川は増水し地盤が
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軟弱になっています。河川のはんらん、洪水、低地没水、大規模な山崩れ、が（す崩れがおこり大き

な災害を引きおこす恐れがありますので厳重な警戒が必要です。又、雷が発生し落雷の恐れがあり

さす。沿岸の海上では南西の風で最大風速 10-1 5殴；となり風波が高くなり古しょう。

明朝忙は弱くなるみとみです。今後の気象情報に注意を要します。

大雨・雷雨・強風・波浪注意報 7月22日 I 8時40分発表

梅雨前線の活動が活発となるみこみです。島根県の東部・西部・沿岸の海上では闇もなく一時的

に強い雨が降り、雷が発生し落雷の恐れがあります。又、風が強くなり沿岸の海上では突風のおそ

れがあります。今悛の雨最は 20~30••、所により 5 Omro、今までかなりの雨が降．り地盤が軟弱

になっています。低地の浸水や、山崩れ、がけ崩れや河川の増水に注意して下さい。風は南西のち

北西の風で陸上の最大風速 lO~l 5~ら海上の最大風速 I 5~2 0呪となり沿岸の海上では風波

が高くなりましょう。明日口は弱くなるみこみです。

大雨●洪水警報、雷雨注意報 7月23日 0 0時 35分発表

梅雨前線の活動が活発となっています。島根県の東部・西部では間もなく雷が発生し落雷の恐れ

があります。強い雨が断続し大雨となる恐れがあり時問雨鵞30~5 0皿の強い雨が断続しましょ

ぅn これから昼前までの雨最は 70~10Qmm、所妃より150mm、降り始めから昼前ま

250~30Qmm、今まで忙かなりの雨が降り河川は増水し、地盤が軟弱になっています。河川の増水、

はんらん、洪水、低地浸水、山崩れtc十分警戒して下さい。今日昼前沢は弱くなるみこみ。

大雨•洪水警輯雷雨注意報 7月23日 0 6時 40発表

梅雨前線が島根県付近で活動が活発となっています。島根県の東部・西部では大雨はまだ続き時

問雨誠50 ~6 0加の強い雨が断続しさしょう。今後の雨裁は束部では50~7()nm、西部では

7 O~lOOmm、所忙より 150mm、降り始めから昼過ぎまでの総雨批は 300~400mm、多い所は 500

~600mm、今までにかなりの雨が降り河川は増水し地盤が軟弱になっています。河川のはんらん、

洪水、低地没水、大規模な山崩れ、がけ崩れがおとり大きな災害を引きおこす恐れがありますので

厳重な警戒が必要です。昼すぎには弱くなるみこみ。

大雨・洪水警報、霞雨注意報 7月23日 1 5時40分発表

梅雨前線の活動が活発となっています。島根県の東部・西部では大雨はまだ続き雷雨が発生

落雷の恐れがあります。時間雨祉40~6 0mmの強い雨が断続しましょう。これから明朝ま
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岬 100~150mm、所により 2OOrnm、降り始めから明朝までの総雨批は 400~600mm、所により

700 m瓜今までにかなりの雨が降り河川は増水し地盤が軟弱になっています。河川のはんらん、洪

低地浸水、大規模な山崩れ、がけ崩れがおこり大きな災害を引きおこす恐れがありますので厳

璽な管戒が必要です。明日には弱くなるみこみ。

「特記付加事項」 雨の最も強くなるのは夕刻から夜半にかけての見込みで更に災害が予想され

洪水注意報 7月24日 0 6時 15分発表

島根県の束部・西部では今まで妬かなりの雨が降り河川は増水し地盤が軟弱になっています。河

はんらん、洪水、低地没水、山崩れ、がけ崩れに十分警戒して下さい。今夜には弱くな

大雨に関する情報 第 1号 7月21日 2 2時 40分発表

山陰地方を走る梅雨前線の活発化に伴い、県西部山地を中心に 1 時間 40~50mm、東部で 2 0 

3 0mmの激しい雨が降りましたが、松江レーダー観測によると、この雨雲は東へ進んでいます。

しかしまだ山陰沖の海上にはところどころ強い雨雲がありますので明朝まで引続き警戒が必要です。

（この他に、アメダス 27地点の雨批を付加した。これはすぺての情報共おなじ）

大雨に関する情報 第 2号 7月22日 0 9時 25分発表

三坂山レーダー観測によると強い雨雲は山陰沖に北上して隠岐島では強い雨が降っていますが、

内では小雨程度になっています。しかし強い雨雲は再び南下しはじめており島根県に近づいてい

す。まもなく東部沿岸から次第に西にかけて 1時間 I0-3 0mmの強い雨が降るおそれがありま

今までにかなりの雨批になっていますので、山がけくずれ、‘河川の増水、洪水に十分警戒して

大雨に関する情報 第 3号 7月23日 0 1時 40分発表

レーダー観測によると、梅雨前線に伴う強い雨雲は島根県の沿岸にそって内陸まで広く拡がって

す。特に県の西部では 1時間 60 ~ 7 Qmmの激しい雨となっています。強い雨雲は山口県沖に

あって東進しており、この状態はここ数時問続き総雨祉は 20日0I時から 400mmをこして大き

災害が予想されますので厳煎な警戒が必要です。
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大雨に関する情報 第 6号 7月23日 0 4時 25分発表

松江レーダー観測忙よると、島根県を広くおおっていた厚い雨雲は、やや南下傾向がみられ県の中

部沿岸部では雨は弱まっています。しかし山口沖から進入する厚い雨雲は県西部益田、三隅付近か

ら進入し 1時問 4ommの雨を降らせています。降り始めからの総雨羅は 400mmをこえた所もあり、

西部では 500mm妬達する所もありますので引き続き警戒が必要です。

大雨に関する情報 第 9号 7月23日 0 7時 25分発表

大雨に伴う梅雨前線は引き続き山陰沿岸ぞいに停滞しているため益田付近を中心とする厚い雨

雲は 7時までの 1時間に 90mmの豪雨を降らせました。レーダー観測によっても西部沿岸に上陸す

るI0醐上の雨雲はなお山口沖を東進していますので引き続き警戒が必要です。

大雨に関する情報 第 I2号 7月23日 I 0時 30分発表

レーダー観測によれば、県西部には強い雨雲が停滞し浜田では 10時、時間雨最 53mmを観測、

なお益田付近でも引続き強い雨が降っています。な苓、強い雨雲は益田の西海上にあって今後益田

～浜田を結ぷ線上に進んでくる見込みです。引き続き厳重な警戒を要します。

大雨に関する情報 第 15号 7月23日 1 3時 30分発表

レーダー観測によれば県西部の強い雨雲は弱まりながら北上、浜田付近の強い雨は弱まってきま

した。しかし大田付近では 1時間 jQmm程度の強い雨が降り出してきました。これから県東部にも

影管する恐れがありますので引き続き警戒して下さい。

大雨に関する情報 第 I8号 7月23日 1 8時 30分発表

レーダー観測l'Cよると強い雨雲が島根半烏にかかっています。このため東部沿岸部を中心に時間

雨最 10-2 Qmmの雨が断続する見込みですから十分警戒して下さい。
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1-2-1表 注意報・警報などの発表状況

.5 8年 7月

松江地方気象台

種 別
発 表 解 除

日 時 分 日 I時 I分

1大雨・洪水・雷雨・波浪注意報 2 0 l 5 3 0 

大雨・洪水警報、雷雨・波浪注意報 2 I 0 5 0 0 

洪水注意報
2 1 0 3 3 0 

大雨・洪水・雷雨 g波浪注意報 2 1 1 3 4 0 

大雨・洪水警報、雷雨・波浪注意報 2 1 2 1 3 0 

大雨に関する情報瓜 l 2 1 2 2 4 0 

大雨・洪水・雷雨注意報 2 2 0 2 3 0 

大雨・洪水警報、雷雨注意報 2 2 0 5 4 5 

大雨・洪水・雷雨注意報 2 2 0 1 2 5 11 2 2 | 1 3 | 3 0 

大雨に関する情報瓜 2 2 2 0 9 2 5 

大雨・雷雨・強風・波浪注意報 2 2 1 8 4 0 

大雨・洪水警報、雷雨注意報 2 3 0 0 3 5 

I、大雨に関する情報116.3 2 3 0 1 4 0 

I：大雨に関する情報1164 2 3 0 2 3 0 

大雨に関する情報瓜5 2 3 0 3 3 5 

さ［：大雨に関する情報瓜6 2 3 0 4 2 5 

1刃、大雨に関する情報瓜 7 2 3 0 5 2 0 

大雨に関する情報//Ii8 2 3 0 6 2 0 

大雨・洪水警報、雷雨注意報 2 3 0 6 4 0 

大雨に関する情報瓜9 2 3 0 7 2 5 

大雨に関する情報/loI 0 2 3 0 8 3 0 

大雨に関する情報瓜 11 2 3 0 9 3 5 

大雨に関する情報瓜 12 2 3 1 0 3 0 

大雨に関する情報瓜 13 2 3 11 3 0 

大雨に関する情報瓜 I4 2 3 1 2 3 0 

大雨に関する情報瓜 I5 2 3 1 3 3 0 

大雨に関する情報瓜 16 2 3 1 4 3 0 

大雨・洪水警報、雷雨注意報 2 3 1 5 4 0 

大雨に関する情報A617 2 3 I 7 1 5 

大雨に関する情報瓜 I8 2 3 1 8 3 0 

大雨・洪水注意報 2 3 2 2 1 0 

洪水注意報 2 4 0 6 15ll24ll!IOO 

波浪注意報 2 4 1 2 1 0 

大雨・雷雨・強風・波浪注意報 2 4 I 4 OOll24¥17¥00 
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第 1-2-2表 注意報・警報などの発表状況
5 8年 7月

西郷測候所

別
| 発 表 解 除

種 l 日 時 分 日；時 I分

強風・波浪注意報 2 0 11 I 0 

大雨・雷雨・波浪注意報 2 0 2 2 4 5 11 2 1 | 0 8 | 0 0 

大雨・雷雨・波浪注意報 2 1 1 7 0 0 

大雨・洪水・雷雨注意報 2 2 0 8 4 0 

大雨に関する情報瓜 l 2 2 1 7 0 0 

濃霧注意報 2 3 0 7 4 5 

大雨・洪水•雷雨・波浪注意報 2 3 1 6 0 0 

大雨に関する情報瓜2 2 4 1 0 0 0 
" 

波浪注意報 2 4 1 4 5 5 l| 2 5 | 0 6 | 4 0 

2 鉄道気象通報の発表

予 報 区 警 戒 発 表 日 時分 解除 日 時分

ヨナ 3 1. 2. 3. 4. ヒロ 3 テケへ 7月20日 15゚ 30' 7月21日 0 8° 30' 

ヨナ 3 1. 2. 3. 4. ヒロ 3 テケヘ 7月21日 13° 40' 7月22日 1 3° 3 O' 

ヨナ 3 I. 2. 3. 4. ヒロ 3
テケイ

7月22日 18° 4 0' 7月 23日 00° 30' 
テケヘ

ヨナ 3 1. 2. 3. 4. ヒロ 3 テケへ 7月23日 00゚ 35' 7月24日 0 6° 1 5, 

第 1-2-3表
鉄道気象通報予報図
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第 2章 防 災 体 制

1節 県の防災体制と活動

防災体制

県では災害から県民の生命、身体及び財産を保護するため、県地城防災計画及び水防計画に基づ

防災関係機関が相互に有機的一体性をもって的確かつ円滑に対処しうるよう体制の整備を図っ

(!) 災害対策本部

島根県災害対策本部は、 「島根県災害対策本部条例」及び「島根県災害対策本部規程」の定

めるとこるにより、知事が必要と認めたとき設置されるが、具体には次の各号の 1に該当する

場合である。

ア、大規模な災害が発生する恐れがあり、その対策を要するとき。

ィ、災害が発生し、その規模及び範囲からして特に対策を要するとき。

ゥ、災害救助法の適用をうけるような災害が発生したとき。

本庁に県本部、支庁及び各総務事務所に地区本部、県外各事務所に県外連絡部を個き、それ

ぞれ所管する災害応急対策を行なうことにしている。

なお、県本部及び地区本部の組織系統は第 2-1-1圏のとおりである。

(2) 水防本部

島根県水防計画に基づき島根県土木部河川課に水防本部を、各土木建築（土木）事務所に

水防支部を常時設置し、洪水・高潮に対する水防態勢を整備するとともに、水防の第 1次責任

を有する市町村に対し、必要な指導、援助等を行うなど水防対策を実施している。

水防計画は、水防法の規定に基づき県内の各河川忙対する水防上必要な監祝、警戒、通信、

連絡、輸送およびダム又は水門等の繰作、水防のための水防団および消防機関の活動、水防管

理団体相互の協力および応援ならびに水防に必要な器具、衰材等について定めたもので、これ

に基づき水防本部は下記の責務を負っている。

①県内における水防体制と組織の確立、強化を囮るとともに、各水防管理団体（市町村）が

行う水防が十分行われるように指導と水防能力の確保につ．とめること。

② 知事は、建設大臣又は知事が洪水叉は高潮により相当な損害を生ずる恐れがあると認めて

指定した河川について行う水防警報の発令に対し、水防計画の定めるところにより直ちにそ

の警報事項を水防関係機関に通知すること。
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第 2-1-1図 島根県災害対策本部（本庁）

ロ
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（副知事、警察本部長）
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本部規程別表第 1の部の副部長及び幕僚
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1総務部庶務班長（消防防災課長）

構 2．各部の主管班及び耕地第 1班

成 森林保全班、漁政班、河川班、

員 砂防班、道路班、港湾班のう

ちから部長が指名するもの。

目

的
本部会議の補助機関

地区災害対策本部

地区本部長

隠岐支庁長又は総務事

務所長

地区副本部長

土木（建築）事務所長

及び警察署長

地区本部会議

①地区本部長

②地区副本部長

③班長

班長

本部規程別表第 3の班長

その他の職員

①各班の災害対策要員

②地区本部連絡員

地区本部連絡員会議

①総務班長

②地区本部長が必要

と認めた構成機関

の職員
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水防本部組織系統図

1． 水防関係組織図

I松江地本気象台 I

［県出先機

2. 県における水防組織系統

建設省・出雲•浜田
工事事務所

I 
島根県水防本部
（河川課）

水防本部長 （知事）
| 

水防副本部長（副知事）

I 
水防長（土木部長）

水防副長（土木部次長）

| 
統 轄（河川課長）

島 根 県 警 察 本 部

警 察 署

管 理課 長

道 路課 長

砂 防課 長

港湾課長

本部付す都市計画課長

下水道課長

建築 課長

営繕 諌長

技術管埋室長

（庶 務係）
水防に対する一般庶務に関する事項並びに水防査材の調達確保に関する事項。

（企画情報班）
水防に関する企画の樹立、情報の 集連絡、水防警報及び緊急対策に関する事項。

（ 水防班）

水防作業の指導、応援に関する事項並びに被害とりまとめに関する事項。

（ 輸送班）
水防のため必要な物賓の諭送に関する事項。

（洪水調節班）
水防時におけるダム放流の通知、通報並びにダムの洪水調節忙関する事項。

水防支部
〔土木建築（土木）事務所〕

水防管理団体

I 
居 住 者
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これらの業務を行うため、松江地方気象台又は西郷測候所から水防に関する気象等の予警報

を受けたとき、状況に応じ準備、警戒、緊急、非常の各体制を組織し、水防時の河川水位等の

情報連絡、ダム操作、水防警報の発令、通知等の業務を実施している。

2. 5 8. 7．豪雨時における災害対策

(!) 災害対策本部の活動

7月19日に本州の南海上まで南下して一時的に活動が弱まっていた梅雨前線は、 20日に

低気圧が日本海中部を東進したことにともなって、再び活動が活発となった。 21日には、低

気圧は日本海の北東部に進み、梅雨前線は中国地方の瀬戸内側に停滞した。

同日 21時30分に「大雨・洪水・雷雨・波浪注意報」を「大雨・洪水警報、雷雨・波浪注意

報」に切り替えて、住民に厳重な注意を呼びかけた。県本庁は、これを受けて、関係課の時間

外連絡責任者等と連絡をとり、情報の収集及び連絡体制の強化を固るため、 2 1日21時 30 

分に第 1災害体制（進備・警戒）に入った。梅雨前線は、 2 2日には再び山陰沿岸まで北上し

停滞した。加えて 22日夜から 23日午前中にかけて山陰沖を低気圧が通り、島根県西部では

局地的に強い雨をもたらし、松江地方気象台は、 「大雨・雷雨・強風・波浪注意報」を 23日

00時35分に「大雨・洪水警報、雷雨注意報」に切り替えた。

県本庁は「大雨に関する情報」を松江地方気象台から入手すると同時に、全市町村に防災行

政無線を利用し逐次伝達した。 23日の未明には、国鉄浜田駅構内が浸水し、山陰本線が不通

になるとともに、島根県の西部を中心に各地で山・がけくずれによる人的被害が相ついで発生

し、その後更に拡大する気配にあった。

県本庁は、松江地方気象台からの雨紐情報、各土木（建築）事務所・ダムからの水位情報、市町村及

び県出先機関等からの被害報告などから相当規模の災害になると判断されたため、 2 3日08 

時00分災害対策本部を設置し、同時に第 2災害体制に入った。

県における災害対策本部の設置状況は第 2-1-1表のとおりである。

災害対策本部は、 23日12時45分から第 1回の本部会議を開催し、今後の対策について

協議するとともに、以後連日本部会議及び本部連絡員会議をもち、対策本部の各班、関係防災

機関と緊密な連携をもって救助活動に入った。具体的には、被災地における情報の収集、被災

地の救援・救護、被災施設の緊急復旧など各種の応急対策の実施について、県出先機関（地区

災害対策本部）、関係市町村に指示を行うとともに、三隅町外 12市町村に対する災害救助法

の適用、自衛隊に対する災害派遣要請、関係防災機関との連絡調整などを行い、総合的かつ一

体的な応急活動を時を移さず実施した。なお、 7月25日08時30分には第 3災害体制をと
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り、災害応急対策を強力にすすめることになった。また今次災害は、県下全城に及んだとはい

うものの、激甚な被害を受けた市町村が西部に多かったため、企画部次長外 2名の職員を西部

に派遣し、被災地の調査、緊急復旧措置等の情報収集のバイプをつくった。

災害対策本部は、各般に亘る災害応急対策が終了したと認められ、また公共施設等の査定業

務も I2月23日に終了したことに伴い I2月28日をもって解散した。

なお、国の非常災害対策本部は I2月23日に解散されている。

島根県災害対策本部設匠状況

名 称 ぢan又 置 日 時 解 散 日 時

島根 県災害対策本部 7月23日 0 8時00分 1 2月28日

川本地区災害対策本部 7月23日 0 3時 00分 9月 8日 I 2時00分

浜田地区 II 7月23日 0 5時30分 I 2月28日 I 0時o.o分

益田地区 、/ 7月23日 0 5時30分 1 2月28日 1 0時00分

(2) 水防本部の活動

水防本部は、 7月20日I5時30分松江地方気象台発表の県東西部大雨洪水雷雨波浪注意

報を受けて準備体制に入り業務を開始した。

雨は断続的に降り続き、 2I日5時、同日 2I時30分、 22日5時45分にそれぞれ大雨

洪水警報忙切替えられ、各河川の水位は上昇し、江の川、神戸川では一部警戒水位を上回り、関係水

防管理団体に対し、待機、出動の水防警報を発令、河川の警戒に当った。また、県管理の各ダ

ムに対しても洪水調節を指示するなど連絡業務を行った。

22日13時30分、それまで出されていた大雨洪水雷雨注意報も解除され、降雨状況も快復に向

うかに思われたが、再び同日16時30分大雨雷雨等の注意報が発令され、 22日24時までに各地の

降り始めからの雨最は川本、桜江、瑞穂、弥咲の各観測所では200mmを記録し災害の心配も出始めた。

23日0時35分、大雨洪水警報発令と共に、各地の時問雨証は50-70mmに達し、 ，2匹時ごろより

各地での被災状況の連絡が入り、その対応及び各河川への水防警報の発令、県警察本部、自衛

隊、報道機関への連絡、ダム操作の調整等の業務に追われた。

23日未明、雨城は浜田市から益田市へと移り、時問雨載70~90mmの豪雨となり各地での水防

活動も思うに i•かせず、非難命令を出すのがやっとという状況であった。雨は昼すぎまで降り

続き、降り始めからの雨批は県西部の各地で、のきなみ 500mmを越え、各河川は氾濫し、山崩

れと合いまって大災害となった。
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第 2-1-2表 河 JIIV水位状況

（第 l表） 河川の状況い衛没省管理河川）
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二〗□三—俎日9時5 分解除
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24日5時解除
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（第 2表） 河川の状況(7月20日～ 7月24日、県管理河川）

河川名（観測地） I警戒水位 1託面高水位塁靡蝉高
最高水位

日 時

多I大馬木川〔車 橋ll 2. 40 I 
5. 15 

23 5 
3. 32 

2. 50 

出雲 1神戸川（佐 田） 2. 95 
4. 03 I 

3. 97 23 8 

” 
| ” 〔乙立橋〕 2. 00 

3. 90 | 
4. 50 

3. 05 23 ， 

” I ” （馬 木〕 I 3. so I 6. 32 | 
7. 58 

4. 90 23 1 0 

” I平田船川〔船 橋） 1 1. oo I 2. 50 I I. 70 I 
1. 60 

1. 26 23 20 

” 1新建川（荘 原） 1 1. 20 I 2. so 1 3. 06 I 
3. 06 

1. 55 22 7 

川叫出羽川〔下口羽〕 I 2. so I 3. 60 | 
3. 60 

3. 00 23 5 

” 1早水川〔粕 淵〕 I 1. so I 2. 40 I 
2. 40 

1. 50 23 5 

” I濁
川 〔 因 原］ 4. 00 

6. 10 | 
5. 80 2 3 14 

／／ I八戸川〔市 木） 1.10 
2. 30 | 
2. 10 

2. 20 23 5 

” I ” (J l | 戸〕 I 4. 20 I 14, 00 I 
6. 00 

10. 90 23 16 

浜田 I敬 川（敬川橋〕l 3. oo 1 3, 80 | 
5. 20 
5. 20 I 4. 00 23 5 

II I下府川〔土穴橋〕 I 2. so I 4. 80 | 
4. 80 

不明 I2 3 I不明

II 1周布川〔周布大橋〕 I 2. 10 I 6, 25 I 
5. 95 

／／ I 23 I II 

” I三隅川〔三隅大橋〕l s. oo I 6. 51 I 8. 79 I 
8. 99. 

7. 20 23 6 

” 1浜田川（浜田大橋） 1 1. 60 I 2. so 1 3. 15 | 
2. 60 2. 89 2 3 11 

益田 I匹見川（昭和橋）1 s. oo I 4. 80 I 
4. 90 3. 30 21 8 

／／ 1白上川〔落合橋〕 I s. oo I 5. 60 I 
3. 90 4. 60 2 3 6 

I益田川（新 橋〕 I 2. 50 I 3. so I 
4. 00 

” 4. 2 0 | （5. 1 0) | 2 3 7 

西郷I重栖川〔五箇大橋） 1 1. 10 I 2. 80 | 2. 70 I 
2. 10 

1. 80 22 10 

I都万 )II 〔西新橋〕 I 1. 5 0 | 
謬

” 2. 30 ! I. 50 22 10 

” 八尾川〔八郎橋） 2. 00 
4. 60 | 
4. 60 

2. 80 24 5 

計 1 9河川 (22ケ所）
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(3) 道 路 対 策

①
 

交通確保〇状況

島根県西部では、被災時には直轄国滸から市町村辺に至るまで斜面崩壊、迫路流出、構造

物担壊、路面冠水などにより、表第2-l-3及び図第 2-1

全ての道路が寸断され、多くの集落が孤立したも

1に示すように ほとんど

R
 

今回の災害の特徴

県道路J::(I)道路について今回の災害を七0クイプに分類したのが即第 2-1-2である。

今回の災害の特徴は、 クイプ④のように大最の出水によるボッタス、床版橋、盛土などの

流出が従来の災害に比べて多かった点であるゥ河川沿いの災害に併せて、

により緊急復1日が非常に困難な冷のとなった。

このタイプの災害

第 2-1-1図
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第2-1-2図 道路被災のクイプ別形態

R切土法面崩落（去土）

(20茄） 1 
⑤路周崩落

(20%） 

Ii, 路線名

① ⑮ 9ゞ 日市繹線

R<:l?i益田廿印暉

R e波佐匹兄線
④ R浜田芙都線

R e閑沢安諏兵田線

R ⑮浜田l＼窟可部線

⑦ R浜田作木線

R R泣泉珈1本線

R ① i叫叫諏？

⑩ e大田井田江津線

@RIll本波多綜

c R桜江金城笹
⑬〶三隅芙饂

②切土法面崩蕗（崩壊） I“---ィ蕊翌 ⑥ 

③ 
‘̀ ‘.‘‘̀ ‘2 へ⑦

•““.”~ ヽ・・・ ~ ~・"― l ‘ 
④道路（床版橋

(8 
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通行不通箇所
解 除 経 過 S 59. 3 

月末現
道路種別 路線名 7 月 8 月 9月

在不能
区 間 概 要 23 24 25 26、2728'29 30 31 1 2 3 4 6 7 8 13 22お 1刃 箇所数

国 道 is6号 浜田市杉戸～金城町県境 崩士、欠壊 15 ， 3 2 1 

／／ 191号 益田染羽～匹見町県境 崩土欠壊 3 I I 1 

” 261号 江津市川乎～瑞穂町三坂 朋落工橋、欠垣 13 5 5 1 1 1 

” 3 1 4号 木次町平田～西日登 崩土 2 2 

II 375号 邑智町川戸～大和村県境 崩土、欠壊 4 1 1 I 1 

県管理計 5路線 崩落土橋、欠坦 37 2 14 7 4 2 1 1 I I I 

55 

主要地方道 益田廿日市 益田市原 欠壊 1 1 1 1 

II 浜田八璽可部 浜田市黒川～旭町都川 崩土、欠赳 8 2 3 1 I 

” 吉田瑞穂 瑞穂町下田所～岩領 浸水、崩土 3 3 

” 浜田作木 旭町今市～羽須村下口羽 崩落土橋 欠壊 11 2 2 I 4 2 

/I 出雲三次 頓原町阿井～赤来町上来島 崩土 3 3 

” 益田阿武 益田市松原 崩土 I 1 

” 仁摩瑞穂 川本町多田～瑞穂町高見 崩土 6 2 3 1 

” 温泉津川本 川本町小屋原 崩士 1 1 

” 浜田美都 浜田市内田～美都町宇津川 1 0 2 2 2 2 2 

‘’ 西郷浄土ケ浦 西郷町都万目 崩土 1 1 

” 湖陵掛合 佐田町原田 落石 1 1 
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路線名
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II 日原田万JII

” i市木芸北

松江七類港

邑智赤来

}11本赤来

一S 59, 3 

月末現

在不能

6 I 718回亨lll'l/1箇所数

1: 
u | l 
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I I 
七
を｛
I I 

日
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日
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／／ I fll所国府 I瑞穂町田所～江津市清見 叩落」入流北出交 ， I 5 I 11 I I I I I I I I I I I I I 111 1 1 1 

／／ I黒沢宅城浜ffll 浜田市河内～三隅町下古和 崩落土橘、欠壊 5 2 11 I I I I I I 1 I I I I I I I I 1 

／／ 1川本大家 川本町谷戸～大田市大代 崩土 4 4 . 
／／ I浜田商港 浜田市福井 崩土 11 

／／ I枕木山 松江市別所 崩土 I I I I 1 

” I布部安来 安来市上吉田 崩士 | 1 | 1, 

” l大野魚瀬恵曇 松江市魚瀬 欠壊 I 2 I I I 21 
／／ l宮内掛合 掛合町穴見 欠 I 11 I I 1 

II 
l 

I久利五十醐傍 大田市大屋 欠壊 1 1 

均 | 
” 1君谷川本 邑智町地頭所～川本町川本 崩土 2 11 I I I I I 1 

” 1宇津井阿須那 羽須美村水越 崩土 1 I I I I I I 1 

II 1高見三日市 瑞穂町上原 浸水 1 1 

” 1日貫川本 石見町福原～桜江町川越 崩士 2 1 | I 11 

／／ I皆井田江津 石見町中山～江津町神主 崩士 4 1 1 1 I I 

” 1下府江津 江津市敬川 崩土 1 1 

” I跡市波子仰 江津市波子 欠壊 11 I I I 1 

” 1佐野波子僻 浜田市宇津井～宇野 欠壊 11 I I I I I I I I I I 1 

‘’ I徳田田の原 金城町小国 崩土 11 I I I I I I I 11 

” I一の瀬折居 三隅町周布地～井野 畠、知 3I I I I I I I I I j 11 I I 2 

‘’ I三隅井野長浜 三隅町三隅～浜田市田橋 崩土、匁襄I2 I I I I I I I I 1! 



ぃIJ

通行不 能 箇 所
解 除 経 過 S59.3 

I・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ -・ ・ ・ ~ --------—• 9 9十一9- - • 月末現
路線名 ト―• 7 月 8 月 9月

在不能
区 間 概 要 工五尋Z627 28 29 30 31 1 2 3 4 6 7 8 13 22 23 1 27 箇所数

一般県道 弥栄村栃木 崩土 1 1 I 
-~ ~”ヤ~ヽ尋みJ

II 波佐匹見 金城町若生～匹見町道川 欠痘．I 2 I I ， 
_, 

ト―― "“-

II 野地鎧手吟 益田市西平原 崩土 I l 

” 東仙道田吟 益田市大草～美都町仙道 崩土、落揺 l 1 
~ 

エII 須JI!谷日原 日原町相挨ケ原 崩土
.. し…一

＇ 
--

“ 横夫磁田地停仁兄 益田市芙濃地～横田 崩土 1 I 

/I 長福飯浦 益田市美誤地～飯補 崩土 1 I 

58 

II 中村戸港 西郷町原田 崩土 I I 
＾今い ~-~ +- トー

” 飯浦紛 益田市飯浦 落稲 l l 
[-←  --

II 雲月山公園 旭町県境 1 1 
... 

” 美／1|周布 浜田市吉地 欠壊 l l 

f/ 菱都匹見 美都町都茂～匹見町矢尾 欠壊 l i l 

計 4 4路線 75 12 13 10 9 3 l 3 1 5 6 2l 1 4 1 1 l 

合計 6 6路線 172 22 44 30 26 6 : 5 3 8 7 吋11 1 4 2 l 3 1 2 
~•• 



， 県防災行政無線の活動

県本庁は、 7月21日夕方から梅雨前線が活発になったので21時30分「第 1災害体制」に入った。

制局としては、動員計画に基づき夜問待機態勢をとり気象予警報や情報の伝逹業務に当たった。

降雨の状況は、 22日夜半から激しくなり、浜田、八戸ダムの管理情報や被災市町村からの情報が

錯し、一層緊迫した状態となった。 23日早朝妬なると、山崩れによる死者、行方不明者の報告、

川のはんらん、家屋の没水、珀路の担殷等の情報が相次いだ。県は、 08時00分災害対策本部を設置

、本部会議、連絡員会議等が開かれ具体的な救援活動体制に入った。

統制局は、直ちに回線の疎通率を高めるため、幹線系を自動と手動の併用扱いい誰統制）とし、

庁からの通話は全て待持方式を採り、手動交換により緊急通話を処理した。（第 2-1-5表）

又、被災市町村の保とんどが長時間の停電と電話回線の途絶で孤立状態にあり、県出先機関はも

より端末市町村は防災行政無線が唯一の頼りであった。

統制局職員の勤務態勢は、統制台に 4名を配匠（主・副席、移動系席及び建設回線交換）して交

勤務制とし、他は被災地端末局との連絡調整や非常通話等の取扱業務に従事した。

陸上移動局のか動状況

属 局 名 'V23'l/24 V'25 初267/27 V28 枷 9芦 07/'31 計 I備 考

祖 しまね ！ 18 14 32 

“ 2 20 21 41 

II 3 15 15 

路 ” 4 24 24 

公衆衛 生 ／／ 5 14 18 21 18 24 13 1 0 15 133 

” 6 18 20 22 

信等攣と通信を員実施
11 205 I I 321 39 I 45 I 461 31 I 

II 206 16 12 35 24 34 121 

松江土 木 まつえ 3 14 36 20 15 85 

東部福 祉 ” 5 16 16 

木次総務 きすき 1 18 18 

木次土木 II 4 12 16 30 22 15 22 117 

雲南福祉 ／／ 5 34 34 

木次土木所
頓原出張 と“士ら11 I 21 I 1s I 20 I 34 I 13 I 13 I I | 119 

出雲総 務 いずも 1 I 12 I | I | | I I I I 12 
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所 属 局名 7/23 芦 4芦 5芦 6'l/27 'V28 7バ£ 7／狡） 7/31 計 備 考

いづも 3 14 14 

出雲土木

出 ‘’ 4 14 20 34 

中部福祉 ” 5 13 21 34 

雲 おおだ 1 25 25 

大田土木

‘’ 2 12 12 

川本総務 かわもと 1 34 34 

J I I ” 3 24 34 26 45 129 

川本土木 ／／ 4 32 48 22 30 132 

本 ” 5 30 24 46 21 24 145 

邑智福祉 ” 6 34 48 38 30 37 187 

浜田総務 はまだ 1 28 48 43 36 28 26 28 30 267 

浜 ” 3 32 42 46 42 35 25 34 256 

浜田土木 II 4 34 42 45 37 36 30 224 

田 ” 5 40 37 42 42 45 36 242 

那双福祉 ” 6 24 34 43 40 38 38 40 38 36 331 

益田総務 ますだ 1 34 40 42 30 146 

益 ” 3 38 42 45 46 41 35 45 32 324 

益田土木

” 4 39 36 75 

西部福祉 ” 5 36 38 40 49 42 35 35 275 

益田土木
ひきみ 1 30 30 

匹見出張所

田 津和野土木 つわの 1 35 35 

津六和日市野出土胞木所 む心しち1 14 25 39 

隠岐農林 おき 2 12 13 14 39 

隠

西郷土木 さいごう 2 10 10 

くろき 201 12 12 

岐 黙木保健
11 202 14 14 

日 計 418 576 505 443 693 497 443 363 147 4,085 

/‘~ 
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統制局統制台手動接続による取扱数内訳表

7/23 I 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31 計

本総 務 I 5 6 3 3 3 3 2 26 

田 II 5 14 10 5 3 6 5 4 52 

田 ”. 2 15 24 14 10 2 6 1 3 77 

江農林 6 6 

本 ／／ 1 

田 ／／ 3 21 8 5 37 

田 ” 15 7 I 23 

本土木 4 2 3 I 1 11 

田 ／／ 3 23 11 ， 6 4 56 

田 ／／ 6 19 15 ， 5 10 6 70 

” I 1 2 

智福 祉 8 14 3 1 I 5 32 

質 ／／ 2 6 14 12 7 6 2 49 

部 II 1 10 10 2 6 6 I 36 

和野 土木 4 1 1 1 7 

戸 ダ ム 2 4 ！ 1 2 10 

田ダ ム 2 1 1 4 

2 2 4 

見 出 張所 1 1 1 3 

和野農改 4 1 5 

田保健 3 ， 4 4 3 1 24 

教育 1 3 ， 5 1 19 

家畜 4 4 3 5 4 1 21 

農改 6 6 

田水 産 8 5 2 2 2 19 

教育 8 7 15 

保健 14 5 3 3 25 

労政 3 I 4 

の 他 26 10 3 12 3 3 6 2 65 

出先 計 12 52 231 143 82 49 43 22 IO 644 
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状 況 発勁発電槻

地 l 
田 馳） 23日 08:00 ~ 24日 18:00 34 連続運転 100 V 

5kテVィA---,;,レI 

区 浜 田 ⑲ 23日 01:30-23日05:oo 3.5 II JOO V 5KVA 

JII 本 田 23日 03:15~ 23日 20:00 17 II !OOV 5KVA 

中
高 山 伸） 23日 04:30~ 23日 05:30 I ” 100 V SKVA 

継

局
大 麻 田 23日 os:oo~ 24日 18:oo 34 ／／ 200 V 5KVA 

高 津 （サ 23日 09:00 ~ 2 3日 20:oo II ” !OOV 5KVA 

浜 田 市 23 日 01:30~26 日 10:00 3. 5 ” 100 V 300V衣`ノリ‘
01:30 -05:30 

江 津 市 な し

g I I三 隅 町 23日 04:l 5 ~ 2 5日 18:oo I 6 2 | 連続運転 I JOO V 300 VA 

端

金 城 町 な し

弥 栄 村 23日 09:00 - 2 5日 12:00 51 連続運転 100 V 300 VA 

l 旭 町 23日 04:50 ~ 2 3日 06!00 1. 1 II !OOV 300 VA 

末 I
桜 江 町 23日 03:15 - 24日 os:oo 29 ／／ 100 V 300 VA 

石 見 町 23日 02:00~ 24日 20:00 42 ‘’ 100 V 300 VA 

局 I 羽須美村 23日 04:so -2 6日 24:00 79. 3 ” 100 V 300 VA 

I 
瑞 穂 町 23日 02:so ~ 2 3日 05:00 3. 5 ” 100 V 300 VA 

益 田 市 23日 08:30- 26日 11:00 80. 3 ／／ 100 V 300 VA I本館は 26日17時復電

美 都 町 23日 07:00~ 28日 19:00 132 ” 100 V 300 VA 



4. 広報活動

(1) 県は、梅雨期の翠雨災轡侭仰え、 6月 l7日に山陰中央新報、 6月26日iで中国新開、

6月22日には山陰放送ラジオを通じ、県民に対し災害予防の注恋事項や、

呼びかけた。

(2) 豪雨災害時には、新聞、テレピ、ラジオ誇の広報媒体を利用し、

災害復旧の活動状況を広報するととも紀、被災地1l）住民に対し健康な

項や、生活阿燐の扱腹措置などについ"c周知した¢

(3) 媒体別広報活動一覧表 第 2-1-7表

区分 実施年月日 媒

58. 6. I 7 山陰中央新報

6. 2 6 中国新聞 I 0段

新 8. 5 山陰中央新報 1 0段

8. 17 ” ●● ・ ・ ・ ・ ・ •09 ●● ・ ・ ・ ・ ・ ・‘"，．．〒・へ●nooヽ hoo・・・・-・"・，●

& 2 7 中閲新問 1 0段

8. 7 山陰中央新報 2段

9. 11 朝日新間全国版

” 1毎日 が

” i読売 ” 

トル筈

“ 
58. 7豪雨災害と今後の対策 (!) 

II 

” 
; II サンケ ,f II I II 
I 
; 1 I " I中国新開共通版半3段 ／／ 

聞 [..9•一•I'.~—• -I山陰中央新報共通版 I ガ

i 0. 19 新日本海共通版 2段14.4センチ 1 “ 

ロ
一
麟
/

8
 ー

テ

II 

豪雨災宵被災世帯貸し付け制度
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媒 体 名 クイトル等

'• 8. 8,_, 
日本海TVスポット（ 10秒） 被災世帯奨学生の募集~ 8、11

5 8. 6. 2 2 山陰放送H.L.D.(5分） 雨期に備えよう

ラ 1 7. 2 9 II 58. 7豪恒雨松災害とその対策
～ 知事にきく～

8. 1 ／／ 被災世帯に対する援護査金制度

"I 3 ” 被災地における県税の特例措置

5 ” 被災世帯住宅助成制度

ォ I 24 ／／ 被災世帯奨学生募集

3 1 II 災害と税金

I 0. I フォトしまね秋季号 58. 7豪雨災害特集

5 8. 7. 2 8 冊誌配布B5判 2 5頁 58. 7豪雨災害対策指針

8 12 ／／ ／／ 緊急代替作物栽培指針

7. 24 チラ・ン B4判 5万枚 災害後の伝染病、食中毒に気をつけよう~ 98 
7. 23 各依種頼報道機関への査料提供、協力 災害後の生活の注意事項や生活再建

諸制度の周知

”追括 問 老る歴§g畠ii. 負i ； ;?ご:，9•9 ら； 5且ヽ9，委！団g不！ 名 に

豪雨災害の救援に心から感謝申し上げます
↓t泣 ・シ．s心・tゞ

浩造制治 御礼大との多 こと 寄せおいて力っ励いたこと救援いいはをじ皇太 大惨禍る

ー」
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第 2節

概

市町村の防災体制と活動

況

各市町村は、気象予警報の受信のつど防災行政無線、有線放送、広報車等により住民にその内

容を伝逹し警戒をよびかけるとともに災害に備え体制を強化した。被害が発生しはじめた 7月

2 I日から 7月23日にかけて、島根県西部の市町村を中心に相ついで災害対策本部の設屈、及

び準備、警戒体制の措皿をとり水防活動、避難の指示、勧告、被災者の救援、救護にあたった。

各市町村の災害対策本部の設骰状況、市町村長の住民に対する避難の指示等の状況及び消防団員

等の活動状況はそれぞれ第 2-2-1表、第 2-2-2表及び第 2-2-3表のとおりである。

市町村災害対策本部設置状況

市町村名
置
一
日

日 散 日

日

江
＿
瀬

田
一
来
一
田
一
田
＿
〗
本
一
智
一
和
一
[
-
穂
一
見
一
江

市
＿
町
一
村
＿
町

設

月

7. 2 3 7鼻

7. 2 3 7. 

2 3 

2 3 

5

言＿
4

-

2

2

2

 

解
一
月

7. 

7. 3 0 

町
一
市
一
町

t
-
t
-
t
 

2 3 

時

時分

1 9 : 1 5 

0 9 : 0 0 

1 4 : 0 0 

0 4 : 0 0 

0 8 : 2 5 7. 

7. 2 3 7. 

2 6 

2 5 

7. 2 3 8i 

町
＿
町
＿
村
＿
村
一
町
＿
町
＿
町
＿
市
＿
市
一
町
＿
町

t
-
t
-
t
-
t
 

2 3 

2 3 

1 4 : 0 0 

1 5 : 0 0 

0 2 : 0 0 

0 5 : 0 0 

0 6 : 3 0 

0 3 : 0 0 

0 4 : 0 0 

0 2 : 0 0 

9. 

6
~
3
 

2
 

&
-
＆
＿
＆
 

I 7 

2 3 

2 3 

6
-
2
 

ー

7. 2 3 11. 3 0 

7. 2 3 1 0. ー

7. 2 3 ＆
 

11 

時

時分

0 9 : 0 0 

0 9 : 0 0 

1 0 : 0 0 

0 8 : 3 0 

0 9 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 2 : 0 0 

1 2 : 0 0 

1 7 : 1 5 

1 7 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 7 : 0 0 

田
一
津
一
城

7. 2 3 

0

0

5

 

0

3

3

 

．．．．．． 

2

1

0

 

0

0

0

 

9. 3 0 

t
-
t
-
t
-
t
 

2 3 1 2. 3 0 

2 1 0

0

0

0

0

0

5

 

0

3

0

0

3

0

1

 

•••••••••••••• 
0

2

4

6

5

5

7

 

0

0

0

0

0

0

0

 

1 2. 2 8 

2 3 1 2. 2 8 

村
＿
町
＿
市
＿
町
＿
町

栄
一
隅
一
田
一
都
一
見

2 3 1 2. 

t
-
1
 

2 1 1 2. 

2 3 1 2. 

7. 2 3 1 2. 

2 8 

2 8 

3 0 

3 0 

7. 2 3 7. 2 4 

I 5 : 0 0 

1 2 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 5 : 0 0 

1 0 : 0 0 

1 7 : 0 0 

1 2 : 0 0 

1 1 : 0 0 

2 4 : 0 0 

計 2 3市町村
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第 2-2-2表

I 市町村名 発 令 日 時 I発令手

1: 
丹 日

来 町 ?, 2 3 

゜
: 1 5 I有●放本 町 7. 2 3 0 4 : 2 5 有町線放報

屋→広外―ス ビ1i 下日新の町出 上元谷新町町

天市芋井神町原畑 長双 原葉

笹八砲因三佐原畑幡木俣 三三親多久和原和島

三大字

0 5 : 0 5 I 有町広線放報

I O : 1 3 
I 有町無線広放報 送紐車ビ 低流地多）帯久谷避和難本勧木告町（ 

屋外ス

三尾下新原町島 木上元路新原谷町町 因中新原町
力心

邑 智 町 1 1. 2 3 3 : 2 0 電 話 竹地区4戸

3 : 3 5 洒谷下地区 1戸

9 : 1 0 職員派遣 乙原地区 I6戸

9 : 3 0 上川戸地区 1戸

9 : 3 5 浜原地図 1戸

1 0 : 0 2 有線放送 滴原地区2戸

I O : 1 5 職員派遣 港地区4戸

1 0 : 2 0 
電府腺放話送送

市井原地区 3戸

1 0 : 2 5 邑智町金地域

1 1 : 1 9 職員派逍 粕淵地区 l戸

1 l : 5 2 有線放送 浜原全地域

大 和 村 7, 2 3 0 9 : 0 0 防無災行政鐙 都賀行上野、都賀西

羽須焚村 7, 2 3 Q 4 : 3 Q 有線放送 1全村

瑞 穏 町 7, 2 3 0 3 : 5 0 有線放送全（地市区
木、田所、出羽、高原、布施）
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市町村名 I 発 令 日 時 I発令手段 I 発令区城（地区名）

月日：時分

見 町 7. 2 3 ! 0 2 : 3 0 町広報無線 矢上、中野、井ノ原、日貫、日和

江 町 7. 2 3 ： i O 1 : 5 0 有線放送 全地区

0 3 : 3 0 99 ” （再度）

田 市I 7. 2 3 i O I : I 0 消防団員 焦川町森橋氏宅付近住民
現地指示 （避難警戒指示）

0 1 : 4 0 I消防調査隊 全市内調査被害入電内容に応じて。
指 示

0 2 : 1 5 I現地消防職 1河内町細谷宅付近住民
員 指示

0 2 : 3 0 I有福分団 1大金町大津地区住民
指示誘導

0 3 : 0 0 広報車 2台 浜田川新橋下流両岸住民指示

0 4 : 0 0 電話命令 ワニ石地区住民

0 5 : 0 0 嘱消託防員団電話貝
周布地区・周布原井地区・駅前地
区・津摩・治和 1町内

各戸伝逹 （避難準備命令）

0 9 : 3 0 I広報消防車 浜田川流城下流住民指示
3 ~ に3

0 9 : 3 0 I消防車サイ
レン吹嗚

周布地区・周布原井地区避難命令

I O : 4 6 Iサイレン 浜田川下流住民避難命令
吹 嗚

1 1 : 0 0 I消防ン車吹サイ 周避布難駅命令前地区・津摩・治和 1町内
レ嗚

津
市 1

7. 2 3 j ： O 1 : 1 0 Iサイレン跡市地区

0 1 : 2 5 

有線”放送 I「警”戒」呼びかけ江川沿線0 5 : 0 0 

1 0 : 0 0 ” 
99 ” 

I O : 2 0 広報車 「避難漁備」 ”” 
I 2 : 0 0 有線放送避難先指示 ，＇” 

1 5 : 0 0 広有線報放送車 「注意」呼びかけ ，9 

城 町 1 7. 2 3 ! 0 2 : 0 0 I防災行政
無線

全町

0 6 : 0 0 99 美又温泉地区
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旭

弥

・

・

、

9
.
9・
t

.

市町村名
I
~
~
 

町

栄

隅

益 田

村

町

市

華 都 町

匹 見 町

発

月

7, 

9

9

 

7

7

 

7. 

7, 

7
 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

0

0

 

分

0

5

0

5

5

0

8

4

8

8

0

0

5

0

 

5

4

4

4

1

1

2

2

4

2

3

3

0

3

3

 

痔

．
．
．
 ，
 

．
．
．
．
．
．
．
．
 

＊＇ 

．．
 

嶋

9

9

,

:

.

.

.

.

.

.

.

 

.
 

6

2

3

6

4

5

6

6

6

5

5

5

0

5

5

8

 

B

-

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
;

：●
9
t
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
ヽ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

●9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

令
戸

時 発令手段 発 区城 （地区名）

防災行政I波佐地区
無 腺

有線放送

有線放送I全

防災行政至

無腺I
こイレ瓜I益田地区

＇， 吉田地区

;9 1益田や吉田地区（再度）

町防災行政美都町全域
無線

電

” 

” 

” 

’’ 

有線放送

全町に避難誰備命令を発令

都川地区、重窪地区、市木地区
（中郡）、市木地区（越木）

今市地区

村

町

“ 

” 
随時避難命令及び気象情報、危険
箇所等の放送

話 I災害時に特に危険で避難が必要と
思われる世帯に役場より霞話紀て
避難命令

l 9世帯

山根下、半田、下道川下、白木谷

-70 -



第 2-2-3表 市町村消防団員等の活動状況

出動・実施団体および人員 I 主 要 な 使 用 査 材

消防団 負消防職水防日

市町村名
員延人出動負

出動延員人出飢員 かます麻 袋):`I縄 I 杭 I 竹 I そ の 他

延人員

江 市 15人 96人 人 枚 枚 枚 玉 本 本

保関 町 240 クフロープ 3束

東 町 34 40 34 
鉄線 8 kg 
大ハンマー 1 

田 村 20 掛矢 I 

原 町 49 

来 町 285 7,560 

雲 市 395 460 c(̂m^  ) 砂 10 ni' 

田 市 10 100 77 8番線 5屈

} | | 町 43 600 砂 12 面~

田 町 45 

社 町 3 10 

田 市 169 26 60 | 21 30 

泉津 町 88 200 

本 町 594 27 3, 3os I ~~I 40 

知臼 町 331 290 

和 村 226 500 

須 美村 286 20,000 

穂 町 331 10 12,000 3,500 

見 町 391 14 3. ooo |A n隠I200 

江 町 735 7,400 

田 市 187 727 4,418 1, 150 | 951 86| 625| 砂 13 m' 

津 市 1,334 4,365 

城 町 288 7,000 

町 168 I, 300 

栄 村 100 13,200 | ロープ!,500 m 

隅 町 1,071 500 

田 市 160 819 500 3,000 13,000 

都 町 .. 190 54 20, 000 ピ(2ニ0ーmルx2・シ0mー)ト10 

見 町 106 210 悶 ＇ 

箇 村 137 

計 7,289 584 1. 941 5,478 8, 200193, 983 I —|4331 6591 
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2
 

主な被災市町村の災害発生状況と措置状況

月

¥_． ー（
 

浜 田 市

日 時 分 災 害発生状況及び措置状況

7月23日 0時 35分

1時00分

99 0 8分

” ” 

” I D分

99 ” 

” 
99 

1 9分

2 0分

” 3 0分

“ 

消防戟員、団員、市戦員非常招集サイレン吹嗚
浜田分団•石見分団水防体制に入る

l市長

美川分団、上府分団団負招熊サイレン吹嗚

3 2分三階町 1町内佐々木勲宅裏山山崩・家屋倒媒・家族4名生ぎ埋め

三階町調査指示するが、今井迫川氾植のため調査出来ず｀市内状
況調査続行

4 0分全市内より被害状況入露多くなる
消防長 入電毎に内容に応じた避難を指示

＇ ’ 

“ ” 
” 
’’ ” 

” 

“ 

" 

4 5分

5 0分

99 ” 
2時 00分

” 1 3分

” ” 

” 1 5分

大雨洪水警報・雷雨注意報発令

合庁前・立正佼正会前付近没水

相生町日名子宅裏山山崩

同現地調査及び市内没水状況調査消防署員 2名赴く

浅井町森脇博宅山崩咋衷屋全誤・生き埋め 2名2時問後救助、救
急にて病院搬送

黒川町森橋伍登史宅誕山山崩→家族4名生き埋め心現地
現地調査 1分隊 (3名）赴く
石見分団員 4~5名救出作業及び避難警戎の指示
指示後分隊市内状況調査

市内 13軒；；り浸水叉は山崩等報有り

消防長各分団に団旦招集サイレン吹鳴指示
各分団毎に河川の管戒•水防作業に入る

浜田市災害対策本部の設皿指示

周布分団

本部長 災害対策本部職員鼈話招集

伍野分団

本部長

団員招集サイレン吹嗚

団員招集サイ Vン吹嗚

長浜、美川、大麻分団 団員招集サイレン吹嗚

消防団員、市職員非常招集サイレン再度吹嗚

後野町7町内 正連山宅倒捩・住民下敷となる
急ぎ救助に向ったが、 186号・八重可部線とも通行止めのため断
念する。

河内町 細谷武美宅哀山山崩・家屋倒娯
救出に向も、現地到着時既妬救出されていた
細谷宅横吉川房衣宅も全跛のため現地消防署員付近住民に避難指

示
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月 日 時 分 災害発生状況及び措置状況

7月23日 2時 30分

” 99 

” 5 0分

3時00分

” 99 

” 
99 

1 5分

4 0分

4時 00分

” ” 

99 2 2分

5時 00分

” 99 

99 

99 

3 0分

3 4分

6時00分

” 3 0分

7時 30分

8時 30分

99 4 5分

9時 00分

大金町大津地区道路溢流・住民避難・家屋浸水
有福分団 同地区住民避難指示誘導及び警戒に当る

宇野分団

上府分団

団員招集サイレン吹嗚

団員再度招集サイレン吹嗚

浜田川増水
消防長浜田川新橋下流両岸住民に対し避難指示（広報車 2台）

杉戸町大久保睛祝宅裏山山崩・ 1名生き埋め
地元民•浜田分団 7 名等で救出作業実施

市内各所道路冠水状況 調査隊より入電

浜田川水位観測負常駐 30分ごとに本部へ報告

青川陸橋下
め調査

副本部長
避難場所

原井川増水 橋岡宅基礎 1m位洗われ家屋危険なた

ワニ石地区住民に避難命令（電話）
浜田浄苑指定

原井町橋岡宅へ積土のう工法のため、土のう 400ケ作り、作業
実施（署員 7名、浜田分団員 20名、住民 I5名協力）

周布川通し口付近束側土手崩壊
周布分団 2I名・長浜分団 I0名作業に当る

副本部長周布地区～春日神社、周布原井地区～周布公民館、日
脚児童館、駅前地区～治和集会所、津摩、治和 1町内～専称寺
各住民に避難進備命令、嘱託員電話連絡、消防団員各戸伝達

本郷橋（美川地区） 2m沈下

周布川河川の長見ダム上流激しく降雨が続いている
今後周布川氾濫恐れ有り
川沿の住民警戒の要有り

久光橋流失

後野町正連山宅救出に向う
(3号隊 4名、石見分団 5名、地元民 I3名）

周布地区堤防決製の恐れ有 b
住民避難中

周布川の水防工法は危険であるため実施出来ない
団員は新大橋妬て警戒に当る

西村長 岩本啓市宅家屋倒壊•生き埋めとなる
3,5号隊 9名出動救出作業実施（大麻分団 2I名）

浜田ダム 8時 00分現在
叫 S、放流批 1sot/s 
ただし祁き操作開始水位139.00 mを越え、更にサーチャージ水
位 142.50mに達すると予想
「ただし書操作状況通知」 9時 15分より操作移行通知有り
今後放流増大十分注意警戒

ダム貯水位 137.45 m、流入載 181.5 
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月日

7月23日， 

時分l 災 害発生状況及び措胚状況

I
 

I
 

9時 I5分 1治和町ワニ石地区 3世帯孤立
救助袋等により救助f環実施（消防著員 5名）

" 3 0分 1原井陸橋下現場土のう 400俵紀より梢土のう工法を実施（署町
名章浜田分団）

99 99 ，消防長浜田分団浜田川流城下流住民妬避雖指示広報消防車 3
台によ b行う

” ” 1副本部長 周布地区、周布原井地区住民避雖命令
消防車サイレン吹嗚伝達

I 0時 00分 I野原町 1町内大駅 勇宅土砂崩れ母娘生き埋め救出作業実施
（署只 8名）

，， 4 6分

J l時00分

浜田川水位扱測不能
本部長 浜田川下流住民に避難命令サイ V ン吹嗚

浜田川沿岸水位警戒

” ” 1副本部長 周布駅蔀地区、津摩＊治和 1町内住民避雄命令、消防
車サイレン伝逹

1 3時32分 1穂出町中場地区山崩れ第 1報
調査に美川分団出動
1号車水道部応援給水実施

1 4時 07分＇同上第 2報 生音理め l0名位、負偽者多数

" 1 4分 穂出町中坦地区山崩れ第 3報美川分団 I0名応援

" 1 8分同上消防署より救助隊出発l4名

9, 5 0分同上美Jli分団 1名残し全負救出作業行う
現塙へ医師 1名同行（花田先生）

” ” 
1 5時30分

I 9時00分

市役所内排水作業

穂出町中場地区被害状況
家屋全撰 7棟、不明者 15名、負傷者3名

自衛隊先見隊到着

” 3 0分同上穂出町現坦到着

2 0時 00分救出作業日没のため取b止め

2 3時00分本蔀長避難命令解除口頭伝達

ヂ 停電により団員招集サイレンの吹嗚ができなかった地区

固分分団（国分町）…••電話 口頭伝達
（団員招集避雖命令）

下府分団（下府町）・・・..•同 上

久代分団（久代町・荒相町内）

••… •7 時 5 0分自動車で広報伝逹（団負招集避難命令）
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月 日

7月25日

隅

月 日

7月21日

7月22日

7月23日

時 分 災 害 発 生 状 況 及 び 措 置 状 況

6時 00分 穂出町中場救出作業

7時 00分 大麻分団 松風町救園・診療町内土砂除去作業

美周川布分分団団穂水防出作業実出作施業実施

8時45分 I署中場内現被害場状出動況
全市内 調査

9時30分 1消防水道部給水応援

周布分団穂出町中場応援

署大消全麻員防市救水内•長造被出浜部害作給業分状況実団水施応調吉地査援への進入路確保のため応援

町

時 分 災害発生状況及び措低状況

5時 00分 大雨洪水警報、雷雨波浪注意報発令

6時 00分 第一次災害体制

8時40分 警報解除、第一次災害体制解除

2 1時30分 大雨洪水警報発令

崩れ家屋一戸2 2時 00分 第谷消集一防落次団第災山害体制

二分、団出動命令被（災無線放送）

8時30分 被害状況調査に調査班町内全城へ出動

1 3時 30分 大雨洪水警報解除

1 4時 00分 被害状況とりまとめ

I 7時 I5分 職員家庭待機

0時 35分 大雨洪水警報

2時00分 第二次災害体制

3時 40分 岡消崎防集団落第一において山崩れ、 命家令屋二（戸無被線放災
分団現場へ出動 送）

4時00分 I井住野民一、大世帯口避川堤難防命決令壊

f9 0 7分 1消防団ー、二三、四、エ六、分団に対し警戒体制命令（無線放送）

” 2 5分国道九号線（吉浦）決壊、自動車二台転落、救急車出動、建設省
へ連絡

” 5 5分 I役場職負出動命令（無線放送）
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月日

7月23日

時分

5時 00分

9, 1 8分

”2  5分

災害発生状況及び措置状況

町内各地区から山崩れ、家屋被災等、公社匹話により通報、各々
安全な場所へ避難するよう命令
各地区役坦織員から増水山崩れ等のため役忠庁合へ行けない旨連
絡
三保地区職員は三保出張所、岡見地区は老人ホーム、井野地区は
井野児童館匠詰めるよう指示

全町民陀対し非常事態宣言（無線放送）

浜田総務事務所へ状況報告

" 2 6分I井野地区において家屋全懐14'.;よb行方不明 1名
第 5分団現揚へ出動命令（無線放送）

，， 40分＇全町民に対し非常事態宜言（無線放送）

9/ 4 5分 1三隅川警戒水位突破
三隅川流城住民に対し避難命令

6時06分I岡見須津山朋れ発生、 1 3名行方不明の旨公社電話により通報
消防団第三分団現揚へ出動命令（無線放送）

" 1 2分I三保地区（中組）において山崩れ発生、行方不明 1名の旨霞話通
報

I, 1 3分1消防団第二分団現場へ出動命令（公社電話）

,, 1 7分1三隅川水面は三隅大橋々桁まであと lmとなる

" 5 0分 1三隅南小学校（下古和）孤立、あと 2mで校舎水没の危険避難住

I 
民40名が脱出できない旨公社電話で連絡
浜田総務事務所に状況報告
自衛隊ヘリコプクーでの救助を要請（公社電話）

99 5 0分非常事態宣言（無線放送）

7時27分県へ災害救助法適用申諮（公社電話）

11 3 5分町防災行政熊線室水没のため放送終了

" 4 2分公社電話不通となる

" 5 8分三隅大橋付近堤防越流

8時30分三隅大橋付近堤防決燦

1 0時30分 本部会議（今後の対応協諮）

" 3 7分救援物査県に依頼
（飲料水、牛乳、バン、むすび等 6,000人分）

99 4 0分 1役場前庭引水

1 3時 30分砥話不通のため、岡見、三保ヽ井野、黒沢地区の連絡所（役坦出
張所等）へ伝令員各 2名、岡見地区職員は老人ホーム所長、三保
地区職只は税務課長、井野地区職員は商工観光課長の指示によ））
行動し状況を速やかi乞対策本部まで報告せよ

" 3 0分I県災対本部から救援物査二時に松江出発
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災 害 発 生 状 況 及 び 措 置 状 況

温泉津港から海上輸送で福浦港沖まで行くので漁船により受け取
るよう連絡

7月23日 1 3時43分 1職員 2名福浦集落へ救援物賓受取り用の船の依頼に行く

1 4時 40分 県災対本部から救援物資を発送した旨連絡
（温泉津港4時 30分頃出港の予定）

1 5時 30分 1厚生課長外 10数名福浦港へ救援物資受領のため役場出発

" 3 0分災害情報収集

月 日 時分

7月24日 9時 00分 1自衛隊災害派遣要請（応急救援）
行方不明者の披索に約 500人
給水 に約 500人
防疫 に約500人

田市

月日時分 災害発生状況及び措置状況

7月23日 1時 00分 I松江地方気象台 0 : 3 5 発表
「大雨洪水警報雷雨注意報」発令
警備員→庶務課長→助役、総務部長 、

＼担当職員 ｝連絡

" 2 0分 I総務部長、庶務課長以下防災職員登庁
建設省浜田工事事務所より高津川水系の水位、雨最の情報を聴
取する

4時 15分 I木部、向市で家屋の倒壊の連絡が入る
第 1災害体制、職員に動員をかける
益田川沿岸の自治会長に電話で警戒を呼びかける

" 3 0分 市役所前で床上没水家屋が出始める

5時 00分益田市水防本部を設置する （消防署）

" 3 0分第2災害体制
益田市災害対策本部を設匠する 職員に動員をかける

" 4 8分 I沖田自治会より「子供と老人を束中学校に避雖させた」と云ぅ逃
絡入る

6時24分 I益田地区の避難サイレンを吹嗚

”2  8分 I吉田地区の ” 

" 3 0分第 3災害体制

99 4 5分 再度消防本部へ避難サイレンの吹嗚を要請

99 4 8分 吉田地区の避難サイレンを吹嗚

”5  0分 消防本部より「建設省挺の堤防で越水」の連絡が入る
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日 時 分 災害発生状況及び 四状況

7月23＊日

7月2,iB 

7時 05分 1木部町で士砂崩れ発生（消防晋より）
金山町で土砂附れ発生一家 6人生埋め（消防署よ b)

角井地区9号線で土砂崩れのため車 2台が高渾川に落ち、なお数

台が埋っている （消防署より）

” 

99 

99 

i9 

3 0分

4 0分

5 5分

8時 20分

4 2分

9時 00分

” 1 5分

1 0時 30分

J J時 15分

1 2時00分

1 3時 30分

1 4時 40分

I 5時00分

20時 l5分

2 1時 Q0分

8時 30分

益田川の堀川地区で堤防が決殴

電話の通信が不能となる

災害救助法を申諾する

中西地区で家屋倒壊の連絡が入る

栄氏宅の哀山崩娯で 2人生漿めの渫絡が入る

英殺公民館長より 1人死亡、

県災害対本部陀自衡隊派逍の正式要請を行う

バン 10,000個確保、消防の舟で被災者に配給するよう手配した

芙漿地区の煎包者の救急移送のため、尿災害体策本部ヘヘリコプク

ターの派遣を要請する

益田川の水位が下夕始める

災害救助法が適用となる

災害対策本部会議を開催する

（市長、助役、他本部只）

1人誼体の連絡が入る

災害復1日処理対策を協品

給水及び妖き出しの手配する
益田地区への給水活動を開始する

県災害救助本部（社会課）より、食糧等救援物団を栢哉した船が

温泉津淮を出港し大浜港妬入港の連絡入る

飲料水を濁哉してクンクロ—→,)一車が広扁を出発の速絡入る

1 6時00分！給水活動のため消防署へ増単の要訪する

自惰隊の連絡丘到沼
孤立部落の救出、市街地の膀理及び給水活動を要詔する

災害対策本部議を開く
防疫、ゴぶ排土処理、食祝、給水、被服の確保等協諮

各担当部悪に指示

各担品部堀iCおいてそれぞれ活動開始
• ~ 

・・--78 -



第 3節 県内官公署等の体制及びとった措置

1 気象官署

1)松江地方気象台

大雨監祝体制 7月20日15時 30分

大雨警戒体制 2 1日05時00分 0 8時 30分。

大雨監視体制 2 1日13時40分

大雨警戒体制 2 1日21時30分

大雨監祝体制 2 2日02時30分

大雨警戒体制 2 2日05時 45分ー

大雨監祝体制 2 2日07時25分 1 3時 30分。

大雨監祝体制 2 2日18時 40分ー

大雨警戒体制 2 3日00時 35分

大雨監祝体制 2 3日22時 I0分 2 4日17時 00分。

2) 浜田測候所

大雨警戒体制 7月2I日05時 00分 0 8時30分。

大雨警戒体制 2 I日2I時 30分 2 2日02時 30分。

大雨警戒体制 2 2日05時45分 0 7時 25分。

大雨警戒体制 2 3日00時35分 2 2時 I0分。

3)西郷測候所

大雨監祝体制 7月20日22時 45分 2 1日08時 00分。

大雨監祝体制 2 I日I7時 00分ー 2 3日07時45分。

大雨監祝体制 2 3日16時00分 2 4日I4時 55分。

上記の体制により各気象官署毎に定められている臨時絹成を組織し、予報担当官、観測・通報

担当官、気象解説担当官等の増員を行った。臨時作業の主たるものは、レーダーによる雨雲の連

烙続観測・解析・通報アメダスによる県内及び隣接県の毎時・随時の降水紐の監祝・狼計・解折。

各種気象通報の送受信、気象注意報・警報・情報の作成・通報・伝達、県内気象官署との連絡・

情況収集・指示伝迎、部外からの照会に対する応答・解説、上級官署への報告等であった。その
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他に定常業務の予報 4硯測・通報・防及等の業務があり、これらは昼夜の別なく実施された。

通信線は有線と無線で数系統が作動しているが、浜田梱）候所が23日洪水のため有線通信系統

が不通とな虹可動していた気象庁超短波無線電話系統によって浜田

象台が中継して有線砥信回線系統（テレタイプ回線）に接続した。

特に三坂山気象レーダ…観測所においては、 20 B l 5時から 24日1？時まで、

官妬て、連続84時問におよぷ不休の観測・通報・解析が行われた守

2 中国地方建設局

(1) 松江国逍工事事務所

ァ'7月23 B、0時35分に大雨洪水警報が発表され、 1時35分より 1級準伽体制yC入b

対策班が降雨賊の情報収媒を開始した。

ィ、その後も断続的虻降雨があり、道路災害の発生する恐れがあり、 9時頃より管内の道路バ

トロールを強化した。

(2) 出雲工事旗務所

梅雨前線の接近に伴い、 7月20日より降り始めた雨は 22日まで豪雨と 4寸兵状旗を繰

した。とのため 2級準備体制、 1級準仰体制とし、降雨祉及び水位の情報収媒を行なった。

2 2日深夜から 23日にかけ降雨は強くなり、 23日0時35分には大雨洪水警報が発表さ

れたため、 6時に 1級郎備体制、 10時30 分紀は管戒体制に入恥河川のバ｝口心•ゾ9 を行な

った。

長期間妃わたる降雨のため宍遥湖の水位は上昇し、 23 8 l 6時には警戒体制の 1.2m

ふ強風による越波箇所も見られた。これ妬先立ち水防警報は出動とし、水防活動を行なうと

ともに当事務所でもとれら水防機関との情報交換を緊密lCして警戒を強めた。以後、

水防体制は、災害の恐れのなくなった 24日17時まで行なった。

(3) 浜田工事事務所

~r、河川関係

2 2日l8時40分大雨雷雨強風波浪注意報が発表され｀

ため、 2級準備体制紀入見降雨最及び水位の情報収集を開始した。 0時 35 

報雷問注意報発表

その扱も降雨が続き t 江切11及び高津川の水位の上揖が予想されるため、 4時陀 1

体制に切替え、両河川の流盤観測、偕報の収媒を強化した◊ 5時妬警戒体制に入り、

防警報を発表すると共に情報の伝逹、地元水防機関の水防の指導妃努めるなど万全を期
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ィ、追路関係

切 松江気象台より 7月23日午前 0時 35分、大雨洪水警報、雷雨注意報の発令を受け、

1時 30分に 1級準備体制に入り、道路情報の収集を開始すると共に道路バトロールを実

施した。

（イ） 道路災害が発生し、広範囲にわたり交通が途絶し重大な被害が発生したため、 4時20 

分に非常体制に入り道路バトロールを強化し状況及び情報収猿の継続を行なった。

（ウ） 1 8時 30分体制を緊急体制に移行し、緊急後旧工事の施工及び逍路バトロールを引き

続き実施した。

（エ） 7月28日午前 0時に警戒体制に変更し、緊急車両の通行の開放を行ないつつ道路バト

ロールを実施した。

Iオ） 8月8B 1 2時、体制を解除し、一般車両の通行を開放した。

ゥ、浜田工事事務所のとった措佃

中国地方建設局浜田工事事務所担当管理区間延長 125キロメートルのうち約91キロメー

トルの区間（約 73バーセント相当）が被災し、箇所数でも 164箇所という開設以来最大の

規模となった。

復旧作業は、先ず被災箇所とその内容の把握から始まった。追路は至る所で寸断されてい

たところから、当然徒歩による調査となり、 23日は夜を徹し、 24日も連続して行った。

現地での状況把握に努める一方、浜田工事の対策本部では、災害復旧工法を決定するとと

もに、必要な費材、緊急復旧までで土のう 3万 5,000袋、砕石等の盛土材 6,000m’、ヒュー

ム管 116本、仮橋用鋼材 150tなどを投入した。また、機械は、 トラククショペルを延ぺ

1, 140時間、パックホウを延ぺ730時間、プルドーザを延ペ 115時間投入するなどした。ま

た、人員的にも近隣の事務所から延ぺ 297人（内業従事者を含む）の応援をあおぎ、被災当

日の 23日夕亥11までには、益田市木部以西と浜田市西村以東について片側交互通行規制区間

を混じえ復旧を促進した。残った 20キロメートルの区間では被災箇/'Jr数が数多くかつ大規

模なため、緊急復旧工事行程の正念場になったが、さらに体制を増強投入して昼夜兼行で復

旧にあたった。工法としては、一亥11も早くという緊急性を念頭に、比較的水紐の少ない小河

川や谷部横断箇所ではヒューム管を継ぎ並ぺて数段に重ね、その上に土をまき出して仮追路

を造って前進した。

この結果、被災から 5日目の 27日夜までには、最後に残った三隅町岡見の岡見川に仮橋

を架け、ついに全線にわたり繋急輸送車両の通行が可能となった。この後、地域の復旧や国

逍の工事も促進され、島根限災害対策本部等と連絡を取り、予定期間を半日短縮して 8月8

-81 -



日正午には一般交通に開放することができたのである。

’3 陸上自術隊出雲駐屯部隊

(!) 7月,23日、 8時、県災害対策本部が設低された。同時刻に駐屯地は、第 2種非常勤務態磐

を発令し指揮所を開設すると共に連続幹部以下 3名（島根地方連絡部の支援を受ける0)を県

災害対策本部へ派逸。 8時40分、国道 9号線（出雲～浜田闇）の遥路、橋梁等の被害状況を

偵察するため℃偵察班長以下 3名を派遣した。

(2) 連絡幹部及び偵察班長からの報告で被害状況を承知した＆出雲駐屯地司令は、 9時45分、

第 3種非常勤務態勢を発令し自主、積振的に災害派遣出動迩備に入った¢

(3) 島根県知事から 12時 20分陀桜江町（給水支援）、 17時陀大和村（緊急息者空輸）、

l 8時20分に美川地区（行方不明者の披索）、 20時l'C三隅町（給水支援） 1疋対し、それぞ

れ災害派遣の要諮がだされた。第 13特科連隊第 1大隊長は、直ちに緊急息者空輸を第 13 

団長に上申すると共に出雲駐屯地に所在する部隊を、出動させた<9

その際偵察班長以下 8名を先行させ部隊の誘導にあたらせた。

(4) 出雲駐屯部隊は、 7月24旦 1 2時35分以降第 13師団主力と合流し、師団長の指揮下

で以後、 8月5日注で派遣活動を行った。

4 日本電信電話公社島根電気通信部

(J) 7月22日I8時40分に「大雨・雷雨牙狼風・波浪注窓報」が発表されると、直ちに全機ゞ

関が警戒体制に入似応急復1日機器の点検、緊急動員体制を確立した。

(2) 7月23日0時 35分に「大雨≫洪水誓報、雷阿注意報」が発表されると災害対策本部を設

置し災害措樅計画の実施に万全を期した。

(3) 災害発生後、迂回ルート回線を作成しヤまた市町村へ設薗した孤立無線の迎用を岡始し、

立化地域には移動無線電話により臨時公衆碍話を設骰し被災地域の通信確保を行った。

(4) 被災地城の被害状況の把握及び復旧疫材、要艮の輛送を陸海空から行い、近隣県をはじめ近

媛・東海から延 18,000人に及ぷ動負を行った。

(5) 水没した三隅爾話交換局は松江及び近殴から非常用移勅電話局装骰を輸送し三隅小学校校庭

に設骰、 7月26日から交換接続を開始した。

(6) 美都電話交換局を結ぶ市外回線の復旧は追路損底、山崩れにより早急な復1日が困難となった

ため、全国初めての通信衛星さくら 2号により通信を確保した。

(7) 一般加入電話も約 11,BOO加入が故障したが流出した家屋等を除き 8月5日に全て復旧を完
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了した。

5 中国電力株式会社島根支店

(!) 7月23日、 4時頃より各事業場（出雲電力所、浜田営業所、益田電力所）において防護体

制をとり、情報の収集・対策に取り組んでいたが、広範囲かつ甚大な被害が予想されたため、

5時30分に支店に災害対策本部を設四して県下全事業場（支店、営業所、出張所、電力所、

発霊所、変電所、その他）に対し警戒体制を発令するとともに、非常事態に備えて人員・資材

の確保と輸送計画ならびに的確な情報のは握等に万全を期した。

(2) 8時、気象状況の悪化と被害の拡大にともない非常体制を発令するとともに、本店をはじめ

他県下事業忠ならぴに関係事業者等に対し協力を要請し、被災地に対する出動池備を整えた。

(3) 災害発生後は進伽していた人負、壺材、装備の全機動力を動員し、特にヘリコプクーの出動

や移動用機器（変圧器・キューピク）レ等）および移動無線の活用は非常に効果を発揮し、広範

囲かつ甚大な被害に比し早期復旧をはかることができた。

6 米子鉄道管理局

(1) 7月20日15時 30分大雨注意報が発表され、米鉄局管内においても、午後より断続的に

降り続いた雨は、 21 時には出雲•浜田・益田地区の一部で 100 mmに逹し、災害発生のおそれ

があるため、逐次災害警佃体制に入った。

(2) 7月21日6時45分山陰本線周布折居間に念いて最初の土砂崩壊が発生、続いて土砂流入

落石等 10件の災害が発生し、なお被害の増大が予想されるため、 22時本局に災害対策本部

を設低するとともに、浜田駅棉内に現地対策本部を設皿し、非常事態に備えた。

(3) 7月22日には雨は小康状態となり、災害発生 25箇所で内 13箇所の列車支節であったが

早期復旧に努め、 14時 30分全線開通した。

(4) しかし、 7月22日夜半から 7月23日早朝にかけて、浜田・益田地方に梨中した記録的な

豪雨により、山陰本線の江津駅以西、・三江線・山口線の一部で線路が寸断され、再び迎転不能

となった。

(5) 7月24日被害状況把握のため、山陰本線江津奈古間と三江線江津口羽間妬、ヘリコプクー

による空中査察を実施した。

7 浜田海上保安部

(!) 7月23日07時30分、所属巡祝船艇に対し、非常即応体制を発令するとともに、第八管区海上
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保安本部美保航空基地と連けい、沿岸部の被害調査・航路障害物の調査警戒妬あたらせた。

(2j 隣接海上保安部署（塊｀西郷・芙保）の応援を得て、関係機関と協力

あたるため、 7月24日04時00分、浜田洵上保安部長を本部長とする現地対策本部を設翌した＜

(3) 県の要請により、交通の途絶した益田・三隅地区への巡祝船による救援物喪の諭送、

!);;,プクーiこよる負傷者の翰送、

第八着区海上保安本部管内（島根～福井）は勿瞼、隣接の第九管区梅上保安本部管内（

新洞）にかけ、洸出・漂流した材木・ドク

にあたった。

・プロバンボンベ・船舶等の調査・除去・

(4) 浜田航路標識ご財務所は、披災地域む航路椋織施設（灯臼・灯標・灯浮標・方位1記号所など

を23日から籾力的に巡回・点検＊補條を実施、海上航行船の安全に万全を期Lた。
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第 3章 被 害 状況

第 1節概 況

7月20日から降りはじめた雨は、 21日夜までに島根県西部を中心に多いところでは、 200ミ

リから 260ミリに達した。このため河川は増水し土地は崩れやすい状態となっていた。

この先行降雨につづいて 22日夜から 23日早朝にかけて、日雨批 250ミリから 300ミリに達す

る降雨があり浜田では、測候所観測開始以来の 1時間雨鉦91ミリを記録し、連続雨最は 500ミリ

をこえる局地的な豪雨となった。このため多くの聘い人命を失うと共に甚大な被害が発生した。三

隅川、益田川、周布川等中小河川の流城での強い雨であったため、河川の増水が急激で堤防の決談

が各所で発生し、又濁流が堤防を越えて住宅地に流れこみ、多くの住家が流失、床上浸水、床下浸

大規模な山くずれ、崩くずれが続発し、これによる家屋の倒撰で多数の死傷者がでた。被災地は

外部との通信がとだえ、孤立地区を有する市町村も多く、国鉄山陰本線、国道 9号線など鉄道網、

道路網もマヒ状態となった。今回の被害は、その額において昭和47年 7月豪雨災害を大きく上わ

古わり、県災害史上最大級のものである。

1 5 8. 7豪雨災害の総被害

今次災害による総被害は第 3-1-1表のと :1,サ13,661億 630万3千円に達した。このうち土

木関係被害が 1,291倍 1,761万7千円と全体の 35.27%、ついで農林水産関係被害が 1,265像

3,508万3千円と全体の 34.56％を占めている。さらに商工業関係被害が 559億 2,316万5千円

で15.28％とつづいている。

被
一
内

害

目

額
一
訳

家等家屋関係 1住家被害

民有非住家被害

被（単位千円） I比

31,774,590 

3,094,854 

率（茄）

小 計 34, 869, 444 I 9. 52 

木 関 係河川 68, 723, 791 

道‘• 路 39,612,730 

橋梁 4,726,890 

砂防 15,228, 300 
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項 目

I 

内

公園・都市施設等

港湾

訳

計

麟額（単位千円）I比 率條＇

629,906 

196, 000, 
← ^ ̀  ̂̂ . " -" • 9・＿．．．．．`．．．ヤ會-

1 29, 117, 6 l 7 |．． 35, 27 

商

,. 

工業関係1商業 35,224,908 

工業 1 15,528,003 

戸賃•.．．、．．．，．．.......．．．．．．．．．＂．．．． l....999••5: l.70.9..254.. 
計 55,923,165 

農林水産関係1是業関係 1 ⑭ lll,704, 

林菜関係 1 82,071,903| 

ニ 3456

I麟ダ I 27，陶l
民営パス | 250, 000 | 

麟施設
l i 

3, 500, ooo I 
グヽ...............i今．．．．．．'I・・・・，．．．．．．．．．．．．，．．．,i--.... ．←し， ．．．．．． 

計 I 10, mo, 139 I 2. 78 

2,060, 000 

小

I電 気水道及びガス胞設 1霊力施設

水道施設

I I ！小

1文教施設盲―亨□□：
ガス施設

↓

'

 

9
コ

社会教育・体窃施設・文化財等

小 計

!, 235,575 

19, 260 
············••-'••'"·'"··•·· 

3,314.835 

l, 707,272 

724,450 

205,747 
··········•••·· 
2,637,469 

自然公園及び自然歩道施設

公営住宅関係I県営住宅

市町村営住宅

60,687 

51,922 

管察施設関係

その他公用及び公共始設関係

合

.．.．.．．,j:.．．．．．．．．...．．．．．...．．．.．．．．.．．．,,.．．．，.．．9,..．..．.．．．．．．．．,...................., 
計 I 66, 854 

150,588 

1点45,314

366, 106, 303 

14. 932 

計
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第 2節 人的被害及び家屋被害

人 的 被 害

7月豪雨による人的被害は 266人に逹した。 このうち死者・行方不明者は 107人でこれを原因

別にみれば山くずれ、崖くずれに起因する倒壊家屋の下敷となったり、崩土の生き埋めによる者

が91人と全体の 85％を占め、続いて濁流に流されて水死した者が 11人と続いている。また

これを地城別にみれば、特に被害が激甚であった浜田市・益田市・三隅町の 3市町だけで、人的

被害 204人と全体の 76,7%、死者・行方不明者に限定すれば実に 87人、 81. 3％に及んでいる。

今回の人的被害の発生の特徴は、過去に崩れたことのないところで相次いで山崩れが発生した

こと、及び河川のはんらんを警戒して、山手や高台に避難した人々が山崩れにまきこまれ犠牲を

プ大きくしたことにある。

人的被害の状況は、第 3-2-1表のとおりである。

原因別、市町村別人的被害の状況 （県警調ぺ）

区 分
死 亡 原 因 原因内訳

計

町村別

田 市
死2:冒二□□：燻

方
明

行
不

者暉冒慶
>

13 39 

田 市 31 24 4
 

2
 

19 18 ー 48 99 

津
一
隅
一
城
一
栄

市 ー ー 4
 

5
 

町 33 21 6
 

5
 

ー 21 20 ー 12 

町 5
 

6
l
6
 

6
 

村 2
 

2
 

5
 

5
 

4
 

11 

本
一
江

町 3
 

3
 

ー 4
 

町 ー ー 4
 

3
 

ー 5
 

3
 

13 

穂
一
和

町 2
 

2
 

ー ー 3
 

村
一
村

2
 

ー 3
 

5
 

須美

都

見

小計

ー ー

町 8
 

8
 

4
 

4
 

12 

町 2
 

2
 

103 81 10 ー 10 ー 61 56 2
 

3
 

98 4
 

266 

合

比

計

率（％）

103 91 12 61 98 4
 

88. 3 11. 7 91. 8 3. 3 4. 9 

考

-87 -



2
 

家 屋 被 害

河川のはんらん、山崩れ、崖崩れによって、各地で家屋の洸失、倒談、浸水等が続出し住家披

訊 600棟、罹災者は 31.697人に及んでいる。特陀三隅町、及び益田市では、三隅）II及び益

田川の堤防が決埃したため、住家に何らかの被害を受けた世帯は、それぞれ全世帯数（昭和 55 

年 10月l・日国咎開査） 060％及び 46菟と談祓的な被害であ，，fc位

7月染雨竹よる衷届被害は第 3-2-2表から舘3-2-4表玄でのとおりである。

第 3-2-3表 住

項目
ヽ

市町村名

掛合

頓原

赤来

出雲

佐田

温泉津

川本

邑智

全

石
l
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販

金額

流
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半
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町

i

町
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一
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町

8
 

16 45500 

87/J00 

45/JOO 

疇 0

110.240 

620000 

169/)00 

350000 

三言

7
-
3
 
，
 

5
-
7
 

ー 2
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3
 

20{)00! 

3 ・ロ 7' 60.OOO]~ 
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市
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町
＿
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＿
市
＿
町
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町
＿
町
一
村
一
村

3
>>>>>
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「
50

2
 

。； 211 19 

三
。

旭

弥栄

三隅
益田

美都

匹見
西邪

五箇

知夫

計.' 

2
 

三
三
〗
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5
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第 3-2-2表 家屋被害 総 括 表

住家被害 罹災者 31.697人 被害額31,774, 590千円

全 壊（含流失） 1. 064棟 1. 003世帯 3,062人 12,076,406千円

半 壊 l. 977棟 2,051世帯 6, 783人 9,512,585千円

一部破壊 563棟 551世帯 1. 779人 536,982千円

床上浸水 6,953棟 7,020世帯 21, 852人 7,883, 337千円

床下浸水 7,043棟 7,040世帯 20,889人 ), 765,280千円

民有非住家被害 5,432棟 3,094, 854千円

全 跛（含流失） 722棟 1. 662,359千円 半壊 383棟 432, 595千円

破 損 497棟 257, 882千円 没水 3,830棟 742,018千円

（金額単位：千円）

談 1 床上浸水 床下浸水 計

棟 1世副人 I金 額 棟 世帯 人 金額 棟 世帯 人 金額

I 1 5 200 1 1 5 200 

3 2 5 3,500 11 5 14 150 14 7 19 3,650 

18 18 43 9,900 93 93 269 6/;10 111 111 312 16.410 

1 1 2 3,000 1 I 2 3DOO 

1 1 10 200 1 1 2 100 2 2 12 300 

2 2 7 100 2 2 7 100 

125 125 300 69;300 128 128 381 19,200 262 264 703 145/J00 

14 11 30 26.000 38 32 108 4~60 52 43 138 30560 

21 6 4,000 15 13 36 22JOO 104 96 306 27,800 127 116 368 104/J00 

2 1.o00 50 50 145 50000 132 132 404 39/300 205 209 608 223f,OO 

91 25 54{)00 47 47 139 181900 288 288 903 115200 360 360 1.129 4931300 

531 132 159,000 67 67 222 33/jOO 252 252 579 75,600 411 411 1.064 768,100 

322 322 998 1.334,920 210 210 679 278,460 570 570 1.806 2,007l20 

510 116,000 1291 1291 3,749 774.600 2,664 2,664 8,338 532800 4219 4,208 12/)43 2,271AOO 

214 63,200 461 382 1.171 322,700 553 508 1.532 55;300 1.129 991 3,028 741200 

55 182 55,000 43 43 160 34,400 260 260 910 52POO 396 396 1.372 721.400 

24 65 28A32 45 45 143 50/367 209 200 616 116;!16 291 281 852 295;314 

27 57 27,000 4 4 12 2DOO 52 52 107 !OAOO 135 135 331 702,400 

64 225 8,450 623 589 2072 622,000 345 333 1.144 27.600 1.872 1.790 6P29 12,627/;50 

;51 181 5JOO 3,724 3916 12~21 4,307/lOO 1A23 1514 3,779 380M4 6,922 7;263 22,071 1 0290,766 

47 165 10800 84 84 267 30000 158 158 504 19/300 380 380 1222 314/300 

4 15 5000 2 2 6 2,100 17 21 59 1550 23 27 80 8,650 

14 14 37 420 14 14 37 420 

131 71 21 2A50 75 63 171 lAOO 88 70 192 3/350 

10 10 27 300 10 10 27 300 

ss1l1.779l536,982 6,953 1,020 ~1.852 7/383;337 7.043 7.040 厄0/3891.765.280 17.600 17,665 54365 31.774.590 

-89 -



第 3-2-4表

＼ 項目
＼ 

祐町村名

民有非住家の被害状況

全 埃
一
燃
叩

一金

流失

五「羞扇
半 壊 破 没

棟 棟 金額 棟 額
ご
笠

損
一

棟

（金額単位：千円）

□””“““~ 
金額 I棟

原 675 

来 ー 500 ー 300 ？
 

田 ー

大 田 市 2
 

500 ー

i 
- T 

200 ー

滉 泉 津 町 2
 

JII 3
 

1500 3
 

1500 ー 100 73 

邑
一
大

本町

智町 ー 1200 

和 村 ー 500 ー 8,000 4
 

18;)00 

羽 須 美 村 6
 

42poo 2
 

1,200 

，
 

2,700 4
 

800 64 

瑞 穂 町 2
 

l2fJOO 
,
9
・

ー 800 12 3,600 

石 見 町 14 981)00 ＂＇ 14.OOO 14I 49/)00 
□4 
J40 

桜 129f)OO 

□f• 11〗ー：ロ
江 町 30 361133,200 321112,ooo 711106;,00 

39 39,000 

15 15/)I)0 

14、100
~ ~ 

16200 

金 城 測 11,000

47 

27 

85 2邸00

602137 

750 

341 

1671 5 

旭 町 5
 

10/jl4 1,357 6
 

75)35 311 28,932 29 

弥 栄村

隅町

2
8
-
2
3
 

ー

112節0

123,000 

221 44,000 
I 

47,000 

811 55!)00 26 

94 

益 田 市 142/ 356562 

可771)00

冨函 521 65260 

7/.,00! 1 

ー
6,760 

| ；” 
, 57 

□“2/lOO囀|竺
67/ 335011,0281 51,400~,330 

美 都 町 37 50300 11 15/)00 23 14,100 22 1,900 34 3,1001 127 

匹 見 町 2
 

700 2
 

2,200 I 41 2,300 
I I--17 訟50 25 

知 夫 村 3
 

計 51711,261976 2051400;383 3831432595 
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第 3節 土木関係の被害

土木関係被害の概況は第 3-3-1表のとおりである。

7月20日から 7月23日にかけて、県西部の 3市 10町村は、局地的な集中崇雨に襲われ、中

小河川が氾濫し堤防、道路、橋梁等の欠誤が相次ぎ、特に今災害の特徴として未曽有の降雨最によ

り山〈ずれ、がけくずれが多発し 107名の死者行方不明者中 80数バーセントを占めたのである。

土木関係被害も有史以来の額となった。

第 3-3-1表 土木関係被害概況

国関係 県 関 係 市町村関係 計

区 分
箇所党箇所数 被害額 箇所数 被 害 額 箇所数 被 害 額 被 害 額

祠 柄 千円 守J

JI! 51 2,270,000 3,565 44, 473, 770 3,021 21,980, 021 6,637 li8, 723, 791 

路 158 1,780,400 2,317 16, 054, 280 7,053 21, 778, 050 9,528 39, 612, 730 

梁 6 341,600 23 1,180,530 161 3,204, 760 190 4,726,890 

防 737 15,228,300 737 15, 228, 300 

10 56,496 73 573,410 83 629,906 

111 196, 000 11 196, 000 

計 215 4, 392, 000 6, 663177, 189, 376 10,308 47,536, 241 7, 186 129,117,617 

河川の 被 害

県下各河川の被害状況は第 3-3-2表から第 3-3-3表までのとおりである。

第3-3-2表 建設省直轄管理河川の被害状況

河 JII 名 箇 所 数 被 害 額 摘 要

祠

斐 伊 JI[ 12 120, 000 

江 の JII 24 1, 434, 000 

高 津 ill 15 716, 000 

計 51 2, 270, 000 
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第 3-3-3衷 限管理河 川の被害状況

ょ’ 市町村名 箇所故 被 害 額 市町村名 箇所数 被 害 額: 
冒訟 江 市

1: I 
31,620珀 温泉津町 3 

...町 1I 600 仁 靡 町 4 7,900 

• J晶根町 1 1,800 •1 | | 本 町 1 136 1,239,490 

東出裳町 1 920 邑 智 町 5 11, 940 

八 雲 村 1,000 大 和 村 130 788, 730 

玉 湯 町 2 1,950 羽須英村 215 2. 733 150 

安 来 市， 1 3,860 瑶 穂 町 338 l, 729, 630 

広 瀬 町 5 5,500 石 見 町 356 3,067,810 

伯 太 町 ， 127,400 桜 江 町 173 I, 941,040 

大 東 町 3' 17,140 浜 田 市 216 C 3,617,400 

加 茂 町 4 45, 930 江 津 市 163 2,287,040 

木 次 町 8 22, 580 金 城 町 282 2,204を 800

刀屋町 5 10,010 旭 町 286 3,968,810 

吉田村 ， 11,670 弥 栄 村 43 472, 090 

4 11,390 ＝ 隅 町 I 86 5,269,940 

頓原町 27 97. ooo 益 田 市 11,090,290 

赤町 99 375,880 

癸匹 都見 町町 1I 
2,048,580 

仁 多 町 16 58,500 81 389, 550 

横 田 町 36 332, 800 律 和 野 町 l4 30,500 

出 雲 市 10 24, 200 日 原 町 22 57,300 

乎 田 市 I 15 31,800 西 郷 町 2 17,200 

佐 田 町 22 178,870 布 施 村 1 650 

多 伎 町 2 11,600 五 箇 村 26 45,500 

湖 陵 町 l 1, 060 I都 万 村 1I 2 6,000 

大 社 町 2 7, 700 

大 田 市 3 I 29t ooo 計 3, 565 | 44, <173, 770 
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第 3-3-4表 市町村管理河川の被害状況

市町村名 箇所数 被 害 額 市町村名 箇所数 被 害 額

江 市 2 4, 350珀 仁 摩 町 2 2,880叩

八 雲 村 1 1,500 JI! 本 町 199 496, 300 

道 町 I 900 邑 智 町 73 155,250 

瀬 町 3 3, 130 大 和 村 129 475, 140 

東 町 8 17,420 羽須美村 41 268, 310 

茂 町 2 6,300 石 見 町 556 1,739,400 

木 次 町 4 5,100 桜 江 町 114 742, 740 

刀屋町 4 6,200 浜 田 市 230 1, 708, 060 

吉 田 村 19 25, 900 江 津 市 252 893, 380 

ムロ 町 45 79, 000 金 城 町 327 2,354,620 

頓 原 町 29 71, 500 旭 町 73 781. 180 

来 町 241 1, 151, 400 弥 栄 村 41 1,686, 121 

多 町 22 39, 440 隅 町 148 5,004,890 

田 町 49 78, 930 益 田 市 274 3,074, 250 

田 市 7 26,520 芙 都 町 25 913, 770 

JI! 町 I 9, 100 津和野町 11 6, 710 

佐 田 町 3 1,610 五 箇 村 6 26,000 

多 伎 町 11 7,600 都 万 村 2 4,000 

湖 悛 町 I 500 西ノ 島町 I 6,000 

大 田 市 35 38, 670 

温泉津町 29 65, 950 | 計 | s, 021 I 21, 980, 021 

道路及び橋梁の被害

迫路及び橋梁の被害状況は第 3-3-5表及び第 3-3-7表であり、又、県逍及び国珀にお

ける交通規制の状況は第 3-3 -6表のとおりである。
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第 3-3-5表 迫路 の被害状況

関 係
市町村名 I 

箇所 被害額 箇所 被 害 額 箇所 被害額

松 江 市 I
干円

4 23. 30布0 12 7,6悶

浜 田 →m 曰 35 277, 500 245 1, 56 l, 540 7 22 l, 6 1 9, 6 1i) I I 1, 

出 雲 市

64 -I 1 I 611,200 
2 !, 300 12 9, 550 

益 田 布 221 1, 454, 880 l I 1. 336 j l 4, 910, 160 1, 

I大 田

布市． 121, 60“」0“マI 1 

32 61, 130 90 145, 160 

江 津 17 

13:1 

700,500 395 864,870 

乎 田 3,560 10 14, 010 

I 鹿 品 町 2 2,670 

島 根 町 6別l 2 

l，四Il 八 裳 村

」
1,250 

玉 湯 -I 2 1,800 

I突 道
T―-←! I l :1 

1,000 

広 瀬 11,240 

8 i 伯 太 7,620 

大 東 3,400 30 20,950 
I 

7 8,940 

2,500 29 38, 151) 

10, 200 I 34 27, 790 

2, 100 11 34, 050 

26,400 37 

61 66,000 17 1 130, 550 

24 114, 250 l 21 238,300 

7 6,630 25 35,940 

15 
30..拍00. 

18 21, 660 

!I 4 I 6,970 

3 5,300 13 17,860 

1 800 17 18,800 
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I 
国 関 係 県 関 係 市町村関係 計

市町村名
I 箇所 被害額 箇所 被害額 箇所 被 害 額 箇所 被 害 額

湖 陵 町
干Fl 干円

2 1, 5屑 2 1. 50干0円

大 社 町 I 1, 130 1 1. 130 

混泉津町 7 9,860 48 49,850 55 59,710 
ヽ

仁 摩 町 7 7,690 7 7,690 

Ill 本 町 119 831, 300 266 678, 000 385 1,509, 300 

邑 知日 町 27 89, 000 93 137, 550 120 226, 550 

大 和 村 66 358, 000 223 531, 610 289 889,610 

羽須美村 64 272, 700 106 297,430 170 570, 130 

瑚 穂 町 64 237, 700 261 395, 000 325 632, 700 

石 見 町 89 401, 000 369 824,800 458 1,225,800 

桜 江 町 130 973, 800 210 1,318,050 340 2,291, 850 

金 城 町 188 1,664, 460 510 1, 204, 040 698 2, 868, 500 

旭 町 100 450, 290 293 834, 480 393 !, 284, 770 

弥 栄 村 140 1, 337, 730 400 1, 506, 400 540 2, 844, 130 

隅 町 42 770, 100 308 3, 149, 730 785 3,612,670 1, 135 7,532,500 
し← ～‘-

美 都 町 152 1, 497, 410 472 2, 012, 190 624 3, 509, 600 

匹 見 町 120 659,370 21 63, 780 141 723, 150 

津和野町 2 2,000 3 3,060 5 5,060 

日 原 町 3 1, 800 6 9,100 ， JO, 900 
柿 木 村 1 5,200 1 5,200 

西 郷 町 5 16,200 5 16,200 

布 施 村 I 2,300 1 2,300 

五 箇 村 3 2,230 8 10,450 11 12,680 

都 万 村 2 2,590 2 980 4 3,570 

海 士 町 2 2,400 2 2,400 

西ノ 島町 2 22200 2 7,000 4 9,200 

知 夫 村 I 1,100 I 1,100 

計 158 1, 780, 400 2,316 6,048,280 7,053 21. 778,050 9,527 39,606,730 
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第 3-3-6表 交 通 規制の状況 （箇所）

区 分 全面禁止 大 型 車禁止！普通車禁止！片側禁止 1 計

一般国道 37 

主要地方迫 60 

般県道 75 

小 ---目r' 172 

第 3_3-7表 橋梁の 被害状況

国 関 係 県 関 係 市町村関係 計
市町村名

被害直箇所 1被害箇所 被害額 箇所 被害額，椀所

浜 田 市
千i

6 554. 2弱 11 484, 23ヤ0; 

t 
益 田 市 3 

19＆竺 l 9,000 20 366, 200 図 523, 

江 津 市 9, 100 7 417, 700 8 486, 

乎 田 市 1 
2001 ， 

赤 来 町 6 65, 200 6 65, 

g 112,600 ， 112, 
大 和村 1 6,000 l 6, 

羽須美村

l:I 
220,000 5 220, 

琺 穂町

］ □I 
97,000 13 97, 

石 見町 10 92,000 10 92, 

桜江町 6 140. 400 6 140, 

金 城町 寸 4 26,530 ， 172,5OO 13 199, 

旭 町 ］ 
1 66,900 13 124, 090 14 190, 

弥 栄 村 5 81,320 8 101, 700！ 1 13 183, 

隅 町 2 183. 900 5 402,500 32 559,650 57・1. 146, 

芙 巷； 町 l 
40, 00~1 

6 87, 780 7 127, 

匹 見 町

□1 

2 そ 85,510 >85,津和野 町 3,000 I 3, 

五 箇 村

341, 60―0I i 

9,000 1 9, 

計 6 23 1, 180,530 161 3,204, 760 190 4,726, 
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3 砂防施設の被害

第 3-3-8表 深流施設の被害状況

水 系 名 箇所数 被害額 水 系 名 箇所数 被害額

1級水系
千円

背 JII 6 360, 70『

斐 伊 JI! 14 182,305 益 田 !II 141 4, 790, 570 

江 J | | 143 2, 016, 730 喜阿弥川 2 65,430 

高 津 Ill 43 155, 215 見 JI[ 3 12,820 

計 200 2,354, 250 飯 浦 JII 29 267,480 

2級水系 計 502 11,435,510 

神 戸 J I I 3 3,680 その他水系

福 光 JII I 8,600 久 村 JII 1 6,000 

下 府 ) 1 1 14 43,620 折 居 JII 12 1,360,410 

浜 田 /II 18 60, 700 福井掛川 7 38,530 

周 布 JII 93 870,530 戸 田 JII 13 29, 700 

隅 JI! 163 4,537, 180 井 尻 Jll 1 2, 500 

沖 田 J I I 23 345, 200 菱 /II 1 1,400 

津 田 Ill 4 59,600 計 35 1, 438, 540 

追 田 JII 2 9,400 ムに 計 737 15, 228, 300 

l上段：土石流
中段：地すぺり

第 3-3-9表 土砂害による被害状況 下段：急傾斜地

人 的 被 忠 住 宅 被 雰

市町村名 I—T一 1死者行力不明負協者合計 全娯 半製 一部破損合 ; 1~ 

計計計計計 計 計 計 計， 
〗□1Ill 本 町 - 3 - 3 I - 3 10 

12 3 3 2 

3 

邑 匁L』 町 - 3 

2 3 3 

大 和 村 12 - 1 1 - 2 - 2 10 14 

10 2 2 7 11 

11 2 4 ， 15 

羽須美村・ - 19 - 2 2 - 5 - 6 - 16 -I 27 

8 3 2 7 12 

5 

ー］
4 1 5 

瑞 穂 町 - 13 - 2 - 6 5 -| 13 

8 2 2 4 8 
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市町村名

石 見 町

桜 江 町

浜 田 市 4
 

5
 ニ45-2

江 津 市

金 城 町

二

9-l」
12-9

2
 

4
 

旭 町 二
15-8

訊；

言
得
＿
詈
□＿詈一―

町

市

醐

E

―
―
汰ゾ

J
 

弥 栄 村

美 都 町

2
-
5
 

6
 

44 2
 

：
 ―

―
 

4~ 

匹 見 町

―――― 

ニ
2

「
→
〗
汀
員

7
 

！ 

昌~::
(4) 砂防激甚災害対策特別緊急事業・・・・・̀ “̀ ....... 42裟流 (80箇所） 4,527,300f刊

（5) 地すべり ” .．．．．.．．、．．．．．. 8箇所 1. 308, 000 m 

ー 2
 

出 雲 市

合
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4. 公園・都市施設の被害

第3-3-10表 公園、都市施設の被害状況

I 

l 
県 関 係 市町村関係 計

区 分
| 箇所 被害額 箇 所 被害額 箇 所 被害額

街 路
千円 干" 干円

公 園 10 56,496 42 221, 162 52 277, 658 

下 水 路 3 9,360 3 9, 360 

排 水 路 14 9,631 14 9,631 

掛f 土 事 業 14 333,257 14 333, 257 

計 10 56,496 73 573,410 83 629, 906 

5. 港湾の被害

港湾の被害状況は、第3-3-11表のとおりである。

第3-3-11表 港湾の被害状況
， 
I 

県 関 係 市町村関係 合 計

港 湾 名
1箇所数 被害額 箇所数 被害額 箇所数 被害額

浜 田 港 6 44,000祠 一守J 6 44, 000祖

隅 港 5 152,000 5 152,000 

ムに2 計 11 196, 000 11 196,000 

第 4節 商工業関係の被害

商工業t関係の被害は、県西部地方全城におよび、総額 55 9低円余に達した。特侭三隅町は、河

川の氾濫により町全体が水没し、ヘドロやガレキの山と化し、工場や商店も壊滅的な打撃を受けた。

又、益田川堤防の決壊により益田市街地の大部分が床上浸水し、店舗や商品も甚大な損害を受け

商工業関係の被害状況は第3-4-1表のとおりである。
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第 3-4-1表
昭和58年 7月盗雨災害
商工業関係の被害状況

’'”’‘9 9 9 …4999 9び 99 'ヽ“..， 9

邪物 設

被啓総額旦誤被 災

品！仕掛品

被害額

1竺□竺←~`＂ l被害額上翌竺虹」99か翠巴□

ニロロニ三こ三□~7,

名
~・~

噂町 1 叫 111,210j 13 

□ 65ニ

邑智町

大和村

26 137,000I 1 

郎 76合3601 87 60 

60l 216,850』! 29 45 

87 516,4551 80 160,05 

43) 172,5271 16.  t□三□
48110.1os.0001 4301 1,000, 4.811.000! 

三躙箇町 1 4. 

合社！4,418

第 5節 膜林水産業関係の被害

1.概況

農林水産業関係の被害は、第3-5-1表のとおり、被布｛恐領は、

ものであ，'た。

その内択は、農業限係 34.8%、林業困係 65%、水産業／関係 0.2弼となって姦り、特匠林菜、、

麟関係の被害が大きかった。

-100 -



第3-5-1表 農林水産業関係の被害の概況

区 分 概 要 被害額

農地農業用施設 I
田畑流失・埋没等 2,252 ha、水路損壊 4,717ケ所、農道

損埃2,259ケ所、頭首工損娯 1,098ケ所、その他
38,800 00閃

農作物等
農作物の被害4,954 ha、樹体被害、芸蚕、共同・非共同

- I利用施設、農協等在廊品被害
4,861, 0'i， 

畜産・畜ロ計 ・家きん、畜産物、畜舎、飼料、牧草地、牧野麟

小

林 道 218路線(!,014ヶ所）、橋梁 29ケ所

荒廃湊流 1,557ケ所、山腹崩壊 624ケ所、林地崩娯

治 山I1,737ヶ所、拡大地すぺり地 15ケ所（ 3.I ha)、施設

5ケ所

山 林
等 I人工林 364ha、天然林589ha、樹苗（苗木） 1～3年生

苗 I,461千本、 （施設） 4.61 ha 

林産 口 計•農材品流出 14, 725 m’、わさび400kg、竹 100束
倉血2棟、貯木場 60m'、機械施設48点等

小

450, 629 

44,111,704 

2, 967, 112 

76,863,200 

778,811 

!, 462, 780 

82,071,903 

水産物

水産施設（樵梱
I諏＼港 21ケ所、漁船の破損、水産物の損失、その他 351,476 

計 126,535,083 

農業関係の被害

農地、農業用施設及び農作物等の被害は、第 3-5-2表から第 3-5-8表までのとおりで

その被害は、 i在とんどが県西部に集中しており、記録的な豪雨であったため、山崩れ及び河川

の氾濫妬よる被害が著しく、谷合いの農地及び河川沿いの農地は製滅的な被害を受け農作物につ

いても甚大な被害を受けた。また、農業用施設匠ついては、小河川の用排水路を中心として、農

道決壊、河川内の頭首工、橋梁等が流失し被害は激甚であった。
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第 3-5-？表

区

農地沿よび農業用施設（耕地関係）の跛害

数

「一‘
1 件数 1 而

分
萩

被 害 額

農 地

田流失・埋没

畑流失・坦没

畦畔崩壊

5, 136 I 1, !67.14ha 

4

2

 

5

2

 

9

4

 
會6
 

324. 71 

759. 76 

小計 1 12, 512 | 2, 251, 61 
溜池技撰 212 

頭首エ損捩

653,000 

3,909,000 

15,717,000 

水路損搬

，揚水機損埃
農 業 用施設

壊

失

全

損

流

保

道

梁

地

農

梱

農

合

4,717 

28 

2,259 

小 計
＿

ot

420 I - l 2. 470, 000 

54 I - I 615, ooo 

8, ：：l_。0--：―lp a - m  :：琴^

1,098 

第3-5-3衷 農作物の被害

区 分 被害面蹟滅収罰 被杏額 伽

心 II 7,110 t 
千Ki

水 稲 2,355,961 

野 菜 427 2,652 481, 5191野菜量、わさび、いも、豆等

I 果 樹 141, 278, I 145，勿3 ぷどう、梨、栗、柿等

［ェ 芸 作 物 163 377, 765 

茶 110 87,500 

桑 148 68 149,610 

科 作 物 125 2, 217 24, 257 

の 他 32 37'609 1花き、イチゴ苗等

計 4,954 3, 659,494 
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第3-5-4表 果樹、茶樹、桑樹等の樹体被害

区 分 被 害 面 積 被 害 額

栗 2. 70 ha 2,600初

柿 1. 70 3,205 

ゆ ず 1. 10 1. 100 

梨 0. 10 130 

桃 0. 50 500 

茶 20. 75 57,938 

桑 84 96 54, 772 

み つ ま た 10. 00 750 

計 121. 81 120,995 

姜蚕の被害

分 減 収 蒻： 被 害

繭 3. 6 t
 

額

7,957 
干円

共同利用施設の被害

l 全 娯 大 破 中 破 小 破 計

区 分
1 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額 件数 被害額

件 千Fl 件 千" 件 祖 件 千円 件 千円

育苗施設 3 800 1 30,000 2 3, 400 6 34, 200 

育苗施設 1 700 I 700 

パ イプハウス 10 7,000 I 300 3 900 2 300 16 8,500 

製茶施設 4 18,000 1 100 5 18, 100 

媒出荷施設 I 5,000 2 40, 000 3 45, 000 

そ の 他 - 15,000 - 15,000 

小 計 - 27,000 2 !, 000 9 58,900 3 400 - 87,300 

稚蚕飼育所 2 13, 164 1 3,000 3 16, 164 

農業倉廊 11 23,089 9 22,818 20 45, 9fJ/ 

有線放送施設 6 260, 000 1 30, 000 1 3, 000 8 293,000 

霜施設 1 20, 000 1 10, 593 2 10, 320 4 40,913 
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Iここタニ被害□□三数
他 1三：t／□

区 分
全 娯 大

t
 竺

200
叩

371

，
 

3
 

876 

小 ー

合 計

第 3-5-7衷 非共同利用施設の被害

区 分
全 猿 大

件数

破

被害額

破

被五五『云I被客額

耕稲 農 舎
初

63, 950 

バイプハウス

園 ;i七
ふX

製

そ

茶

小

施

の

設

他

計

杵

34
件。

113 70,290 

5,440 

75, 730 

51i 6
1

 
ー

2,140 

4、580

中破 1 小

件数1按麟叶件数

押J-了l―□了
6 40o |34 1 34を1801 72I 

2,440/ 8/ 2,196/ 41 

l i 300 i 

叶 1,050 l 
12[ 1,680 

山二 l3| 600 

-1 -11 5701 1 570し〗~〗：：［口，9:三[:,i[ 

2
 10 

l, 800 

布り

7, 700 

3,996 

330 

益 5 I 750 
.I 

その他

蚕I蚕含

椎茸乾操施設

機

小

20 ll, 600 

具

t
 

唸

m

32 

＾
 

ロ 計

8.300 29 

32 I 8. SOOI 29 函五~I—二
4,000 

4, 000 

15,730 

第 3-5-8袈

数 額 備

農

食

そ
料

米
機
・

の

計

雑

料

料

薬

具

貨

他

賤 4 t 
27、0 t 
48. 0 t 
263重 7 I 

如0 台

38,825 初

23,982 

65, 787 

80, 273 

33,600 

45,450 

33, 165 

321, 0$2 
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3. 畜産の被害

家畜、畜産物、畜舎、畜産施設及び飼料等の被害状況は、第 3-5-9表から第 3-5-14 

表までのとおりである。

畜産の被害は、記録的な集中豪雨により、県西部を中心に畜舎等の流失、埋没、全半壊、家畜

の死亡、流失、また畜産物侭ついても道路の決壊箇所が多く、生乳、鶏卵の廃棄、更に濃密飼料

等の流失、廃棄等甚大な被害を受けた。一方、牧草地や牧野施設も流失、決壊による被害が大き

かった。

第3-5-9表 家畜及び家きんの被害

l 死亡 流失 疾病 傷 害 計

区 分
| 頭羽数 被害額 頭 羽 数 被害額 頭羽数 被 害 額

頭 祁 千円 曲

乳 牛 2 1,020 I, 020 

肉 用 牛 79 42,100 42, 100 

豚 600 14, 100 14, 100 

採 卵 焙 6, 626羽 7, 158 7, 158 

プロイラー 51, 200 40, 390 40, 390 

みつばち 53群 1, 590 1,590 

計 106,358 106, 358 

第3-5-10表 畜産物の被害

区 分 数 屈 被 害 額

生 乳 41,562 kg 4, 777 祠

鶏 卵 20, 600 5, 338 

計 62, 162 10,115 

第3-5-11表 畜 舎 の 被 害

流失・埋没 全 壊 半 埃 没 水 計

区 分
棟数 被害額 棟数 被害額 棟数 被害額 棟数 被害額 棟数 被害額

祠 祠 祠 祖 祠

畜 舎 I 7 6, 620 55 114, 980 53 42, 050 315 24, 978 430 188, 6281 
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第 3-5-12表

第 3-5-13表 牧 草 地 の 被 害

飼 料 窮 用 畑 27, 7 6,095 

自 然 牧 野 6. 1 240 

計 77. l 104, 135 

第 3-5-14表 牧野雄設の被害

牧 椙 4, 720 l, 300 

附 殴 施 設 11 件 4,386 

計 20, 436 

4 林道、治山、山林林賑物等の披害

山林関係の被害状況は，第 3-5-1 5表のとおりである。

山林関係被害は、六日市町を除く 58市町村と全県1惰：およんでいるが、特妬益田市、

を中心とした漿西部侭猿中している。

この度の被害の特徴は、森林の保水能力が砲和状態沢なっているとこるへ想像を絶するよう

時閣雨賊があ，？たため、山股崩虞荒廃添流などの治山閲係被害が最も多く、次いで、素材、

製材品の流出・埋没・冠水などを中心とした林産物関係被害と製材工場や機械の流出・冠水・

茸枡木乾燥磯の流出｀埋没たどの林産物生産施設被笞や樹苗関係被害を含め

代よる山林被害などとなっている。
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第 3-5-15表 林業関係の被害状況

区 分 数 批 被 害 額

I 路 線 数 218路線(1,014ケ所） 2,711,062命

道 1稲 梁 29ケ所 256,050 

小 計 2,967, 112 

崩 娯 地
荒廃撰流!,557ケ所、山股崩壊624ケ所

林地崩捩 1,737ケ所
| 76,209,200 

山 I地すぺ り 地 拡大地すぺり地15ケ所 (3.1 ha) 563, 000 

施 吾nバ又 5ケ所 91, 000 

小 計 76,863,200 

，人 工 林 364 ha 436,224 
山林 I

然 林 278,168 天 589 ha 

，樹苗（苗木） 1~3年生苗 1,461千本 32,607 
苗畑

| " ( 施 設 ） 4. 61 ha 31,812 

小 計 778, 811 

， 林 産 物 素材 8, 185 m' 
602, 290 

（木 材） 製材品 6,540 m' 

II わさひ・ 400 kg 

（特殊林産物）
| 2,200 

竹 100束

林産物施設 木材倉庫 2棟、貯木場 60m’、建物40棟
| 471, 280 

（木材加工） 機械施設 48点、集迎材施設 15

わさび育成施設53,000m¥ 

II I椎茸低だ木794千本
（特殊林産物）

387,010 

建物 53棟、乾燥機等 113点

小 計 1,462, 780 

ムロ 計 82,071,903 

漁港およぴ水産施設等の被害

7月豪雨による樵港および水産施設の被害は、第 3-5-16表および第 3-5-1 7表のと

豪雨による漁港護岸崩製等のため、漁港被害が全体の 57％を占めている。
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第3-5-16袈 漁港および水産施設等被害状況

区 分 数 孤 被害額 I備

樵 港 2 1ケ所
， 

201,'100祖

I 無 助 力 船 4隻 I, 250 

且］未満船
8 4隻 5 2, 0 1 0 

滸船 1動力船

叫以上船 2. 100 

小 計， 9 0俊 55,360 

養 殖 施 設 23面 2,040m' 38,300 

その他非共同利用施設 1棟 I 10,610 I事務所

共同利用施設 3ヶ所I 飢880

アユ9ヤマメ・ニジマス 272, 000尾 15,185 

コ イ 14, 000 kg 11,200 

ウ ナ ギ 16 kg 40 
水産物

スッボン 700尾 3,000 

アワピ・サザエ・イクャ貝 122,533個 6急 201

小 計 35,626 

＾ ロ

計 351,476 

礁港施設の被忠状況第 3-5-17表

種別 1 旅泡名 位説 I ェ種 1 数

餓

2種 御 津I八束郡鹿島町大字御津 -3*0111浚喋 '(85面） 120m'

2 麟（下府） 浜田市固分町 導流堤 24 m 

2 叩前（下府） “ 頴船 50m 

2 店鐙下 -l,5 m物規場 58 m 

2 麟（下府） 物拐場設岸 70 m 

2 唐銃（下府） “ - 1,5 m浚蝶 ¥ l5u, . 30U0u 0バm・ 

2 須津 那賀郡三隅町大字岡見 ＂＂ 浚-L源S~-2.5 m (2？ ”,’ 500吋）
500 nt 

2 須 津 ” 西船揚場取付誤岸 5, 7 m 

： ＾ 
(32,.o0o00 o mmり' 2 大 浜益田市木部町 -3,0m浚渫

2 大 浜 “ 遊路 50 m 
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種別 漁港名 位 四 工 種 数 紐 被 害 額

2種 飯 浦 益田市飯浦町 I ，松島東物揚場 20 m 3,500祠

2 飯 浦 99 -2.0 m浚渫 (900 mう900m' 4,500 

今浦（大麻） 那賀郡三隅町大字折居 -2.5 m浚渫
l 600 rri') 7, 500 
1, 600m' 

土 田 益田市土田町 道 路 25 m 1,500 

木 部 ” 木部町 渡 岸 21 m 3,000 

津 田 “ 津田町 護 岸 9m 6,000 

津 田 ” 
99 護 岸 51 m 11, 000 

津 田 “ ” 導 流 堤 17 m 10, 000 

小 浜 “ 小浜町 渡 岸 88 m 12,000 

1 |小 浜 ” 99 設 岸 17 m 1, 500 

沖 靡 浜田市津摩町 公 園 230 m' 1, 700 

計 201, 700 

ゞ浚渫の数祉欄は、（ ）内数字は被害面梢を示し、（ ）外数字は流入土砂の姐：を示す。

第 6節 福祉・医療関係の被害

社会福祉施設、医療および保健衛生施設の被雹は、総額 16倍 9千 5百 10 万 8 千円 I~ 逹した。

1. 社会福祉施設の被害

社会福祉施設の施設ごとの被害状況は、第 3-6 -1表のとおりである。

第3-6-1表 社会施設の被害状況

市町村名 1 施 設 名 種 別 概被害算額 被古の状況

雪 舟 園 特 姜 1,375干円 床上設水、土砂流人

偕 生 園 ” 60 敷地没水

” 松 風 園 養 護 10,138 倉廊流失

川本町 江 JII 荘 ” 5,400 裏山崩壊

美 都 町 春 日 荘 ” 21,000 床下没水

三隅町 ＝隅町老人福祉センクー 老人福祉センクー A 13,000 一階水没

弥 栄 村 弥栄村 99 ” ゜
床上没水

浜田市 浜田市 “ ” 9, 364 裏山崩壊、土砂流入

川本町 川本町 ” 
99 1,000 取付道路崩壊
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市町村名 施 設 名 種 別
概 算 被害の状況
被害額

美都町 美都町老人福祉センクー 老人福祉センクー A 〇千円 床下没水

浜田市 石見身障駆生センクー 補装具・点字 300 備品の汚狽

邑智町 邑 智 園 重身授産施設 50 敷地陥没

羽須美村 阿須那保育所 保 育 所 30 床下没水

” 口羽 99 “ 50 床上没水

桜江町 谷住郷 “ ” 661 水没

” 川越 ” ” 77, 390 全埃

益田市 明 星 保 育 園 99 97, 980 裏山崩壊、土砂流入

99 9/’1't ', 盤 乳 児 園 ” 2, 578 床上投水

” 中 須 保 育 所 ” 2, 124 “ 
99 ひかり ” 

99 15, 100 一階水没

” 葵 乳 児 園 ” 2,139 床上没水

“ ま る妬保育園 ” ゜
床下没水

” 横 田 乳 児 園 ” ゜” 
" 梅賀山保育 園 ” 800 床上没水

” 須 子 II ” ゜
床下没水

” 邸 津 保 育 所 “ ゜” 
99 北仙道 II ” 

100 土砂流入

” 遠 田 保 育 園 ” 
40 99 

” 久 城 ” ” 
840 園庭破隕

” 緑ケ丘 99 ” 40 99 

“ 吉 田 保 育 所 ” ゜” 
一隅町 隅 ” 

99 34, 168 水没

” 保 ” “ ゜
床下没水

浜田市 みのり ” ” 50 園庭冠水

99 有 幅 99 99 400 裏山崩埃、土砂流入

99 みなと ” ” I, 540 “ 
” 明パルナバ ” ” 1,000 99 

江津市 都 9)． ムロ 99 ” I, 010 倉廊半壊

“ 跡 市 ” “ 414 フェンス破祖

99 嘉久志 ” ” 200 通園迫崩壊

瑞穂町 ,1,"・, 91 原 99 ” ゜
床下没水

美都町 東仙迅 ” ” I, 000 床上没水

99 都 茂 ” 
99 

゜
床下汝水

益田市 益 田 児 童 館 児 童 館 6, 600 床上没水、土砂流入

Ii 吉 田 99 “ 2,800 “ 
浜田市 浜田児煎相謡所 児童相談所 1, 272 )ji山崩壊

一隅町 明 咀 寮 姜 殺 施 べi以几 27,000 敷地1鉗衷

浜田市 こ ＜ ぷ 学 園 籾難児施設 700 浄化梢破損

石見町 石 見 投 産 所 精薄授産施設 I, 040 フェンス破損

一隅町 一隅町母：子健康センクー 助 産 施 設 16, 644 床上没水

瑞穂町 瑞穂町 ，， 99 444 99 

石見町 石見町 ” “ 1,530 99 

ムロ 計 419,283千円
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2. 医療及ぴ保健衛生施設の被害

医療施設および市町村別環境衛生施設等被害状況は、第 3-6-2表から第 3-6-4表まで

のとおりである。

医療関係施設被害（除施設分）

施 設 名 施設数 被害施設数 被 害 額 備 考

計 75 37 256, 170 千F1

病 院 4 2 
l 

196, 170 
一般診療所 53 25 

， 

歯 科 “ 18 10 60, 000 

計 80 13 92, 900 

病 院 8 4 
I 

82, 900 
一般診療所 48 7 

I 

歯 科 “ 24 2 10,000 

計 47 I 2,300 

病 院 4 

一般診療所 33 | 1 I 2,300 

＇ 陶科 ” JO 

計 II 8 134, 000 

一般診療所 8 6 94,000 

＇歯科 ” 3 2 40, 000 

合 ;il・ 213 59 485,370 
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第 3-6-3表 市町村埃境術生施設等被害状況

市町村名（組合罪） I1施し尿処理設 l＇ 施ごみ処理設 埋施立処分設 1i処災害理廃事棄貰業 I火葬場

浜 田 -m 9刊 干円 干円，； 11,277田 I 千円

益 田 市 352. 026 I 7,250 

江 津 市 917 □ 10, 741 

仁 摩 町 2,384 ： I 240 

j i 1 本 町 825 

邑 智 町
！ 385 

羽 須 美 村 ， 522 

瑞 穂 町 326 

石 見 町
， 

355 

桜 江 町 3,513 

隈 町 82, 701 i 235. 160 | 6, 1 60 

美 都 町 ！ I 459 ！ 
i 

浜田・那賀環箋衛生事務組合 1 1, 174が口I 5, 536 

益田市外4町環境衛生組合 54, 400 

江津市，桜江町柔境衛生組合 I 3, 180 | 4, 500 

邑智郡環塊衛生組合 6, 024 

計 62、515 | 86, 2 81 1 12. 420 | 615, 589 |l3. 650 

災害鹿棄物処理支援状況
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第 7節 交通及び通信関係被害

鉄道の被害（国鉄関係）

米鉄局管内で 7月23日から9月11日までに、 運転を休止した列車本数は延ぺ3,576本で、運

休区間の旅客輸送はバス代行にて延ぺ 3,500台を使用し、 102,400人の旅客を輸送した。

災害発生後は、下関工事局の支援を得て復旧体制を確立し、復旧要員延ぺ24,420人と、プルド

ーザー、ジョベル、ダンプカー等の土木主要機械類延ぺ9,045台を投入し、 9月 12日に 51日

ぷりに全線が開通した。

鉄道関係、国鉄パス関係の被害状況及び複旧状況については、第 3-7-1表から第 3-7-

3表までのとおりである。

第 3-7-1表 鉄道の被害状況

区 分 概 要 被害額

電施設気関関係係
5,008,643 干円 干円

干円

山 陰本線 670,299 
付帯経費 230,404 5,909,346 

国 木 次 線 施設関係 27,855 付帯経費 2,628 30,483 

江 線 施需気設関係
362,529 

付帯経費 15, 765 420, 196 
関係 41,902 

鉄 I山 ロ 線 雷施気設関関係係
41,207 

付帯経費 2,627 52,434 
B, 600 

計 6,412,459 

第 3-7-2表 国鉄バスの被害状況

度 昭和58年 7月 豪雨災害

区 分 中国地方自動車局

被 害 種 別 被害額 記 事

施 如u又 関 係 14,290初 応急工事 1,210祠 復旧工事 13,080 千円

輌 関 係

゜設 備 関 係 52 （調度関係） 洗濯機 3I Jレームランナー 21 

の 他 13,338 （営業損失他）

メロ 計 27,680 
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第 3-7-3表 鉄道の復 1日状況

区 分 17月 7月 7月 8月 8月12日
8月 8月 18月

23日 27日 28 B 8 E 13日 24日勿日

国 1山陰本線 I不 通 1z温開～12泉江°0通津津0'I！ 1 
江開浜津通～ 田

浜三開o・田oo～通'111 開江21埼奈・0～ 古通0 ' 

益田
江崎

開通
0町）0J 21ゆ30'

1I 石見/I体江津～

三江線 I不通I ～口羽1祠 I体
罪通開通
0°00'0や00'

石見横田

鉄I山口線I不通I I～開益通田 1 

11 • 201 

第 3-7-4表

月 日

菌鉄パスの復旧状況 （島根県）

路 線 区 間 筈

7. 23 大田線。雲芸線o JIは北線。川本線。広浜線。岩益線。

］ 三24 雲芸線罹岩～呑谷

f'|)11本北緑大田栄町～石見川本

H I岩益線。石見横田～益田

25 ！川本線。矢上～三坂口、田所～出羽田所～石見麻原

f, 1広浜線浜田～浜田固立病院前、雲城～石見今福

二竺竺こ石見JI！本～三谷神社前

27 大田線。三瓶山口～国民宿舎前

"I川本北麟川本東大橋～三瓶山口、炉谷～石見多田

28 1広浜線。石麟堂～雲城口、石見今福～石竺

29 川本北線。石見川本～石見三原

99 1 JIi本線。石見高原～布施、出羽八日市～大林

99 1広浜線。浜田国立病院前～辻堂

30 

8. I 

99 謀原口～ーの瀬

＇， ーの瀬～石見今市

諧
＿
開
一
関
一
囲
＿
開
一
開
一
開
一
閲
一
開
一
開
一
開
一
眼
一
開
面
一
開

4 I川本線。川本大揺～木谷 因原～石見井原、矢上～13貝、炉谷～江津、 菊
井田～石見中野
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路 線 区 間 等

8. 18 広浜線。石見今市～和田本郷、石見柳～木田

24 川本線。川戸～長谷

31 広浜線。和田本郷～中戸川

9. 1 大田線。赤名千束～畑田下

＇， 川本北線。三谷神社前～温泉津、石見三原～大渡

，9 |川本線。石見谷～芋畑口、上田所～岩ケ迫、日貫～戸川口

，9 |広浜線。美叉温線口～追原、越木～福田屋原、久佐郷口～浄光寺前

川本線。石見商原～大庭

59. 1. 20現在不通区間
川本線。芋畑口～八色石、日貫～市山、大庭～口羽

通

通

通

通

通

通

通

通

開

開

開

開

開

開

開

開

2, その他交通機関

(!) 石見交通株式会社

7月23日午前 7時頃、益田川及び多田川の氾濫による濁流が本社構内に流入し、事務所、

修理工瑞、車血、乗務員待機所等の家屋、施設について l.3m-l.5mの没水となった。この

ため構内駐車中のパス 53両全車が冠水し運行不能となった。叉、自家用乗用車 5両も水没し

使用不能となった低か、貯蔵していたクイヤ 10 0本を流失し、敷地の一部も損撰する等、致

命的な打撃をうけ益田営業所は業務不能となった。

そのほか三隅町において、車廊に駐車中のバス 5両は屋根を超える溢水のため完全に水没し

たのをはじめ、井野乗務員宿舎が山津波により流失する等各地の諸施設が被害を受けた。

パス路線は、 7月23日益田市以東～江津市間、及びこれらからその奥地を結ぶ迫路の損壊

のため、各地で路線を寸断され全路線の 80伶が運行不能となった。

会社は、出勤可能な従業員を動員し、更に他社より技術関係者の応援も得て、罹災車両の復

旧整備と路線の再開に努め、江津～浜田海岸線をはじめとして、道路の応旧修理開通に伴い遂

次迎行を再開した結果、 9月1日の学校始業日までに被災路線の大方が復旧したが、その問侭

おいて約 19万キロを運休することとなった。

出水時代は、•本社 2 階の一部を開放して地元町内の罹災者の避難場所として提供した殴か、

被災直後より従業員食堂の復旧に努め、 7月27日まで 5日間町内住民への炊き出し等の救援

活動に協力した。尚、益田市、三隅町等石見西部に在住する従業員妬ついては、家屋の全半壊

2 9戸、家屋の一部損壊 5戸、床上没水 41戸等多数の被災者を出した。
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第 3-7-5表 被 害 状 況

区 分 概 要 （単位千円）

石 見交 通 施設関事係業 12,500 車両関事係業 77,500 その他 250,000 
乗合 85,000 貸切 72,000 3,000 

第 3-7-6袈 復 旧

区分|7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 8月1日

益田駅 益田駅 益田駅 江津 益田駅 浜田 益田駅

益

I津丘
I I i I I I 

田
緑ケ丘

広開 通島
川平 江崎 三隅 幡竜湖

開通 開通 開通 開通 開通 開通

浜
周 布 益田駅 益田駅 浜田市 益 田 駅 周 布

I 
向 横l田

i 内 開 通 I 
金城I中

石 I 
田 江 津 土 田 久 城

（営）
開 通 開 通 開 通 開 通 学開通

管 益田駅 江 津

内
i I 

県開工前通
千 田

見 | 不 開 通

通

交
l 

8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日 8月25日

通 I _..c: I 
隅 浜田駅 金城中学 小国橋 つづら口

I i i I 
松 原

嘉 冒上追原 柚 根 つづら
開 通 開通 開 通 開 通
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状 況

8月3日 8月6日 8月8日 8月9日 8月10日18月11日18月12日18月13日 8月17日18月18日

田

登

通

9
,
 

益

川

開

布

通ー開佐

周

波

線

田

島

通

浜

ー

広

益

広

開

田

島

通

田

田

通

‘
‘
‘
`
‘
‘
‘
`
 

益

小

開

益

浜

開

田

川

通
', 

益

二

開

田

橋

通

ー
浜

田

開

田

通1
稲

益

開

田

砂

通

ー
益

真

開

8月28日18月29日18月30日18月31日19月

松 原
I 

岡見駅ロ
開通

1日19月12日110月1日111月9日

梅月
I 

西益田小開通

12月15日112月19

峠

城

通

木

ー

梨矢原口上裸田原中古和
I I I I I 

矢原郷大 谷上古和

東り叫
開通開通（手前安

0. 5km 

久原開通

開 ::I開

二 川

I 
板井川

開通

本郷橋
I 

安城開通

本郷橋
I 

上揆田原開通

Iニ
三隅～折居

～大谷
開通

三隅
I 

中古和開通
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3. 通信施設の被害

通信施設の被害復旧総額は 35低円に達し、特に三隅電話交換局が水没したのをはじめ、浜

益田、川本電報電話局を結ぷ市外電話回線は、河川の氾濫、山崩れにより寸断され壊滅状態と

り、長時間にわたる弧立局も発生し、島根県西部への通信は一時途絶する地区がでるなど甚大ぅ

被害を受けた。

通信施設の被害状況及び復旧状況は第 3-7-7表から第3-7-10表までのとおりである

第 3-7-9表

項目

加入電話
（故障 11, 764加入）

月日 7. 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 

復

旧

関

係

交 換 機 （三隅）
C23-K S. 

幹 線 Jレ

（浜田一益田 ‘,'．
9
 

卜

幹線 Jレート

（津和野一益田）

宇回）レー
ト設定

I I 

TZ 403 
I I 

設」旦＿
TYll.P I I 
設置

応急復旧ケープJレ

仮設 R
 

応急復旧ケニプル

仮設

集中局管内）レート

（益田一美都）

通信衛星 S 
l l 

゜＇ 

ケープ）レ

仮設

集中局管内）レート

（他 8 区間）

そ
通
・
サ
ー
ピ
ス
関
係

特設公衆電話

（災害用無料電話）

弧立防止用無線機

お見舞い電報 年
ャr

ケープル

仮設

時設骰

6 4台 (32箇所）

用 (TZ-60、20台）

I 

2 3, 0 00通（浜田・益田方面）

逐

運

市外通話のそ通状況
通話＇規制

（夜間等のふくそう時 50-90%) 

注 ⑤は復旧完了を示す

C23-K・・・・・・非常用電話局装匠

TZ 403、TY11 P……移動無線装個
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第3-7-7表 電話回線の故障状況 （単位回線）

地 域 種 別 設備数 故障数 故障率

浜田益田川本江津 市外電話 5, 472 2, 57 6 471 

霊報 電話局管内 市内電話 70, 856 11, 764 

通信設備 の被害状況

雷 柱 I架空ケープルI地下ケーフ・Jレ1地下管路 1マンホール 1交換局水没 1 需 話 機

5, 186本 248 km 31 km 20 km 5コ 1局 6, 778コ

被害復旧状況

3 0 3 I 8. 1 2
 

3
 

4
 

5
 

記 事

全面復旧
家屋の全壊、流失等匠よ
り復旧困難なものを除く。

S, 
KD-2 0運用中

⑤
 

通信衛星は 8月9日廃止

運 用
9月2I日廃止

配逹完了
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第3-7-10表 弧立局の復旧状況

交換局名 所 在 地 加入数 品生日時 原 因

換
一
田
換
一
田
換

三
交
一
井
交
一
焦
交
一
益
交
一
益
交
一
匹
交
一
美
交
一
益
交
一
道
交

換

換

隅
局
一
野
局
一
沢
局
一
束
局
一
西
局
一
見
局
一
都
局
一
南
局
一
川
局

那賀郡三隅町三隅

99 

II 

井野

黒沢

益田市大字木部

換

2, 347 

515 

274 
7月23日
7 : 40 

豪雨によりケープル断

1, 682 
7月 23日

7 : 15 
豪雨によりケープル断

益田市大字白上 I. 084 
7月 23日

6 : 30 
豪雨によりケープル断

換
美濃郡匹見町匹見 922 

7月 23日
6 : 33 

豪雨侭よりケープル断

換
一
田
換

美濃郡美都町 1, 196 

益田市波田町

美濃郡匹見町道川

254 

104 

7月 23日
7 : 40 

三隅川氾濫により交換局水没

7月 23日
15 : 00 

豪雨によりケープル断

7月 23日
6 : 30 

豪雨によりケープ）レ断

7月23日
12 : 50 

豪雨によりケープル断

7月 23日
6 : 33 

豪雨によりケープル断

7月26
0 : 

＼一，

7月27
15 : 0 
7月31| 
14 : 0 
7月28
17 : ． 

7月 24
13 : 

7月29
23 : 

7月27
17 : 

7月29
18 : 0 

7月29
23 : 5 

第 8節 電気、 水道及びガス施設の 被 害

1. 電力施設の被害

(I) 被害の概要

中国電力牌島根支店管内でピーク時 (7月23日の I2時）には、延ぺ停電戸数が 59,400 

戸（停電率は 16. 7茄）に達するとともに、水力発電所・変電所の冠水、送電線の鉄柱流失

電力設備も大きな被害を受けた。

今回の被害の特徴は、短期間に特定地城へ雨最が集中し、山くずれ、河川のはんらんが各

におこったため支持物の流失・倒壊・折損等が予想以上に多く出たことである。また道路の

害箇所が多く、資材•発電機等の運搬におけるヘリコプクーの活用に努めたものの、多くは

力に頼らざるを得なかった。

電力施設関係の被害は第3-8-1表のとおりである。
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備

電力関係の被害状況 （島根支店管内分） （億円）

被 害 の 概 要 I復旧額

出羽川発電所・匹見発電所の主要機器が水没、周布川第二発電所

の哀山崩れ等による運転不能のほか、取水ダム等に土砂・臨芥が流

入し8カ所 (16カ所のうち）の発電所が一時的匠運転不能となっ
2. 9 

た。

雷所
三隅変電所・益田変電所の主要機器が水没のため運転不能となっ

1, 5 

た。

益田三隅線・三隅川線の鉄柱 10基が倒埃．傾斜した低か、 23 
電線 I

線路にわたって樹木接触や基礎周辺の崩壊等の被害を受けた。

宵柱の流出・倒娯・折損・傾斜は約 3,100本におよんだ低か、柱

電線 I
上変圧器・開閉器•取引用計器等の流出、水没等の被害を受けた。

3.1 

7. 5 

の他
三隅出張所の流失、益田営業所・有福出張所・浜田営業所をはじ

め社宅および車両・車載無線機等の没水による被害を受けた。
5. 6 

t
 

-P
ロ合 2 0. 6 

(2) 中国電力株式会社島根支店のとった措置

設備被害の甚大さ妬加え、道路網，通信網のいたるところでの寸断、宿舎・食糧の確保難、

猛暑といった悪条件のなかでの復旧作業は困難を極めたが、災害対策本部の設佃と同時に最悪

の事態を想定した復旧体制を整え、他県下事業場からの応援ならびに関係事業者の協力のもと

に延約 15,000名の動員と、ヘリコプクー延 25機を出動させる等、全力を傾注し停電の早期

解消に努めた。

ア 道路網が寸断されているなかで複旧要員・機材の輸送妬困難を極めたが、これらの輸送に

ヘリコプクーを活用すること侭より早期復旧をはかることができた。

イ 電柱の建特が困難なところではケープルで対処する等状況に応じ最速最適な工法を行った。

ウ 没水家屋については絶緑診断を行い、絶禄不良の家庭Q拉息時灯を取り付ける等の配慮を行った。

エ 変雷所の水没機器については移動用機器（変圧器・キュービクル等）を搬入して応急復1日

をはかり早期匠供給体制を幣えた。

オ 保安通信設備の障害に対しては移動無線を活用し復旧作業に支障をきたさないよう努めた。

なお、益田市から弧立地域への緊急物査輸送の要請をうけ、当社の復旧査材輸送ヘリコプ

クーにて協力輸送を行った。
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2. 水道施設の被害

県下59市町村のうち 21市町村忙わたり、上水道5カ所、簡易水道47カ所、飲料水供給

設7カ所の計59施設の被害があり、特に益田市、三隅町、金城町、美都町では埃裁的で被

額は 1,235,575千円に及んだ。
ベ；

上水道施設については、水禅が確保されていたため比較的早く復1日できたが、簡易水逍施設・

水源が水没被災したところでは復旧に相当の日数を疫した。

水道施設関係の被害状況及び復1日状況については、第 3-8-2表から第3-8-7表まで

と念りである。

第 3-8-2表

市町村名I事業者名 I現祖鉗休口

上水造事業の 被 害 状 況

被災数
被害額 被害状況

浜田町浜田 町 {6,84;1□1| J、3,20;1 100,4悶'|羹塁ヽ玉贔誓門裔
水源流失 1カ所

298, ooo I水源没水 2カ所
水管橋破損3カ所

t'i i益田市！益田市
I I 
；大田市I大田市

39,474 1L966 i 39, 474 

24. 989 3, 330 I 10, ooo 2,soo I送水管破損（必＝ 80m) 

江津市I江津市

川本町I川本町

19, 138 

2, 775 

5,000 

1,0切

15,200 

2, 775 

8,350 

I, 000 

取水ポンブ没水
配水管破損 1カ所

橋梁添架破損2カ所
配水管破損

計 133, 223 1 22, 323 1 70, 649 | 410, 280 

第 3-8-3衷 用水供給事業（江の川用水供給事業）の被害状況

被災数
事業主体 I旋設名悽細取臥．ロ

戸数 1人口
被害額 被雷状況

祠

導水施設Ii 
1, 121 

I 浄水施設 20,304 敷地法面崩壊

島 根 県
送水施設 950 敷地路屑崩壊

計 22, 375 

-122 -



第 3-8-4表 簡易水道事 業 の 被 害 状 況

被 災 数
被害額 I施設名国庇御似心 被 害 状 況

戸 数 人 ロ

人 戸 人 千円 水源地埋破没捐
大 麻 307 98 307 27, 250 送水管

小 野 2, 177 638 2, 177 2, 000 配水管・橋梁添架破損2カ所

久々茂 294 80 294 30,000 水配源水池管没破水損（必＝ 2,700 m) 

計 2, 471 718 2,471 32,000 

有 福 I, 169 430 1, 169 10, 000 水源池水没

東 部 3,430 1, 168 3,430 330 配水管破損

松 平 930 307 930 150 電柱倒壊

波 秋 1, 169 413 I, 169 440 ろ過池埋没

計 6, 698 2,318 6, 698 10, 920 

畑 121 4,300 浄水場の崩土

赤 来 2, 742 28 161 4,000 配導水水管管破破損 2カ所
損 1カ所

湖 陵 4, 324 I, 000 3,000 4, 700 配水管破損 1カ所

元井田 416 152 416 1,000 水源流失

川本町 1因 原 825 225 799 3, 000 配水管破捐 1カ所

粕渕•浜原 1,706 600 1, 7 0 6 750 配水管破埋没拍 1カ所
9l 損 1カ所

石 原 566 1,500 I取水堤崩談

計 2, 272 600 1, 706 2,250 
I 

都 賀 1,248 302 1,248 3,ooo I 橋配水梁管添破架損破損4カ1所カ所

都賀行 I 382 1 1 15 1 382 I 3, 000 | 水配源水没管水破担2カ所

潮 169 57 169 !, 500 配水管破損4カ所

比の宮 107 36 107 30, 000 浄水場流失

計 1, 906 510 1,906 37,500 
.. ！ 

口 羽 724 17 57 10. ooo I 浄配水水場管破埋没損 1カ所

阿須那 I 325 I 29 I 100 I 3o, ooo I水源池埋没 2カ所
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市町村名 1施設名贔缶紐叩
被 災 数

i被害額 1 被 害 状 況

戸 数 人 巳 ， 

計 1競＆ 碩 l5i' 40. oo'ff 
， 

市 木 340 120 340 2,000 ろ過池・配水池埋没

心＂ふ 施 252 50 l = 100 3,000 橋梁添架流失

＇ I i I高原
542 30 I 90 | 3,500 I ” 

瑞秘町 i下出羽 143 66 143 10, 000 99 

I 

田 所 1,803 40 120 11. 000 配水管流失

I 
150 63 150 1, 000 取水井没水

計 I 3,230 369 943 I l 30,500 I 

矢 上 1 4, 104 l, 369 4, 104 I 11,500 I 水配水源池管流水失没 2（必カ所＝ 1,090 m 

日 f只ヰ

露 I 119 378 3,OOO＇橋梁添架等流失 8カ所

石見町'
｛ 日 和 457 i 150 457 2, OOO 水配源水管池水流没失（必-60m) 

計 l 4, 939 l, 638 4, 939 16, 600 

渡田•田律 269 88 269 6,000 水掠池水没

大 貰， 223 69 I 2お 2,500 配水管破招

桜江町 I鹿 賀I 204 67 204 2, soo I水源池水没

桜 江 il I 2, 141 706 2, l 41 9,OOO I 水橋梁額池添架水破没担1カ所

I 
l 

計 2,837 930 2,837 20, 000 

謬・波佐 2,945 844 2, 945 169,300 浄稲水梁楊添架ボ破ン棋プ埋5没カ所

金城町 1□今大：＿ 福叉
838 234 838 11,000 ボンプ室水没

20l 66 201 10, 000'I 浄水揚水没

I 

計 3,984 I, 144 3,984 190, 300 
I 

旭 2, 306 1 723 2, 3お 20. ooo I 浄配水水場管埋破没損 1:IJ所

市 木 460 169 460 12. ooo I配水管破招2カ所

町；
4.OOO t ＇l 浄配水水場管破浸損水1 3 カ所都 JII 428 143 428 

I 

計 3, 194 1,035 3,194 36,000 
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施設名
現 在

給水人口

被 災 数

戸 数 人 口
被害額 被 害 状 況

栄村 弥 栄 970 
人

280 97か 35, 0罪

保 4, 909 1,405 4, 909 100, 000 

隅 1,542 467 l, 542 80, 000 

送水管破損（必＝ 80m) 
配水管破損5カ所

水源埋没
橋梁添架破損 1カ所

水源埋没
橋梁添架破損 1カ所

否

a
6,451 1,872 6,451 180, 000 

都 茂

JII 

1,269 

286 

415 

110 

1, 269 

286 

10,000 

3,000 

都町 仙 道 820 244 820 80,000 

配水管破損 7カ所
水源池冠水

浄水場埋没
配水管破損 2カ所

水源及び浄水場埋没

笹 倉 98 28 98 10, 000 水源池埋没

計 2,473 797 2,473 103,000 

匹 見

合

I, 277 78 250 2,500 配水管破損

計

施設名

宇都井

52,486 

現 在

給水人口

91 
人

13, 838 43,662 

飲料水供給事業の被害状況

被 災 数

戸 数

33 
戸

人 口

91 
人

780,820 

被害額

300 
千Fl

被 害 状

橋梁添架破損 6カ所
配水管破担

況

見町 断 魚 54 30 54 800 水源池・浄水施設水没

坂 本 42 15 42 500 

八 戸 68 20 68 5,500 

江町
長 谷 54 17 54 8,000 

井戸水没
配水管破担

水源池水没
配水管破損（必＝ 500m) 

送水管・配水管破損
配水池破損

計 164 52 164 14,000 

城町 岩 塚 92 30 92 5,000 配水管破損6カ所

見 町

合

出合原
．． 

計

75 

476 

22 

167 

75 

476 

2,000 

22, 100 

送水管破損 1カ所
ボンプ室埋没
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第3-8-6衷 給 水 機 器 の 利 用 状 況

市

村

町

名 内 容
7
 

月 8
 

月

浜田市
自衛隊 (It車） 3台

広烏市 (20必） 400ケ

23l24l25l2612~~j 4 I 5 j 6j7I8I9110111112JI3J14ll5j16Jl叶18Jl9l2刈21122123124

自衛隊ltトレ-ラ-5台、同(20J,)水缶60ヶ

山口市、防府市

益田市
広島市

1 tクンク 10ヶ

ー

1
2
6
1

松江市外
0.5 tクンク2ケ、 1tクンク6ケ
2tクツ 1ケ （給水車）

1 （給水単2台、 (20f;) 400ケ

民 問

益田市

4 t車 2台

江津市

2 t車 1台

県水道協会
2tクンク1ケ

松江市
2tクンク2ヶ

民間
4 t車1台

瑞穂町

桜江町

広島市

自衛隊

l tクンク 6ケ

金城町 民 問

三隅町

松江市

自衛隊

給水卓 (1t) 4台、水缶(201?)40ケ

4 t車 2台

(2QII) 130ケ (3Q必） 88ケ

5 t給水屯1台、 lt卜V-9-5台

松江市2tタンク2ケ、県水道協会2tク;/;!11ヶ



水道施設応急復旧支援状況

市町村名 I支援市町村等 1 派逍 月 日 1延人数11市町村名闊五戸溢 1派逍月町延人数

松江市IB/22~27 

田市l出雲市

斐 JII 町

” 

” 

12人
11瑞穂町 1県加謳叩／5~61 2人1

6 

6
 

金城町 ” 8/8 ー

7/25~27 

隅町1松江市17/29~30

8/1 ~3 戸二；8/10

町 1六日市町 8/2~8/6 都

柿木村 ” 
匹見町IB/2 、8/4

旭町1” |8/9 ー

22 

7

1

8

9

4

 

2
 

石見町 1 ,， 18/10. 

弥栄村 I’ ’’ 、18/11‘

ー

ー

桜江町 ” 8/12 ー

計 102 

3 ガス施設の被害

このたびの水害は、浜田ガス株式会社港町工場の構内に浸水し、あと 10数cm水位が上昇すれば

構内主要ガス施設に被害が発生し、一時は、全市都市ガスの供給停止と云う最悪事態にまで陥った。

また、浜田ガスの都市ガス供給先き 6,050戸の内、没水家庭は 40％にあたる約 2,400戸に及ん

だが、幸い、市内に埋設されている主要導管に損偽が無かった為、ガスの供給に殆んど支障がなか

った。しかし、約 200戸に及ぷ需要家のガス消費機器が冠水のため、一時使用不能となったが、こ

れの復旧に約4日間を要した。

構内の浸水により、ガス器具、工事用資材倉庫は水浸しとなり、これによって、約 1000万円の

3-8-8表 都市ガスの被害状況

区 分 概 要 被害額 備 考

械設備 主に工場内電気系統の被害 2,650甜 ガス製造に支障なし

管関係 供給用引込管の土砂崩れによる切損等 950 
供給不良のもの 4日間

約 200戸

倉血の浸水による器具斑材、車輛等 15,660 ガス製造供給支障なし

計 | 19,260 
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第 9節 文教施設関係の被害

文教庶設関係の被害状況は、第 3

2 6億3700万円に追した。特に、

9-1表から第 3 9-4表までのとお寸）で、被害総額はミ

市及び三隅町の地区内の学校施設は壊滅的な損害を被b

そゞつ七社会教育廊設、社会体育施設、文化財等の被害も甚大であった。

また、学校は夏季休業中であったが、がけ崩れによる住居の倒装等l'C より、児菰•生徒 6

者と 3人の負傍者が出た。

第 3-9-1 公立学校関係被害状況

区

幼

小

中

分 物 土 地 工作物 設 備

稚

学

園

校

校

諒 等学

その他（
特殊学校
共同調理坦

） 

計

校

施設数 1建

— 5 
， 

7

7

2

3

 

5

2

1

 

495, 954 

45, 200 

58, 396 

18,000 

104 617,550 

祠

407,692 

130,024 

52,697 

5,000 

604.416 

6

0

8

4
 

3

0

5

7
 

9

0

6

7
 

.

'

，

．

 

7

6

7

1
 

2

2

3

9
 

l

l
 

>

>

1
 

缶3
 。。

書

，
 

50弁

130 

千

202, !96 

52,080 

34, 756 

4,500 

I 293, s32 

第 3-9-2表 私立学校関係被害状況

所在地
幼稚園

讐
益

江

田

津

市

市！

高等学校

醐
金額I数

――で―•

3 1116盈
亨ロ

2 I 599.63s'i 3 I 7羹

1 i ； 

頷

備 考

300 

幼稚園（益田、萬福寺、
天使）、高校（益田東、
商業、江の川）、各種（

3001洋裁学院益田裔等和裁学

益田吝化学院）

81724,150 

1 I 
計 3 1116,982 s I 599.938 3

 

7,530 

，
 

24,450 

第 3-9-3表 社会教育施設と社会体育施設及び文化財の被害状況

区 分 鹿設数 土

社会教育施設

社会体育施設

文 化 財

0

8

5

 

2
 

計 33 

□ 1. I蒻 11.140

25, 399 1 

1.0001118, llO 
↓ 

50, 334 I 124, 980 

5,720 

音l• I 4伽考

42. 818 
祠公民館、媒会所、文化Iパー等

31. 319 
サタカー場、体育館

閤、プール、キャン

12, sool131. 61 

19, 0931205, 747 
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第 10節 自然公園及び自然歩道施設の被害

自然公園及び自然歩道施設の被害状況は第 3-10 -1表のとおりである。

旭 町 I 桜江町 石見町 浜 田 市 三 隅 町 計

干円 干円 千F] 干円 2, 10干0円

21. 575 58, 587 
E=326.7m 

21. 575 31. 512 1. 000 4,500 60,687 

第 11節 公営住宅の被害

県下公営住宅の管理戸数は、 10,551戸（昭和 58年 3月31日現在）であるが、このうち、益

田市、美都町、川本町の公営住宅において、滅失10戸、被害額31,458千円、修繕必要戸数 72戸、

被害額 17,097千円の被害が生じた。

これら被害をうけた公営住宅は、昭和58年中に全て復1日し、従前どおり使用することにしてい

なお、一般住民の罹災者に対しては、災害公営住宅 125戸の建設を計画している。

公営住宅関係の被害状況は第 3-11-1表および第 3-11 -2表のとおりである。

県営住宅の被害状況

地 名 被害戸数 原 因 被 害 額

染羽団地（益田市） 10戸 滅 失 31. 458 干円

（ 99 ） 4戸 床上浸水 3,499 

（美都町） 16戸 ” 12,688 

（益田市） 受高喫水梢7k槽 ）清掃 436 

（美都町） 擁壁崩壊 2,391 

（浜田市） 崖崩れ 1. 000 

” ） 土砂除去 100 

99 ） 敷地崩媒 350 

計 51. 922 
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第3-11-2表 市町村営住宅の被害状況

市町村名 戸 数 世 帯 数 I 被 害 額

市 2 ＇ 
浜 田 2 

益 田 市 68 6s I 6h 944 

l ~ ； I 江 津 市 1 40 

Jli 本 町 17 17 

石 見 町 1 2 2 

桜 江 町＇ 2 2 1, 036 

美 都 町 6 6 5, 052 

匹 見 町 6 6 300 

＇ 
計 104 

第 12節 警察施設関係の被害

警察施設関係の被害状況は第 3-12 -1表のと去））である。

第 3-12-1袈

瞥察施設関係の被害

警察晋別の被害状況

被害

こロ部臀玉
設

駐在所
， 

箇所

掛 ム口 i I 30 

大 印: I l 21 

， I JII 本 l 694 I 140 315! I 367 

江 津 3 14, 687 89 257 

浜 田 680 61 28, 702 2 459 25,474 祠 1.743 

田 8,525 l 2,510 ＋1 1 44, 1竺46「[ 
15 9, 924 37,520 g, 176 8,550 

17 10, 383163, 274110, 153 10, 91 7 1 150, 計 9,205 1 2,510 
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第 13節 その他公用および公共施設の被害

県および市町村の庁舎、戦員宿舎、集会等公用均よび公共施設関係の被害は第 3-13-1表か

ら第 3-1 3-3表までのとおりである。

第3-13-1表 県・市町村別被害状況

I庁舎関係 Iその他
公営企業関係

I 

区 分 I 
計

収益事業 その他

県 334,249千円 千円 120, 725祠 祠 454, 974租

市 町 村 72, 980 931. 261 76,899 9,200 1. 090, 340 

言t 407, 229 931. 261 197, 624 9,200 1. 545,314 

第 3-13-2表 県の収益事業関係（第 3-12-1表からの再掲）

県

営

発

電

区 分 概 要

水力発電所 I八戸川第 1•第 2 発電所は、送雷線支持物 1 基が流失し

発・送電が不能となったのをはじめ、三隅川発電所は制

御用機械装匠に濁水が混入し、矢原川発電所を含む発電

用水路工作物に土砂が流入埋没、一部破損したため 40 

日余、運転不能となった低か、浜田川発電所も放水口が

一部埋没する等、県西部に所在する 5発電所が被災した。

所 送電関係八戸川第 1•第 2 発電所間を連接する送電線支持物 1 基

関 流失等

係 管理施設関係他三隅川発電所職員宿舎 7戸浸水、半撰し入居不能となっ

たのをはじめ、放流警報用緊急自動車、サイレンおよび

警報板が流失、木都賀ダム管理設備、その他が被災した。

胃讐中四 1江の川都市用水道関係

そ I 浄水楊敷地法面崩壊 3ケ所

の

取水施設浸水欠埃 4ケ所

導水管施設等崩壊 4ケ所

他 1工業団地江津地城拠点工業団地

（造成中．） I 地中排水工の砕石流出 350 m 

計

被害額

22,039祠

6,916田

47,370祠

33, 840甜

5,010千円

4, 150祠

1. 400珀

120, 725fi'l 
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第3-13-3袈 県の庁舎関係の被害状況

区 分 被 害額 伽

30 262,217祠

出 先 庁 舎 9 I 53 1紐 iI 益御郁田合＊同庁舎•建..  ..  即輝卑
長見ダふ 設出務所他

施 設 4 164, 887 特益別田旅高筈殺老戦菜人訓ホ練佼、石見高孵看設学院
ム雷舟閑他

その他 17 44, 198 益田農林事務所無線局線、防災行政無線
三隅町役祖、益田回 、他

普通財産 76 72, 032 

肱員宿舎 75 7 1, 232 益田地区、浜田地区、他

そ の 他 1 800 浜田児童溢水プール

酎 106 334. 249 
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第 4章救援、 救護

第 1節概 要

7月23日、 0時 35分、大雨洪水警報が発令され、刻々と入ってくる情報により、早朝から関

係戦員を非常招集し、情報収集に努めた。

2 3日8時、県災害対策本部が設置されると、ただちに災害救助本部を設け、災害応急救助対策

について万全を期し、刻々報告される被害状況にもとづき、同日午前 9時 30分桜江町をはじめと

して、同日午後 11時までに 13市町村に逐次災害救助法を適用して、被災者の救援、救護にあた

第 2節 災害救助法の適用

7月22日夜半から一層強まった豪雨は、県西部を中心として県下全城に被害をもたらし、各地

からの被害状況が、 2 3日早朝より刻々と報告されたが、遂に午前 9時30分、桜江町および羽須

美村の被害が災害救助法施行令第 1条第 1項第 1号の基雖に達したため、ただちに災害救助法を適

用した。次いで、益田市、三隅町に対して災害救助法を適用し、頓次、弥栄村、浜田市、石見町、

江津市、川本町、旭町、瑞穂町、金城町、美都町に適用した。この間、各地の被害状況が判明する

にしたがい、県下における住家の滅失世帯数が 1.000世帯に達したので災害救助法施行令第 1条第

1項第 2号基巡を適用することとし、旭町、瑞穂町、金城町についても、適用することとなった。

この度の災害は、交通・通信が広範囲な地城の各所で途絶し、情報収集をはじめ救援物査の輸送

等において困難をきわめた。特に三隅町は役場周辺が水没し、益田市街地は、一時完全に交通が途

絶し、県西部の山間部に曲いて孤立地区が数十か所判明する等困難な状況はあったものの、職員等

関係者の必死の努力により救助活動に万全を期した。

災害救助法にもとづく救助の状況は、第 4-2 -1表から第4-2-1 3表までのとふりである。
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第 4-2-1表 災害救助法 〇造用抄況
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第 4-2-2表 第 4-2-3表

避難所設皿および収容状況 応急仮設住宅設倍状況

設齢数 開設期間 1陪容隠 市町村名 設置戸数 設置費用

噂 7, 2 3 ~ 8, 5 
3 127 

浜田市 4戸 3,804叩

77 7. 23-8. 12 17,360 益田市 88 91, 392 

42 7.23~7.29 1. 479 江津市 1 921 

10 7.23~7.29 810 川本町 3 2,992 

9 7. 23~ 7. 25 105 羽須美村 2 1,620 

11 7.23~7.24 205 石見町 I 810 

58 7. 23~7. 29 764 桜江町 1 810 

55 7.23~8. 5 6,845 金城町 2 2, 171 

4 7.23~7.28 299 弥栄村 12 12,641 

5 7.23~7.25 191 三隅町 104 105, 976 

20 7. 23~8. JO 1,394 美都町 5 5, 165 

34 7.23~8.19 34,470 計 223 228, 302 

41 7. 23~8. 5 2,488 

計 I 381 69,537 

第4-2-4表 第4-2-5表

炊出し実施状況 飲料水供給状況

実施期間 延給食数 市町村名 実施期間 延給水人員

7* 23 ~ 8. 5 6 31 33 浜田市 7. 23~7. 28 13,570人

7. 23-8. 12 222,071 益田市 7鼻 23~8. 12 84,051 

36 7. 23~7. 29 6,533 江津市 7. 23~7. 29 38,240 

10 7. 23~ 7.29 3,643 川本町 7. 23~ 7. 27 1,030 

10 7. 23 ~ 7. 25 533 瑞穂町 7.25~8. 1 2,562 

3 7. 24 204 桜江町 7.24~7.27 1. 995 

46 7. 23~ 7. 26 829 金城町 7.23~8. I 3,990 

46 7.23~8. 5 14, 795 弥栄村 7. 23~ 7. 25 323 

4 7. 23 ~ 7. 28 661 三隅町 7.23~8.12 61. 434 

5 7. 23-7. 25 343 美都町 7. 26~8. 5 7,104 

4 7. 23~8.10 3,924 計 214,299 

27 7.23~8.19 132,444 

25 7. 23-8. 5 7, 164 

266 399, 477 
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第4-2-6表
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第 4-2-1表

災災害にかかった者の救出状況

第 4-2-9表

学 用 品 の 給 与 状 況

市町村名 救出者数

益田市 3人

金城町・ 5 

三隅町 13 

計 21 

ー

1
3
7
|

第 4-2-8表

住宅の応急修理状況

市町村名 修理戸数

浜田市 4 

益田市 ， 
川本町 2 

羽須美村 1 

瑞穂町 4 

桜江町 7 

旭 町 1 

弥栄村 3 

三隅町 7 

計 38 

小 子} 生 中 学 生 ムロ 計

文房具・ 教教科書材・ ノロ 計 通文房学具用品・ 教教科書材・ ノロ 計 文通房学具用品・ 教教科書材・ ムロ 計
通学用品

浜田市 57 21 58 6 6 7 63 27 65 

益田市 903 346 906 113 124 125 1. 016 470 1,031 

江津市 16 62 67 1 1 1 17 63 68 

瑞穂町 14 

゜
14 ， 3 ， 23 3 23 

石見町 2 

゜
2 

゜ ゜ ゜
2 

゜
2 

桜江町 44 4 44 49 5 49 93 ， 93 

金城町 12 12 12 2 1 2 14 13 14 

弥栄村 14 5 14 8 4 8 22 ， 22 

三隅町 365 320 365 184 161 184 549 481 549 

美都町 41 12 41 20 1 20 61 13 61 

ノロ 計 1. 468 782 1. 523 392 306 405 1. 860 1.088 1. 928 



第 4-2-10表

埋葬状況

埋葬を行った数
市町村名

大 人 小

浜田市 17 

三 隅 町 13 

計 30 

！ 
人

5 

5 

第 4-2-11表
死体の捜索状況

市町村名 ，披る索死を体要す数

I 益田市 1 

川本町 3 

瑞穂町 2 

桜江町 3 

三隅町 5 

計 14 ， 

第 4-2-13表 医 療 救 獲班の活動状況

町村名
I 

班構成病院名 診 療 期 間I 

限 立 中 央 病 院 i 7. 2 7 
と`

益 田市 1県立中央病院 1. 27 

県立中央病院 7. 2 8 

桜江町 i 済生会江津病院 7. 26 ~ 7. 31 

弥栄村 県立中央病院 7, 2 8 

県立中央 院 7. 2 4 ~ & l 

県立中央病院 7. 27 

県立中央病院 7. 2 7 
一隅町

県立中央病院 7. 27 

松江赤十字病院 8. 1 ~ 8. I 9 

益田赤十字病院 8. 7 ~ 8. 19 

ムロ 計
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市町村名

浜田市

益田市

)11本町

瑞穂町

桜江町

弥栄村

計



第 3節 医療および防疫

7月23日各地区災害対策本部が設置されると同時に、川本、浜田及び益田保健所並びに医療、

防疫関係各課は直ちに活動に入った。 3保健所以外の保健所についても応援態勢を指示した。

また、被災激甚な地域の被災者を救護するため、県立中央病院、松江赤十字病院及び済生会江津

病院に対し救護班の出動準備態勢を要請するとともに防疫器機器の点検、整備及び災害防疫薬剤の

1 医療活動

7月24日から医療活動を開始した。県立中央病院、済生会江津病院、松江及び益田赤十字病

院の救護班が被害甚大な益田市、桜江町、弥栄村及び三隅町へ出動し、 8月19日まで延人数約

3,700人の患者を取扱った。

2 防疫活動

伝染病、食中毒の発生を防止するため、①予防教育、広報活動を徹底する。⑨消毒等の防疫作

業を徹底する。③検病調査により伝染病発生情報の把握に努める。の 3点を中心に防疫活動を実

施した。防疫活動は、被災地を管轄する川本、浜田及び益田の各保健所を中心に実施されたが、

これを応援するため、本庁、各保健所、衛生公害研究所及び保健婦専門学院から職員を派遣した。

広報活動として、報道機関に対し別記(1)の内容を中心とした報道を依頼するとともに、別記(2)

のチラシ 5万枚を印刷し、現地での消毒作業、検病調査時等に配布し予防教育を行った。

また、被災家屋の消毒を行うため、必要な薬剤を県内及び隣県から確保し、市町村の行う消毒

作業の指導を行った。被害が甚大なため、十分な消毒作業ができない市町村については、保健所

等の職員で編成した防疫班によりこれを応援した。予防教育及び検病調査は、避難所、浸水地城

孤立地区等を中心に広範に渡って実施した。手洗いや消毒薬のつくり方などの指導のほか、血圧

測定や軽い偽の応急手当も行った。

被害が柩めて大きく、広範囲に渡っていたのにもかかわらず、伝染病の発生は 1件も無かった。

被災地における防疫活動の状況は第 4-3-1表のとおりである。
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第 4-3-1衷
防疫活動状況

区
I 

防疫活動従事者延数 1 

（本庁 1 

、保健所、衛生公害研究所等）

検病調査世帯数

避難所指導延敬

消毒実施戸 数

期 問

延 1,721 

（ 
/ 534 

9 1. 187) 

延 12,335

延 223

延 20,328

7. 23 ~ 8. 31 

7. 23 ~ 8. 18 

7. 23 - 8. 31 

別記 (1)

◎水害時には、伝染病や食中毒が発生

しやすくなります。

1 生物、生水は、絶対にとらないよ

9にしてください。

2 調理や食事の前には、必ず石けん

で手を洗いましょう。

3 健康管理には、十分気をつけてく

ださい。腹痛、下痢などの異常を感

じたら最寄りの医師に相談してくだ

さい。

4 浸水家屋は力伝染病予防のために

消毒が必要ですので市町村の指示を

受けてください。

5 授水した器物は、次のように扱っ

てください。

(!)疾器類煮沸か逆性石けん死授

す。

(2) 

L_"" 

衣類洗濯後、日光にあてて

涌毎する。
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別記121

災害後の伝染病、食中毒に気をつけよう

水害後の病気 の予防のために

赤痢 、食中毒にかからないため に 、 次 の 注 意 を 守 っ て く だ さ い

1. 健康管理に十分気をつけてください。

〇腹痛、下痢などからだに異常を感じたらもよりの医師に相談してください。

汚れた衣類は洗た＜後、日光によくほして納めましょう。

2. 調理や食事前には必ず手を洗いましょう。

0手洗いには、逆性石けん液 (30-100倍液）又はクレゾール石けん液（ 3%)を用いましょ

う。

逆性石けん液 100倍液は次のようにしてつくります。

約 1升の水（きれいな水がないところは川水で

可）に逆性石けん液 20cc（小さじ 10杯）程

度を入れる。

0食器や炊事道具の洗浄には、逆性石けん液 1000倍液を

用いましょう。

逆性石けん液 1000倍液は次のようにしてつくります。

約 1升の水（きれいな水がないところは川水で

可）に逆性石けん液2cc（小さじ 1杯程度）を

入れる。

I 3. なまもの、なま水は絶対に飲食しないでください。

0飲料水は、煮沸したものを使用してください。

4. 浸水した家屋は清掃と消毒を行ってください。

0床板、壁、柱…水洗後、クレゾール石けん液 (30倍液）

拭く。通風をよくし乾燥させる。

0床下、家の周辺・・・汚泥を除き、消石灰を散布する。

0便 所・・・床、壁はクレゾール石けん液 (30倍液）

30倍液(3笏
のつくり方

水97分

けん

又は逆性石けん液 (30倍液）で

又は逆性石けん液 (30倍液）で

I 
拭く。便棺は、消石灰又はクロール石灰水で消毒する。

（注意；水洗便所には、クレゾールは流さないこと。）

島根県・保健所
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第 4節 生活物資等の価格の安定

県においては、供給途絶による生活必僑物毀の品不足から生ずる物価高騰を抑制するため、

急物価調査をする一方、閑係機関に協力を要詰した。

ー 緊急物価調査

対象地域を災害救助法遥用 13市町村と、他の 2町村の計 15市町村とし、

8月8日と 3回実施したタ

7月26日、 8月1,▲

第 4-4-1表 市町村別調査

第 1回謡祝 (7月26日）

旦胄生！祥 1畠喜丁[[]
I I I i I...  

•m m.  ..................ャ．．．□□ ・ニ ＇． 

:'匡_mJ•ロロロ
．務，な9 畑叩，、，

I 
....... 

且□一悶I内 l---—盈目数 ： ！ i 
三隅町 〇［店舗数．→．l.．．．、．、l・ ・・・ 1・.. 

1 1品旦数1̀ l l ← 1 [今合 1 11 

t 

□ /  

本

総

務

事

務

所

管

内

＇ 羽須美村]

瑞穂町：
： 

石見 町。゚
。桜江町

゜
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被災後しばらくは、断水や停軍のうえ、各家庭でも家屋の被災等により、当座の生活に必要

な器具もなく、日常生活を営む状態ではなかったため、購買活動も停滞していたが、災害復旧

が進むにつれて徐々に回復した。

供給体制は、十分とはいえないまでも、早くから立直り、地域の需要にこたえることができるよ

うになった。

価格は、キュウリ、キャベツなどで高値が見受けられたが、端境期という季節的要因も含んでの

高値であったため、災害による彩膊は大きくなかったと考えられる。
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第4-4-2衷
価格の 状況 （単位卓誓円
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2 関係機関への協力要請

緊急物価調査に併せ、江津、浜田、益田の各青果市場に生鮮食料品の確保と価格の安定を要請す

る一方、文内で関係機関に要諮した。

文°i!}による要請先

島根県商工会議所連合会

島根県商工会連合会

島根県経済腹業協同組合述合会

島根県農業協同組合中央会

島根県石油商業組合

島根県LPガス協会

島根県漁業協同組合述合会

県発第 16 6 号

昭和 58年 8月1日

島根県社会福祉部長

（県民生活課）

豪雨災害に伴う物臼の安定供給並びに価格

安定について（依頼）

先の「 58年 7月豪雨」により島根県西部地方は、未曽有の災

害を被ったところでありますが、県はもとより関係機梃をはじめ、

住民の懸命の努力により早期復旧に鋭意努めているところであり

ます。

このようななかで、生活必需物賢の品不足と価格の高騰は、住

民生活に多大の影響をもたらすものであり、このような事態が発

生することのないよう万全の措個を請じていかなければなりませ

ん。貰会におかれましても、現下の状況を十分に認識され、格別

の御努力をいただいているものと推察しておりますが、さらに貴

傘下の各会員のうち、特に生産者並びに消費物汽の流通段階にあ

る卸売業者及び小売業者に対し、売り惜しみ又は、便乗値上げ等

のないよう特段の御配慮をお願いします。
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第 5節労 務調整等

災害復旧に伴う労務者の需要については、県西部を襲った集中豪雨の被災状況からして［／蒻要の増

大が予想されたので、直ちに災害応急対策並び1こ災害復旧のための労務破保の体制を整えたむ

なお、災害救助法の返用をうけた 13市町村から、災害対策本部に対し、労務者の供給要請は特

になかが9たが、労務調整等の具体的な措趾状況は第 4"-5 -I表のとおりである t

第4-5-1表 措 訊 状況

i 欝磁安守諜• i翻保除諜

l安定所に指定して労務供給の体制を！

指示心

l I I者の選定とその確保IC努めた，

I ：浜田管内供給28名就労 2~5日

！ I I i益田管内 9, 7名 99 1 ~3日

I川本管内 ” 9名 " 5 ~30日

i宿舎のあっ施 1 屈用促進事業団移刷用宿舎の空家・ 被災家族35世帯の入1習をあっ

を被災者に開放することとし、入居 益田管内 29世帯

i I希望のまとめについて災害対策本部 浜田管内 5世帯

iを通じ被災市町村へ通知。 江津管内 1世帯

屈用保険の特例措囮 屈用保険特例給付拮骰の適用につ i 被災状況餓益を行うとともに、
I 
！ ！いて累業所Q)敗災状況囮査を披災地 1災事業所に対し、屈用保険特例措

I 
i Iの各公共職業安定所に対して指示。 ＇の内容を、訪問並びにチラシ配布

i 設災事業主に対し、労働保険料の 1により周知<I 1 }納付猶予等の取扱いについて、新聞！

I 麟尚工会議所、商工会及び各種 I
I 団体を通じ周知。

1職棠相談の実施 被災地、那賀郡三隅町で現地

I 
相談を実施 (4回）。

I 1 | 236名の屈用保険災害特別措即）

L I 
i I袷四格を決定0
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第 6節警察の活動

県警察では 7月豪雨に際し、島根県地域防災計画に基づき、関係機関と緊密な連携のもとに総力

をあげて災害警備を実施した。

1. 事前の体制と活動

ill 7月 20日から梅雨前線の活動が活発となり、 7月 2I日5時松江地方気象台から、第 1回

目の「大雨、洪水警報」発令と同時に、県警察本部は各警察署に対し準備体制を指示し、県警

察本部及び各警察署に「災害警備準備本部」を設骰した。

12) 同日 21時30分、 第2回目の笞報発令と同時に、県警察本部及び各警察署の災害警備準備

本部を「災害警備本部」に切り替え、災害箸備体制の強化を図った。

131 7月23日0時35分、第 4回目の警報が発令された直後から被害が発生し始め、被害の拡大

が予想されたため、同日 2時、非常体制を発令するとともに、被災地区警察署への応援出動体

制を確立するため、県機動隊等の直轄部隊、警察本部員、瞥察学校学生を招集、待機させる一

方、車両、装備資器材の点検整備を行い出動に備えた。

2. 災害発生時、発生後の活動

7月23日夜半から浜田、益田、川本、江津各薔察署管内を中心に、山（がけ）崩れによる家屋

の倒壊、河川の氾濫による家屋の没水、道路の損壊等の被害が相次いで発生した。県警災害警備本

部では直ちに県機動隊、交通機動隊、機動捜査隊、機動通信隊等を現地に第 1陣として出動させ、

生埋者の救出救助、住民の避難誘等、行方不明者の捜索、負傷者の救渡、交通規制、被害調査、広

報等、被害実態に即応した警備活動を迅速、的確に展開した。孤立者、負傷者、病人等の救出、救

0浜田筈察署

0益田警察署

0江津筈察署

20件

I 4件

2件

471名

40名

1 5名

の526名、全員を安全な場所へ救出、救助、あるいは病院等へ収容した。

また、特に被害の大きかった三隅町に、三隅現地警備本部を設骰し警備体制を強化した。

その後被害が甚大となったことから、中国管区内各県機動隊、福岡県機勁隊及び広島、福岡両県

警察のヘリコプター 2機の応援要諮を行い、 23日夕方には被災地へ派遣し、全警察力をあげて災

害警備活動を実施した。
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緊急初期的活勁が終った8月 1日頃からは、第2次的活動に入り、逐次被害のなかった各警察署

から応援部隊の派逍を行って、行方不明者の捜索、被害調査、警ら警戒活勅、孤立部落等に対する

救肋活勅・各種防犯活動、交通規制、災害祖談所の開設、被害晋察関係施設の復1日活勁など延ペ

20競2人（うち県外受援部隊1,494人）ヘリコプター!DI幾を勁員し、多方面にわたる警察活動を実施し

たじ

なお、福岡、広島両眼警察から応援を受けたヘリコプターは、被災地に 11個所の臨時ヘリボ

トを設誼して孤立地区へ捜索救助隊、被害蘭査隊等の督備部隊を空綸するとともに、

病人の搬送救助、通信網の確保、救援物否や臼器材の搬入等に活躍し、災害警備における孤立地

策に大きな威力を発揮した。

笞察活動の状況は第4-6-1 表のとおりであるぐ~

3 狼害調査及び救助、復旧機関への協力

11 ! 被災地僻察晋においては、災害が発生するや直ちに現場に出動して、人的、物的被害の実1

を把握し、県警災害警備本部へ速報する一方、県地区災宮対策本部その他渕係機関へ連絡す

とともに、被災地域で被災者の救出、救護、避難誘禅な捜索さらには復旧作業用車、救援物

僻送車両の先等及び交通賂理、無線通信体制確保等に努めるなど被災住民の早期救護と、

地域の早期復旧に協力し民心の安定に努めた。

12) 県驚災害警備本部は、県下の被害状況を逐ー集約し、実態を把握して脅察活動の具体策を/,

てるとともに、県災害対策本部へ述絡員を派遣して被害状況、孤立地域の状況、危険地域、

通状況、避難状況、救援物臼の嬰望等の必要ぼ項を連絡し、救援、救設、復旧作菜に協力し

i3) 国（私）餞気俊台、自衛隊、海上保安部、電気、通信関係等の関係磯関とも適時迎絡をし

り、救助、復旧体制の確立に協力した。

4. 防犯、捜査活動

(ll 捜査班では、浜田、益田両署管内を中心に死者が続出したことから検視班を編成し、

署に応援派逍して検視活動を行ったが、被災地は山間部や僻地が多く、かつ孤立地術となっし

いたことから、活勅に当ゲて困難を極めたものの 7月27日までに 58体にのほる検視を行

た0

12) 災害に付随して発生する各種犯罪の予防、笞戒のため、被災地へ警察官を常駐させて、

警戒に当たった結果、被災家屋へ侵入した窃盗犯人を逮捕したほかは、事件の発生を未然IC
止した切
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131 益田署管内において、山崩れにより 1級火薬庫が全壊し、流失した土砂の中に、爆薬585

k9、火薬 30 K9が埋没したため、県等との関係機関と協議し、埋没場所への立入漿止措骰及び

発見の際の留意事項を記載した広報紙の配布等を行って、被害の発生を防止した。

14) 災害発生に伴う生活関連物賢の高騰が予想されたため、予防取締りに配意した結果、暴利事

犯等の発生はみられなかった。

5. 交通秩序の確保

Ill 7月20日災害筈備準備本部の設置とともに、交通管制センターを増員強化したほか、関係

機関、報道機関等に連絡、梢報提供を行った。また 1日平均 1551件の道路Ili報照会に応じた。

121 県西部を中心とした被災地の災害復旧を円滑に行うため国道9号線について、直ちに関係機

関と協議し、追路交通法第5条に基づく笛察署長権限により通行禁止｀規制の制限をし、災害

復旧、救援物資の輸送車両に鼈）標章およびR標章を交付した。

131 その他の国道、県道、市町村道についても道路管理者と協議し、道路交通法による車両通行

禁止、片側通行等の交通規制を実施したほか、横断硲、立看板、チラシの作成、掲出などの広

報を行い、交通秩序の確保に努めた。

6. 広報活動

Ill 県警災害薔備本部は、秘書課員を主体とする広報班を設け県下の被害状況、交通状況と交通

規制、その他薔察の警備体制等必要な資料をその都度、災害関係機関および報道機関に積極的

に提供し、笛察活動に対する住民の理解と協力を得るように努めた。

また、被災地の家族、知人等の安否を確かめる県内外からの照会に対しても積極的に対応す

るなど住民サービスを行った。

121 各警察署にはそれぞれ広報係を設け、気象情報、河川の増水状況、災害発生状況、災害危険

箇所、避難誘甜等の災害関係事項を、有線放送やパトカーによる警ら活動により、適時一般住

民に広報した。

また、浜田、益田両署に災害相談所を設け、被災住民に対する梢極的な相談と広報に努めた。
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第 4-6-1衷
警察官出勁状 況

第 7節 自衛隊等の活動

1. 陸 上 自衛隊

（l) 島根担当区部隊長による災害派遣

7月23日12時20分、県知事からの災害派遣要語を受けた第 13特科連隊窮 l大隊長は、

まず邑智郡桜江町に対する給水支援活動を開始したも続いて県知事から緊急患者空輸の要請を

受け菊この要請を第 13師団長にヒ申すると共厄 18時30分、浜田市美川地区の山崩れに

る生音埋現場に人最61名を派遣し、 人命救助，行方不明者の捜索を実鞄した。

（2) 第 13師団主力による災害派遣

ア 第 13師団長は` 7月23日9時、第2種非常劫務態努を命じ、偵察， f蔚報収集活動を

し, 14時25分＊各隷下部隊に災害派逍命令を下達、出勁準備を推進するとともに師団靡
と

長を派逍し勺航空偵泰（被害状況等をヒ＇デオ・・？・グに収録）と島根県との巡絡調幣を実施さ

せた。 姜

イ 7月23日17時、方面ヘリコプク

急患者等の空恰を開始した。

（大阪府）のHu-l {/)培強を受け、 17時35分

ウ 7月23日23時30分、師団硲僚長の報告を受けた師団長は、品根県西部地区の災害派逍

決心し、 1月24日6時30分、師団主力の出動を命じた。

第8普通科迪隊（馬取県）を浜田地区に、第17普通科連隊（山口県）を益田地区IC、

46普通科述隊（広烏県）を三隅地区に派逍すると共に各直前罪部隊に支援を命じた。各部

が被災地到蒼前の 24日9時、県知事から師団長に対し、災害派遣要諮が提出され師団主；

による本格的な救援・救護活勁が開始された。

梅雨前線の北上に伴う天候の回復と部隊の積極的活動は、按災を受け途方にく
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民に大きな安堵感と共に復旧に立ち上る意欲を奮い起こさせた。

工 7月24日11時 10分、師団長は、被災地域を視察、被災状況をつぶさに把握し、最も被

害の大きい三隅地区に第 13特科連隊（岡山県）及び 13施設大隊（広島県）を増強投入する

ことを決心すると共に、師団連絡幹部の県災害対策本部への派逍及び師団の前進指揮所

を出裳駐屯地内に開設し、師団長自から陣頭指抑にあたった。

オ 7月27日19時 15分、県知事は、師団長に対し益田、・三隅地区の行方不明者の捜索、給

水支援、防疫及び県西部地区の緊急患者・物汽空輸を除き、師団主力の撤収を要諮した。

力 7月28日、師団主力の撤収行動と辿槻し、三隅地区は第 13特科連隊第 1大隊を基幹と

する部隊が、益田地区は第 17普通科連隊を基幹とする部隊及び西部地区に対する患者物資

空輸等それぞれの救援活動を続行した。

キ 8月2日18時、益田地区の給水支援、 8月5日18時、三隅地区の給水支援及び西部地区

の患者物密空輸等救援活動の終了に伴い、県知事の徹収要語を受け、 8月6日16時3分全部

隊が各駐屯地に帰隊し、 2過間にわたる災害派遣を終了した。

陸上自衛隊の活動状況は、第4-7 -I表、第4-7-2表及び第4-7 -3表のとおりで

ある。

陸上自衛隊の災害派遣状況

派逍部隊名 1派遺期間 1 人 員 活動状況

： 臼
整

握

調

は

絡

の
述

況
の

状

と

害

県

被

1
i
,
i
 臼

2

出

にい,r 

，

田

ー
[

I

ー
信
，
＇
ー
，

1・

出雲駐屯地業務隊

第13師団司令部・同付隊

第8普通科述隊

第13特科連隊第 1大隊

第13武器隊

第 319野整備隊

第 116瞥務隊

中部方面調査隊

7.23-8. 6 

7.24-7.28 

7. 24-7. 28 

7. 23-7. 26 

7.24-7.29 

7. 24-7. 28 

7. 24-7. 28 

7. 24-7.28 

120-1-128-

：1
2
9
-
2
0
-
2
5
-
2
8
-
7
 

1. 指揮運用

2. 被害状況及び成果の

は握

1. 行方不明者の捜索

2. 道路の啓俳l

3. 給水支援

4. 防疫

5. 空輸支援

-15] -



勅状況

L 行方不明者の捜索

2. 道路の啓開

給水支扱

4 防疫

5, 空輸支援

118 

28 

7 

2. 泊路の啓開

3． 給水支援

4 防疫

5. 空愉支援

計

•——-—‘ 
10,784 

空陰

細部 (4-7-2表）に

よる

--r-“~--一~ ｀ 

,i数字は、延人員である。

• •t 15 2…W 



第 4-7-2表 陸上自衛隊の災害派遣（航空機関係）

機 種 機数 出動場所 活 動 内 容

HU-Iヘリコプター 2 1. 被災地の偵察及び写真撮

7. 2 3 I OH-6 99 3 影 (9件）

LR-I偵察機

HU-1ヘリコプター 6 12 孤立地区から緊急患者輸

7. 2 4 IO H-6 99 5 送 (3I 件、•63 人）

LR-!偵察機 1 松江総合運動公園

HU-!ヘリコプター 7 出雲駐屯地及び美 I 3. 孤立地区への緊急物資輸

7. 2 5 I OH-6 99 5 送 (32件． 40. 2 t) 

LR-!偵察機 I 保基地から県西部

Hu-lヘリコプター 6 
の被災地

4. 被災地復旧計画策定等の

OH-6 " 5 ため政府高官及び県幹部の
7. 2 6 I 

1LR-J偵察機 I 視察

v-107ヘリコプター 2 (6件）

HU-! 99 5 

OH-6 99 5 
7. 2 7 

LR-!偵察機

v-107ヘリコプター 2 

HU-! 99 5 

OH-6 ” 5 
7. 28 

LR-I偵察機

v-107ヘリコプター 2 

HU-! " 2 
7. 2 9 I 

OH-6 99 4 

HU-! 99 

7. 3 0 
OH-6 99 1 

8 2 IOH-6 99 

OH-6 99 

OH-6 
：出霙駐屯地 I 緊 急 待 機

99 

HU-J 99 34 

延出動数 1O H -6 ” 36 

1LR-I偵察機 6 

v-107ヘリコプター 6 
9ノ
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第 4-7-3表

災害派遣部隊主要装備ー鹿表

｀ 
I 
i第8普通科辿隊"＂"＂""““""””"＂＂"＂""―••四＂＂＂＂＿」．
第17普通科連隊 I261 

第46普通科連隊； 268 

板I、It 
トレ hェンソ—
7 1 

6
 

6
 

I
T

□[
2
0
 

190 

第13特科連隊 ！ 2 28 ， 
面 3特科述隊-丁----W

第1大隊
154 

i 

第13対戦車阪 ！ 
I 
： 

第13偵察隊

45 

l 05 

36 

15 

l 6 7 2
 

l 5 

14 I 4 

22 

第303地区施設欧！ 5
 ＂^
 4

 
4
 

4
 

O'「
4

．
 

ヽ
~

,＇
T
 

'

・

 

'

,

 

'

,

 

＂

｝

 ニ3
]
8

l
-

|
「
．
T
響t
l
i

ー
~

，
 

計

illl_T,.9~ 4

1

4

 

23 37 

，
 

4
 

＊数字は、延数である。

-154-



2. 海上保安部

7月 23日及び24日の両日、県の、また、 7月27日三隅町のそれぞれ要諮を受け、巡視船艇・

航空機により緊急物資（食料・日用品・医薬品・飲料水など）を始め、災害による負傷者や県

載員及び警察官等の海上輸送にあたったほか、 8月4日までの 13日間にわたり、延ぺ巡視船

艇 84隻、航空機 7機により、沿岸部の被害調韮及び行方不明者の捜索並びに流出ドラム缶・

船舶等の航路障害物の瞥戒・除去にあたり、 2追体を海上で揚収するとともに、流出ドラム缶

約1,000本、流出船舶約 60隻の回収・除去にあたった。

海上保安部の活動状況は、第4-7-4表のとおりである。

海上保安部の出勅状況

鴫月日 I出劫船艇等 I隻疇叶 出動場所 1 活 動 内 容

巡 視 船 艇
7月23日1 ヘリコプター

（ペル式ZIZ式）

24日1 同上

25日I 同上

26日I 同上

隻
機
一
隻
機
一
隻
機
一
隻
機
一
隻

6

1

6

1

5

1

7

1

6

 

境～浜田～三隅～益田 I緊急物臼・負傷者・県職員・警官隊等輸
送及び被害調査・航路隙害物警戒除去

同

同

上

上

行方不明者捜索・緊急物資輸送・被害識
査・安全通信の実施・航路隙害物誓潤徐去

行方不明者捜索及び被害調査
航路障害物警戒除去

同 上 同 上

27日I巡視 船艇

28日I 同上

巡 視 船 艇
29日1固 定 痰 椴

1ピーチクラ7卜2001"

30日I 同上

31日1巡視船艇

隻

一

隻

機

隻

機

一

隻

8
1
1

ー一1
2
1
6

鳥取～境
浜田～三隅～益田

敦賀～舞鶴～烏取
浜田～三隅～益田

同上 及び緊急物臼輸送

航路障害物警戒除去
行方不明者捜索

同 上 同 上

同 上 同 上

同 上 同 上

8月1日I同上

2日I 同上

巡 視 船 艇
3日I固 定 塊 椴

1ビーチ7う7卜2OOTし

麟

芦

虹

冒
隻

隻

隻

機

2

5

6

1

 

行方不明者捜索

航路障害物警戒除去
行方不明者捜索

同 上

4日1巡視船艇 1 4 隻

彗

同 上 同 上
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第 8節 日本赤十字社の活動

授物登の発迭準価を行ったで

日本赤十字社島根県支部では、豪雨による災害を察知し、 7月23日（土） 11時に支部瑠旦に

l 2時に松江赤十字病院救設班要員に対し、待機を指令するとともに、救護資材の点検、赤十字

県災害対策本部からの被寄状況を、いち早く得て、これにもとずき、直ちに、被災者救援じりた

赤十字救援物汽の翰送を蒻姶した。一方、医僚救護班派遣可能の旨を通報｀要請により、救護活

を実施した。また、義扱金、義援物資の受付けの準倣を直ちにととのえた。

1, 医療救護活動

被害が大きく、医療が必要な 4市町村へ、医療救護班を派逍し、被災地の患者の救護にあ

その活動状況は第4-8-］表のとおりである。

第 4-8-1表

I（中：：よ立：ニニ

~~I 

設
属

救
所

逍
の

派
班 派逍場所 派逍期間
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2
 

赤十字救援物資、見舞金の送付による救援活動

日本赤十字社島根県支部では、有事に備えて、救援物疫の備蓄をしているが、災害発生時に毛布

3,264枚と日用品セット 1,742点を在庫していたので、

きょ輸送を開始した。

7月24日（日） から、災害市町村へ急

しかし、被害規模が大きく、救援物資の不足が予想されたため、地元業者から物資凋達をすると

日赤本社へ救援物資の送付方を辿絡した。これによって、日赤本社から、お見舞セット、

2,502個が全日空の崩意により輸送されたのをはじめとして、日赤広島、山口、福岡、鳥取、愛

媛、香川、大阪、岡山、宮城、徳島等の各府県支部から、急きょ、毛布、

饂

言

町
一
浜
一
出
一
益
一
江
一
掛
一
頓
一
赤
一
川
一
邑
＿
大
＿
羽
一
瑞
一
石
＿
桜
一
金
＿
旭

l

弥
＿
三
l

"

人
一
匹
一
五

に
―

日用品セットが送付され

た。益田市、浜田市、三隅町などには｀直接、他県支部から送付してもらうなどして、早く被災地

へ送りとどけられるよう手配した。これは、赤十字の組織を活弔した事例となった。

赤十字救援物臼の配布状況は第4-8-2表のとおりである。

日本赤十字社の救 援 物 資 配 布 状 況

田
一
雲
一
田
一
津
一
合
一
原
一
来
一
本
一
智
一
和
＿
―
穂
一
見
一
江
一
城

須

区

一計

市
―
市
一
市
一
市
一
町
一
町
一
町
一
町
一
町
一
村
一
村
一
町
一
町
一
町
一
町
一
町
一
村
一
町
一
町
一
町
一
村

分
毛 布

869枚

1 

3,865 

4 0 1 

日 用 品

695点

I 

お見舞セット

点

5,305 

570 

2
 

8
-
1
5
 

ー

16 

2 21 

I 3 I 3 

2 I 

141 

86 

175 

20 

203 

6 4 

15 7 

294 656 

166 132 

99 

栄
一
隅
一
都
一
見
一
箇

298 

1 I 6 

346 

2,755 

8 I 7 

291 

1, 3 0 I 

2,502 

5
 

6
 

4
 

7
 I 0, I 3 5 I 0, I 2 4 2,502 
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0 弔慰金の脳呈

人的被害が判明すると同時に、死亡、行方不明者の数に応じて、弔慰金を贈った。

市町村別弔慰金贈呈状況は、第4-8 -3表のとおりである。

第 4-8-5表

「市 町 村 名

Jll 本 町

市 町村別弔慰金贈呈状況

□̀-死 者 行方不明 賠 呈 金 額

3
 

名 名 15, 000円

瑞穂町 I -

□[ 浜田 市，

＇ 
：五＾

江津市 IO 、一
8-「I 
円＇一33; 

2
 

3
 

22 l 1 0, 0 0 0 

5, 00 0 

弥 栄 村 2
 

10,000 

隈 町 l 6 5, O O 0 

益 田 h
 

t
f
`
 

31 1 6 0, 0 0 0 

美 都 町 8
 

4 0, 0 0 0 

，
 

，
 

市 町 村 l03 名 4
 

3. 義援物資の受入れ配分

全国各地から、多くの投援物斑の寄託されたが、

は、これらを仕訳、整理して被災市町村の日赤地区分区へ送付した。

送付された義援物資の中には、義援品としては、首をかしげるよう

な、品物も見受けられた（ひどいよごれやしみ、破れた衣類、壊れた

食器••••••)

義援物質寄託総数

淡授物資送付数

①

R

 

4. 27 4箱

（日赤島根県支部あてに送付されたもののみ）

3, l 4 2箱

寄託数と送付数との追いは

小さい箱は大きい箱につめかえたもの

送るに不適当と判断したもののために減となった。

市町村別筏援物資の迭付先は、第4-8

日赤島根県支部で

4表のとおりである。

第 4-8-4表

市町村別義援物

市町村名 数

益

JII 

羽須美村

桜

三

美

田

本

江

隅

都

市

町

町

町

町

計
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第 9節 その他の救援

1. 御下賜金、見舞金、義援金

7月豪雨の被害状況が各地に報ぜられれると、全国各方面から救援の手がさしのべられ、天皇・

皇后両陛下からの御下賜金をはじめとし、各都迫府県等からの見舞金や各種団体、個人から多額の

義援金等がおくられて来た。

県で受付けた 3億 4千 2百万円の義援金の配布については、日赤島根県支部へ寄託した。

日赤品根県支部では、県および山陰中央新報福祉事業団からの寄託金と県支部で直接受付けた義

義援金等の受付および配分の状況は、第4-9-1表から第4-9-3表までのとおりである。

この他、島根県共同募金会には 2億 2千万円を超える義援金が寄せられ、市町村が直接受付けた

義援金を含めて、合計 I0億円を超える義援金が寄せられた。

義援金等受入状況 （昭和58年12月17日現在）

寄贈

l 見舞金

内閣総 理大臣

建設大臣

衆議院災害対策特別委員会

参議院

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都・都議会

神奈川県

新尚県

富山県

者 金 額

千円

贈 金 額

3 0 0 千円

3 0 0 

I O 0 

300 

2 0 0 

5 0 2 0 0 

99 5 0 3 0 0 

5 0 0 

2 0 0 

2 0 0 

5 0 0 

3 0 0 

2 0 0 

2 0 0 

I O 0 

2 0 0 

2 0 0 

2 0 0 

石
一
福
一
山
一
長
一
岐
一
静
一
愛
一
三
一
池
一
京
一
大
一
兵
一
奈
＿
和
一
鳥
一
岡
一
広
一
徳
一
香
一
愛

寄

山

川
一
井
一
梨
一
野
一
阜
一
岡
一
知
一
重
一
賀
一
都
一
阪
一
庫
一
良
取
一
山
一
島
一
島
一
川
一
媛

歌

竺
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
府
一
府
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県
一
県

3 O 0 

5 0 0 

5 0 0 

!, 0 0 0 

!, 0 0 0 

5 0 0 

5 0 0 

2 0 0 

2 0 0 

!, 0 0 0 

5 0 0 

!, 0 0 0 

!, 0 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

1, 0 0 0 

1 0 0 

2 0 0 

2 0 0 

-159 -



金

春日

京都市

綾部市・自治会連合会

-160 

日本建設業保証 KK
~ ~ 

品根県歯科医師会

北九州島根賑人会

翌岡市地区総代会 1 1, 50 
-- 1 ― 

富 士通 K.K l 5, o o, 
八束町

全国遊技業協同組合連合会

1 



金 金 額

!, 4 4 7 干円

額

2, 0 0 0 祖

I, 0 0 0 

者

業 K.K 

労働組合

国新聞社

社会福祉事業団

中国電気工事 K.K

大成建設 K.K広島支店

読売新聞松江支局

日本看渡協会

日赤岡山県支部

毎日新聞社会事業団

長崎県職 員

朝日新聞大阪厚生事業団

百 戸町（寄託）

亀 岡市（寄託）

サンケイ新聞大阪新聞

匝生文化事業団

静岡県職員組合

寄
一
東

贈
一
工洋

99 

中

" 
1, 2 2 0 

1, 0 0 0 

3. 0 0 0 
＇ 
3, 3 9 3 

5, 8 3 6 

5, 5 5 0 

5, 8 5 9 

2, 9 2 4 

1 4, 4 3 0 

1. 2 4 7 ， 

!, 1 5 9 

寄贈者

アメリカ南加島根県人会

島根県公立高校特殊学校

生徒・教職員一同

日本海テレピ K.K

東伊豆町（寄託分）

全国交通遺児の恩返し

災害募金の会

電々公社県電気通信部

京都新聞社会福祉事業団

その他

I O 0 万

4, 1 0 9 

3, 5 0 0 

1, 0 6 0 

3, 7 5 4 

0

9

 

0

6

 

0

2

 

1
5
1
r
 

円 未 満 4 2 5 件

115,804,436 

1, 3 0 8 

4. その他

日赤島根県支部扱い分

山陰中央新報社会福祉

事業団扱い分

合計

108,158,742 

I, 0 6 7 5 6 6, 4 0 1, 9 I 6 

筏援金等配 分 状 況

市
一
市
一
市
一
町
一
村
一
町
一
町
一
町
一
町
一
町
村
町
町
町
村
町

栄

隅

＿

都

智

和

来

美一

田
一
田
一
津
一
本
穂
一
見
一
江
一
城

＿須

第 1 回配分
8 月 11 日

2 I, 709,000円

91,494,000 

6,613,000 

1,972,000 

I, 3 77,000 

1,360,000 

2,584,000 

5,780,000 

2,346,000 

I, 190,000 

4,216,000 

25,296,000 

3,332,0屈
170,000 

340,000 

221,000 

I 7 0, 0 0 0. 0 0 0 

第 2回配分
I 0月 I3日

23,609,010円

I 9 0, 9 8 9, 4 8 0 

6,740,390 

2,329,140 

2,929,070 

I, 9 7 6, 2 4 0 

4,552,410 

6,352,200 

4, 4 8 !, 8 3 0 

I, 623,340 

5,787,560 

9 0, I 30,660 

10,798,740 

第 3 回配分
I 2月 17日

2,475,428 円

20,025,437 

706,737 

244,213 

3 0 7, 11 6 

207,211 

477,325 

666,034 

469,924 

170,209 

606,831 

9,450,289 

1,132,259 

計

4 7,793,438 円

302,508,917 

14,060,127 

4,545,353 

4,613,186 

3,543,451 

7,613,735 

12,798,234 

7,297, 7 5 4 

2,983,549 

10,610,391 

124,876,949 

1 5, 2 6 2,999 

170,000 

!, 0 0 2, 8 3 3 

2 2 !, 0 0 0 

5 6 6, 4 0 !, 9 1 6 

合

599,930 62,903 

359,400,000 3 7, 0 0 I, 9 I 6 

6,500,000 6,500,000 
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第 4-9-5表

民間社会福祉施設に対する義援金配分額（再掲）

“ 明履保育園 I益

常盤乳児図

田 打rr 

” 
99 

99 

99 

、Z＇ 

益田ひかり保齊所

葵乳児園

〗山保育園

” 
99 

” 3 0 0 

99 北仙磁保育所
.、

久 城 保 育 園

東仙誼保育所

壁

江

石 見

” 
“ ” 3 0 0 

" 
設

人ホーi，

梢期授産施設

合計

2. 義援物資

7月豪雨の被害状況が各地に報ぜられると、全国から多くの義扱物登が寄せられた。被災磁後'1
おいては企業等を中心に大口の義援物資が寄せられ、引き続き個人等から数多くの義援物資が窃

られたも

県で受付けた義扱物資の受入状況及び各市町村への配分吠況比第4-9-4表及び第4-gぐ

5表のとおりであるe

・・-l62―●



第4-9-4表
義援物資受入状況（大口分）

品 名 数 屈 寄 託 者

ン I I, I 5 0食 高木ペーカリー

インスタント食品 I 6 0, 0 0 0食 アサヒビールK.K

99 I 6 0, 0 0 0食 K.K.ヤクルト本社中国支店

" I 3 0, 0 0 0食 エースコック K.K

” I I 4, 6 8 0食 ハウス食品工業K.K.広島支店

99 I I 2, 0 0 0食 大塚化学薬品K.K．広島支店

” l I 0, 3 5 0食 キッコーマンK.K．広島支店

99 l I D, 0 0 0食 日消食品K.K.

99 I I 0, 0 0 0食 日消精粉K.K.岡山工場

野 菜 15,000K9 熊本殷業協同組合述合会・波多野農業協同組合

ジ ユ ス I 0, 8 0 0本 麒麟麦洒K.K．広島支店

塩 9,500K9 
｝日本専売公社松江支局

ク 9ゞ コ I 0, 0 0 0個

剤 等 I 6, 0 0 0個 花王石鹸kk.

6, 6 2 2個 ライオンK.K．広島支店

生 用 品 1, 7 0 0人分
｝日本テレビ（日本海テレビ）

類 3, 0 0 0枚

類 2, 0 6 3枚 グンゼK.K.

団 ・シー ツ 9 6 0枚 中国丸八真綿K.K．丸八真綿K.K.

毛 布 3, 0 0 0枚 広島県庁
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第 4-9-5表
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配 分 状 況

姉
妹
品

衣 類 日 用 品
薬

品

そ
の
他

合計

汁

そ

の

他

飲

料

煙

草
＿
箱

作

業

服

箱

そ

の

他

衣

服

箱

布

団

類

枚

夕

オ

Jレ

箱

そ

の

他

日

用

品

シ
ャ
ン
プ
ー
・
リ
ン
ス

歯
磨
・
歯
プ
ラ
シ

そ

の

他

衣

類

容

器

洗

剤

ケース1ケース1ケース1ヶース1ケース

薬

品

個

人

物

資

ース 1ケース 1ヶース

11 3
 

2
 

12 1,016 5
 

43 4
 

4
 

14 234 112 2
 

1, 154 3,766 

JO 4
 

6
 

52 23 11 81 4
 

3
 

33 564 136 2
 

2,965 6,051 

，
 

2
 

0.5 7
 

504 3
 

19 2
 

5
 

107 16 1,133 12,302.5 

7
 

2
 

0.5 4
 

162 23 6
 

16 7
 

207 846.5 

5
 

2
 

0.5 4
 

150 ！
 

5
 

5
 

7
 

4
 

97 574.5 

JO 3
 

0.5 4
 

160 ID 6
 

13 7
 

227 778.5 

7
 

2
 

0.5 4
 

154 16 6
 

22 JO 256 837.5 

10 3
 

4
 

204 16 4
 

85 7
 

300 929 

6
 

3
 

0.5 158 10 7
 

5
 

8
 

479 11,145.5 

5
 

0.5 150 8
 

2
 

4
 

8
 

382 707.5 

2
 

0.5 194 

，
 

ー 5
 

8
 

403 905.5 

1 0 55 6
 ，
 

6
 

339 52 10 3
 

18 251 207 4,103 6,615 

5
 

42 170 7
 

17 2
 

23 5
 

33 13 771 1,528 

35 85 

60 110 

200 260 

105 123 20 

，
 

101 3,384 30 307 20 39 112 1,346 543 8
 

12,778 127,452 
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第 5章復旧対策

第 1節概 要

7月棗雨による被害は、島根県西部を中心に県下全域に及び、各地で甚大な掴害を蒙り、

害額は 3,60 0億円を上回った。県は被災後直ちにrI1町村及び関係機関との述絡を密にし、総1

あげて被災地に対する緊急救援措皿を実施するとともに、生活必需物資の供給と価格安定、

に対する各種の資金の貸付け、税の減免を実施する等被災地の民生の安定に努めた。

また、災害復旧事業の推進については、地方公共団体のみの財政能力では自ら限界があり、

財政的援助を必要とするので災害直後から政府、固会及び関係機関へ被災の実情を訴え、災害

期復1日対策を講ずるよう強く要望し復1日対策につとめた¢

第2節 県及び国に対する要蓋、陳情等

1， 県に対する要裟、陳情等

災害後被災市町村、関係団体等から県に対して次のとおり災害復1日対策等に関する要望、陳れ

行なわれた。

第 5-2-1表
県に対する要望・陳情等

叫閉〗等El)名！ 要望・陳、rii の内容

中国野9賛噂支店i災害地区の道路複1日にロロ

(5 8. 7. 2 6) 
江 町災害復1日のための援助について

ロ ／／
! ¥ 0 も． 5． I

激甚災害の指定等につい{

町｀豪雨災害につご
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1
J
 

~
 

-tr' 町
埋

等
印

名

市

要 望 陳 ャ耳 の 内 容

豪雨災害について

災害救助法の適用期間の再延長等について

合
被災家電小売店復旧臼金対策について

激甚災害の適用等について

豪雨非常災害の激甚指定と特別の財政援助について

豪雨災害対策について

楽雨災害にかかる援助について

豪雨災害にかかる眼道の復1日等について

集中豪雨による局地激甚災害の指定について

和
(5 8. 8. I 7) 

日本同和会島根県連合会
(5 8. 8. I 9) 

田市
£5 8. 8. 2 2) 

集中豪雨について

村
激甚災害の指定等について

同和地区災昏対策について

疑雨非常災害の激甚指定と特別の財政援助について

会 桑雨災害を繰返さないための災害根絶要求について

豪雨災害対策について

災害復旧にあたって県職員の派遣について

江の川沿岸にかかる同和地区災害対策について

早急な災害対策の実施について

荼園の復旧のための助成について

豪雨災害について

99 

田9． 

5 8. 田9. I 9 
［・田市七尾町城山臼m

(5 8. 9. 2 4) 

県私立中学高等学校連盟
(5 8. 9. 2 6) 

県施業協同組合述合会ほか
(58. 9. 27) 

田 市ほか
(5 8. I 0. 7) 

田
5 8. I 0. I 3) 

キーバー 株 式 会 社
(5 8. I I. 9) 

石西地区殷業共済組合
5 8. I I. I 7) 
消防 長会
(5 8. I I. 2 !) 

99 

栄雨災害による家屋被害箇所の対策について

豪雨災害の復旧等について

豪雨災害により災害を受けた私立学校に対する補助等について

豪雨に伴う漁場現境回復事業の実施について

蒙雨災害農地農業用施設等災害復旧事業査定設計固作成に係る県費
助成について

河川激甚災害対策特別整備事業の実施等について

被災救済のための融汽1こついて

嚢雨災害による収穫皆無地及び高被害地等の評価費の増加による助
成について

県下各消防本部への防災行政無線の設既について

-167-



2， 政府及び国会に対する要蓋、陳惰等

Ill 7月豪雨災害の状況が逐次判明するに伴い、県及び県談会では数回にわたり上京し、

国会及び関係機関に対しその被害状況を説明するとともに、激甚災害法の指定、災害の

旧と財政援助措世等について強く要望した。その陳惜内容は次のとおりである。

「要望書 (1)」

5 8 年 7 月豪雨災害について

7月 20日以来、梅雨前線が山陰沖に停滞し、県西部を中心に記録的な集中栄雨に見舞われ、

に益田市においては 23日早朝の時間降雨鼠が 9O•m と、観測史上初めての記録となり、 7

日現在、死者 !02人、行方不明 5人、被害額1,500億円を越す戦後最大規校の人的、物的被

受けました。

これがため、目下、殷および関係市町村は、その緊急対策に全力を傾注いたしておりま

会、政府、日本国有鉄道、ならびに関係機閲におかれましては、何とぞこの惨状をど毀察の

別記の当面の対策について格別なご高配を賜わりますよう陳佑いたします。

昭和58年8月1日

島根県知事恒松制

局根県議会議長 石 田 浩

婆 望 事 項

関係省庁:共通IC復1日対策）

L 激怯災害法の適用について

2＊ 改良復1日の大幅採択について

要 望

3. 災害復旧事業の実施年度の短縮1とついて

4. 災害復1日に係る査定の早期実施について

5. 応急復旧事業の大幅採択について

大蔵省関係I（復1日対策）

1. 政府沼金による短期財政密金の殴資について

，2, 政府系中小企業金融哉関の災害融資について

文部省関係： （復旧対策）

I. 災害復旧事業の早期完成について
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関係省庁 要 望 事 項

（復旧対策）

I. 社会福祉施設の災害復旧について

2. 災害復旧事業等に対する国庫補助率の引上げについて

3. 医療施設等の災害復旧について

農林水産省関係 I（復旧対策）

I. 緊急治山事業および治山激甚災害対策特別緊急事業の採択について

2. 林地崩壊防止事業の採択について

3. 天災融資法の発動について

4. 自作殷維持資金（災害）の貸付限度額の引上げについて

5. 股業災害補償法による再保険金の概算払について

6. 病害虫防除費の助成について

通商産業省関係 I（復旧対策）

I. 政府系中小企業金融機関の災害融臼について

巡輸省愧係 I（復旧対策）

I. 鉄道網の早期復旧について

建設省関係 I（復旧対策）

I. 激甚災害対策特別緊急事業の採択について

2. 砂防等激甚災害対策特別緊急事業の採択について

3. 緊急急傾斜地崩壊対策事業の採択について

4. 都市災害復旧事業の補助率の大幅引上げについて

5. 罹災者公営住宅建設に対する激甚法の指定基準緩和について

（恒久対策）

I. 河川改修事業の促進について

2. 常習災害地の総合的な町づくりに対する助成措四について

自治省関係 I（復旧対策）

I. 普通交付税の繰り上げ交付について

2. 単独災害復旧事業偵の早期決定について

3. 地方債充当率の引上げについて

4. 補助、起債制度の改正について

5. 特別交付税の増額について

面衛庁関 係 I（恒久対策）

I. 自衛隊ヘリコプターの山陰常駐について

玉察庁関係 I（復旧対策）

1. 交通安全施設の早期復旧について
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各省共通関係

（復1日対策）

1 激甚災害法の適用について

公共土木施設及び牒林地、腹林水産業施設、中小企業等の災害復旧等を円滑、かつ、早急にt
うため「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」の速用をされるようお願し，＇

します。

2 改良復旧の大幅採択について

公共土木施設および農林地、牒林水産業用施設等の災害復旧については、原形復旧が建前と

れていますが、未曽有の豪雨に際しては徹底的な改良復1日を行なわねば民心の安定は期しがたし

ので、災害関連事梁および災害助成事業等を含めた大幅な改良復1日がはかられるようお願いし

す。

3 災害復旧事業の実施年度短縮について

公共土木施設その他の災害復旧事業は、現在 3カ年で実施いたしておりますが、今次災害の

態等にかんがみ、さらに復1日期間を短縮されるようお［頷いします。

4 災害復1日に係る査定の早期実施について

県下の各種公共施設は、各般にわたり激甚なる被害を受けておりますが、台風時期との関辿i
あり早期にその復旧作業に行手する必要があるので、災害査定を速かに実施されるようお願い

ます。

5 応急復旧事業の大幅採択について

被災公共施設の応急復旧事業を早急に実施する必要があるので、

を従来よりも一閻幅広く採択していただきますようお願いします。

大 蔵 省 関 係

（復1日対策）

1 政府汽金による短期財政資金の融資について

地方公共団体が行う災害応急対策及び復旧事業に要する経骰について、政府汽金によ

短期財政磁否をお願いします。

2 政府系中小企業金融機罠の災害融資ICついて

中小企業金融公庫等政府系金融機関の災害融資について、次の措誼を講じられるようお颯し

ます。
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11) 特別利率適用限度額の枠の撤廃等

現行 1,000万円以内の枠を撤廃し災害貸付限度額の全額を特別利率対象とすること。

12) 特別利率の引下げ

現行 3年まで 6. 0 5 96を396に

3年超 6. 5 5 ~るを 3. 5 96にすること

文 部 省 関 係

（復旧対策）

1 災害復旧事業の早期完成について

山地の崩壊、洪水による没水などにより、学校施設、社会教育施設等に甚大な被害を受けまし

たので、早急に復旧できるよう格別の御配意をお願いします。

厚 生 省 関 係

（復旧対策）

1 社会福祉施設の災害復旧について

今次豪雨による災害救助法の適用は、 3市 8町 2村に及び、就中、河川の決壊等により保育所

をはじめ社会福祉施設は甚大な被害を受けました。民生安定のため、早急に復旧できるよう格別

な御配意をお願いいたします。

2 災害復旧事業等に対する国庫補助率の引上げについて

次の事業について国の定める「激甚災害に対処するための特別の財政援助に関する法律」に準

じて、国庫補助率の引上げをお願いします。

III 上水道および節易水道の災害復旧

12) 一般廃棄物処理施設の災害復1日

13) 災害に伴う廃棄物の処理

3 医療施設等の災害復旧について

医釈施設のうち、次の施設の災害復旧に要する経役について国庫補助制度の新設をされるよう

お願いします。

(!) 看渡婦等捉成所

12) 休日夜間急患センター
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農林水産省関係

（復1日対策）

1 緊急治山事業および治山激甚災害対策特別緊急事業の採択について

山腹崩壊や荒廃渓流等の山地災害による被害は激甚を極めておりますので｀再度災密の防止

民心の安定を図るため、緊急治山事業および治山激甚災害対策特別緊急事業を採択されますよ

お願いします。

2 林地崩壊防止事業の採択について

人家の裏山崩壊等小規校山地災害による被害は激甚を極めておりますので、再度災害の防止

民心の安定を図るため、林地崩壊防止事業を大幅に採択されますようお願いします。

3 天災融資法の発勁について

殷林水産業関係被害に対処するため、低利、長期の経営資金及び事業資金の融通が円滑、か

迅速に行われるよう、天災融資法の発動をお願いします。

4 自作殷維持資金（災害）の貨付限度額の引上げについて

特に水稲及び野菜等の被害が多大であり、被害農家は再生産はもとより、生計の維持にも困賣

をきたす事態にたち到っておりますのでち自作農維持資金（災害）の貸付限度額を一農家あたり／

2 0 0万円まで引き上げる措戦を講ぜられるようお願いしますゥ

5 殷業災害補倣法による再保険金の概算払について

土砂流入等により水稲等に甚大な被害を受けており、艇家の再生産意欲を促すためにも、

金の仮渡しを行う必要がありますので再保険金の概算払がなされるようお願いします。

6 病密虫防除費の助成について

冠水、土砂流入等により腹作物の病虫害及び家畜の疾病が予想され、早急に

要がありますので、薬剤購入費の助成につき格別の配意をいただきますようお願いします。

通商産業省関係

（復旧対策）

l 政府系中小企業金融機関の災害融資について

中小企業金融公廊等政府系金融機!Illの災害融資について、次の措皿を講じられるようお願い

ます。

II) 特別利率適用限度額の枠の撤廃等

現行!,0 0 0万円以内の枠を撤廃し、災害貸付1痴度額の全額を特別利率対象とすること。
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12) 特別利率の引下げ

現行3年まで 6. 0 5 %を 3 961こ

3年超 6. 5 5 %を 3.5%にすること

運 輸 省 関 係

（復旧対策）

1 鉄道網の早期復旧について

県西部地域の鉄道（山陰本線、三江線）が不通となっていますが、これらの線区は地域住民の

生活の路線であり、災害復旧登材、生鮮食糧品の輸送に必要でありますので早期に復旧するよう、

特段のご配慮をお願いします。

建 設 省 関 係

（復旧対策）

1 激甚災害対策特別緊急事業の採択について

被災地河川について激甚災害対策特別緊急事業を採択され、緊急に事業を実施して、再度災害

の防止と、民心の安定を図られるようお願いします。

2 砂防等激甚災害対策特別緊急事業の採択について

被災地域は広範にわたって激甚な土砂害を受けておりますので早急に砂防等激甚災害対策特別

緊急事業を採択され、再度災害の防止と民心の安定を図られますようお願いします。

3 緊急急傾斜地崩壊対策事業の採択について

がけ崩れによる被災は、多くの箇所において激甚を極めておりますので緊急急傾斜地崩壊対策

事業を採択され、再度災害の防止と民心の安定を図られますようお願いします。

4 都市災害復旧事業の補助率の大幅引上げについて

現行の都市災害復旧事業の補助率は、地方財政法第 I6条の規定により、国が予算の範囲内で

行う予算補助事業であり、原則として砂の補助となっていますが、これを2/3の補助率として

いただくようお願いします。

5 羅災者公営住宅建設に対する激甚法の指定基準緩和について

災害に対処するための特別の財政援助に関する法律第 22条（羅災者公営住宅建設事業に対す

る補助の特例）が、今回の局地的住宅災害にも適用されるよう指定基準の緩和をお願いします。

（恒久対策）

1 河川改修事業の促進について
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本県の中小河川の多くは、急峻かつ未改修であるため、わずかな降雨によっても述年相当{f)

害を受けています。

この度の豪雨により、本展西部は全域にわたり、激甚な被害を受けていますので、河川改修

業の促進を図られるとともに、すでに河川総合開発事業で実施中の御部ダム（三隅l11)及び大

見ダム（周布川）の早期完成並びに新たな治水ダムの建設が図られるようお願いします。

2 災害常襲地の総合的な町づくりに対する助成惜趾について

今回の被害地域は、いづれも河川の氾濫による災害常襲地帯でありますので、これを契機に

害に強い町づくりをする必要があります。このため住環境整拙事業等の総合的な町づくり

る助成措囲をお願いします0

自 ム口

•`9 

省 関 係

（復旧対策）

1 普通交付税の繰り上げ交付について

災害のための応急対策及び複旧事業に要する経費にあてるため、普通交付税の繰り上げ交付

していただくようお願いします。

2 単独災害復旧事業偵の早期決定について

単独災害後1日事業に対する起偵を早急に決定されるようお顧いします。

3 地方債充当率の引き上げについて

下記の補助災害復旧事業費に対する起債充当率を引き上げていただきますようお願いします。

1，現年災

Ill//[!地股林施設（現年災） 8 0％を I O 0免IC

（2} 各種災害閃連事菜 9 0彩を l O O形に

2、 過年災

[I) ！塁地腹林施設 7 0形を I O 0形に

t2) 公共土木施設 9 0 %を 1 0 0鉛1こ

(3! 各種災害関述事業 9 0形を I O 0形に

4 補助、起依制度の改正について

｛1) 激甚法の適用を受ける市町村における下記の公共施設の災害復1日事業も補助災害復旧

の対象とされるようお願いします。

簡易水道施設

上水追施設
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一般廃棄物処理施設

児屯福祉施設

伝染病院・隔離病舎

社会教育施設

老人福祉施設

診療施設

12) 激甚法の遥用を受ける市町村における公共施設の災害復旧のうち、有線放送施設については、

補助制度を新設し、補助災害復旧事業債の対象とされるようお願いします。

13) 急傾斜地崩壊防止対策事業に係る市町村負担金については、受益者の範囲が特定できない事

梢もあるので、起債の対象とされるようお願いします。

5 特別交付税の増額について

地方公共団体の行う災害応急対策及び復旧事業には、国庫補助制度及び起債制度に該当しない

ものがあるため、その財政負担が過大なものとなっているので、本年度の特別交付税の増額につ

いて特段の配慮をお願いします。

防 衛 庁 関 係

（恒久対策）

1 自衛隊ヘリコプターの山陰常駐について

今次災害において自衛隊は、緊急に出動され適切に対処していただいたところでありますが、

本県の地形、地質は一度災害が発生すると孤立媒落対策や救急患者の輸送等にヘリコプターの出

動を要諮する場合が多く生じています。

つきましては、民生安定のうえからも出雲駐とん地にヘリコプターを常駐されるようお願いし

ます。

警 察 庁 関 係

（復旧対策）

l 交通安全施設の早期復旧について

道路の捐壊、洪水による土砂、立木等の流出などにより、交通信号機、道路標識等の交通安全

施設に多大の被害がありましたので交通安全確保のために早急に復旧できるようお願いします。
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「要望書(2)」

激甚災害の指定について"

去る 7月20日から 23日にかけて品根県は西部地域を中心に記録的な集中豪雨に見舞われ、

l O 7名の死者 T 行方不明者と 2,500億円におよぶ物的被害を蒙りました。

関係の各位におかれましては、早退被災現地のご調査をはじめ、これが緊急対策について｀

助力、ご激励を賜わり、被災地の住民は、あげて感謝いたしております。

県および市町村は、復i日に全力を傾注いたしておりますが、何分にも激甚な災害であり｀これが

復1日には、膨大な経酋を必要といたしますため、本県ならびに市町村の財政miliをご四察のう

下記について格別のごぬ配を賜わりますよう陳憐いたします¢

記

公共土木施設および牒地、牒林梁施設、中小企業等の災害復1日等を円沿、かつ、早急に

行うため昭和58年 7月翠雨災害を「激甚災害に対処するための特別の財政援助吟に槻す

る法律」の激甚災害に指定し、同法の諸措骰を全面的1こ逸用していただきたい。

昭和58年8月1]日

... 176-

島根 県 知 忠 恒 松 制 治

島根県議会議長石田浩造



(2) 政府及び国会調査団の災害現地調査

この度の豪雨による被害調査のため、政府、国会及び関係機関から被災地調査団が相ついで派遣

され、 県及び被災市町村は被害状況の報告をするとともに、被災地の早期復旧のための援助協力

の要諮を行った。

7月24日（日）

国土庁長官（昭和58年 7月豪雨非常災害対策本部長）を団長とする政府調査団（団長以下 6名）

が来県、特に激甚な被害をうけた益田市、三隅町、浜田市の現地を視察された。その際、島根県知事

及び関係市町長から強力な救済措府を要請した。

（島根県からの要望事項）

1 道路交通網の早期復旧に対する支援

2 道路に堆積した流木の処分に対する国からの財政援助

3 水道の応急復旧に対する財政援助

4 9月の台風シーズンを控えての河川の応急復旧に対する援助

5 災害救助法の適用期間の延長

6 山唸本線の早期復旧

7 公衆電話通信網の早期復旧

7月26日（火）

自民党昭和58年 7月豪雨非常災害対策本部（本部長は二階堂幹事長）島根県視察団の一行が浜

田市、三隅町、益田市の被災地を視察された。

7月28日（木）

建設大臣が江津市、浜田市、三隅町、益田市、美都町の被災地を視察され、台風期の二次災害を

防ぐため応急復旧に全力をあげたい旨表明された。

7月29日（金）

衆議院災害対策特別委員会（上原康助委員長）の一行が来県され、県庁で被災状況の説明をうけ

たのち、被災地を視察され、その際関係市町村から救済措骰について陳情があった。

8月2日（火）

参議院災害対策特別委員会（赤桐操委員長）の一行が被災地視察のため来県された。

8月16日（火） ～8月 I7日（水）

大蔵大臣が被災地視察のため来県され、激甚災害指定の可能性について示唆された。

13) 県議会における審議の状況及び災害現地調査

8月4日臨時県議会が招集され、被災した中小企業者の災害復旧に必要な緊急資金の専決処分を
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承認するとともに、昭和 58年 7月豪雨災害対策特別委員会（委員長恒松志良 15委員）

設設謹した。

8月5日（金）

県議会豪雨災害対策特別委員会が開催され、県執行部から被害状況、暴災害対策本部の対応択

況等について説明を受けると共に各委員から当面の応急復旧対策いついて四疑がなされた。その際：

早期災害復旧工事の進捗について強い要望がなされた。県側からは、 3年以内に終了するよう

力はするものの、県も含めた市町村の技術識員体制など処理能力に大きな負担がかかるなど課

はあるが全力をあげてとりくむことを明らかにした。また県は災害で死亡した世帯主に300万

家族 1人に I5 0万円の見舞金を出すことも明らかにしたD

8月8日（月） ～8月10日（水）

県議会豪雨災害対策特別委員会の正副委員長、石見地域明発特別委員会の委員長が被災地

津市外 13市町村）を視察された。

8月25日（木）

県談会桑雨災害対策特別委員会が牒催され、その後の災害対応状況等について協議された。

なお、特別委員会においてその後数回にわたり、災害査定状況、災害応急対策等について協議…

がなされた。

3，激甚災害への指定状況

昭和58年7月豪雨災害 (7月20曰～ 7月28日）を含め、 5月24日から 7月28日までの

雨による災害について、政府は 9月9日の閣議において｀―辿の豪雨災害として認定し、この間に

おける被害が激甚であったことにかんがみ、 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関9

る法律」の遥用を決定し、これに対し逸用すべき措磁を次のとおり指定した。

11) 政令番号 政令第 195号

l2) 公布年月日 昭和58年9月13日

｛3) 激甚災害 昭和 58年5月24日から 7月28日までの間の豪雨による災害

14) 適用すべき措骰

ア 法第3条及び第 4条 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政授助

イ 法第5条 牒地等の災害復1日事業等に係る補助の特別措四

ウ 法第 6条 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例

工 法第 I2条 中小企菜信用保険法による災害関係保証の特例

オ 法第 13条 中小企業近代化臼金等助成法による貸付金等の依還期間等の特例
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ヵ 法第 15条 中小企業者に対する汽金の融通に関する特例

キ 法第 16条 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助

ク 法第 17条 私立学校施設災害復旧事業に対する補助

ケ 法第 19条 市町村が施行する伝染病予防事業に関する負担の特例

コ 法第 20条 母子及び謀婦福祉法による国の貸付けの特例

サ 法第24条 小災害債に係る元利償遠金の基準財政需要額への算入等

第 5節 災害復旧予算措置

1概要

7月豪雨災害が発生するや、県は直ちに被災者に対する緊急救援措誼を実施すると同時に、被害

個所の応急復旧をはかり、これの実施に必要な予算措皿を講じた。

Ill 臨時県議会

8月4日臨時県議会が開催され、 8月 1日付で行った災害復旧に必要な緊急資金の専決処分

の承認を求めた。

{2) 知事専決処分

8月 1日 25億62百万円余 被災中小企業者に対する災害復旧に必要な緊急登金の融資

8月10日 79億 85百万円余 公共土木災害復旧費、緊急治山事業費、災害復典住宅改良臼金

貸付金、災害援識貸付金、災害救助骰など

9月14日 6千万円 中小企業者に対する災害復旧緊急資金貸付金の特認措囲にかか

る利子補給

11月28日 22億29百万円余 緊急治山事業費ほか

（うち災害関係、 19億 22百万円余）

(3) 定例県議会

9月定例県議会に上程し、可決された災害関係予算は 375億58百万円余で、これは一般会

計9月補正予算 475偲26百万円余の約79形を占めている。

I 2月定例県談会に上程し、可決された災害関係予算は644億74百万円余で、これは一般

会計 I2月補正予符の殆んどである。

2月定例県議会に上程し、可決された災害関係予算は 33億22百万円余の滅額であり、年

間を通じた 58年 7月豪雨災害腿係予算は 1,I 3 9億92百万円余となり、復旧・改良等の事業

費予定額に対し、初年度で49.6形の予節措i性を行ったこととなるo(iif細は第5-3ー昆ミのとおり）
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2. 措置状況

第 5-3-1表

事 業 名

予

知事専決処分額

8月 1日 8月 10日

直事 直 轄 道路 災害復 旧 費
キl'l

轄業 99 河川 “ 

千円

I 
i 9月

9月 14日 議会議

可1
530, O 

493, 

F
 

河川 等 99 4,500,000 

港 湾 99 

梱怨， 
' I林地荒廃施設

補 1林道

〖共同利用施設

’’ 

” 

” 
助

1 三施設

I 災 □竺竺—―
， 公営住 宅 ，9 

！害|•都市施設 ~--口

I 
: 
：復

I ~：三
教育施設

業 1益田家畜保鯉僻生所

田識業』II練校

” 

I 

＿ピー
’’ 99,500 

i 

社会福祉施設 i} 

保健衛生施設

鹿工施設 " 

’’ 

” 
99 7, 600 

’’ 
院

防止事業費

復旧受託費

設災害復旧費

" 

事業止防壊
＿
校

崩

学ぃ
9
[

30, 000 

港 湾 ’’ 
「
費，
 

災 害復 旧 費 3. 600 9 

住宅 ’’ 
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額

12月定例県 2月定例県！I ゴ 備 考

計
謡会議決額 議会議決額

△376,64干9円 86, 99干9円 240, 35干0円・1＇ 

△329,928 △34,900 128,172 

16, 315,800 △2, 370, 726 
(1,110,361 
39,774,817 

62,940 △ 2,606 (6 68, 957 
0, 334 

（△3,841 10, 160 (9100, , 106490 ] 

46, 292 45, 003 91,295 

836, 133 142, 333 3(841, OO垣O」J 
1, 9, 2 

191,893 △ 1,333 

8, 661, 982 △1, 579, 523 

25, 487 △ 4,338 181,869 

83, 557 100, 157 

△46, 380 40,620 

△ 5, 187 61,947 

△ 2, 187 4,460 母子健康センター

12,000 2,078 14,078 

6. 220 I駐在所

2. 140 I △ 2. 140 I 
゜7,600 

132, 587 132, 587 

6,472 6,472 

1, 586, 933) △44,891 1, (16 60,000, 
19,042 

67,433 67,433 

△30, 589 168, 411 

8,559 8,559 

75, 067 / I, 013 91,013 

△ 3, 8321 1,073 7, 141 

△ 6,100 1, 1001 

-181- （注） Iのはで外当初苫予卵を流用使用しにも



予

事 業 名

社会福 祉 施 設 災 害 複 旧 費

等

所

所

生

及

設

衛

普

施

健

良

線

保

改

施

属

畜

業

政

家

農

察

＿

詞

1]1-I,[門
1
，戸

県

単

独

災

害

復

旧

事

棠

t;

'~~ 

企

県

業会計

有林

施設 " 

" 

， 
｝＇ ， 

石見高等看護学院 ’’ 
母子健康センタ 99 

31,380 

中小企業労拗者住宅 99 10, 000 

私立学校 ん9

社会教育施設

益田高等職業訓紬 110,770 

99 3,300 

99 場験試産

99 

設 99 

99 

； •-— •i 
l 

」:I'
同 庁 舎 ’’ 

；職 員 徊

補 ’’ 

舎

地すべり対策

’’ 
緊急急傾斜地崩壊対策事業費

’’ 砂防 ’’ 

公

99 

34, 

3, 000, 

(110, 
3, 884, 

5 00, 

町 ” 
河川檄甚災害対策特別緊急事棠費 1

道路 災 害 関 述 事 業 費

治山 ’’ 
(102, 999万
391,283| 

l 

I : /lll業用施設 99 : 

I業にII災害復i日助成 99 

，災害公営住宅建設

l：三三←

河川 99 99 

砂防 “ 99 

，， 

’’ 

-182 
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額
l 

12月定例県 2月定例県 I 備 考
計

議会議決額 議会議決額
I 

干円 I 千円 千円 (!, 20(JJ門
4. 530 

△ 11, 239 16, 960 1水道謬施設(9,950)工業用水覇恙奴7,010:

1. 300 

△15,213 16,167 

△ 2, 186 4,461 

△ 6,568 3. 652 

31,839 31,839 

140 I I, 937 2. 627 

△149, 200 29,686 

3,300 

2. 000 

432 3, 272 

△ 1,911 97,869 交施認49,980) 薔察庁舎等(47,889)

1,900 

I, 670 

△10,054 24.146 

201, 000 △75,960 3. 125, 040 

311,600 △121, 700 
(110,900) 

4. 074 400 

7, 100 △17,000 490,100 

1,922, 239 I 3, 153,863 △82,012 
(102. 999) 

6. 024, 782 

950,000 317, 100 1, 267.100 

642,000 39,810 681,810 

1, 576, ODD △446, 180 1, 129,820 

877, 425 △249,305 628.120 

128,044 △ I. 922 140,460 

26,516, 000 I, 282, 243 訂． 798,243 

407,810 △72,632 335, 178 

670, 000 I, 186, 300 1,856, 300 

-]83-



予

事 業 名 知 事 専決 処 分額

8月 1日

単

独

公

共

事

業

道路等災害関連事業 費
千円

8月 10日

干円

9月 14日

-f円

道路維持修繕等 99 

公営住宅用地取得 ” 40,000 

急傾斜 地 崩 壊 対 策 ， ’ 

漁港 災害関 辿 99 

災害復旧費＋公共事業費

災害関辿公共事業事前調査筏

関

辿

調

査

費

等

災害 査 定 設 計 調 査 費 470,000 

2,516, 
36,609, 

.． 

391, 

267, 

災 害 状 況 調 査 費

漁場環境 維 持 保 全 対 策 事 業 費

森林国営保険損害調査費

螂地すべり急傾斜地庖倹箇所殿麟

県 立 病院一般会計負担金

ダ ム 管 理 費

保健衛生施設復旧指等事務費

派 逍 職 員 経 費

中 小 企業制度融斑貸付金 2,562, 694 

誘致企業 豪 雨 災 害 登 金 貸 付 金

金

融

関

係

労働福 祉金融対策箕付金 42,500 

私立学校災害復旧沼金貸付金 60, 000 

災害復 興 住宅貸付金 800,000 

災害援護 資 金 貸 付 金 800,000 

世帯更生登金貸付金原資補助金

栂子寡婦福祉斑金特会繰出金

中小企業哀雨災害復旧資金利子補給金

農林業施設緊急再建資金利子補給金

漁業被害 対 策 密 金 利 子 補 給 金 1,405 

防 疫 活 動 粋 14,000 
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額

12月定例県 2月定例県 1 備 考
計

議会議決額 議会議決額

千円
60, 00千0円

干円
60, 00干0円

300, 000 

41,748 81,748 

90,000 90, 000 

IO, 500 10,500 

I, 922, 239 I 62、△'7073,87440 1 △ 1,905, 306 10(42, ,615, 466; I事業主体工事費ベース進捗率 49.696
561,181 

222, 000 △ 258,441 354,959 

198, 114 935,485 

7, 000 

15, 095 15, 0951海底堆渋物除去

1,302 I, 302 

1竺 13,000 
I 

I, 410 I, 410 I出動経費

6,980 ， 

△ 1, 114 374 

37, 264 52,481 

1, 456, 247 I △ 464,451 3,555, 899 

50, 000 | 50, 000 

△40,828 !, 6721住宅復旧資金、生活資金

l 

60, 000 

△ 796,079 3,921 

99,958 899,958 

32, ODO 

22, 000 

6,515 △34, 754 31, 761 

1,079 

△ I, 405 

゜soo I 14,600 
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予

事 業 名

9月14日

平

救 1災害

喜戸が宵竺ー弔 慰

係：消防団員
； 

I 
1 1災害対策本部

lそ

の

I他

救 助 筏

私 立学校授業料減免補助金

30, 0 

(134, IUUJj 
400,300 

I ーし三三
40,01)(Ji 

,ト--
I 

---1 
3,920 

2,296 

察 活 勅

私 立学校設備整備毀補助金

災害閲係記録ピデオテ-→ ”;t作成費

そ の 他

総 計 2,562,694 
(237, 

7,985, 
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額

12月定例県 2月定例県 I 備 考
計

議会議決額 議会議決額

芸 ・F円

14, 99『1
{2 4 93905 0a 

1,842 

30, 000 病樹害絡虫回駆復除（予茶防、桑（水、稲果、樹野菜）、茶、桑、果樹

△ 154, 457 (1349, , 10403 ) 
27 0 

△24, 750 127, 125 

52, 000 

5,950 

△ 1,019 2,901 

△490 1,806 

50, 000 

14, 766 

6, 100 

13,015 

6,954 6,954 

I, 430 I 1,430 

862 1 800 10, 105 被害状況調査等

@ ⑮ 85, 996, 839 

（△ 3,841)I I (2,751, 866)や 17,774,441
1,922,239 I 64,474, 191 △3, 322, 999 111, 240, 189113, 992, 055 ⑱⑱ 6, 105, 701 

4, 115, 074 
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第 4節 復1日資金等の融資、貸付

1. 中小企業向け融資特別措置

｛l} 島根県中小企菜制度戟資（緊急滋金）

ア名 称 58年 7月致雨災害復旧臼金

ィ 激資対象 邪菜所又は営菜所が所在するthIIIJ村貶が被災した乙とを証明した中小企

ウ 融密条件

者及び組合であって、被害を受けた施設・設備を復旧するための資金を必:
喜

するもの又は生産若しくは営業活勁を行うための運転資金を必要と中

るもの

環度） 設備資金 2,500万円 ただし、所要臼金の 80彩以内

運転賓金 2,000万円 ただし、披災した商品・製品事原

（期喘） 10年（うち据磁 2年）

（取り率） 融質の日から 3年まで

これを超えた期問

料等の掴失額及び月商額の合計の範

以内

年 6,0 5形

年 6,559、
（このほか信用保旺協会の保証料年 o,7 2形が必要）

工取扱い期間 設備資益昭和58年8月5臼～昭和 58年 12月31日

運転資金昭和58年8月5日～昭和58年 10月3I日

＊融資条件(C)

特認措誼

① 対 象

次(/)艇件をみたすも0

⑦事業用資産（建物、設備、商品等）の被害額がその時価評価額の5
形以上であることを市町村長が証明したもの。 （以下「特別被密者」

と~しヽう o)

① 特別被害者が信用保証協会に対して支払う磁臼期閤中の保証料の3
分の 1以上の額を当該市町村長が負担することとしたもの。

ただし、信用保証を付さない融臼にあっては、この限りでない。

R内容

⑦融臼期間 10年以内を 15年以内に 5年間延長を認める。

＠ 別に定める利子補給金交付要網により、県は、融臼の日から 2年

金融機関に対し、融臼利率年6,05 %1(：ついて利子補給する。 (it屁
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者は、その間無利息となる。）

③ 取扱い期間

昭和 58年 I0月7日～昭和 58年 12月3I日

121 島根県中小企業制度融資賓金の償遠繰延

ア 依遠繰延対象者

事業所若しくは営業所が所在する市町村長が 30 cmを超える没水以上の被害を受けたこと

を証明した中小企業者及び組合とする。

イ 償遠繰延対象資金

島根県中小企業制度融登要網第2条に定める臼金とする。

ウ 償遠繰延期間

認定後 1年以内の間、元金返済を猶予する。

工取扱い期間

昭和 58年8月5日～昭和 58年9月30日

緊急臼金 (S58. 7豪雨災害復旧）の市町村別認定状況等

和村

認 定 うち特認

金額 1件数1金額

3,986,500 

6,917,200 

403,600 

20,600 

8,800 

17 | 197,800 

3 28,000 

7 99,000 

2,400 

135,000 

7 1 83,800 

118 1,333,000 

4 44,700 

2 4,600 

I I I 

印は災害救助法適用市町村

（金額単位；千円）

闘
I 認 定 うち特認 麟 I

市町村 繰延 I 
件数 件数 金 額 件数 金額 件数

11（桜江町） 16 195,700 6 24,000 

29 I（金城町） II 173,000 1, 7,000 

日（旭 町） 19 206,100 

（弥栄村） 5 120,000 

（二隅町） 156 2,073,800 11611,522,2001 25 

（美都町） 6 109,600 11 8,6001 1 

匹見町 3 28,000 

計 1uso1147,889,0001248 I 2,944,1001 68 
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(3) 政府系中小企業金融三機関の災害融査

第5-4-2表 取扱い期間；昭和59年1月31日ま

中小企業金融公庫 国民金融公庫 商工組合中央金庫

直接箕 6,000万円 直接貸 3,300万円 通常貸付の中で融資

貸付限度 I代理貸
3,000万円 （晋通呻':た0;〗） 

直接貸組合貸

す円。とあわせ
構成員貸 2億1,000万

代理貸 2,000-3,00 0万可

10年（うち据四 2年） I I 0年（うち据四2年） 直接貸（運転 1 0 年年） 

設備 20 

（うち据爵 3年）

貸付期間 I
代理貸（運転

I 設備

10年） 

12年

（うち据ii'! ) 
運転 6ヶ月

設備 1年

年 8.2 % 1 年 8.2 96 年 7.125形～ 9.3形

貸付利率 I （組合貸、●成員貸及び）

（ 10月28日からは） （ 10月28日からは） 期間などにより異なり

年 8.1形 年 8.I 96 ます。

ただし、激甚災害により特別利率を適用する場合は 1貸付先あたり

度とし、貸付実行後 3年間については年 6.0 5 96（特別被害者は 396)、

る期間については年 6.5596となります。

(4) 民間金融機関の災害融臼

地元の各金融機関本支店において事業資金の特別貸付を実施

2. 勤労者の住宅復旧及び生活再建資金の融資

県は、 噂雨災害特別貸付資金預託要網」を定め、山陰労働金庫に対し、住宅復旧資金及び！

活再建資金を預託し、被災した勁労者に対し緊急融査を行った。
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第 5-4-3表

区 分

I 貸 付 対 象

賓 枠

託 費

託 期 間

付限度額

付 利 率

融臼の概要

住宅復旧資金 生活再建資金

労働金庫の間接構成員で、所属団体代表者の被災証明を受けた者

350,000千円
I 

4 2, 5 0 0千円

5 年 間

I 0, 0 0 0千円| 2, 0 0 0千円

2 0 0, 0 0 0千円

5 0 0万円以下年 5.5形 I I O 0万円以下年 5.5% 

5 0 0万円超 年 7.9 2 % 1 0 0万円超 年 9.0形

3. 農林業施設緊急再建資金等の融資

7月豪雨災害による被災此林業生産施設の再建を図るため、農業近代化臼金の中に「昭和 58年

7月豪雨災害殷林業施設緊急再建資金」を創設し県単独で特別利子補給措皿を講じた。

また、災害により甚大な被害を受けた農業者（特別被害農業者）の経営の維持安定を図るため、

自作農維持密金（災害賓金）に県単独で特別利子補給措皿を講ずるとともに、損失補依措戦を講じ

融資の円滑化を図った。

融資承認状況

賢
融資承認実績(58.12末現在）I融資承認見込(59.3末見込）

件 数 金 額 件 数 金 額

臀嬰58年 7月豪雨災害殷林業施設緊急再建 23 46,07千0Pi 50 9 8, 5 3 6 FF} 

自作嬰維持資金（災害究金） 350 356,747 41 I 422,930 

| うち県利子補給対象分 199 161,102 230 193,674 

＾ ロ

計 373 402,817 461 521,466 

金 名

-191 -



第 5-4-5表

殷林業災害復旧臼金等の融査要項¢)既要

区

~
ヽ

分
自作農維持密金の災害資金（農林漁業金融公庫資金）

9” ..." 
県利子補給対象分

,．1
9
2
 
•• 

，
 

枠

昭和 58年 7月染雨災害悶林菜施設緊急再建骰金

（嬰業近代化資金）
・・-・・・・・・・ 

2 3, 0 0 0万円

製林業生産施設の被害を受けた、個人、法人、任

者 1意団体又は農協

＇〔
1. 施設の損失額50形以上

2. 益田市外 I6市町村の区域内

個人又は殷業生産法人 [1額門讐：竺悶晶言翡こ`悶旦
50劣以上

2. 益田市外 16市町村の区域内

悶林業生産施設

〔
バイブハウス、たばこ及びしいたけの乾燥施設ぅ

製茶施設、畜舎、しいたけ原木
・経営再建費

3 2,8 0 0万円

個人施設 個人・・ヽ 曾▲●●...... • 6 00万円以内

：□三［祠体、こ恥::。°。°。
区 分ー［西葎

貸付利 率 個 人 施 正 3.0% 

:~子口□□言戸:5亙
I償遠期限
（うち据置期間）

融資機関

融臼機関に対す

債務保証

99 

’’ 

佃人 l 

（特認 2

生

個人施設・・・・・

共同利用施設・・・・・

農協・県

彩5

0

0

 

L
A
3
1
i
 

f
l〗

[
⑬

悶
”

一年

O
t
2
5
 

4

―
ー
ー

20年以内 (3年以内）

3. 0彩

6年 (20 

彩（県 1,6飴）

うち利子補給期間の 6年間）

胆林漁業金琺公即
←“ 

県及び市町村の損失補償 (6年間）



4. その他復旧資金等の貸付等

(!) 災害援護臼金の貸付

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）に基づく貸付制度の対象とな

る低所得者等で、 7月豪雨で被災し、生活の立て直しの為に資金を必要とする者に次の要領で

資金の貸付を行った。この貸付状況は、第5-4-6表のとおりである。

函 内 容

資金の使途 災害を受けたことによる困窮から自立更生するのに必要な賢金

貸付限度 1, 8 0 0千円以内

利 息 年396 

据誼期間 3年

屈遠方法 据骰期間を含み 10年以内、年賦又は半年賦

災害援護資金箕付状況

区分 1 申 込 餞付決定

件数 金 額 件数 金 額

世帯主の負傷による貸付

゜
干゚円

゜
千゚円

］iI r住-住居の全壊によ る貸 付
232 348,950 2 3 2 348,950 

居の半壊 による箕付 360 312,395 360 312,395 

家財の損害による貸付 405 238,612 405 238,612 

合 計 995 8 9 9, 9 5 7 995 8 9 9, 9 5 7 

(2) 世帯更生臼金の特別箕付

世帯更生臼金餞付制度要網（昭 36. 4. 6厚生事務次官通知）に抽づく貸付制度の対象となる

低所得者等で、 7月豪雨災害で被災し、住宅の補修等の資金を必要とする者に対し、次の要領

で臼金の貸付を行った。この特別貸付の貸付状況は、第5-4-7表のとおりである。

住宅臼金 修学資金 災害資金

生な業資を金営むのに必要 住要又宅はな保を査全金改築す、る補の修に必し
髯必要琵な髯記覧溢災よす害るる困をの窮受にか必けらた要自なこ立農と且金に生

8 4 0千円 I 9 0 0千円 げ祠閥）楳26大月千円学）18(/j高祖)専27(/j干短円)大26 6 0 0千円

息 I 年3% 年396 無 年396 

I 

1年以内 6ヶ月以内 卒業する迄の間 1年以内

6年以内 6年以内 修学年の倍年 6年以内
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第 5-4-7表

世幣更生資金貸付状況

区分l申 込 貸付決定 今

貸付種別 ＼ 件数 1 金 額 件数 金 額 件数 i金

更 生 臼 金 1 9I ' 22,280 FI l 7 18,820干り 104 ' 
―’ 

2 1, 2 o o l 住 宅 登 金 i 32 2 6, 8 3 7 1 27 5 
§ 

修 学 賢
金 1

2 900 2 9 00 ! 

i ！災 害 資 金； 53 2 1 5 9 2 ， , I 5 0 2 5, 7 9 2 6 

し 計 |I06 7 7. 6 0 9 i l 96 66,712 I § l 15 ， 

{3) 母子福祉査金の特別貸付

母子及び罪幅福祉法に基づく貸付制度の対象となる母子世帯で、 7月崇雨の被災を受け、

居の補修、事業の開始および継続1こついて資金を必要とする者に対して、次の要領で資金

付を行った。この貸付状況は、第 5-4-8表のとおりである。

事業継続荘金 住 宅 汽

使 途 1心I事業資を始めるために必要 I1商業品材料等に被害を受汽け 修建物すの主要構造部分
金 事の継続に必要な金 るに必要な資金

貸付限度 l, 6 8 0千円以内 840千円以内 1,200千円以内

利 息 年 3 彩 ・ 年 3 ％ 年 3劣粥

据紐期間 2年以内 2年 以 内 2年以内

Il 倣遠方法 据年匝期賦間経過後6年以内 据低期間経過後 3年以内！据四期問経過後6
、半年賦、月賦 年賦、半年賦、月賦 年賦、半年賦、

第 5-4-8表

母子福祉資金餃付状況

， 
区分 申 込 ｝ 貸

資金種別 ＼ ］件 数 I！金 額 件 数 1金

事菜開始資金 o I 千゚l'l

゜I 1 ， 含i ， 
事業継続賢金 l 840 

’’ 

I 住 宅 汽 金 l 8 8. 40 0 8 8, 4 0 

＾ に

計 ， 9,240 ， 

は1楳婦福祉臼金の特別貸付

母子及び葬婦福祉法に姑づく貸付制度の対象となる蹂姉世帯で、 7月豪雨の被害を受け、
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居の補修、事業の開始および継続について資金を必要とする者に対して、次の要領で資金の貸

付を行った。この貸付状況は、第 5-4-9表のとおりである。

区;-～旦色巴IJ 事業開始賓金 事業継続賓金 住 宅 賓 金

賢金使途 事業登を始めるために必要 商品材料継等続に被害を受資け 建物の主要構造部分を補
事業の継に必要な金 修するに必要な斑金な金

貸付限度 1,680千円以内 840千円以内 1,200千円以内

利 息 年 3 飴 年 3 形 年 3 % 

据骰期間 2年以内 2年以内 2年以内

倣遠方法 据年個期賦間、経半年過後賦、6年月以賦内 据骰期間経半過後 3年以賦内 据個期間、経半過年後 6年月以内
年賦、 賦、 賦年賦、 年賦、月

第 5-4-9表

寡婦福祉登金貸付状況
(S 59. 1. 23現在）

区分 1 申 込 貸 付

件 数 金 額 件 数 金 額

開始登金

゜
0干円

゜
〇干円

事業 継続資金 3 2,520 3 2,520 

住 宅 賓 金 7 7, IO 0 7 7, IO 0 

A ロ 計 I 0 9,620 I 0 9,620 

15) 島根県災害復典住宅資金の貸付

l) 申込者の臼格

① 昭和 58年 7月山陰豪雨により住宅に被害を受け、自ら居住するために、県内において

住宅を建設し、又は補修する方。 （ただし、次に掲げる事業により補助金等の交付を受け

る方及び公共事業により住宅の移転等が補償の対象となる方を除きます。）

（がけ地近接危険住宅移転事業、老人同居枇帯等住宅建設賓金利子補給事業、同和地区住

宅建設臼金利子補給事業）

② 住宅金融公庫の災害復興住宅登金の貸付予約通知書の交付を受けた方

R 貸付金の依遠が確実にできる見込みのある方

④ 収入姑準に適合する方（収入姑準は、 57年の年収によります。）

収入基準 ・給与所得のみの方一ー収入金額 I,O O 0万円以下

•上記以外の方 所得金額 795万円以下
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2)貸付の条件

度

率5

2 0 0万円

据四期間

6. 0彩

1年以内

琺）(!)建設汽金の貸付対象となるの比羅災直前R建物R価額の 50 

合（祓災率 5(I彩以上）で、土木建築事務所長の発行する「認定也」が必要です，

R 補修資金の貸付対象となるのは、被害が①に逹しなかった場合（被災率 50形未満）

市町村長の発行する「樅災証明書」が必要です。

R 坦保及び保証人等は取扱金融機関の定めるところにより

3) 取扱金融機関（窓口）

•松江相互銀行・しまね信用金1第•島根中央信用金郎・浜旧信用金廊・

信用金庫・津和野信用金庫・米子信用金眼・益田信用組合・山陰労働金庫.県信辿（農協

窓口） ・県信漁述（漁協の窓口）

4) 申込受付期間

昭和58年度受付分は 8月22日から昭和59年3月3J日まで

16i 災害復典住宅資金（住宅金融公庫）の貸付

融賓痰綱の概要

ァ、建設の場合

住宅の稲別

3 5年以内 30年以内 25 
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Iウ）償遠方法 元金均等毎月払い

ィ、補修の場合

移転費の貸付限度額 I整地筏の貸付限度額 備 考

木造等
10万円以上

360万円以下

鱈屑胃以上
420万円以下

万円

230 230 

万円 補修費のほか移転費と整地費を

あわせて貸付ける場合における

移転費と整地費の合計額の限度

額は 230万円

（ア）貸付利率 年 5.05 96 

（イ）依還期間 1 0年以内 1年以内の据四期間を設けることができる。

（ウ）償遠方法 元金均等毎月払い、又は、元利均等 2か月払い

（融資額が 100万円以上の場合は 6か月払いを併用できます。）

第 5節 県税等の減免措置

1，県税 の減免

昭和 58年 7月豪雨による被災納税者等に対し、指定地域における県税については、県税の滅免

を実施するとともに期限の延長、徴収の猶予などの特例措骰を講じた。

指定地域

浜田市、益田市、江津市、川本町、邑智町、大和村、羽須美村、瑞穂町、石見町、桜江町、金

城町、旭町、弥栄村、三隅町、美都町、匹見町、津和野町、日原町、柿木村、六日市町

＊ 指定外の地域で被災した納税者等に対しても、申諮により、同様な措謹を講じる。

Ill 期限の延長

県税に関する申告、申諮、諮求その他の山類（不服申立てに閲する杏類を除く。）の提出期限

又は県税の納付納入期限のうち、 昭和58年 7月 23日から同年9月 29日までに到来するも

のについては、その期限を同年9月 30日まで延長する。

12) 微収の猶予

昭和 58年7月 22日までに県税が未納である者については、同年 7月 23日から同年 9月

30日までの間、徴収を猶予する。

なお、昭和 58年 10月 1日以後においてなお県税の納付納入ができないと認められる場

合、その者の申請により、更に微収を猶予する。

この災害により徴収を猶予した期間については、延滞金を免除する。
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13) 減

昭和 58年7月23日以後に納期限の到来する昭和58年度分の次の県税について減免を行き

事業用臼産の損害額がその事菜用資産の価額の％。以上で、 昭和57年中の事業所合

偲人の事業税を第5-5-1表の区分によ

免

ア、個人の事業税

（ア）

金額が600万円以下である者に対しては、

減免する。

第 5-5-1表

滅 免 率 表

減

立以上立未漉
1 0 10 

免

業の所得
5_lO 

以 上

300万円以下
50 
100 

100 
100 

300万円を超え450万円以下 贔
450万円を超え600万円以下

12.5 
蓄

飴

□IOO

，＇ー」

1イ）住宅又は家財の狽害額がその住宅又は家財の価額の％以上で、

個人の事業税の全額を減免する。額が300万円以下である者に対しては、

イ、不動産取得税

（ア） 不動産の取得後に災害により滅失又は損壊した場合は、不動産取得税を第5-5-

の区分により滅免する。

第 5-5-2表

滅 免 率 表

区分 の 程 度

殷

地

・

宅

地

2 "',. 4 被害面柄が一以上一未満10 10 

被噛面積が森以上森未満

6'", 8 被害而積が一サ入上一ー未満10 10 

8 
被害面栢が一以上10 

I 1下患悦等に麟を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とI家 する場合で、当該家屋の価格 2/10犀 4/10未満の価値を減じたとき

戸、内壁、外壁、建具等に損峠を受け、居住又は使用目的を著しく拍じた湯
合で、当該家屋の価格の 4/10以上6/10未満の価値を滅じたとき

I主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の l
屋 i6/10以上8/10未満の価値を減じたとき

全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、復l日不能のと
き又は当該家屋の価格の 8/10以上の価値を減じたとき

免一

“-10-
引

-10-81-lo-lo-lo-“-10

滅
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Iイ） 災害を受けた不動産に代わる不動産を災害を受けた日から 3年以内に取得した場合は、

災害を受けた不動産の価格に上記第5-5-2表の区分により算出した税相当額を減免す

る。

ゥ、自動車税

災害により 1月以上運行が不能となった地域（運行道路区間が 10 Km以下のもの）に所在

する自動車については、巡行不能月数 1こ 7．½oo を乗じて得た額を滅免する。

（この減免は、既に納期限の到来しているものについても適用する。）

エ、自動車取得税

災害を受けた自動車に代わる自動車を災害がやんだ日から 3月以内に取得した場合は、災

害を受けた自動車の価額に第5-5-3表の区分により算出した税相当額を減免する。

第 5-5_3表

滅 免 率 表

損 害 の 程 度 滅 免 率

森以上森•未満 I・ 蝸
森以上森未満

斡
100 

森 以 上
100 
国

ォ、自動車税の課税保留

自動車税については、減免のほかに、災害により滅失又は自動車としての用途を失った場

合において、申立てにより課税保留の取扱いを行う。

14) 県税の減免額

個人1事業税 I不動i取得税 1 自↑車税 1 自動：取得税 1 個 人1県民税 1 計

件数金額件数金額件数金額件数金額件数金額金額

74 
干Fl

1. 772.. I 5 I 2,809 
千円

3
 

千円

5"・1 316 5, 716.,五蒻］39,896門五，19i"

2. 市町村税の減免

災害が発生した場合には、地方税法の規定に基づいて、それぞれの市町村の条例により税の減免

の措i性がとられることとなっているが、その減免の割合は概ね次のとおりであり、今回の 7月豪雨

災害で、県下の被災市町村においてもそれぞれ住民の必要に応じ、市町村民税、固定資産税、国民

健康保険税等の減免を行なった。
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l 1 1 減 免

△個人の市町村民税、眼民税（地方税法第323条、第45条）

九災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し、ま t，

は免除する。

（ア）

（イ）

｛ウI

納税筏務者が死亡した場合

生活保詭法の規定による生活扶助を受けることとなった場合

隣害者となった場合

全

全

部

部

1 0分の 9

ィ、災害により、その者の所有に係る住宅または家財につき災害により受けた損害の金額が

の住宅または家財の価格の 10分の 3以上であるもので、前年中の地方税法第 23条第1

第 13 たは第 292条第 1項第 13号に規定する合計所得金額が400万円以下であるも

のに対しては、第5-5-4表の区分により軽減し、または免除する。

第5-5-4表

i 
軽 滅 ま た は 免 除 の 割 合

合計所得金額—-- --

200万円以下であるとき

1| 300万円以下であるとき：

| 3 00万円をこえるとき

損害肛度I1 o分の 3以上 10分の 5未満のとき I 0分の 5以上のとき

2 分

4 分

の 3
3
^
 

全 部

の ー 2
 

分 の

8
 

分 の 1 4
 

分 の ー

ゥ、冷害、諫霜宮、干害等の場合

（省 略）

△固定資産税（地力税法第367条）

その者の所有にかかる固定資産につき災害により揖害を受けた者に対しては、第5-5-

表及び第5-5-6表の区分により怪減し、または免除する Q

ア、土 地

（アi農地または宅地

第5-5-5表

揖 害の程

被害面栢が当該土地の面積の l0分の 8以上であるとき

度 軽誡または免除の割合

部全

” 
10分の 6以上
1 0分の 8未満であるとき

1 0分の 4以上
l 0分(J)6未満であるとき

10分の 2以上
10分の 4未諜であるとき

I 0分の 8

99 1 0分 0)6 

’’ 1 0 分の 4
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1イ）農地または宅地以外の土地

（ア）に準じて軽減し、または免除する。

ィ、家屋

第 5-5-6表

繹、流失、：没等によ二家屋の原：をとどめ；；いとき、：たは復旧不能 1軽滅または免除の割合

のとき
全

玉部分が著しく捐傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価

格の I0分の 6以上の価値を減じたとき

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住または、使用目的を著しく担
じた場合で、当該家屋の価格の I0分の 4以上 IO分の 6未満の価格を減

じたとき

下壁、性等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ修理または取替を必
婆とする場合で、当該家屋の価格の 10分の 2以上 I0分の 4未満の価値

を減じたとき

部

1 0分の 8

1 0分の 6

I 0 分の 4

ウ、債却査産

イに準じて軽滅し、または免除する。

△その他の税

「個人の市町村民税、県民税」および「固定資産税」にあげるもののほか、災害によりその

者の所有に係る家屋等について、甚大な被害を受けた者で、その者の納付すべき税の税額に

つき減免することができる。

121 期限の延長（地方税法第20条の 5の2、行政不服審祉法第14条①ただし書、第48条）

災害により、法または条例に定める申告、申諮、詰求、その他古類の提出もしくは納入に

関する期限までに、これらの行為をできないと認められるときは、その期限を延長する。

13) 徴収の猶予偵し方税法第 15条）

滅免および期限の延長のほか、災害により、納税者または特別徴収義務者がその者に係る財

産につき相当の姐害を受けた場合には適宜徴収の猶予を行なう。
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{4） 市町村税の饂免額

園人市町村

-" 免額ー｀｀［乙も額1件数1減免額 I件数 I減免額I : i l,1’ 
69°I4,0891況，440,640|6,563! 72,697竺0l997 

ロロニ43022,982，如9| 5，194| 52,255拿216i 782 

計 4,238 69,529,517 7,519| 55,422,699 ill,757i124,952,2161 1,779 } -―̀”―ぃ9,

3令 県立高等学校授業料の減免

7月豪雨により、県立高等学校のうち特に県西部の高校に在籍する多数の生徒の家庭が甚大な

。このため、県では、経済的理由により学業の継続が困難となった生徒を対象として

校の授業料減免の措四を講じる乙ととし、該当者を調査したところ、住居の全壊、流失、半堀、

殷作物の冠水等による収入の誡少等の理由で 228人0)生徒から減免の申請があ、つ

これらの申諮者の実柏を審査し、次のとおり授業料の減免を行ったe

総 額 9, l 77,000円

対象者数 226人

期 間 昭和58 7月から昭和 59年 3月まで (9か月）

減免金額 全日制課程 1年月額 6,2 O 0円

2年月額 5,6 0 0円

3年月額 5,6 0 0円

定時制課程 1年月額 1,300円

2年月額 1,2 0 0円

3年月額 l,200円

4年月額!,2 0 0円
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第 6章 功労者の表彰、感謝状及び礼状の贈呈

第 1節表 彰

県は、 7月豪雨災害における救援、救護及び応急復旧作業に尽力した功労者、団体に対して表彰

状をII普り、その功績に報いることとした。

被表彰者は 3団体と 4人で、功労概要は第6-1-1表のとおりである。

また、県笞察本部関係の 22人に対して県警察本部長から表彰状を贈った。

第 6-1-1表

表彰者名 I住 所

島根 県知事表彰

表彰 内 容

（故） あなたは、昭和 58年 7月県西部を襲った未曽有の栄雨災害に

桐木 操益田市横田町 際し、自己の危険を顧みず、益田市虫追地区住民の避難救助と財

(3 I) 産の保全に努められた功績は顕著であります。

（故） あなたは、昭和 58年 7月県西部を襲った未曽有の豪雨災害に

芝口 正勝 浜田市穂出町 際し、自己の危険を顧みず、浜田市中場地区住民の避難救助と財

(4 I) 

（故）

井上孝睛瑞穂町布施

(49) 

（故）

坂本 渉

(37) 

三隅町消防団 I三隅町三隅

＇ ヽ

石見町 ” 石見町矢上

産の保全に努められた功績は顕著であります。

あなたは、昭和58年 7月県西部を襲った未曽有の豪雨災害に

際し、自己の危険を顧みず、瑞穂町布施地区住民の避難救助と

財産の保全に努められた功戟は顕著であります。

貴消防団は、昭和58年7月豪雨災害に際し、団員挙って危

険を顧みず、住民の避難救助と財産保全に努められた功績は顕

美都町 ” I美都町都茂 I［著であります。

第 2節 感謝状の贈呈

県及び県笞察本部は、 7月豪雨災害における被災者の救援及び応急復旧作業に尽力した 70団体

と68人に対し感謝状を贈呈し、感謝の意を表した。

贈呈状況は、第 6-2 -I表及び第6-2-2表のとおりである。
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また、県笞察本部廊係の 12部署と 3人に対して知事から感謝状を贈呈し、感謝の意を表した。

第 6-2-1表
島根県知事屈 謝 状

呈 先 I§

陸上自衛隊第 13師団司令班

1 : :冒i~地 ］二；よ戸；；：；：：言i~こ：：：：言：、さ
米子駐屯地 れ、民生の安定に多大な貢献をされました。

l '， 出卸駐屯地 ここに深甚なる敬意と惑謝の意を表します。

, 99 日本原駐屯地 l '，心

I陸上輯衛隊中部方面航空隊 ＇ 貰隊は｀昭和 58年 7月豪雨災害に際し、航空機による災害ざ

ヘリコブクー隊 ll麟を要諮したところ、直ちに出動し、緊急物臼の輸送及び救

I 第 13師団 ， 急患者の諭送など苗極的に活勃され、民生の安定に多大な貢献ぇ

第 l3飛行隊 をされました。I ここに深甚なる敬意と感謝の意を表します。

陸上自衛隊 虹団は令昭和 58年7月染雨災害に際し、航空機による災害派

第1ヘリコプクー団 逍を要諮したところ、直ちに出動し、孤立地区に対し衛星通信用

1 機材の輸送及び緊急医療班の輸送など積極的に活勁され、民生の〗
I安定に多大な貿献をされました。

I 
， ここに深甚なる敬意と感謝の意を表します。

第八管区海上保安本部 貝基地は、昭和 58年 7月豪雨災害に際し、航空機の出勁を渓

麟航 空 麟 ！請したと ころ、匝ちに出動し、救急患者の翰迭に積極的な活動を

I ：され、民生の安定に多大な貢献をされました。

ここに深甚なる敬意と感謝の意を表します。

l}要：汀‘と竺、5：こご鸞：五二誓；；；ご悶
積極的に活動され，民生の安定に多大な貞献をされました。

I 
＇ ここに深甚なる敬意と咸謝の意を表します。

貿社は、昭和 58年 7月豪雨災害に際し、航空機により、

＇地に対する緊急医療班の愉送及び孤立地区の状況調査などを実施

され、県の災害救助活勁に多大な貢献をされました。

このたびの御支援に対しまして心から感謝の意を表します。

日本アマチュア無線連盟 1 貸支部は、昭和 58年7月豪雨災害に際し、直ちに無線局を開

品根県支部 局、有線遥信回線の途絶した被災地との無線通信にあたられ、災

＇害梢報の収集、提供など稽極的な活動によって県の災害救助活動と

に多大な貢献をされましたe

このたびの御支援に対しまして心から慇謝の意を表します。

日本水迅協会 賀〇は、昭和 58年 7月豪雨災害に際し、給水の支援並びに

i 中国四国地方本部 水道施設の復旧など机極的な活fil/）によって県の災害救助活動に

1島根県水道協会 ）多大な貢献をされましたo i~ 
このたびの御支援に対しまして心から感謝の意を表します0

I 

感 謝 状 の 内 容

I第八管区海上保安本部

I '， 浜田海上保安部

＇， 境海上保安部

！ ，， 西郷海上保安署

1本田技研工業株式会社

大阪支店
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第6-2-2表

島根県警察 本 部 長 感 謝 状

（団体の部）

賠呈先

石見町消防団

本部分団 i石見町矢上

住 所 感謝状の内容

桜江町消防団

市山分団 1桜江町市山

金城町消防団

第 2分団 1金城町

99 

第 3分団 I金城町

益田市消防団

第 4分団 1益田市

99 

" 

第 5分団 I益田市

第 6分団 I益田市

” 
第 9分団 I益田市

芙都町消防団

第 1分団 1美都町

御部、大長見ダム

建設事務所 1 三隅町向野田

ひかり保育園

ごんげん会

向野田自治会

栃ノ木 ” 
下古市 ” 

福浦地区”

錦ケ丘 ” 
大済”

塚ノ元 ／9 

西の郷 ／9 

律田／9

木部 99

寺廻／9

益田市七尾町

三隅町古市場

三隅町

＇， 岡見

／， 古市場

” 西河内

弥栄村木都賀

99 

99 

99 

益田市

’
 

9
,
 

” 下種町

貴0は、昭和 58年 7月豪雨災害に際し、困難な条件の

下、身の危険を顧みず、一致協力して、地域住民を避難誘等

するとともに、積極果敢に被災者を救出するなど警察活動

に協力されました。

，
 

9
,
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内田町自治会 益田市下種町
L--

1 ：こ ：： 1美；町大谷町 j 
1市山文化福祉 l 

センターI I桜江町市山

・周布小学校 浜田市周布町

県水産試聡湯 1 '， 瀬戸ケ島町

石西県民

文化会館 1益田市元町 1 

益田自勅車学校＇ ，， 安露町 ！ 
芦谷地区自治会 三隅町 i 

I二二： ／ニ
麟病院 1 99 殿町

益田赤十字病院 益田市元町

浜田市漁業 I 
協同組合 浜田市元町

浜田市施協

一本釣協議会，

石田プル工業 ： 
有限会社

贈 呈 先

局

部

察

信
警

通

区

県
管

口
国

山

中
<ti~ 

住 所 感 謝 状 の 内 容

’’ 99 

99 

益田市高津町

山口市

｝ 貧〇は、昭和58年7月栄雨災害に深し、身の危険を

うなどの悪条件にもかかわらず梢揺的に現場に臨場し、

察の検視業務に協力されまし1l :：: ：数和の二:0:：ニニ
I 
； 不明者の捜索に従事し、警察活動に栢極的に協力されま

た。

I 負社は、昭和 58年7月豪雨災害に際し、営業用無線
号

＇ 動車を利用して、現地と逸時交信し、被害状況を連絡す

l 
など警察活動に積極的に協力されました。

貝部は、昭和 58年 7月豪雨災害に際し、

信確保に当るため、直ちに職員を現地へ派逍され、災害

備活動に多大な貢献をされました。

鳥取県通信部 1烏取市

晶根県通信部 松江市殿IIJJ

福岡県警察 福岡市悔多区

管区機珈応 東公園；

I ! 

管区機動隊：広島市中区基町
(2回）

山口県誓察

1 四雪 1山口麟町 1 

’’ 
貴部は、昭和58年7月恢雨災害に際し、困難な条件ふ

克服し、被災地における通信確保に全力を尽すなど部を｀

げて支援され、災害警備活勁に貢献されました。

広島県警察

蓼

負隊は、昭和 58年 7月栄雨災害に際し、災害警備部隊'

として困難な条件を克服し、旺盛な土気と強い資任感をも

ってその任務を遂行され、災害警備活動に多大な頁献をさ、ク
唸

れました。
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嚢〇は、昭和 58年7月豪雨災害に際し、警備活動に出
さ！

動した部隊員の宿舎として長期にわたり施設を提供し、

察活動に梢極的に協力されました。



贈呈 先 住 所 感 謝 状 の 内 容

岡山県瞥察

管区機動隊 岡山市内山下

鳥取県警察

管区機動隊 鳥取市東町

広島県機勁隊 広島市中区基町

広島県薔察

航空隊 広島市中区基町

福岡県警察 福岡市博多区

航空隊 東公園

（個人の部）

口所
西村 照男 (41) 桜江町谷住郷 2594

本山 幹 (36)

な

難

ど

難

避

な

困

を

る

、

民

す

し

住

出

際

に

救

に

確

を

害

的

者

災

速

災

雨

迅

被

豪

、

に

月

ず

敢

゜

7

み

果

た

年

顧

極

し

8

を

梢

ま

5

険

、

れ

和

危

は

さ

昭

の

い

力

、

身

る

協

は

、

あ

に

た

下

、

勅

な

の

し

活

あ

件

等

察

条

誘

薔

• 
2
5
1
3
8
3
1
1
6
5
3

亭

碑

町

町

町

場

平

市

階

”

市

”

川

跡

三

古

市

市

町

津

”

田

”

隅

”

江

浜

三

⑯

⑯

⑧

⑮

⑮

⑭

 

男

一

男

人

二

博

和

順

一

義

省

顕

木

田

本

代

畑

本

々

石

山

山

大

松

佐

西田経登 (54)

田中正文 (27)

斉藤聖吾 (38)

西田為喜 (38)

西田達也 (47)

新田神造 (55)

山根邦夫 (40)

99 ,, 2253 

" " 1106 

99 99 

" " 251 

" " 1602 

" " 973 

" " 301 

” 下古和 609

感謝状の内容
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贈 呈

義夫:44)1三：町／／［
金城町波佐イ974 ' 

平七 (61)I浜田市河内町 1583

三湖lllJ矢原441

感 謝 状 0) 内 容

~
ー

^
9
,
v
 

3
 

7
 
，
 

6
 
，
 

ロ

6

3
9
7
2

町

町

廂
~
府

”
 

坂野

上

国

村

市

栄

9

田

”

弥

浜

＇ 

⑩

②

g

g
⑯

⑳

 

（
 

ョ

規

文

明

昭

紀

ク

嘉

政

正

義

寿

キ

木山

見

浦

藤

原

我

木

林

浦

浦

々

篠

曽

相

西

三

三

佐

水

海

消

能

後

永

三

斎

シ

r
9
 

っ

9
(56) 

正経 (33)

貞子 (74)

中村

渡 謙二 (27)

竹森

三賀森昭彦 (18)

光夫 (47)

！上山

三浦

田中

坂辻

：岩本

＇中村

島内

堀

；田中

山本

桧谷

川畑

；杉内

l南海

茂 (54)

裔； （33) 

99 

99 

弘子 (47)

衛 (43)

麟 (26)1 '， 三隅616

武雄 (56) 金城町波佐イ 554

グヽ

，
 " 

99 

99 

” 

99 

’’ 

，， 492 

下古和846

99 

99 

’’ 

99 

842 

向野田 284

イ588

667 

三隅町三隅430

512 

(41叶金城町波佐イ 366
I 

佐々山忠幸 (30)i 
一男 (59)1浜田市内村町 1540

島吉 (72)1益田市七尾句 ll， 
勲 (39)

(32) 

"イ 506

l 
中吉田町541

匹見町広瀬イ 180
I 

義高 (35)I益田市西平原町45

(22) 益田市戸田町イ 344

啓ー (58) ,9 赤雁町口 155I 
政雄 (63)1 'f 99 口 1501 

正八 (42) 〗美都町山本イ 274

浩應 (34) 益田市幸町4

兼夫 (61)I " " s 
l 

談 (50)I " 本町 4 1 
く 1

99 幸町 4

昭和 58年 7月袋雨災害に際し冷困難な条

件の下、身の危険を顕みず、迅速的確に住民を避難誘

し、あるいは、積極果敢に被災者を救出するなど筈察活

動に招力されました。

あなたは、

" ” 6
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贈呈先 住 所 感謝状の内容

大谷陽一郎 (52)益田市幸町 7

石川義已 (34) ，＇ ”7  

永見信弘 (64) 三隅町三隅 470

中村哲夫 (52)三隅町三隅 1346

寺井 勇 (39)I,, 西河内 488

大屋 温 (60) ”岡見681

栗山美徳 (63)I ,, 河内 753

岡山定江 (83) 浜田市治和町511

花田 カズ (74) ” 内田町 1100

小林好男 (57) 弥栄村木都賀イ 506

中島界祐 (62) 益田市津田町 1268

大屋 孝 (75) ”下種町 1199

大谷己已四 (53)美都町仙道804

野上鉄蔵 (50)三隅町三隅 1442

一

、

あなたは、昭和58年 7月栄雨災害に際し、身の危険

を伴うなどの悪条件にもかかわらず苗極的に現場に臨場

し、警察の検視業務に協力されました。

第 5節礼状の発送

今回の災害に際し、多額の役援金及び義援物臼がおくられるなど、全国各地から、人的にも、物

的にも多くの救援の手がさしのべられたことに対して感謝の意を表するため、礼状を送ったが礼状

の内容及び発送状況は次のとおりである。

＜礼状の文面＞

謹啓 時下益々御消祥のこととお疫び申し上げます。

去る 7月 20日から 23日にかけての島根県西部地域を中心とする集中豪雨は、本県災害史上未

曽有の被害をもたらしました。

特に山地の崩壊、中小河川のはんらん等によって、死者・行方不明者107名、被害総額も 3,500

億円にたっするなど多くの人命と物的被害を蒙ったことは、大きな痛手でございました。

災害発生と同時に全国各地の皆様方から暖かいお見舞いと救援の手をさしのぺていただきました

ことは被災住民にとってこのうえないはげましとなり、すでに復旧に向って力強く前進を始めてお

ります。お寄せいただきました皆様方のこ・匝Il)に対し衷心から厚くお礼申しあげます。

私達は、この災害を乗り越え、 1日も早い復興に全力をあげるとともに、 2度とこのような惨禍
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を招来することのない、股かな住み良い県土を築くために、県民挙げて努力を梢み煎ねる決意で

ざいます。

ここに困中をもって重ねて御礼を申し上げごあいさつといたします。

敬
昭和58年 9月

島根県知事恒松制治

第 6-5-1表

礼状発送状況

発 送 元 発 送 数

総 務 部 7 0 

企 画 部

゜牒 林 水 産 部 I 8 0 

土 木 部 I 7 6 

社 会 福 祉 部 1, 8 0 5 

環 境 保 健 部 5 4 

商 工 労 働 部

゜出 納 局

゜企 業 局 3 

教 育 庁 ， 
薔 察 本 部 I 3 

合 計 2, 3 1 0 

又、この災害の実態を永く記憶に留め今後の教訓として生かすため、

報社から出された「58.7島根県西部豪雨災害 550mmの恐怖」を県で一括購入のうえ、礼状交付

先をはじめ各関係先へ購呈した。
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余 録

災害日記

7月22日（金）

△ 1月 19日、いったん本州の南海上まで南下して活動が弱まっていた梅雨前線は、同 20日に

低気圧が日本海中部を東進するのに伴って再び北上し、次第に前線活動が活発となり、松江地

方気象台は島根県東部、西部に 18時 40分「大雨・雷雨・強風・波浪注意報」を発表して注意

を呼びかけた。

△ 2 3 : 2 0 浜田ダム放流開始。

7月23日（土）

△ 0 0 : 3 5 東部、西部に「大雨・洪水警報、雷雨注意報」発令。

△ 0 1 : 0 0頃 浜田市黒川町で自宅の裏山の崩壊による死者発生。

△ 0 1 : 3 0 浜田市が消防及び職員の非常招集をかける。

△ 01:35-02:00 浜田市内各所道路冠水により、車両通行不能となる。

△ 0 2 : 0 0 浜田ダム流入iitが洪水拡 130nl/Sに逹する。

△ 0 3 : 0 0頃 浜田市の申は小康状態となる。

△ 0 3 ; 5 5頃 益田市内で家屋倒壊による人的被害の情報が入る。

△ 04:00- 浜田～益田間にかけて同軸ケープル等の市外回線 3ルートが相次いで切断。

(0 4 ; 0 0、04 : 5 0、07 : 5 0) 

緊急に迂回｝レートを作成するも益田方面への市外屯話がかかりにくくなる。

△ 0 4 : 1 1 中国電力（株）三隅変電所が 4~5m冠水、停電。 (7月25日11時50分復旧）

△ 0 4 : 3 0頃 浜田市折居町の国道 9号線で迅路陥没。同線は全面通行止め。

△ 0 4 : 3 0 益田市役所前で床上没水家屋が出始める。

△ 0 4 : 3 5 弥栄村から「 04 : 0 0に災害対策本部を設附した。役場前の長安川が培水し

ている。」との梢報が入る。

△ 0 4 : 3 5 浜田地区災害対策本部から三隅町の梢報が入る。 「9号線通行止め。役楊附近

は停電している。消防団員全員出動中。木都賀ダムの放流i社が 346面／ S。詳

細は不明。」

△ 0 4 : 4 0 益田土木建築事務所が水防笞報第 1号発令。 「益田川の待機」命令が出る。

△ 0 4 : 4 5 益田土木建築事務所が水防筈報第 2号発令。 「益田川の準備」命令が出る。

△ 0 4 : 5 2 益田地区災対本部から梢報が入る。 「益田市赤雁地区で田中久男宅裏山崩壊。

崩土の為、自宅まで行けない。道路啓開中、また、木部地区で 1名救出。病院

ヘ搬送中。」

△ 0 5 : 0 0 益田土木建築事務所が水防笞報第 3号発令。 「益田川の出動」命令が出る。

△ 05:00-06:00頃 益田市七尾町で一級火薬庫が山崩れにより全壊、貯蔵中の火薬

-213 -



約 750ksが流出、埋没a

t:, 0 5 : 1 0 川本地区災害対策本部からi蒻報が入る。 「羽須羨村では出羽川がはんらん、ロ

立状態である。人的被春の状況は淵低中。」

△ 0 5 : 1 8 三隅町長は全町民に対し、防災行政無線で非前事態を宣言し、雌難を勧告。

△ 0 5 : 2 6 川本町災害対策本部から梢報が入る。 「02 : 3 0頃Jlj本町大字川下の前田闊

方の裏山崩岐により家屋倒壊発生。一家 3名のうち 2名の生存を確認しで｀心、

救助活動中。」

△ 0 5 : 4 0 浜田地区災害対策本部から「三隅町長が 05 : l 8 

述絡を受ける。

△ 0 5 : 4 5 益田市染羽町益田棗高校裏の益田川の堤防（左岸）が30mにわたりオーパ-

ロー c 

t:, 0 6 : 0 0 美都町内主股河川が越水、誼路冠水、山崩れが出始める。東両通行ができな

なる，

ls 06:00~ 島根県西部を中心に、全国から被災地に対する見舞い、安否確認の電話が殺

（異常ふくそうが発生）

△ 0 6 : 3 0 美都電話交換局で市外ケ・・・プル流失、市外電話発舒倍不能となる，災都町役 ．． 

}（, 
の孤立防止用無線は辿用。

△ 0 6 : 4 5 益田市本町1こ濁流が流れ込む。

△ 0 7 : 0 0 JI}本地区災害対策本部から情報が入る a 「羽須榮では河川がはんらんし

で孤立していふ役楊が十分把梶できない, 100戸以上は桜水している松様

停電している。ひどくなれば自衛隊の展請もある。」

△ 0 7 ; 0 0頃 益田川の水位は上昇し、あけぼの、乙吉地区では両岸とも溢水状態。濁流［

市街地へ流入 q

△ 0 7: 3 0 益田川0)堀川地区で益田川堤防が決地。 20戸が流失。本町や七尾町へも面訛

流れ込む。

△ 0 7 : 3 5 三隅町防災行政無線は放送室没水により槻能停止e

△ 0 7 : 4 0 益田市内電話不通となる。

△ 0 7 : 4 0 三隅電話交換局は局舎ごと水没ぃ市内や市・外通話とも不通。

6 0 7 : 5 6 県外から浜田局 (08552局）に対する一般電話が 50~ 75彩規制された。

△ 0 8 : 0 0 島根県災害対策本部を設骰。第 2次災害体制に入る。

△ 0 8 : 0 0 益田川破堤の為、益田高等蹴業訓練校に床上 3mの没水。校舎、設備、

の流失、破捐等の被害甚大。

△ 0 8 : 2 2 益田変電所 1~2m冠水、停霞。(17 : l 3復1日）

△ 0 8 : 3 0頃 浜田市内雨足が再び強くなるa

△ 0 8 : 5 0 桜江町災害対策本部から愉報が入る。 「雨は止まない。避難者は 300人。

中。孤立状態。車は不通。」
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△ 0 9 : 0 0 自衛隊島根地方連絡部から連絡幹部が派逍され県本部へ到抒。

△ 0 9 : 0 5 益田市藤谷総務部長より情報が入る。昧上 2,300戸、床下 1,100戸、家屋全壊

10戸、半壊 10戸。市内全域が停屯中。被害の詳細は不明。」

△ 0 9 : 4 5 益田川の水位は減少しはじめる。

△ 0 9 : 5 0 浜田合同庁舎会議室を避難所に開放。

△ l O : 0 0 陸I:.自衛隊出広駐屯部隊から連絡幹部が派遣され県本部へ到沼。

△ 1 0 : 2 0 益田市災害対策本部から自衛隊の派逍要諮。

△ I O : 3 0煩 浜田川が満潮と煎なり Jj/！水。新町、紺屋町、田町等冠水。

△ 1 0 : 3 0 浜田ダム最大放流{it254対／Sとなる。

△ I O : 4 6 浜田市が浜田川流域住民に避難命令。原井町の住民約40人が浜田合庁4階会祇

室へ避難。

△ 1 1 : 0 0 石見町から人t迅析患者空愉の為、ヘリコプターの要品が入る。

△ 1 1 : 1 5 益田市災濃地区で祖｛蒻者発生。ヘリコプクーの要訥。

△ I 1 : 1 5 益田川の水位が下りはじめる。

△ 1 1 : 3 0頃 三隅町岡見の須律地区で崖くずれ発生。民家 5戸倒壊。

△ l 1 : 3 0 浜田ダム放流!itl30nl/Sへ減少。浜田市内の水位は下りはじめる。

△ I 1 : 4 5 益田マルヰ味から高圧ガス施設被災の第一報入る。

△ 1 1 : 4 9 三隅町災害対策本部から情報が入る。 「1I : 4 5現在役場附近の水位は約 3

m、役場 1階0)犬井まで水がきている。全世帯停電中。屯話は不通。詳しい被

也状況は不明。」

△ 1 2 : 0 0頃 県阻部地域を中心に停屯戸数は 54,90 0戸（停電率 48形）になる。

△ 1 2 : 0 0頃 益田消防署前の国道の冠水は 20cmに減少し、車両の通行が可能となる。

△ I 2 : 3 0 桜江町に対する給水支援の為、陸上自衛隊出裳駐屯地に災害派述を要，iiio

△ I 2 : 3 2 桜江町から 10 : 0 0現在の状況が入る。 「行方不明 3名、重但 1名、 '1怪傷 l

名、全壊戸数 5戸、半壊戸数 14戸、床上没水 80戸、床下没水 200戸以上の校

様。

△ 1 2 : 4 5 第 1回島根県災古対策本部会議を開催。 （以後、 8月4日まで毎日開催）

△ 1 3 : 1 5 江律市から山阻固策パルプの取水池が水没し、収水不能になった旨連絡が入る。

△ 1 3 : 4 0頃 浜田市穂出町中場地区で限刷れ発生、死者 15名。

△ I 5 : 2 0 浜田市内の道路冠水は一部を除きなくなり、車両通行可能となる。

△ 1 6 : 3 0 日赤県支部から益田日赤への医薬品、食糧等の愉送車両の確保について要請が

ある。

△ 1 5 : 0 0 陸上輸送不能の為、県水廂試験場謁在船「恥根丸」により緊急救援物毀（おに

ぎり、牛乳、毛布）を益田市及び三隅IIIJへ悔上輸送。

△ 1 8 : 2 0 浜田市芙川地区における行方不明者の捜索の為、陸上自衛隊出雲馬l：屯地に災害

派遣を要納。
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6 l 9 : 3 0 国は「昭和58年 7月棗雨非常災密対策本部」（本部長 1国土庁長官）を設四

第 1回本部会議を開催。政府調査団を島根県へ旅逍することを決定。

△ 2 0 : 0 fJ i｛り上保安庁の巡顕）「＜ずりゅう」は益田市に救吸物疫を海上輸送＂

△ 2 l : 0 0 建設省IC「昭和58年 7月豪両建設省非常災害対策本部」を設i恥

6 2 1 : 4 5 浜田雷報屯話局に特設公衆俎話 4台を設附。

△ 2 l : 5 0 益田屯報電語局に特設公衆電話 4合を認広

△ 2 2 : 1 0 「大雨・洪水榜報、雷雨注意報」を「大雨る洪水注意報」に切り替える”

△ 県下 13市町村に災宮救助法を適11恥

0 9 : 3 0 桜江町、羽須美村

l 2 : 0 0 益田市、三隅町

1 4 : 0 O 弥栄村

1 7 : 0 0 浜田市｀石見町

1 8 : 0 0 江津市、 J11本町

2 I : 0 0 旭町 (2号屈準）

23:oo }l調町 (2号払邸）、災部町、金城町 (2号袖郎）

△ 農林水Pftm「昭打I58年 7月采雨災密対策述絡会議Jを設龍t.
△ 警察庁に「非常災害警備木部」、中国管区瞥察局に「災害習侃j本部」を設屈。

△ 消防庁に「島根“山口地方を中心とする梨中豪雨災害対策述絡室」を設四。

△ 浜田、益田の各保健所へろ水器を陸上及び油上により輸送じ

△ テレヒ＇｀ラジオを通じての伝染病予防広報を県政記者クラブヘ依頼。

7月24日（曰）

△ 0 : l 5 海上保安庁の巡視船「あわじ」は益田市、浜田市、三隅町へ救援物毀を悔」；

必。

f::.. 0 2 : 3 0 海上保安庁の巡視艇「おき」により益田市、主郷町、浜田市へ救援物毀を海

輸送。

△ 0 3 : 5 0 隆上目衛隊山口第 17普通科連隊の一部が益田市に到沿。

△ 0 6 : l 5 全ての注意報が解除む

△ 0 7 : 3 0 三関町へ救援米を輸送するため桁米 (12.600k心を手配。

△ 0 8 : 1 5～ 江律市外 7市町村へ油踏により救扱物査を翰迭i

△ 0 9 : 0 0 知ポは陸上自衛隊第 13師団長に対し、浜田、三隅、益田の各地区に 500

衛隊の派述を要'",l。

△ 1 1 : 0 0 国迅 9 号線の折届の仮修理が進み、緊急輸送~の通行が可能となる。

△ 1 3 : 0 0 浜田保健所は三隅町へ防疫、検病の状況謁在のため職艮 (10名）を派逍。

△ l 3 : 3 O 美都町防災行政無線の個別受信版用幹電池の確保渓諮が入る。

△ l 8 : 3 0 美都屯話交換局の交換機能が停止し、市外、市内とも通話不能。
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△ 2 3 : 5 1 三隅町役場に特設公衆電話を開設 (5回線）

△ 被災地への物毀等輸送に必要な自動車燃料確保の為、県石油商業協同組合へ協力を要諮。

△ 県立中央病院の医療救護班 1班 (10名）を三隅町へ派逍。

△ 災害救助法の適用市町村について、廂工業被害状況調在を実施。

△ 国の非常災害対策本部から国土庁長官を団長とする政府調荘団が来県。特に、激甚な被害の

あった益田市、三隅町、浜田市を現地謁査。

△ 治山、林追関係の被害状況調在の為、島根県森林土木協会に職員の応援を要諮するとともに

県本庁、松江、木次、出塞、隠岐の各森林土木技術職員を被災地の各事務所へ派逍すること

を決定。

△ 被災地の 3保健所（川本、浜田、益田）に対し、検病、防疫対策等に万全の措岡をとるよう

指示するとともに、今後の活動計画の樹立を指示。

△ 県立益田職業訓練校の被啓状況を把握するため、本庁職員 2名、松江職業訓練校職員 1名を

緊急派逍。

（注） 7月 25日からは、訓練校職員 11名、応援職員 3名及び登校可能な訓練生 31名～

48名（全;,1|棟生 71名中）により、片付作業を行うとともに、 27日からは建設業者

により本格的な土砂排出、流木撤去等を実施。訓純生 1名（男 58オ）の死亡が確

,i忍された。

△ 益田公共職業安定所が床」．．．没水したため、本庁職員 8名を応援派逍して復旧作業にあたり、

職場環境整備を一応完 f。

△ 被災地への物臼等愉送に必要な自動車用燃料を確保するため、 7月 24日（日）の休日にも石

油スタンド等が営業するよう、県石油商業協同組合に対して協力要諮。

△ 廂工業の被害状況把握及び中小企業被雹について、激甚災害法の適用指定を受けるため、被

害の実態調査．と被害推計の額出を行う。 （月1J記「中小企業被害の実態調壺と被害推計」を参

照）

7月 25日（月）

△ 0 8 : 3 0 局根県災害対策本部は第 3災害体制に入る。

△ 1 0 : 3 0 松江地方気象台は「梅雨明け」を宣言。

△ I 2 : 3 0 三隅大橋西詰に移動展示車による特設公衆電話 7回線設訊。

△ 1 5 : 0 0 災害復ll3関係労務対策のため、益田市役所内に臨時労務相談所を開設。

△ 2 1 : 3 0 美部屯話交換局の機能が回復し、市内通話は良好、市外通話は依然不通。

△ 益田家畜保健所へ没水畜舎消毒作業等の為0)応援職旦を派逍。

△ 島根県木材協会に対し、復肌資材の安定的な供給確保と適正価格での謁逹について協力要諮。

△ 午前中 政府系 3公廂、民間金融機関、保証協会に対し災忠対策特別金融措i位について協力

要ii’i。

△ 午 後 松江財務部は政府系 3公廊、民間金融機関等を招集し、各種の緊急対策を指示。
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△ 謁根県識会議長から島根県知事に対し｀返切な緊急対策の実駒IC:ついて要甘ね

△ 政府糸 3公廊は災害復i日臼金の貸付け制度を創設。

△ 塩詢上保安部から大誡のガス容沿が菜流中でやこの陸拍地の確保について要唄があり、閉

先と述絡の結果、八束町江島に決定。

△ 県議会は緊他常任委員長会，義を開1恥被災地謁．杜団の派逍の決定と今後の対応を協議。

△ 閲しが中小企業者に只行している労伽者住宅の被災状況を、 7月25日から 7月 27日までのI

ピ調年 （益田、浜田及び三隅地城の部戸のうち 1'1戸が床」浪水等の被害を受けた。）

△ 益田公共職業安定所が窓口業務を再俳l。

△ 股林水欧省曲査団（建設部防災課艮外 2名）が、川本町、桜江町、江津市、浜田市の現地を

△ 昭和 58年7月栄面災害対策指針（此林水廂部）作成配付

△ 浜田、益田両地方卸売市掛に対し、業務開設について依頷するととも

を実施。

△ 県LPG協会及び被災事業所に被災状況の取りまとめと緊急対策を屯話にて指示。

7月 26日（火）

△ 0 9 : 0 0 日本屯信屯話公社品根屯気通信部から衛生通信用地上局装1性空愉0)為、目術

大型ヘリコプターの派逍要請を受ける，

△ I 2 : 0 0 食中涵瞥報発令（第 1

△ l 7 : 4 5 自衛蹂ヘリコプターにより地上局装皿が芙都1期に到石。

△ 2 i : 3 0 地上局装骰を芙都屯話交換局敷地内に迎搬じ通信衛屈「さくら 2号」の中

より特設公衆屯話 8回線を開設。この特設公衆屯話で災都町長は副知事に被

状況を通報。 （災啓対策用に通信術晟を使うのは全国で初の試み）

被災者は特設公衆電話に長蛇の列をつくり、探夜になるまで磁くの肉親、

家族と安否を伝えあった，

△ 益田保健所管内の防疫、検病を支援するため、保健如ll1名を陸空路で派逍。

△ 三隅町南煎堂医院の医媒品が流失、道路は寸断されている為、自衛隊のヘリコプタ

投下。

△ 粕米を芙都町 (LOOOko)及び益田市 (300k9)へ、又、野業 (4トンfIIl台）を三隅町

緊急輸送，

△ 桜江町の川越、谷住躯及び長谷地区へ済生会江津病院の医窟救護班を派逍。

翌

△ 目民党昭和 58年 7月豪雨非常災害対策本部（本部長は二階堂幹'li長）品根県視察団が来県じs

△ 企画部次長外 2名の災害対策本部員を梢報の収狛、調整等の為、被災地iC派遣。 (7月26

Fl~8月3日）

△ 美都町から益田保健所へ検病班派逍の要硝があったが、余力がないため対応できず。

△ )侃用保険遥用事務所のうち被害事業所に対し、雁用保険特別惜i悦（災害により一時的に失

-2l8 -



する者に対して保険金を支給）について周知徹底を図るため、訪問並びにチラシ等配布。

(7月26日から 8月8日まで 14日間 被災地全域）

△ 益田公共職業安定所に本庁並びに東部各安定所から職貝 8名を派遣。

7月27日（水）

△ 0 8 : 0 0 伝染病予防、健康管理上の注意事項についてNHKテレビで広報。

△ 1 7 : 5 0 通信衛星「さくら 2号」の中継により美都町で市外回線が復旧し、全国即時通

話が可能になる。

△ 1 9 : 1 5 陸上自衛隊災害派遣部隊の一部撤収開始。

△ 国道 9号線は三隅町岡見の岡見川に仮橋を架け、全線にわたり緊急輸送車両の通行が可能と

なる。

△ 美都町二川、都茂地区へ防疫薬剤を空輸するとともに、飲料水施設復旧作業のため島根県水

逍協会技術職員 2名を派遣。

△ 三隅町の要諮によりバキュームカー 3台及び仮設便所 1基を輸送。

△ 益田市、三隅町の孤立地区へ医師救護班を派逍。

△ 知事が邑智郡、江津市の被害状況を視察。

7月28日（木）

△ 0 7 : 0 0 三隅町向野田～益田市吉田町間 (7.32km)について緊急輸送車両確保の為、

特別交通規制を実施。 (8月9日0: 0 0まで）

△ 1 2 : 0 0 食中消警報発令。 (7月30日 1 2 : 0 0解除）

△ 日本海沿岸 15道府県に対し、漂沼した危険物、 ドラム缶等の処岡について協力依頼。

△ 石見横田～益田間の開通により国鉄山口線全線開通。

△ 建設大臣が浜田市、益田市、三隅町の被災地調森の為来県。知事が出雲空港で要望。

△ 弥栄村の孤立地区へ医叛救渡班を派逍。

△ 県経済述、島根米穀 (KK)に対し家畜飼料の確保、輸送を要訥。

7月29日（金）

△ 浜田市外 7市町村について災害救助法適用期間の延長を厚生省へ申諮、承認を受ける。 (7 

月30日～ 8月5日）

（避難所の設i位、炊出し、飲料水の供給）

△ 2 2 : 0 0 被災地の停屯世帯はほぼ全面復旧。

△ 衆議院災害対策特別委員会視察団来県、浜田市、三隅町、益田市の被災地視察。 (7月 29

日～ 7月30日）

△ 三隅町の要諮により水道復旧作業の為、松江市技術職員の 2名を派逍。

△ 山陰放送ラジオにより被災後の健康管理について県民に注意を喚起。
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△ 松江地区消防組合は三隅IIIr救急業務支援の為、梢防救急隊を派逍。

/~ J祇用促辿住宅のうち空家になっている住宅について、）面用促準事裳団に対し被災者に開故9

るよう協議の上、人居者を決定n

（空家数 58戸のうち江律市神主 1戸、益田市安田 28戸、津和野町 1戸、浜田市熱田 2戸、

市内Illl戸、金城町 2戸の合計 35戸を入居決定）

｛公 浜田、益田の雨地方卸売市場価格の高脆について、入荷紐、販売面の十分な対策をとるよ

指沿"

8月 1日（月）

△ 0 9 : 0 0 三隅町殷協は本所 2階を仮店飩に 150品目について購売事業を再開。

△ 益田市外． 4市町村について災害救助法適用期間の延期を貼生省へ申諮、承認を受けるわ

月2日～ 8月 1j日）

（被服、疫具等の支給、死体の捜索、隣害物の除去）

△ 被災地 3市 6町における生鮮食料品及び加工食品等 62品目1)価格涸森を実施。

見Il恥桜江町、浜田市、江律市、金城町、旭町、益田市、日廊町）

f入 ，芝隅IIIJへの医脱救設班，を県立中央病院から松江赤十字病院へ交菩ヵ

△ 副知事、県議会副議長が上京し、恨及び関係槻関に対し緊急対策について陳iii。

~ 8月2日）

△ 中小企業者の災害復旧緊急資命として、知出尊決により 100億円の融臼枠を創設すると

に、既に滋査した屈制度融資貸付金について、特に被害の大きかった中小企業者に対

その佑退を 1年間繰延べるとと；こ決定。また、政府系金紐機関及び民間金熾機関におし

それぞれ融資枠の地額、既存融狡の条件変更等特別拮悩tを講じることを決定。

△ 県制度融疫の災害桔別措附についての説明会を金繰機関に対して実施。

（市町村各龍i、"．団体には 8月3日（益田地域）、 8月4日（浜田及び川本地域） 1C 

開催‘)

△ 県l即農業経営毀金（災害毀金） 0）融臼枠を拡大。

△ 県LPG協会へ流出容器の数鼠謁壺依犀

8月2日（火）

△ 参議院災害対策特別委凪会視察団が来賑、浜田市、三隅町、益田市の現地を謁泄。

日～ 8月3日）

8月3日（水）

△ 県議会石見膳発地域特別委員会を闇催し、当面の対応と復1H状況について協議，

△ 益田市の市追桜谷線啓開作業中に火薬類を発見、回収される。以降、附近で火槌頬が発見

れその都度、回収し廃棗処分を行う。
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8月 4日（木）

△ 三隅町、益田市の消泥、検病を終了。

△ 臨時島根県議会を開催し、栄雨災害対策特別委員会を設骰。

△ 島根県議会総務委員会を開催し、被災状況及び災害復旧対策について協誠。

△ 災害後の12)家生活指祁指針を作成配付。

8月5日（金）

△ I 8 : 0 0 陸上自衛隊災害派遣部隊の撤収完了。

△ 益田市外 2町村について災害救助法の適用期間延長を厚生省へ申請、承認を受ける。 (8月

6日～ 8月 12日）

（避難所の設岡、炊出し、飲料水の供給、医療の実施）

△ 国立防災科学技術センターから土砂災害の実態等調査の為来県。 (8月5日～ 8月 7日）

△ 県議会昭和 58年7月豪雨災害対策特別委員会開催。 （第 2回）

△ 益田市における火薬廊流失地区の現地調壺及び回収方法等について閃係者と協議。

8月6日（土）

△ 益田市外 4町村について災害救助法の適用期間延長を貼生省へ申詰、承認を受ける。 (8月

7日～ 8月21日）

（学用品の給与）

△ 三隅町地内 9 ケ所で応急仮設住宅の建設 (20 戸）茫i•手。

8月 7日（日）

△ 1 8 : 4 7 美都屯話交換局の市外ケープルが回復し、地上局装i性はその役割を終了。

△ 三隅町へ益田赤十字病院医旅救渡班を増強派逍。

△ 市町村が災也応急措i性を実施するため、県に対し技術職員の応援要油があり、耕地第一課及

び耕地第二課の職員 9人と1裳業閲係の県出先機槻職員 75人を浜田市外 12市町村へ派逍。

(8月7日～ 12月 17日）

8月 8日（月）

△ 1 2 : o o I唇Ii韮9号線が全面開通し、交通規制解除。

△ 知市が浜田市、三隅町、益田市の被忠状況を視察。

△ 益田爵i工会議所で社会保険よろず相談所を聞設。 (8月 8日～ 8月9日）

△ 浜田市役所、益田市役所、三隅町役場で相淡所を開設し、児窟扶促手当及び特別児童扶従手

当等の証内を亡失した者へ再発行。 (8月8日～ 8月9日）

△ 昭和 58年 7月栄雨災害対策特別委員会正副委員長及び石見地域開発調壺特別委員会委員長

が被災市町村を現地視察。各市町村の陳梢、要望を受ける。 (8月 8日～ 8月 10日）
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8月10日）

△ 被災中小企業者の今後の経営計両、貧金計面等について相諒に応ずるため、国税、県税困

担当機関、信用保証協会、政府糸金融機1災及びit町［団体等む協力を得て災宮対策臨峙窓口＾’

談所を開設。 (8月8日から 8月 10日までの 3日聞、川本｀江津、浜田、三隅、益田、 5 

域。相談を受けた件数合計 455件）

8月9日（火）

△ 益田市七尾町地区住民に対し、火薬類の埋没場所への立人猿止方を股訥<

△ 益田市で住民により火薬類の一部が発見され回収。

8月 10日（水）

△ 知事の専決処分により 7,985, 571千円の災害復l日対策を決定。

△ 披災した労働者を対象に住宅復旧資金及び生活資金の特別融資を行うため、原汽として山

労働金庫に対し 4千2百万円余の預託をすることに決定。 （知琳専決処分）

△ 火薬廂流失対策として附近仕民に注意也を紀付することとし益田和災対本部へ依頼。

8月 118（木）

△ 益田市、三隅町について災害救助法の適用期間延長を厚生省へ申訥、承認を受ける。

12日～ 8月21日）

（被）］杖、寝具等の支給へ障害物の除去、応急仮設住宅の誼エ）

△ 知事、県談会議長が上京し、激甚災害法の適用について国及び関係機関へ1猿情。

~8月 12日）

8月 12日（金）

△ 三隅町の避難所の設協及び炊出しについて災害救助法の過用期間延長を駆生省へ申請し、

認を受ける。 (8月 13日～ 8月 19日）

△ 昭和 58年 7月寂溺災害緊急代替作物栽培指針を作成、配布。

8月 13日（土）

△ 災害復lnの手引を作成、配布。

8月 15日（月）

△ 台風 5号及び 6号が本土接近中の為， 2次災害の防止について防災行政無線で全市町に指

8月 18日（木）

△ 1 3 : 3 0 県災害対策本部連絡図会議を開催、県地域防災計画巡用上の問題点につし
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議。

8月 19日（金）

△ 昭和 58年 7月豪雨の被災者に対し、住宅金融公庫の災害復興住宅狡金に上乗せして融斑する

ため「島根県災害復興住宅斑金貸付制度」を新設。

△ 県LPG協会へ被災容器の取扱いについて会報掲戟依頼。

8月 20日（土）

△ 益田市及び三隅町について災曹救助法の適用期間延長を厚生省へ申諮、承認を受ける。

学用品の給与ー 8月 22日～ 8月 26日（益田市のみ）

（節害物の除去ー 8月22日～ 8月 31日（三隅町のみ）

被服寝具等の支給ー 8月 22日～ 8月 31日 ） 
8月 22日（月）

△ 浜田 rti外 3市町について災害救助法の適用期間延長を厚生省へ申品し、承認を受ける。 (8 

月 23日～ 9月 1日）

（住宅の応急修理、学用品の支給）

8月 23日（火）

△ ithl検定所が被災地の計批器の無料検壺を実施。 (8月23日から 8月 26日までの 4日間、

益田 I|j内 11ケ所）

8月 24日（水）

△ 0 : 0 0 三江線全線開通。

8月 25日（木）

△ 県議会昭和 58年 7月袋雨災害対策特別委員会開催。 （第 3回）

8月 26日（金）

△ 三隅町役場、窓口業務の一部再開。

8月 29日（月）

△ 災雹復旧土木関係第 1次現地森定が始まる。 (8月 29日～ 9月 2日）

8月31日（水）

△ 益田市における流出火薬類の回収排土作業開始。
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9月 1日（木）

△ 県が災憲応急措似を実施するため他県に応援を要泊していたとこる、 18県から 55

技衛者の派逍を受けた, (9月 1日～ 10月 31fl) 

△ 災害救助法の適用市町村がなくなる。

△ 昭和 58年 7月袋雨災害の被害状況 9月 1日現在で確定。 (361, 487, 982千円）

9月2日（金）

△ 関係府県市町村に対し、涼流危陵物、 ドラム缶等¢)処理について協力依頼名

9月5日（月）

△ 三隅町は災害復ir，1を迅．速にすすめるため、災害対策室を設訊，

D, 10:00 県災害対策本部は第 3災害体制を第 2災害体制に切り替え。

9月8日（木）

△ 三隅町において1:I1小企業者tJ)災害対策臨時窓口相談所を再度開設。

9月9日（金）

△ 昭和 58年 7月栄雨を激甚災害に指定することについて閣誠決定。

9月 10日（土）

△ 全国知事会において知柑が感謝挨拶。

9月 12日（月）

△ 0 : 0 0 山陰本線は三保▼三間～益田間が開通し｀ 51日ぶりに全線開通さ

9月 13日（火）

△ 昭和 58年 7月裂雨を激甚災害に指定。 （政令第 195号）

9月14日（水）

△ 第 1回「島根県益田市、三関町防災都市構想策定委員会」開催。

△ 中小企業に対する県制度融狡の特認措四についてや商工団体、金融機関等へ協力依頼。

△ 流出火薬類回収排土事業終了。

9月20日（火）

△ 災害応急措置を実施するため、他県に牒業技術職員の応援を要諮していたところ 16

が決定。 (9月20日～ 11月 19日）
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9月 26日（月）

△ 島根県議会定例会において、昭和 58年 7月豪雨災害救援活動に対する感謝決議。

9月 27日（火）

△ 益田市で昭和 58年栄雨災害犠牲者の合同慰盆祭を実施。

△ 計批検定所が三隈町地域の計批器の無料検祉を実施。 (9月 27日から 9月 28日までの 2日

問）

10月 11日（月）

△ 科学技術庁斑源調寵所から現地渦強に来県。 (10月 11日～ 10月 14日）

10月20日（木）

△ 中小企業に対する県制度融貧の特認措戦について、市町村、商工団体及び金融機関への説明

会を開催。 （浜田、益田及び川本地域）

10月24日（月）

△ 第 2回「島根県益田市、三隅町防災都市構想策定委員会」を開催し、品本構想を審議。

10月 25日（火）

△ 県議会昭和 58年 7月豪雨災害対策特別委員会開催こ （第 5回）

11月 24日（木）

△ 県議会昭和 58年 7月豪雨災害対策特別委員会開催。 （第 6回）

12月 12日（月）

△ 消防庁及び（財）消防科学総合センターから現地調森に来県。 (12月 12日～ 12月 14日）

12月 14日（水）

△ 第 3回「島根県益田市、三隅町防災都市構想策定委員会」開催し、答申案を決定。

12月 16日（金）

△ 局根県益田市、三隅町防災都市構想策定委員会から柚本構想について知事に答申。

12月 23日（金）

△ 国の昭和 58年 7月豪雨非常災害対策本部が廃止。

△ 昭和 58年 7月豪雨に伴う災害森定が終る。
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12月28日（水）

△ 1盈根県災害対策本部解散

狸由

0 国0)非常災害対策本部が 12月 238解散した乙と。

0 発生が予忠された災雹に係る危険がなくなったと認められたこと。

¢当該災害についての対応策が終了したと認められた Cと。

o公共災害（七鬼耕地、林野）のj梵定が 12月23日をもって全て完了したこと。

昭和 59年 1月 12日

△ 梨議会昭和 58年 7月豪雨災害対策特別委 （第 7回）

けij 記

中小企業被害の実態調査と被害推計

t 被害の実態細査

中小企業者の被害対策として「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」

定める特別描附を受けるため＇ ，iqエ団体の協力を褐て欲曹の実態皿府を行った内

(li 被署状況0）把探（予りiii~野在）

実態関査を迅速かつ｀円滑に実施するため、被災後ただちに被災地に戦員を派述し、被災｀＇
＇盆

況の把握に努めた。 （通廂設光課、中小企業課、工業振躾課IJ)3課合同により閲査班を編成）、

第一次調鉦 第二次閾森

益田市、炎部町 (7/34~7/26)3人

三隅町 (7/24-7/25) 3人

浜田市、金城町、弥栄村 (7/24~7/27)2人

江津肌桜江町 (?/24~？/21) 3)、
j11本町、瑞穂町 (7/24:;"7/27)3人

l2) 実態調査

粂都町 (7/30~7/31) 2人

石見町、旭町 (7/30~7/31) 2人

邑智町、大和村、羽須美村 (7/30~7/.'ll)

頓原町、赤来町 (7/30) 2人

中小企菜庁の定める「被害状況謁査要領」に品づき、特に被害の大きい 4市町を選定し、

B、C、Dの被害態様区分に応じて事棠所単位ごとに実地調壺表により実態謁骰を行った。

その結果は次のとおりである m
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対象市 調査
工 業 廂 業 そ の 他

期間
事業！従業 従業員 事業 従業 従業員 事業 従業 従業員

調森

町村名 人員
所数 1 員数

被 害総額 1人当り 被害総額 1人当り 被害総額 1人当り

被害額 i ＇ I所数 員数 被害額 所数 員数 被害額

~03 I 3. 21t 

刊’l 切 l1 

人 干" 祖 人 千円 千刊

&4~& 646 3, 999 91 I, 713 

浜田市
5人

42 749 664, 212 887 172 1, 771 2, 169, 072 !, 225 21 523 185. 298 356 
砂～ 砂

2人 20. 7% 26. 690 23. 1形

&l~8/4 150 2,835 1,759 8,878 262 3, 777 

益田市
4人

91 I, 430 4, 666, 672 3, 263 531 3, 351 11, 184, 261 3, 338 56 1, 038 !, 169, 402 1, 127 
84~& 

4人 60. 7形 30. 296 21. 496 

ー2271

8/～&  13 295 53 137 21 530 

桜江町
3人

46.：，るI
153 261,481 1, 709 2, 252 878 23 42 94, 598 12 393 345, 144 

43. 4形 57. 1彩

似l～翫4 60 I, 043 261 874 127 897 

三開町
7人

26 452 2, 306, 858 5, 104 81 279 2,072,192 7,427 42 327 1, 167, 279 3, 570 

43. 3鉛 31. 0免 33. I形

426 7, 386 2,719 13, 888 501 6, 917 

合 計 165 2, 784 7, 899, 223 2, 837 807 5, 443 15, 520, 123 2, 851 131 2, 281 2, 867, 123 I, 257 

38. 7% 29. 795 26.1% 

上段・被害数 中段・調査対象数 下段・調査率



2，被害推計

実態測在による従業員 1人当りの被害額を柚礎にして、被害根告のあった 20市町村の商工業関各f

係披害を中小企業庁の定める算式により椎計した結果：；、次のとおりである。

従業員

15,375 

9, 080 

34, 700 

中小企業被需の檄甚災害指定晶準（金県指定の場合）

R 当該災害に係る中小企業艇係被害額が当該年度の全国の中小企業所得推定額（昭和 58

は 130兆 4,200岱円）のおおむね 0,2党 (2,608低 4千万円）をこえる

R 当該災害に係る中小企業関係披忠額が当該年度の全国の中小企業所得推定額（昭和 58

は130兆 4,200億円）のおおむね 0、06形 (782億 5千2百万円） をこえる被害であり、

lの都磁府県の区域内の当該災害に係る中小企業関係被害額が当該年度の当該都辺府県の中I

企業所得推定額（島根県の堀合9,490億円）の 2粥 (189億8干万円）をこえる都道府県が・‘

以上あるもの。

◎ 今回の被害推計額は 787億5千万円余0)ためRIC該当し、激甚災四指定に必要な1関係府料を

8月23日、中小企業庁倒産対策室に提出した結果、敵甚災害指定の措誼が昭和 58年 9月9

閣滋決定された¢ただし、 J適用地域は災宙救助法の発動を受けた次(Y)13市町村0

浜田市、益田市、江律市、 JI¥本町、羽須美村、石見町、桜江町、瑞穂町、弥栄村、

旭町、三隅町、美都町。
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島根県益田市・三隅町防災都市構想策定委員会の記録

1. 委員会の設置

本県は、昭和 58年 7月、県西部を中心に記録的な集中豪雨に見舞われ、未曽有の被害を蒙っ

たが、特に河川の氾濫と土石流の流入によって、市街地が壊滅的な打幣をうけた益田市及び三隅

町については、応急工事の推進とともに、災害復旧にあわせた市街地整備について検討を行うた

め、 8月30日「島根県益田市・三隅町防災都市構想策定委員会」が設趾され、県知事から災害に

強い総合的な防災対策の上に立った新しい都市づくりの辿本構想について諮問がなされた。

2. 委員会の審議経過

島根県副知事を会長とするこの委員会は、諮問に応えるとともに被災地の一日も早い復興を願

いながら、実質 3ヶ月余の短期間で、益田市及び三隅町の現地調壺も含め、長期的展望に辿づい

た総合的な防災都市構想策定のため委員会を 3回 (9月14日、 10月24日、 12月 14日）、幹事会

3回、作業部会 4回を開催し、それぞれ慎重審議を煎ねた結果次のとおり基本的方策が答申され

た。

なお、国（建設省）においても、今回の災害発生後直ちに「防災まちづくり（島根県益田市、

三隅町）検討委員会」が設置され、復興にむけての手法等の審議が行われたところであるが、県

の策定委員会に対しても、その都度、遥切な指莉、助言がなされ、今後の事業の円滑な実施が図

られるよう基本的方向で了承を得た。

3. 答申について

答申においては、第 1章で総合的治水対策と防災とを考廊した都市柚盤の賂備のための基本的

な考え方を、第 2章では、 AE本的方向に屈づいた 37施策について提言された。

◎ 答申の背屎

l. 益田市について

益田川の益田川ダム建設と河川改修事業、都市誌盤整備と建築物整備のための、住環境整

I/iiモデル事業及び街路事業等等の推進と居住牒境賂備事業について調森する必要がある。

2. 三隅町について

建設中の御部ダムの早期完成を図るとともに、三隅川支川に新規ダム計画することとし、

河川改修事業を促進する。

幹線逍路の賂備を促進し、向野田地区については、土地区画整備事業を推進する必要があ

る。

4. 答申の内容

別記「 l」のとおり
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「別記 1J 

昭和 58年 12月 16日

畠根 県 知 事恒松制治 敗

謁根限益田市，

防災都市構想策定委凪会

会長美設地忠敬

島根県益田市・一隅町防災都市構想について（答申）

附和 58年 7月眼西部を中心に記録的な搬中：淡雨に見舞われ、未曽有の被害を蒙りましたQ

特に、益田「h及び：：：閏町の市街地が壊滅的な打1位をうけた乙とを踏まえられて、 8月30日島根

益田市・三隈町防災都市構想策定委日会が設附され、島根県知事から「災害に強い総合的な1男災',

策の上に立った新しし くりの抽本構想について」諮l}りがありました。

当委員会は、これに応えますととも 1こ、被災地の一日も早い印典を願いながら、 3ヶ月余の短期間

ではありましたが、伯屯審議を屯ねた結果、次のとおり成案を得ました0)で答申を提出します。

］ 防災都市構想の基本的方向

昭和 58年7月20日以来、梅雨前線が山陰沖に停滞し、県西部を中心に活発化したため、，砧

的な集中楽申に見舞われ、各地でがけくずれ、土石流の発生し、洪水による堤防決壊、氾揺が

つぎ、死者、行方不明者 !07)ヽ 、重軽似者 l59人、羅災者 31,69? ）ヽ、彼忠総額 3 千 6 百低円余｝~

いう戦後最火規模の被害とな I¥)、社会、経済的に甚大な肌苦をもたらした＃

特に、益田市及び三閏町では、益田）1!、二悶Jl¥0)氾濫にふって、 it'街地は、泥海と化し壊絨的

な打撃をうけ、生活品盤は、根底から破壊された。

この両都市を災店に強い都市として再生させる為には、各河川説城の総合的な治水対策を施

これ等の都I！改環盤幣餅iと防災街づくりの推北が必製であるり

t 流域の総合的な治水対策の推進

本屈の石西部の地形は想峻な土地が海岸にせまっていて、河川の上中流部では11；落が狭隈f,99

山間に点在し、河川が山地部から平地部に出た比紋的狭い地域に、各河川流域の中心都市el）1h

街地がはりついている。その上令地四が第三紀節の特殊土坑地帯であり遵台風ゃ梅雨前線に，

る集中楽雨が多発する地勢的条件であることも相まって、この両都市は昔から絶えず批水、

砂崩坑等による災害に脅かされていた。
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これを防ぐためには、水源から海岸に至る水系全体について、総合的治水対策を推進する必

要がある。

④ 上流山地部の森林賂備

森林は適正に管理することにより高い治水機能を発揮するが、造林や育林の品れ、棚田の

荒廃等が、災害の要因となるので、植林や保安林の賂備等を進めると共に治山事業の推進に

より侵食、山11!.i.崩壊を防ぎ、土石流による災害を防止する。

＠ 砂防事業による流域の保全

上流山地部で山腹エ、砂防ダム、流路工によって山腹崩壊、渓流の荒廃を治め山地から過

大な土砂流出を抑制するとともに土石流等土砂災害を防ぐ。

◎ ダムの築造による洪水調節

洪水を調節する治水ダムの建設により下流の洪水流批をカットする。

⑤ 河川改修事業による洪水防御

堤防の築造、河道の賂備等河川改修事業により、計画洪水流批に耐え得る河川とする。

2. 土砂災害対策の推進

今度の大災害の特徴は、多数の死者のうちの殆んどが、土砂災害によるものであった。

これは、予想の範囲をはるかに越えた雨賊と本県特有の土坑のもろさ等によるものであるが、

今回の災忠の実態を踏まえて、十分謁森研究し、その対策を検討する必要がある。

今災害においては、特に斜面災害による被害が甚大であったことにかんがみ、被害箇所を含

めて、今後、著しく危険が予想される傾斜地に対して、急傾斜地崩壊危険区域ならびに災害危

険区域の指定を積極的に進める必要がある。

今後の指定にあたっては、危険予想箇所の見直しを行うものとするが、緩斜面においても崩

壊がみられたので、その危険度の判定方法や収扱いについて、今回の災害の実態を踏まえて、

調壺研究をする必要がある。

また、危険渓流の土石流氾濫から市街地を守るため、危険箇所の見直しを進め、砂防指定地、

地すぺり指定区域等の指定を柏極的に行う必要がある。

勿論、これらの危険な区域に対しては、防災工事を積極的に進める必要がある。

3. 防災体制の確立と推進

山間部や市街地の山麓部にも人家が密集している地区も多く、又、低地水田等で洪水時には

自然遊水池の役割を果している地区で市街化が進むところもある。

このように、没水や土砂崩壊によって、災害の発生しやすい地域では、•災害危険箇所の周知
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を図り、防災の側面から遥止な土地利用や構造物の誘忍規制を図る必要がある¢

又、気象予報、気象笞報の伝逹を迅速に行うと共に、災笞発生時の被害を少なくする為iC

報、避霊救護等の防災組織体制d)弛化を図るぺきであるが、特に 1自分達の地域は、［］分

で守る」という自主的な防災活勁を実施されることが極めて用要である。

この祝点に立って住民と行政が一体となり、迅速、的砿な梢報の伝迎体制の樅り翡を図る

防災行政無線の照飩充実、避筵均所の確俣など防災活勁¢')拠点となるコミュ；ニティ防災セ

ー等の地域防災拠点の整伽をはじめ、 ILL土防災組徽の育成強化や行政側の防災活仙の住民It

する PR等、防災教育の推進にも努めていく必要がある。

4. 都市基盤の整備と防災街づくりの推進

益田市、三隅町は、とも 1口街の中央部を祠川で分割された地域で形成されている。この

は、益田川、三隅川が住民の生活悶楼、交通、安全及び部市絞観等に大きく彩管している

はいうまでもない D とくに、今回の大災害により、都市の安全性を閥め、災雹から住民の生

財泄を守るため｀）から 3項において述べた施策の実施の外、長期的な視点に立って防災

くりを行う必要がある e

市街地における防災対策として、災害時の緊急輸送、避難路、火災時の延焼遮断岱として

迅路の整伽が不可欠である。併せて、建築物の耐裳化｀不燃化が必要である。又、公共 l冴も

の整備は、松水排除に役立つばかりでなく、健康で快遥な生活硲む叡が確保のため整備する必＇

がある。さらに、恵まれた自然環境を生かしながら、防災対策の効果を）坊長するため河川改
翠

崖菜に併せて、緑化、迎歩道の設i四及び市街地附近の地すぺり、崩壊等の危険性の大きい地域

を緑地等として把備を検討すぺきであ〇か
" /9喜

心衣

なお、以上の賂備に併せ、侶市の活性化、住民の利使の向上のため、両店街近代化事文等0
祁入を図り、 ii貨店街の賂価を検討する必要がある＜

以上の施策は、防災対策ばかりでなく、都市抽盤0狂登備として必要なものであり｀その実

方法として｝む各扉整iiii手法を利効かつ過切に組合せて実施すぺきである¢又、その補助に~

いては、災唱の復腺という視点から、特段の配屈をされるよう強く桜望する t

5`  基幹交通網の確立と推進

今［』の災害により、益田市、三隅町の中心市街地への交通、通信は寸断され、災害地は孤｀~

し、復旧作染、重機の搬入、生活物白の迎搬に大きな支間をきたした。従って、災習に強し

災迫路ネットワークを検討し、体系的に整備を図る必要がある。又、市街地内の幹線追路は、

防災空間の確保を考屈し、幅員 12メートル以上が必製であるも
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さらに、今回の災害は、道路敷外の斜面からの崩壊により通行機能が狽われたことにかんが

み、逍路事業と砂防及び治山事業が総合的に実施され、災害に強い逍路の整備が行われる必要

がある。

付 記

本委員会の提言は、 『災害に強い総合的な防災対策の上に立った新しい都市づくり』を長期的展

望に柚づいた屈本的方策を示したものである。

提言の実行は、将来の郷土の発展に欠くことのできないものであり、実効ある施策を推進するた

めには国の格段の御協力と県、益田市、三隅町及び関係住民が一体となり総力をあげ、緊急度、重

要度等を勘案しながら、梢極的、祈実な取り組みを強く期待するものである。

幸い、国におかれても、今度の災害発生から速やかに『防災まちづくり（品根県益田市、三隅町）

検討委員会』を設附され、復典にむけて、その手法等の御審議をいただいたところである。

本委員会についても、その都度、適切な指祁、助言をいただ たことを、ここにあらためて感謝

する次第である。

なお、今度のような大災害の復興にあたっては、現行の語制度を見直し、住民負担の軽減を図る

ための特別措骰等を強く要望するものである。

史に、提冨された各方策が十分反映されるよう現在実施されている各種事業の一陪の促進と、必

要に応じ既存の計画の見illしを行う等具に実りある都市づくりが行われるよう期待する。

II 島根県益田市・三隅町防災都市構想推進のための施策の方向

項 目 I 施策の方向

1. 流域の総合的な冶 1① 益田川及び三隅川については、再度災害の発生の防止のため、益田

水対策の推進 川には益田川ダム、三問川には、現在建設中の御部ダムを早期に完成

させるうえに、支川に新規ダムを 1箇所建設する必要がある。

R 市街地を洪水から防護するため、上、下流一述区間の河道改修を促

進すると共に、牒境保全に留意したエ法を検討する必要がある。

③ 異常出水に対処するため市街地の必要なところの堤内地を堅固な構

造とするよう検討する必要がある。

④ 益田市・三隅町の内水排除計l面iについては、街づくり計画との幣合

を図り、在来施設については見直し、早急に整備の促辿を図る必要が

ある。

⑤ 益田市街地の排水計画に支節を及ぼしている多田川堰は施設の老朽
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r 

:項目 I
ダ~

施 策の方 向----i I 
I !R 

化等もあり、早期に改築の必嬰がある。

：：：：：隅町の設音川及び田原！IIについてはら本川との合流部においてviI)~ I 

: I 
i 

I 

I IR 

ヽゞ¢

水位の彩智を考慇し、抜本的な河川改修の促進を図る必要がある“県ゞ

沿三閥美部線については観音川の改修計画との整合を図り、改良する ， 
必要があるむ又や周辺の地盤0)揺上げも検討の必嬰がある。

i 
I 

良好な山林は、保水能力をもっており、豪頃に対して大きな効果を
””応

! ----- ! 
発揮するので、更に、流城内の沿林や育林事業を行う必婆がある。 位

---'；：喜

I 

2, 土砂災害対策の推 1① 石西地域は、緩勾配の斜面でも崩壊がみられるので、地）、・岩石等

I < 

[ R この調釦噂づき急傾斜地崩壊危険1芯域、麟指定地、災啓危険区I巧進 と山くずれの関係を十分謡査検討の上、対策をたてる必嬰がある。 ：、

［ 域について見直しを行い、今後危険と予想される箇所について早急IC:'指定し、地区住民にその周知を図り、移転の促進、土地利用の規制等I//〗I ぷミ

I 
1 行政指埒に努める必要がある。 Ii'・

これは、地域住民の避難体制に毀する為にも必要である。
I名

I 
I R これ等の危険区域については、危険度、被害の大きさ部を勘案して

I'̀ 計画的に防災施誠の整備を礁める必要がある。

I 
：` 

④ 土砂災害危険区域の防災工事を検討しても、経済的｀社会的にみ~-し/

I その実鹿が難しい時は、土地利用の転換を図る必要がある。 ， 
I この為、防災集団移転促辿琳粟等を計圃的に実施する必要がある。「

⑤ 今回被害の大きな要因となった土石流対策として、山iはや渓床のぷ~，；
安定土砂の移動を抑えたり、移助する土石流を貯留する土石流対策砂〗
防ダムや渓床・渓岸の投食を防ぐ為の流路工等の計画的な設骰に努め

盆し

る必要がある。

R 栄雨による大鼠0)土砂の流出により、河床の変動が大きく、河岸の

没食や流路の変動の大きな区域では、堆砂土等の配害物を除去し、叶

路工9殴岸等の整仙により、河岸の没食を防ぎ、河状の安定に努める必
羹

要がある。

又、砂防ダふの有効的維持管理の為ャ定期的に堆砂土を除去する必！，t
要があるむ

• 9: 
R 山1/g崩壊や、土石流の動きを泄やかにキャッチする為＂啓報計器の慕

設噌や箸報ツステ j^ の研究愧発を進める必嬰がある。 1 
I ⑧ 特に土石流危険渓洸を表示すると共に、土砂流氾濫区域を検討し、

その周知を図るよう努める必要がある。

.. I —----------
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項 目 施 策 の 方 向

3, 防災体制の確立と ① 地域ぐるみの防災体制（目主防災組織）の育成、助長を図るためコ

推進 ミュニティー施設（集会所、近憐公園、巡動公園等）と賂合性をもっ

た備岳毀機材の保管及び防災教育活動等の場としてコミュニティー防

災センターの整備を検討する必要がある。

R 益田市については、気象惰報の伝達及び首長が発する避難の勧告、

指示等の伝逹手段として防災無線網0)群入をすべきである。又、情報

が住民全体に直ちにゆきわたるようトランペット方式及び戸別受信方

式の併用を検討する必要がある。

③ 益田市、三隅町防災の日を制定し防災意識の高揚を図る必要がある，

④ 『目分逹の地域は自分達で守る』という防災の品本にのっとり、防

災関係機関独目に実施する訓練に加えて町内会自治会単位の避難訓練

を日頃から実施するとともに、災害危険箇所の周知徹底を図ることが

必要である。この為の出蒻礎づくりを市町村は積極的にすすめる必要が

ある。

R 学校教育の場、自治会活動の中で防災教育の充実を図る必要がある，

4. 都市柚盤の幣備と ① 市街地の災害に対処するため、道路、公園を計画的かつ体系的な配

防災街づくりの推進 附、 4径備し、防災、救助活動の困難な地域を解消するための道路整備

を推進するとともに、仮設住宅、資材骰場、ヘリポートなどの救助活

動の拠点となる公園の整備を図る必要がある。

② 街づくりを推進するうえで、生活あるいは、生産活動に伴って生ず

る汚水の排除、便所の水洗化、又、降雨による没水の防除は良好な牒

境を保持する重要な要索である。この際、その機能を保持する公共下

水道を取り入れた街づくりをする必要がある。

③ 益田川及び三隅川の堤防を遊歩誼として活用し、文化追産、公園、

学校等を結び、河川と親しむ魅力ある環境をつくる必要がある。

④ 異常出水に備えるため、店舗、住宅等の建設にあたっては、批観1こ

配磁しつつ、特に、柚礎及び 1階部分を鉄筋コンクリート造等堅固な

構造とすることが望ましい。

⑤ 益田市のシンボルとして、文化造産の保存復元を図る必要がある。

特に七尾城跡を歴史公園として復元整備し、併せて避難地として広場

登坂道路等を整備することが望ましい。

R 益田市について、適切な土地利用を図るため、逍路、公園等公共施

設を幣備し、宅地の有効利用及び緑化を推進する必要がある。

⑦ 益田市（七尾、染羽地区）の都市晶盤整備と建築物整備を積極的に

-235 -



施 策 ぬ 方 向

うため、住即境整Wi'デル事業、街路市業等を推進する必帳があ

又、居住悶埠照備事業についても澗在する必要がある w

R 益田市七尾地区の被災者の生活再建と併せ、四貸住宅が多いとい

地区の特殊性から被災者のために低疵で良烈の位箕住宅の建設を検企

する必要がある。

⑨ 三開町三隅地区は、堤防d)検討に併せ、土地の高度利用と

効利用を図るため商店の共同化、昨店と一体とな，，た中高／図共同

究及ひ分，洋）住もの建設及び低附集合住宅の建設を検討する必要があ

R 三隅町向野田地区について、土地区瓢賂理事業により道路、公1蘭等

公共施設の計画的な配説を検討する必痰がある 0

⑪ 益田市七瓜本町地区の商業を活性化させるために、日用品を中心

とする近隣型商店街の整備を図り、地区住民の日常生活の孟要が綺た
忍

されるようにすぺきである。整備にあたっては、都市計廊と整合を

りながら、 il知苫街近代化事業、小売廂業店舗共同化事菜、小売商業

舗共同利用事業等の高度化事業を検討する必要がある e

⑫ 三隅町の住民の日常生活の利便性を与えるために大柏通り IC核店
＇～ 

を設四した廊店街の整備を図っていく必要があるも f支店舗）の4怪他につt
＇：尋

いては、晶度化事業として0地9じ主，i記鉛心共同店舗が屯ましく、こすい
:. 

に併せて商店街近代化事業等の芍入も検討する必要がある。

5、 晶幹交通網の確立 l① 道路の機能を分化し、それぞれに応した構造、恥境、安全対策せ

と推進 とに防災迅路矛ットワークを検討し、体系的に哨を備を図る

R 今次災害の物汽輸送の実態を考忠し、孤立地域が解消で含る地域

//)防災誼路の整備が必疫である。

R 益田市における都市計画道路の中島染羽線、沖田七尾線（仮称）

三隅町ICおいては、県追三閤美都線の市街地内骨線迅路は逝雉ある

は緊急車通行等防災空間を確保するため幅員12m以上の道賂とし、

樹等の可能な歩道のある道路幣佃を推進する必要がある。

④防災磁齢ネ ỳ }”ワークのうち、益田市においては国迅 191蛙、三

町では、国道 9号と県追の三咄美部線、三隅井野長浜線ならびにこ

らを補完する迫路として、市町村道を一体的に招備することが必喋

ある。

R 今回の災害は，道路敷外斜面からの崩壊により通行機能力囁iなわれ

たことを考慰し、道路、砂防及び治山事業施行者が総合的に防止対

を検討しら墜紺1する必要がある。
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島根県益田市及ぴ三隅町防災都市構想策定委員会名癒

区 分 氏 名 職 名 備 考

美浪地 忠 敬 島 根 県 副 知 事

土 岐 敬 祐 99 土木部長

島 根 県 高 橋 悦 郎 99 総務部長

佐 藤 総一郎 " 企画部長

田 黒 輝 夫 99 llliエ労働部長

益田市及び
神 綺 治一郎 益 田 市 長

地元代表者
渋 谷 義 人 益田市議会議長

桐 田 睛 喜 島根県議会議員

三 隅 Ill]及び
三賀森 勝 隅 町 長

地元代表者
金 谷 勝 儀 三隅 IIIJ 議会議長

土 田 好 治 島根県議会議員

1州係行政機1支l J I’ 上 靖 武 建設省中国地方建設局浜田工事事務所長

学識経験者
中 澁寿夫 新都市センター聞発闊常務取締役 臨時委員

上 田 篤 大阪大学工学部教授 " 

烏根県益田市・三隅11/J防災都市構想策定委員会幹事名筋~

区 分 氏 名 職 名 備 ょ名げ．

錦 織 弘 侃 島根県土木部次長（事務）

松 削i 忠 彦 ” 
99 次長（技術）

松 捕 災 郎 99 ” 道路課長

竹 谷 文 夫 ” ” 河川課長

宅 硝 99 " 砂防課長

島 根 県 中 村 宏 99 ” 都市計画諜長

栢 本 正 行 ” ” 下水道課長

宇 野 閲 之 " ” 建築課長

,tii 畑 典 99 総務部消防防災課長

坂 本 和 男 ” 企商工中画小労部憎企仝り部業画課調診li知断県指長祁室長
内 藤 明 99 

益 田 市 佐々木 良 益田市建設部長

隅 町 杖 田 武 秋 三隅 IIIJ建設諜長

関係行政機関 福 田 智 好 建設省中調国査地方と計建課設じ局浜田工巾事務所
森設 長
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島根県総合土石流対策の推進について

今次災罰屑汎牲者の 8割ががけ崩れを中心とした土砂害；じよるもの｀であり、こ

繰り返さないよう今後さらに土石流等の対策事業の推進と危険固所切也域住民への周知徹底、

雌髯雨砒珪準の設定、災害予密報の伝達等各f9H系機附の協力を得て防災体制り）脆備を推進する

め昭和 59年 2月6日、島根県総合土、石流対策推辿連絡会を設ii岱した。

己
さ
ぶ
＂~

 分

島根臥総合土石流対諏推進辿絡会迎営痰領

（目的）

第 1条 この梃領は、土石流、山地災害及び急傾斜地崩岐危険箇所に係る対策の効率的、

推他を図るため駄根肌総合土石流窮対策推進連絡会（以F「連絡会」という')

について必要な1i項を定めるものとする s

（所掌事項）

第 2条 連絡会は、次の事項について述絡し謡整をはかる。

!ll 関係市町村に提供する資料に関すること粒

12l 士が潰危険渓認山地災害危険姫及び、急傾斜地崩壊危険箇所の表示に関すること。

13l 笞戒避難体制に関すること e

14) その他必要な事項。

（糾結）

第3条 辿絡会の構成員は、別表の職にある者をもっりと充てる’‘

（会長）

第4条 会長は、土木部長をもって充て、副会長は、殷林水産部長をもって充てる。

2 会長は、辿絡会を代表する。

3 会長に平故あるときは、副会長がその職務を代理する<

（会談）

第 5条 連絡会は｀会長が必嬰と認めたとき、会長が招択し主宰する。

（蒋事会）

第 6条 述絡会の軍務を処理するため幹事会を骰く心

2 幹事は、第 3条別表に掲げる構成員が指名した職員とする。

3 幹事会は、事務局長が必按と認めた幹事杞ついて招集し、

-238 -

る¢



（事務局）

第 1条 連絡会に事務局を附く。

2 事務局長は、砂防課長をもって充てる。

（その他）

第 8条 この要領に定めるもののほか、連絡会の迎営に関し必要な事項は、会長が連絡会にはかっ

て定める。

附則

この要領は、昭和 59年 2月6日から施行する。

別表

会長

副会長

島根県土木部長

” ’林水廂部長

建設省中国地方建設局河川計画課長

99 99 逍路管理課長

林野庁大阪営林局治山課長

松江地方気象台防災業務課長

島根県総務部消防防災課長

,, 11林水産部森林保全課長

” 土木部道路課長

” ” 河川課長

” /， 砂防課長

99 /， 都市計画課長

” '， 建築課長

” 警察本部警備第二課長

益田市長

大田市長

加茂町長

金城町長
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危険物等の流出の記録

11) 危険物（石油類）ドラム缶、 LPガス容器の海上流出

益田）II、三隅川及び江ノ）11水系の危険物屋外貯絨所や事業所に、一般家庭等から｀危険物

油類）ドラム缶やLPガス容器が濁流1このって大凪に日本海海上に流出した。

海上流出した危険物 i”'ラム缶等は、家屋の廃材等と共に日本洵沖を涼流北上し、 25日

が海上保安部により掲収され、八束町If'.陸拐げされたが、大部分はさらにItLを続けた。し恩は

本海沿岸の府県に対して、襟流涼布状況についで情報辿絡を要諮した。裸流した危険物ドラ

等は、海上保安部により 28日夕方舞鶴市に1蒻収陸楊げされたのをはじめ、京都府、福井賑、

県節の日本海沿岸市町村の池に陸揚げされ、一部は各地地元漁協により陸揚げされたものもあ

て富山県や新潟県からも連絡をうけた。

県は悔上保安部の要諮を受け泄楊げ先市町村に対して、危険物ドラム缶等の引受けと処理に’',9
餐．

いて依頼を行うとともに、駄石油協同組合や県LPガス協会に対して陸揚げ先市町村の処理にあ

たっての協力支援を依頻した 3 陸掲げ先市町村では引受けの際に消防機関等の出動をもっ

物ドラム缶等の安全保管を行って二次災也の防止に努めた。

こうした1準1は今まで少なかったため、 ili後の処理について、陸掘げ先市町村から照会が恥応

相次いた＾。とれに対して県は、海上保安部と密接な連絡をとりながら、陸掲げ先市町村における処理

の促進を図るため、石油協同組合浜田支部県経済連や限LPガス協会に危険物ドラム缶等の選失，9，

者の意向のとりまとめを依頓した。その結果、追失者の全員が所有権0)放涎をするということで

意向がまとま.,たので、関係市町村に対して各団体から提出された所有樅放梨｛りを送KI• し、

村においてそれぞれ処理されるところとなった、〗

なお、危険物（石油類ドラム缶）等の流出及び回収状況については第 1表、関係市町への依頼’み

については、別記「昭和58年7月

おりである。

る涼流危険物ドラム缶等の処理について（依頻）」の

第 1表 昭和 58年 1月豪雨による危険物（石油類）ドラム缶等漂流物状況

竺・-1I1・ ;島;竺根県＿1I•四八二束町

今井商市
油類） ドラ 1江バ！水系！I 

261 I桜桜江江町石）油塁協なと］1：: ： , I舞鶴iii 宮律市ム缶 I 

' )収都府 lI丹後町 網野町ほか
凡根県経椅辿 Ii , 

三隅川水系 I
二’隅給油所

270 I '“'/すヤ.., II 福井県 敦鉗市小涙市

な
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叩 t物

LPガス容

器固流出又

は紛失本数。

回収状況は

各県へ涼沼

した高圧ガ

ス容器の合

計。

別記

流

流出源

益田川水系

A ロ 計

浜田市

那賀郡

江津市

益田市

邑智郡

美濃郡

屈岐郡

＾ ロ

計

出 状 況

数批 備 考

本島根アボロ

500 
益田石油

永瀬石油

石見商事など

I, 031 

191 

I, 120 

40 

539 

130 

77 

35 

2, 132 〖58.9.1現在調爺分）

殿

回 収 状 況

保 ” g 場 所 数屈

金沢市七尾市 本

石川県
輪島市珠洲市

116 
羽咋市富来町

志賀町 門前町ほカ

合計 1, 007 

島 根 県 八束郡ほか 2市 28 

秋 田 県 西津市ほか 5市町 2 

烏取県 烏取市 1 

界 都 府 舞鶴市ほか 2町 20 

福 井 県 敦賀市ほか 1町 8 

石川県 金沢市ほか 10市町 142 

窟山県 永見市 I 

新 潟 県 両津市外 9市町村 12 

合計 (58.12末日現在報告分） 214 

消防発第 220号

昭和 58年 9月2日

島根県消防防災課長

昭和 58年 7月豪雨による涼流危険物ドラム缶等の処理について（依頻）

「昭和58年7月豪雨」により当県西部から／毎上に流出した危険物ドラム缶及ぴ高圧ガス容器等が

貫市町に襟流し、あるいは海上保安部によって陸揚げされ、多大なお手数を煩わしているところで

ありまして城に恐縮に存じます。

当該危険物ドラム缶等につきましては、はなはだ御迷惑ながら水難救泄法により貞市町において

処理をいただくこととなりますので、よろしくお願い致します。

四市町がこの処理に要した費用は保管物の所有者または処分代金から支弁され、なお不足あると

きは四市町を管轄する海上保安部を窓口として国［ドにより補給されます。 （同法第 30条）。 保管

方法としては、換価処分して保行することもできますので（同法第 11条、第 26条）水難救護法の

迎用についての指祁機関である悔上保安部と充分な連絡を取られて処理されるようお願いします。

なお、涼流した危険物ドラム缶等の状態によっては、既にゴミ化しているものもあると予想され

ますが、この点につきましては貰市町の御判断でもって適宜処理されることに異議はありませんの
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で、よろしくお取り計いくださいむ

おぅて、上記同法第 11条に砧づく換価処分を行われる場合は、当脹業界を遥じて元売業者が売却

処分の相手）］となる等ダ）対応もありますので、必要の隊は御迎絡いただき祖すよう申し添えますサ

また、高圧ガス容器につきましては、坐県LPガス協会が買府県LPガス協会等の御協力

当該容器0)一魏表を作成中であり、所有者等を把握次第当県LPガス協会が譲渡等の処理に

一括処埋することとしておりますので併せてよろしくお願い致します＃

12) 火楳類の流出

益田市七尾町地内、通称桜谷に設四してあった火薬類販売業者所有の一級煤槃血 1棟が同地内

で発生した山地崩壊により全堰し、在庫していた火薬類が多砒の土砂、竹木等とともに下流の裏

地、住宅地等It四散した。県では公共の安全を維持するため関係者と緊密な巡拇の下に火薬類の

回収作業及び処理作業を裳施したが、その概要は次のとおりであるわ

ア 火薬類回収の概婆

流出・埋没火拠類の回収には大紐の土砂（約 4,000 rri')の排土を伴い、回収処理方法又費用

負担等その対応には非常に苫磁したが｀昭和47年災害時の熊本県の事例を参考1こして、更に通•• 

商泥業省，広恥麟窟業局並びに名方而有識者等の御指料を賜わり似肛検討を煎ねて本県と

しては次のように決定のうえ関係各機関と十分連携を保ちながら実施した¢ •入

m 火薬類の回収事業主体

災害対策姑本法第 4 条•第 5 条•第 87 条，地方自治法第 2 条第 3 項第 1

り一次的に益田市とした。

Iイ1火薬類取締行政庁として県はできる限り益田市を投助した。

o 「流出・埋没火薬類の回収処理要領」の作成。•,．．9 そ令 99 ●"別記のとおり。

0 火薬類回収作業時の立会。 （全期間消防防災課識凪、益田総務事務所載員他関係者が立会

8
 

した0)

o災＇苫復 1日事業として採択されるよう脚係部局（木県1木部令農林部）を経由して困へ毀科

を提出する等要紺した。

イ 流出・埋没火艇類回収事業

tn 益田市による流出火薬類回収堆納土砂排土事業（昭和 58年 8月31日～昭和 58年9月

日ぶ琳業費 1,243万円）

なお、火薬類回収後の土砂は全批深さ 25mの谷間（災害廃限物捨場として選定されたも

であり、将来は桐太の栽培地程度の殷地となる場所）へ排土した。

切 島根県農林部による緊急治山事業に伴う回収作菜（昭和 58年 12月6日）

Iウ） 流出｀埋没及び回収火薬類の数絋........•第 2 表のとおり。
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別記

流出・埋没火薬類の回収処理要領

島根県

L 処理方針

11) 火薬類の流出・埋没予定地域の排土にあたっては、危害予防に十分注意し、火薬類の回収を

主要な目的とすること。

12) 火薬類回収後の排土の廃棄先について、安全な楊所を選定し廃棄すること。

(31 排土にあたっては、その方法について火薬類の知識のある者の意見を聞き実施すること。

2. 処理方法

11) 排土には作業沿工前に多批の水を散布し、湿潤状態にしておくこと。

12) 作業の際は、火薬類に知識のある者が立会うこと。

131 作業に使用する機械類の巡転席には防渡装備をすること。

141 機械類の巡転は低速で槙重に行い、作業は小範囲毎ICi登理しながら実施すること。

151 機械類と排土が接する箇所には屯点的に注水すること。

161 大きな岩石等の除去にあたっては、無理な作業をすることなく、周辺の土砂を人力等により

慎菫に除去し、火薬類が残存しないことを確認した後排除すること。

171 排土は一度空地に似重に移し、火薬類の有無を確謎した後廃棄場所へ巡搬すること。

18) 火薬類を発見した場合には、火薬類の所有者は、火薬類取扱保安責任者に指揮をさせ、火薬

類取締法第 39条第 1項に柚づく応急措骰を誂ずること。

191 排土作菜中には関係者以外現場への立入りを漿じ、必要に応じ要所に笞戒人をたてること。

UO) 排土の迎搬は、飛散防止処i性を確実に行うとともに、各種事故（交通事故等）の防止に留意

すること。

3. 排土の恒久的な廃巣場所の条件

111 排土を廃菓する場所には、今後建設工事等の杭の打ち込みその他衝柴を与えることができる

だけ少ないと思われる場所を選定すること。

12) 排土の上には再び火薬類が表面に現われることがないよう別土で覆土すること。

4 関係者に対する保安教育

流出・埋没火薬類の回収に係るすべての作業などに従事する者に対して、事前に火薬類に関す

る基礎知識を教育すること。

第 2表 流出・埋没火薬類及び回収火薬類数量について

種 類 流出(kg)数批
回収事業の種別 (kg)

回収(k数g)屈 未回(収kg)数lll 回(収9る）率
市道啓開等市事業四地市事業何川舟農林部事業

ダイナマイト 451. 75 86. 2 233. 4 6 325. 6 126. 15 72. 1 

ア ンホ 220. 00 142. 5 45. 75 6. 75 195 25 88. 6 

ユーズマイト 45. 00 5. 0 5. 00 10. 0 35. 0 22. 2 

黒色火薬 30. 00 7. 4 2 9. 4 20. 6 31. 3 

計 746, 75 233. 7 291. 55 14. 75 540. 0 206. 75 72. 3 
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技術職員の災害派遣及び応援状況

県は災害応急措附を実施するため他の都道府県に協力を求めるとともに市町村から

き、県から技術識員を応援に出しiら
技術職員の応扱状況は次のとおりである。

1． 他県からの派遣状況

{1） 股業関係技術職員

12) 森林土木糊係技術職員

県 名 職

広 島 技師 2 

鼻~

徳 島 技術王任 l、技師 I
~ | ~ ~ ~— 

主任 l、技師 1

こ福岡 技師 2
技師 l

派 逍 期

58.10. 12 ~ 59. 3. 31 

” ” 
’’ 
9} 

’’ 
158,10,12,_ 

I 59. L 5 ~ 59. 3. 31 

i 58, 10, 12 -59, 3, 31 
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131 土木関係技術職員

① 他県派逍職員

県 名 職

宮 城 主任技師

技 師

福 井 技 師

静 岡 技 師

主任技師

技 師

愛 知 技 師

滋 賀 技 師

兵 廊 主任技師

技 師

和歌山 主任技師

屈 収 技 師

岡 1J.1 主任技師

技 師

主任技師

技 師

広 島 主 幹

主任技師

技 師

山 口 主任技師

技 師

徳 島 主任技師

技 師

主任技師

技 師

香 Ill 主任技師

主任技師

愛 媛 主任技師

技 師

てI叫，_ 知 主任技師

福 岡 主任技師

技 師

員

I 

｝ 2 

2 

3 

I 
｝ 2 

2 

2 

4 

｝ I 

2 

3 

2 

｝ 1 

I 

｝ 1 

I 

｝ 3 

I 

2 

｝ 1 

I 

｝ 1 

1 

｝ 1 

2 

2 

2 

｝ I 

3 

I 

｝ 2 

派 逍 期 間 派 逍 先

58. 9. 5 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. I - 58. 10. 31 益 田 土 木

58. 9. I ~ 58. 9. 30 浜 田 土 木

58.10. 1 - 58.10. 31 浜 田 土 木

58.10. I - 58.11. 30 浜 田 土 木

58. 10. 1 -558. 1 L 30 ) 1 | 本 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. I - 58.10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 /II 本 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 /II 本 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 益 田 土 木

58. 9. 1 ~ 58. 9. 31 浜 田 土 木

58. 10. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. I - 58. 9. 30 浜 田 土 木

58. 10. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 - 58. 10. 31 浜 田 土 木

58. 9. 1 ~58.10.31 益 田 土 木
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派 迅 期

佐 虹 技 師 3 I 58, 9. l -58. 10. 31 ) ； 1 本

大 分 主任技師 3 58. 9. I -58. 10. 31 益 I且 土

宮 崎 1主任技師 2 

｝ 
58. 9. 1 ~ 58. 10. 31 益 田 土

技 師

長 崎 iI 主任 伎師 I 

： 

58. 9. 5 ・~ 58. 9. 30 益 田 土

扱 師 58. 9、 1~ 58. JO. 31 がぶ99 • 田 土

技 師 58. 10. l ~ 58. 10. 31 益 田 土

熊 本 II主任技師

｝ 
浜 田 土

師
5 8ぃ 10̀ 1 ~ 58◆ 1 ] 4 30 

鹿児島 1 主任技師 2 58. 10. 1 ~,58、11.30 益 田 土

71 

R 企困府県建設技術センクー派逍識屈
9 9 9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l • • • • • • • • • • • • μ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・宵""」』

逍 期 間 派 逍

58.11. 1~59, 1.31 l」,,本師

1 I i 
59、 2. l ~ 59. 4. 30 

技 師 59. 5. 1 -59. 7. 3l 

技 師 59. 8. l •- 59. 10. :ll 

I ' 
宮 城 I技 師 58. ll. l ~ 59 I. 31 

｝川本土
技 師 59. 2. 1 -59. 4. 30 

岐 阜 技 師 58.11. l-59. 4貪 30 浜 田 土

箪 技 師 l 

I } 58. 10. 1 ~ 58.11. 30 浜 田 土
技術瓜

高 知 技 師 I 

I 
58, 1 L I~ 58, 12. 31 益 田 土

佐 賀 技 師 2 58, IL l ~ 59.10.31 益 田 土

熊 本 技 師 3 58, 1 L l ~ 59 10量 31 浜 田 土

技術員 4 58.11. I~ 59. 10. 31 浜 田 土

計 19 
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2. 県の派遣状況

Ill 121業関係技術職員

所 屈 職員数 間期逍-K 
3
 

派 逍 先

本庁耕地第一課 I技 師 6

本庁耕地第二課＼技 師 3

松江牒林事務所 主 幹 4

係長 1

主任技師 l 

技師 13

木次牒林事務所 I主 幹 6

I¥隠岐支庁

斐川耕地事業所

大田耕地事業所

簸川地域農村基盤
総合賂備事業所

3
1
6
 

長

師

係

技

出雲股林事務所 1 主 幹 6

係長 1

主任技師 l 

技師 10

技

主

技

技

主

技

4

1

1

2

1

3

 

師
幹
師
師
幹
~
師

8. 7-11.30 

0

5

5

7

 ー

5
 

1

3

1

1

 
．
．
 

2
 

0

0

 

．
．
 

0

0

 

l

l

1

1

1

 

~

～

~

～

~

 

7

2

3

9

7

 

2

1

 

Ri 

．

．

．

 

8

8

0

9

 

ー

8. 16-12.11 

7

7

 

1

2

 

．
．
 

2

1

 

1

1

 

～
～
 

5

7

 

Q

i

8

 

7

3

5

1

 

1

1

1

1

 

．

．

．

．

 

2

1

0

2

 

1

1

1

1

 

~

～

~

～

 

6

5

7

7

 

ー

8

8

 

R
i
,
 

1

0

3

0

3

3

 

1

3

1

3

1

1

 

．

．

．

．

．

．

 

2

0

1

0

1

1

 

1

1

1

1

1

1

 

~

～

~

～

~

~

 

7

7

1

3

1

7

 

1

3

3

1

 

．

．

．

 

c
ぃ

0

0

．
．
 

8

0

0

 

1

1

1

1

1

 

浜田市・益田市、羽須美村、瑞穂町

桜江町、金城町、弥栄村、三隅町

益田市、羽須美村、桜江町、金城町

三隅町

" 
弥栄村

浜田市、江津市、石見町、金城町

旭町、弥栄村、三隅町、美都町

川本町、羽須美村、瑞穂町

石見町、桜江町、三隅町

川本町、三隅町

浜田市、益田市、江津市、川本町

羽須美村、瑞穂町、石見町

桜江町、三隅町、美都町

益田市、旭町、三隅町、美都町

益田市、美都町

瑞穂町、美都町

浜田市、益田市、江津市、瑞穂町

旭町、弥栄村、三隅町、美都町

江津市、羽須美村、旭町、三隅町

旭町

三隅町

弥栄村、三隅町

三隅町

金城町、三隅町

計 83
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(2) 森林土木関係技術嗽飴

数

王任技師 1 7, 25 ~ 1 30 

l技師2

99 

” 
’’ 

技師 1.

技師 1.

技師 1.

松江農林事務所！技師 2,

" I技師 3,

" I技師 2， 主事 l,

" I主幹 l．技師 2艮

" I主悴 1グ

” 
木次股林事務所

” 
’’ 
” 

“ 

" 
出裳股林事務所

” 
’’ 
＇ ‘-
99 

’’ 
煕岐支庁・
森林 土 木 課

“ 
99 

’‘ 
本庁・林政課

i9 

技師 1

技師広

技師 2.

技師 3,

係長 2主幹l，技師3

技師 I

技師 3

主幹 1,

主幹 1嵐技師 1,

主任技師 1技師2

麟 1パ頸喩恥
主幹 1

主任技師 1，技師2

主任技師 L技師 1

主任技師 L技師 1

技師 2,

係長 L 技師 1

技師 I"

主任技師 l疇

99 

1

1

1

1

1

 

7

0

 

3

3

 

0

,

0

3

7

3

3

 

3

3

3

 

2
 

3

3

1

2

3

1

J

 

0

0

3

?

3

0

0

3

7

3

 

3

2

3

3

1

2

1

 

3

7

3

0

3

7

3

,

 

1

2

3

3

l

2

1

3

1

1

 

．
 9

8

8

q

i

 

9

9

9

 

5
 

8

8

9

 

9

9

9

9

 

重

も

9

9

,

8

9

9

9

7

8

8

仇

9

9

?
5
 

？
 

5
 

8

8

9

9

7

g

8

9

9

9

8

 

5

5

 

~
~
~
~
~
~
～
~
~
～
~
～
~
～
~
～
~
～
~
~
~
～
~
~
~
～
~
~
~
 

2

7

2

7

9

2

2

7

 

2

1

1

 

2

5

2

7

9

5

 

2
 

9

2

]

5

2

7

9

5

 

2

2

2

1

2

1

 

2

7

0

2

5

2

7

5

 

1

3

1

2

1

2

1

l

l

l

 

z

ト

・

&

B

0

8

 

．
、
~
＂

0

7

8

 

ぃ

●

ふ

9

8

8

9

7

8

8

&

9

 

~
9
ク

&

o

5

8

0

 

9

9

9

.

 

0

7

 

ー

8

&

8

0

7

8

8

 

l

l

l

l

 

.＇ii本、浜田、益田各閑林事務所

川本股林事務所

益田 ，｝ 

浜田 ，＇ 

浜田 ，9 

浜田 ，9 

川本、益田各殷林事務所

益田牒林事務所

浜田 99 

益田 ” 
川ぷ、益田各農林事務所

浜田、益田 グ

川本、浜田、益田各嬰林ボ務所

川本胆林ポ務所

’’ 
!11本、益田J農林事務所

ill本製林事務所

“ 
J11本、浜田各農林柑務所

浜田牒林事務所

川本 グ

川本、浜田、益田各農林事務所

川,tへ浜田農林事務所

JII木船林事務所

川本、浜田各此林事務所

川本農林事務所

浜田 ” 
益田 ，＇ 

益Il.l

浜田
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(3) 土木関係技術職員

所 屈 戦 員 数 派 遣期間 派 述 先

本庁管理課 課長補佐 4 主幹 1 8. 3 - 10. 8 川本、浜田、益田土木

99 道路課 主任技師 1 技師 11 8. 3 -12. 23 桜川江本IiIJ浜、＝田隅、町益、田土益木田市

99 港湾課 主任技師 1 技師 4 8.3 -12.15 浜田土木

99 砂防課 主畠 1 主任技師 1 8.3 -11.12 浜田、益田土木
技 2

99 都市計画課 主任技師4 技師4 8. 3 -12. 15 石浜田土木美、益田市
見町、 都町、弥栄村

99 下水道課 主幹 l 技師 5 8. 3 -11.13 浜田土木、三隅町

99 管財課 主任技師 1 8.3 -12.15 川本土木

99 漁！浩課 技師 2 8. 3 ~ 11. 26 浜田土木

” 河川課 主任技師 l 技師 1 11.14 ~ 11.19 浜田、益田土木

松 江 土 木 主任技師9 技師 14 8. 3 - 12. 10 石見町、金城町、益田市

浜田、益田土木

広 瀬 土 木 主任技師8 技師 8 8. 3 -12. 23 川本町、江津市、浜田市、弥栄村
三隅IIIJ

木 次 土 木 主任技師 2 技師 13 8. 3 - 12. 12 浜城田、 川本三土隅木
金町、 町、美都町

仁 多 土 木 技係長師 26 
主任技師2 8. 3 -12. 12 石見町、江津市、美都町

出 雲 土 木 主任技師 18 技師 II 8. 3 - 12. 3 浜金城田土町木、弥、桜栄江村町、益、川田本市町、 浜田市

大 田 土 木 係技長師 110 
主任技師 3 8. 3 - 12. 15 川本、浜田、益田土木

律和野土木 主任技師5 技師 12 8. 3 -12. 13 益田土木

西 郷 土 木 主技師幹 110主任技師 3 8. 3 -12. 15 浜羽須田美、益村田土美木都町、益、＝田市隅町、川本町

建設総合センター 主任技師 1 技師 3 8. 3 -12. 15 川本、浜田、益田土木

御部、大長見ダム 係技長師23 
主任 1 8.10-12.24 三隅町

松 江 水 産 技師 1 9. 5 - 9. 30 浜田土木

浜 田 水 産 主任技師 l 10.1 -11.12 浜田土木

企 業 局 主幹 1 技llili3 8. 3 -12. 15 川本、浜田、益田土木

住宅供給公社 技課長師補3佐1 主幹 1
8. 3 -11. 13 浜田、益田土木

土地開発公社 闘｝ 主任技師 l
8. 3 -12. 4 三隅町

賎光開発公社 主任 1 1 0, 3 ~ 1 1, 3 0 川本、益田土木

｛ 
58. 8. 8 -58. 9. 3 

｝浜田土木建築事務所本庁・樵．i巷課 技師 2
58. 11. 14 -58. 11. 26 
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” 主任技師 1 58. 10. 3 -58.1!.12 浜田土木建築事務所

1 計 1

I I 
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災 害 査 定 状 況

(1) 公共土木施設関係査定状況

河 川砂防 酒路 橋梁 合計

県工事 市 町 村 工 事 小 計 県工事 小 計 県工事 市町村工事 小 計 県工事 市町村工事 小 計 県工事 市 町 村 工 事 計

箇所 金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所金額箇所 金額箇所金額箇所金額箇所金額
松江市 20 32 369 2 3 063 22 35 432 4 13 843 8 5 099 12 18 942 24 46 212 10 8 162 34 c,,, 
鹿島町 2 2 116 2 2 116 2 2 116 2 2 116 
島 根町 1 1, 638 1 1 638 1 930 2 1 032 3 1 962 2 o coo 2 1 032 4 3 600 
東出雲町 1 2.131 1 2131 1 91Q1 1 2131 
）＼萎不、 1 1496 1 1496 1 700 I 700 2 2196 2 2196 
干 湯町 2 1 783 2 1 783 2 2 549 2 2 549 2 1 °00 2 2 549 4 4 332 
宍 道町 1 1,667 1 1210 2 2.877 1 919 1 919 1 1667 2 2129 3 3796 
中け'11 113 935 11 113 935 11 113 935 II 113 935 
広浬届町 4 7696 1 875 5 8571 , 12 10092 12 10092 4 7696 13 10967 17 18663 
面ゴこ町 1 4452 1 4452 1 646 8 7493 9 8139 2 5098 8 7493 10 12591 
大東町 3 15 740 8 13 602 11 29 342 3 2 814 30 21 459 33 24 273 6 18 554 38 35 061 44 53 615 
加茂町 4 50795 2 5527 6 56322 1 2073 1 2073 7 7013 7 7013 5 52868 9 12540 14 65408 
天 言町 13 28 224 6 9 820 19 38 044 ? 3 3心 35 34 659 37 38 057 15 31 622 41 44 479 諒48 _1_只6 101 

刀屋町 6 17 677 6 5 332 12 23 009 6 8 657 30 25 031 36 33 688 12 26 334 36 30 363 6 697 
ロ田芯 11 18. 631 19 34 203 30 52 834 2 2 476 11 29 013 13 31 489 13 21 107 30 63 216 43 84 323 

合町 4 13. 679 44 71 1 °0 0" ' ''° 1 1 713 S 20 639 37 S1' 43 71̂ 亡0 11 36 031 81 122 455 92 158 486 
喧 原町 23 64 547 28 67 429 51 131 976 h 19 379 17 106 23 125 459 29 83 926 45 173 rnn "' 、パ'';35
赤 来町 101 354 810 230 928 013 331 1 282 823 23 92 832 l1A 1 C 137 281 743 7 53 777 7 53 777 124 447 642 351 1 170 701 4 5 1 618 343 
仁 互町 18 68 598 21 36 014 39 1 ~ 9 7 072 26 46 2 _393 _5_3_，← _2fil) ^＇^ Oc 75',,, 47 82 ?22 157 892 
横 田町 29 141 510 46 62 133 75 203. 643 1 2 om 1 ?りrn 15 りワ <co 17 1777A 2 45 1713 ,u 1 .，01 235 
出雲市 12 38 766 12 ―りて；ヮp" ？ 11只16 1? S 1 SA 15 19←^。 且 50 2 12 °'o, 58 416 
平田市 14 33 319 7 22 052 21 亡C181 3 3 96: 11 1? 1砂 " 凶"llJl4 coo 1 160 ' 160 317 1 2 1 19 35 154 72,, 
斐 川町 1 10 731 1 8 986 2 19 717 1 只0父 4 5 (2 5 りnn > >喜 7 26 243 
佐 田町 22 191く 125 3 2 083 25 193 208 4 16 "',＜' 17 o, 17 '" 1 26 ?07 ?1R A2 233 361 
生 伎町 1 8 261 11 8 483 12 16 7"' 1 5094 1 5094 1 K'1 17 242 18 oc Q 3 3 14176 31 46756 
湖 誌町 1 ・07 1 437 2 1 ° 1 2 3 1 999 3 1 999 
大 社町 2 4 578 _____2 " 1 1 1 2 4 578 1 1 121 3 5 699 
大 田市 4 30 226 34 co no1 38 82 307 り' 58 406 ai 1 ( 1 •;c oo S'S') 1 oc 201 018 161 289 650 
温泉津町 3 7398 28 68--;;-;;. 71 ""'叩 ' 4 478 1 " A7o 7 7 '° cc,en ~ "' 11 19 814 75 125 894 86 145 708 
仁 摩町 3 10 923 2 o―fih 只 13 n33 7 [ 7 A 7 て言戸 o rn a 7 oc, 12 18 787 
)11本町 115 672 878 164 455 607 279 1 128 AQC 1 りo.736 1 02 ooc 126 CCC、)C OAワ CEL 7RE ？四 ''"''"  8 175346 o 175346 242 1271973 419 1187708 661 2459681 
邑智町 43 108 898 SJ 2°0 oco 124 01! oc、 りA S9 S10 84 1 A9 A AC → ^̂ ＾^F 0̂0 固0607 り 1 JC Q 798 232 5J9 206 
大 和村 109 609 066 135 475 739 244 1 084 805 14 35 343, 14 35 343 64 238 478 197 S1 s'"11 °01 六 1479 1 1119746 23. , . 0 6712 6747 4 6 2 ' 6 027 882 QQ7 QQQ C h I.Q77 
羽須美村 227 4 022 223 87 364 464 314 4 386 687 ・ 1 2 268 1 2 268 55 160,,,り 01 、'0"'11 146 446 723 5 に 1 0A Cに9 A 1 QA 90り 1 QA R £1 7 ACC R 9An 
瑞 穂町 464 2 090 094 464 2 090 OOS 6 11 168 6 11 168 61 176 835 188 406 4 SO C〇ヘヘ^ハ o n 72 74 ,31 2 970 007 107 ,ooたピ0 2 756 756 
石 見町 237 4 203 152 357 I. 585 921 594 5 789 073 35 155 766 oc 155 766 82 304 603 .，．,h "I:<)' 00 I 037 261 9 ° 113万l46 354 4 663 521 coo 2 432 °05 1 塁---;;--,,z 7ハ'5846 
桜 江町 157 1 712 078 128 1 163 790 2 2 875 868 15 218 170 15 218 170 123 700 391 309 1 023 32 1 724 1AO 11 229 347 11 229りa, o,,c ? Cワ‘639 448 2 416 889 743 5 OS? 528 
浜田市 185 2 724 037 250 1 942 994 435 4 667 031 26 2ワ08 26 472 708 284 1 591 538 875 1 Ql > 1 3 404 803 5 455 988 15 517 762 00 973 750 soo 5 244 271 1 140 4 274 021 1 640 9 518 292 
了齊市 116 1 352 156 192 885 067 308 2 237 223 139 '0 1 426 964 Q 3 5 1 °14 944 " 236 R!O 236 610 255 1 902 777 624 2 °06 ODO 如 u 3四 8777 
金 城町 227 2 127 681 476 2 421 622 703 4 549 303 30 289 0 30 289 280 191 1 094 767 501 1 082 9 8 ~ 2 177 755 6 459 8 139 074 171 s33 454 3 544 187 985 3 643 684 1 439 7 187 871 
旭 町 252 2 592 533 183 698 385 435 3 290 9藷 28 614 411 28 CJ4 411 114 心 3704 っヮC n口 女71 -¾斎『←口" 2 d6 415 11 118. 646 l 165 061― 396 3 717 063 530 1 770 902 926 5 487 965 
弥 栄村 39 506 708 96 1 315 009 135 1 821 717 27 279 118 27 279 118 149 1 231 590 473 1 579 024 000 0 614 6 68 636 8 116 539 185 175 221 2 086 052 577 3 010 572 798 5 096 624 

隅町 244 11 541. 472 168 3 653 311 412 15 194 783 20 1 498 956 20 1'00 956 303 1 RO! 606 Q]8 3 340 395 1 220 5 141 275 5 300 013 万6 700 048 1 DOD 787 572 15 142 047 1 121 7 693 754 1 693 22 R35 801 
益 田市 537 10 862 110 222 2 351 659 759 13 213 769 67 974 888 67 974 °00 246 1 230 190 1 313 3,,,5 077 1 coo 4 805 993 a 14 553 25 285 735 00 299 562 853 13 081 741 1 561 6 212 471 2 414 19 294 212 
美 都町 119 3 082. 994 100 1. 047 169 219 4 130 163 58 1 890 025 58 1 890 025 232 1 345 728 535 1 506 470 767 2 852 198 1 10,486 5 53 710 c 64 196 410 6 329 233 640 2 607 349 1 050 8 936 582 
匹見町 81 377 345 1 79 926 82 457 271 9 39 397 9 39 397 120 500 267 28 59 691 148 559 958 2 78 777 万 78 777 210 917 009 31 218 394 241 1 135 403 
津和野町 14 29434 11 6857 25 36291 2 1821 3 2321 5 4142 1 2488 1 2488 16 31255 15 11666 31 42921 
日 原 町 22 53991 22 53991 4 5982 4 5982 3 2669 6 9469 9 12138 ?9 62642 6 9469 35 72111 
ヰ木村 1 3 238 1 3 238 1 3 ?38 1 3 238 
西 郷町 2 24263 2 24263 4 10233 4 10°00 6 34496 6 34496 
元 施村 1 605 1 605 2 2 562 2 2 562 ' 3 167 3 3 167 
五竿和 26 62. 782 6 33 459 32 96 241 3 2 984 8 6 355 11 9 339 1 28 705 1 28 77, 1' 68 589 44 ,o, 
却万村 2 9352 2 6615 4 15967 2 3365 2 244008 8 4 4 55 7773 73 A 12 717 A a ハ77 R ?1 7An 

町 2 1 636 2 1 ll36 2 1 °00 2 1 636 
西ノ島町 1 4 401 1 4 401 2 2 392 2 4 995 4 7 387 2 2 392 3 o 396 只 11 788 
面主勾 1 1 233 1 1 233 1 1 233 1 1 233 

計 3, 535 万り， 044299 3 162 20 099 976 6 697' 70 144 075 346 6 535 924 346 / 6 535 924 2 461 12 344 802 7 433 19 414 792 9 894 31 759 594 28 928 550 169 3 [23 403 1Q1 , 4. 051 953 6 370 69 853'7に 0 764 42 638 171 17134(112 491 546 

砂防課関係

．~ー一 ’;-、I
---" へ、一---—
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(2) 港湾施設関係査定状況

県 工 事 市町村工事 A ロ 計

箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額

浜田市 4 40, 393 4 40, 393 

三隅町 4 106, 150 4 106, 150 

計 8 146, 543 8 146, 543 

(3) 漁港施設関係査定状況

県 工 事 市町村工事 ＾ ロ

計

箇所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額

鹿島町 1 749 I 749 

島根 町 I 389 1 389 

浜田市 3 84, 239 5 84, 239 

三隅町 2 7, 852 I I, 928 3 9, 780 

益田市 3 9, 070 8 41, 044 II 50, 114 

計 12 102, 299 ， 42, 972 21 145, 271 

141 都市局関係被害査定状況 単位：千円

申 諮 決 定

堆秘土砂
公園

下水路及
計

堆禎土砂 下水路及
計

排 除 ぴ排水路 排 除
公園

び排水路

勿J事業費 勿 事業四 ケ所 事業既 勺所 事業骰 勿9 事業毀院 事業伐 ケB事業投 ザJi事業費

県 10 56,496 10 56,496 ID 37,433 10 37,433 

市町 14 333,066 42 209,894 17 22,411 73 565,371 14 303,073 41 164,111 17 21,362 72 488,546 

計 14 333,066 52 266,390 17 22,411 83 621,867 14 303,073 51 201,544 17 21,362 82 525,979 

151 河川災害助成事業、河JII等災害関連事業関係 単位：百万円

工種 名 称
県・市町村

箇所数 延 長
事 業 四

摘 要
の区別 災害既 関 連 四 計

河 JII 助 成 '|fl " 11 135. 6 27, 502 68, 365 95, 867 

関 辿 " 28 31.l 4, 995 2, 558 7, 553 

（小計） 39 166. 7 32, 497 70, 923 103, 420 

砂 防 関 述 99 19 17. 1 2, 408 1, 323 3, 731 

逍 路 99 ’’ 
7 6. I I, 183 1, 120 2, 303 

梢 梁 " 5 0. 7 644 316 960 

（計 ） 70 190. 6 36, 732 73, 682 110,414 

河 Jil 関 辿 市町村 22 30. 5 2, 878 I, 361 4, 239 

（合計） 92 213. 4 39, 610 75, 043 114,653 
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16) 激甚災害対策特別緊急事業、緊急砂防事業、緊急急傾斜事業閲係

（単位：百万円）

事務所名 I)11 本 浜 田：益 IiH I 計~i
事業名 陶敵延長金額麟延長 金額閾戸延長金額麟延長金額 I

I[：三工□□
17) 既設公営住宅関係査定状況

考

(81 猥地、農業用施設関係査定状況

tヽ
W
"
 

松江市

烏根町

三）］屋町

吉田村

6i6 ー

1, 7 1 l 

1,534 2 1,534 

l. 150 3 2,916 5 1 4、066

1, 101 6 32, 505 l o 33, 606 

503 3 12, 730 4 13,233 

1. 351 4 1,845 7 3, l 96 .. 
15, 058 

二4□4i 洲

60,841 93 75, 899 

l1, 475 26, 96 1 l 68 38, 436 

36, 712 J 95 | 90, 

5, 213 

3,482 

""" 2 5 4 、“鴫鴫・



股 地 股 業用施設 ＾ ロ

計

箇 所 金 額 箇所 金 額 箇所 金 額

掛合町 15 9, 510 28 22, 813 43 32, 323 

頓原町 14 6, 848 43 28, 725 57 35, 573 

赤来町 182 96, 5f)8 113 130, 191 295 226, 789 

仁多町 ， 5, 769 44 71, 737 53 77, 506 

横田町 2 468 17 16, 219 19 16, 687 

出雲市 8 2, 299 12 9, 993 20 12, 292 

平田市 14 9, 425 34 48, 668 48 58, 093 

斐川町 1 982 5 3, 852 6 4, 834 

佐田町 14 4, 503 14 8, 857 28 13, 360 

多伎町 7 2, 222 ， 5, 438 16 7, 660 

湖陵町 3 !, 629 5 7, 061 8 8, 690 

大田市 66 36, 270 170 235, 109 236 271, 379 

温泉津町 19 9, 731 57 68, 537 76 78, 268 

仁限町 6 3, 139 5 15, 794 11 18, 933 

川本町 238 159, 887 213 349, 148 451 509, 035 

邑智町 107 67, 688 87 90, 449 194 158, 137 

大和村 289 190, 88C 255 505, 473 544 696, 359 

羽須芙村 252 327, 587 266 ・ 900, 264 518 I, 227, 851 

瑞穂町 577 301, 927 731 !, 191, 477 !, 308 1, 493, 404 

石見 IIIJ 602 544, 072 456 884, 521 I, 058 1, 428, 593 

桜江町 289 471, 636 259 459, 320 548 930, 956 

浜田市 250 454, 062 447 I, 552, 590 697 2, 006, 652 

江津市 134 177, 881 320 887, 561 454 1, 065, 442 

金城 IIIJ 296 330, 365 522 I, 063, 395 818 1, 393, 760 

旭 町 379 300, 173 415 833, 287 794 1, 133, 460 

弥栄村 340 288, 031 388 796, 400 728 !, 084, 431 

三隅町 594 2, 369, 374 739 2, 550, 059 1, 333 4, 919, 433 

益田市 I, 315 3, 017, 754 I, 767 4, 934, 938 3, 082 7, 952, 692 

美都町 424 804, 130 441 I, 087, 072 865 I, 891, 202 

匹見町 66 45, 884 49 131, 948 1 15 177, 832 

津和野町 2 2, 366 5 3, 509 7 5, 875 

日原町 7 2, 075 20 18, 147 27 20, 222 

西郷町 2 934 ， 10, 200 11 11, 134 

五箇村 り 507 4 19, 222 6 19, 729 

海士町 1 613 3 5, 094 4 5, 707 

西ノ島町 1 10, 779 I 10, 779 

計 6, 683 10, 126, 927 8, 232 19, 270, 361 14, 915 29, 397, 288 
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(9) 林道・治山関係被害査定状況

単位：碍
;、 9バ

三口←一r ，一，r / 

l 343 
I治！ 9 9ヽ 激特麿 ＿1、ロ

施設災

1山口i；；tt.1 :： m;＂：三—w:：：3:：： ：;「ごi
I 

^ 1 ,． 

計 1,609 6, 350, 730 l 1, 165 | 4, 389, 720 1 69. I I 
： 

計9 1 2, 252 1 22, 369, 800 

設災！ 856j 2, 518, 736 
9 -

合1, 1 85 6戸嘉三
計

C 9---1 

1 3, l08 124, 888, 536 

］三
2, 566 1 n, 504, 703 ! 70. 3 1 
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no)社会福祉施設関係被害査定状況

市町村名 施 設 名 被 害 の 概 況 韮定額（田）

三隅町 三隅町老人福祉センター 建物の一階水没、全面復旧 14, 456 

浜田市 捉渡老人ホーム 土倉庫留壁流出、、フ浄ェ化ン槽ス破椙損瑯 8, 395 

99 浜田市老人福祉センター 裏山崩壊のため一階破損 6, 206 

石見町 梢神薄弱者授産施設 裏山崩壊のためフェンス破損 477 
/-

三隅町 三脚lir母子健康センター 12, 821 

瑞穂町 瑞穂町低子健康センター 562 

江津市 都治保育所 751 

99 跡市 99 162 

桜江 IIIJ 川越 ” 30, 533 

99 谷住郷” 3, 920 

三隅町 三隅 " 39, 790 

益田市 北仙道／9 367 

" 明星 " 21,436 

99 常盤乳児園 I, 915 

99 葵 99 1, 353 

99 益田ひかり保育所 4, 581 

’’ 中須 99 133 

小 計 147, 858 

く設備整備＞

桜江町 川越保育所 218 

99 谷住郷” 747 

三隅町 三隅 99 3, 960 

益田市 明星 99 911 

" 葵 99 130 

99 益田ひかり” 1, 745 

” 中須 " !, 593 

小 計 9, 304 

A ロ 計 157, 162 
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(11) 公立学校施設関係被害査定状況 （金額jド，位：千円）

戸1市町村＼項名目＼ 

幼椎椋l l I)ヽ＇学校 中 学校 1Iヽ：~・，J 知ャJ’ そ(/) {也 合

校椒金額校数！金額 ！校娑姫額 校肪金額 I')愚庁命梱 I属似•四hむ． 金 額

2,474 2,474 
i 

！ 赤来明 I l 2 4,948 

仁多明 ,363 l 

ど3,竺688 」i 
横田町 3,686 l 

町 l 606 : l 606 

I 
本町 16,470 1 7,878: I 3 叫 348

町 [5,655 
. I —-

’ーロ~~ ニI 

大和村 ？ ； 2, 9?2 I 
羽須美村 l 3,317 I 852 2 I 4,169 

1I i瑞石穂見町町 1`  I 
I l 3,854 l 3,854 

3 2, 4 89 1 I I 2,323 
2, 73ゴ201 I ! ”― "＂a m -l 5 4 -348-,,9421-3 21 i 1 ； 全桜江町 1 、 3 35,69 l 

浜田市 e ， I I s I 15,335 2 1,396 I 3 18,413 2 3, 3 2 38,464 

江津市 l 757 3 17,458 3 19,508 ， 
1 | 7 37,723 

ー…

！ ，金城町 5 36,001 I! ' .  i . 1 I 1 7, 6昌II 』3' ．一’.13,608..

I 旭町 Ii, i 2 6主ml I ’l ! I 232’ , 1 I 6,947 

i弥栄村 i1 1 i l i l 15,540 I I I I i 14,242 2 29,782 

1言言'i42,709 ! 1 9 28l,921 I I 4 i | 2,896 i 3 [150,460 -llI -_2～◇◇! l ll,566 17 421,731 

I I 1'17,.528'3  22.449 

1 1,616 1 1,616 

海士町 三［三 ~ 2,525 
Ii~ 計~•~l ------~l .... l _.~23 2(） 129,529，_  , ： 1 l.，1_73.,，0―44 成 1.9.-9-1,5-02 
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1121 公立社会教育施設関係被害の査定

事業主体 施 設 名

島 根 県 県 立 サ ッ カ ー 場

体 育 館

瑞 穂 町 町民巡珀場

小

邑 智 町 野 球

計 131 

(13) 環境衛生関係被害査定状況

11 水逍閲係

① 上水道施設

(市'ii町："./!：キ村体名） 災害査定対象数

浜 田 市 1 

益 田 市 1 

江 津 r~ |j 1 

計 3 

計

場

141 

査定申晶額

38, 604 

174,024 

11, 452 

224, 080 

布3

-259 -

申 晶 額 森 定 額

2, 123 
千円 I, 955 千1,]

6, 464 6, 313 

2, 476 2, 426 

8, 940 8, 739 

3, 938 3, 753 

15, 001 14, 447 

杏． 定 額 備 考

34, 085 刊り

148, 315 

7, 347 

189, 747 



R
 

岡易水逍施設

ilii 

糊 陵 町

赤 来 町

温泉律 町

邑 智 町 2
 

桜 江 町 4
 

8, 955 8,335 

金 城 町 3
 

89, 035 86, 278 

旭 町 訟， 458

弥 栄 村

隅 町 2
 

127, 656 

美 都 町 4
 

30, 649 

9, 128 

: 27,359 : 

匹 兄 町 3,051 3, 05J 

計

R飲料水供給施設

市町村名
（琳業主体）

羽須美村

価 考

桜江町

金城町

.... 260.... 



2) 廃棄物関係

①廃棄物処理施設

市（事町業主村体名）） 災害森定対象数 壺定 申請 額 査 定 額 備 考

千円
849命仁 期 町 1 2, 384 

浜悶培田衛牛那糾賀合 I 4,863 I, 209 

益閑境田市衛外生組4町合 1 47, 882 10, 714、5

闘闘鱈 2 8,965 2, 336 

鼻hi 智郡 I 5, 485 I, 271.5 
境衛生組合

計 6 69, 579 16, 380 

R 災害廃棄物

市（事町業主村体名） 災害症定対象数 査定 申請 額 森 定 額 備 考

浜 田 市 1 11,110 干円 3, 443'丹

益 田 市 1 238, 071 105, 501.5 

江 律 市 I 15, 564 6,648 

JII 本 町 I 797 182.5 

邑 智 町 I 307 81 

羽須美村 I 418 106.5 

瑞 穂 町 1 318 121 

桜 江 町 I 3, 155 1, 141 

隅 町 I 225, 773 112, 244.5 

芙 都 町 1 584 285.5 

計 10 496, 097 229, 754_5 

31 その他

①火非場

市町村名
（事業主体）

益田市

災害在定対象数 森定 申納 額

7, 110 
干1,l

祉定額 備 考

fl,] 
6,535 
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根県災害年

年 号 年 月 r, 釉 被 出~ 状 況 被寄地域
年 月 9 日

大 賓 2 702 4 虫害｀ポ作 洋 紺I不明 岐

疫裳 4 6 _、飢饉 “ 出震•石見

和銅 叩 8 5 屈風雨 99 岐

天平 3 IO -~ 9 えミ 作 ’’ 石 見

費字 6 5 1 飢饉 “ ” 
99 99 9 I - 99 ]0 1 - 不 作 9/ •石見

且ぃ；
‘~ ~ 

天平・神設 飢 僻 99 石 見

” 99 99 " 

賓 fU ! 777 “ 
，， 岐

延府
I I 

不 作 出虚，石見'21 ~ -,I 602, I - ” 
’’ 24 -| 805 1 - 飢 饉 ’’ 石 見

戸澤 仁 991 -
- ！ I s22 ， 

'，" 
99 

和！， 冗―ー -1 834 i - 99 

” 
3 - I I 8361 - t " 

斉 町3 -| I 85i l - ...I ' I ’’ “ 
Jじ 剛 4 JO 14 880 11 ぉ i地 哀 宋届伶1壊多数 出 ＇よな

延
＂知1＇̂ 

6 7 l 3 905 8 3l 暴 風 細不明 詑 岐

萬 出出皿来流たう。 こ， {̂ 
fI ! 誨 3 5 1⑫5 5 洵 柑 益

康 府 元 l379 飢 饉 詳細不明 全肌下

区 訊 1503 艇

｝I 永 正 1I 九-. 15糾 飩
I 

1510 不作

I - 1511 ! I ” 

--←I 1 1`1s5-1]27 4 I 1 入 -i I -

饉 ” 
暴風・洪水 9/ 99 

- 1518 -I i 飩 ” “ 
8 1 8 1539 ， -I 水 1I 、丸心f後
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西 暦

年 宕J• 年 月 日 種 目 被 杏 状 況 被害地域

年 月 El 

天 文 ， 4 9 1540 5 25 洪 水 詳細不明 全県下

99 99 春且 ” 在且 飢 饉 ” ” 

99 11 7 1542 8 i)し 水 死者 1,300余名 大森町

天 正 3E 8 27 1573 10 5 99 斐伊川提防大i/l附近にて決泊 出 雲

99 3 4~7 1575 5~8 旦1•• 魃 詳細不明 全県下

99 6 5 12 1578 6 27 棋 水 玉造温泉全滅 出 実

” 19 6 20 1591 7 30 99 詳細不明 “ 

殷 長 フじ 7 1596 8 地 9b: 9之3 99 全県下

99 3 6 3 1598 7 6 洪 水 斐伊川堤防武志附近にて決沿 出 裳

元 和 7 5 27 1621 7 16 99 死者 2名詳細不明 ” 

党 永 ， 12 26 1633 2 4 地 狐 99 全屈下

” 10 1 12 1633 2 20 99 99 99 

” ” 5 27 99 7 3 批 水 斐伊川武志堤決泊、木次IIJJ流失 出 実

99 12 1635 99 
斐伊川堤決泊し始めて宍道湖に入 99 

る

‘’ 16 5 20 1639 6 21 99 斐伊川堤決泊し本流完全に東流す 99 

99 19 1642 飢 饉 諸l玉l共大飢饉の由なるも詳細不明 全貼下

承 應 2 1653 批 水 能義郡母里村殆んど全滅 出裳東部

99 3 1654 ” 意宇川氾濫し田畑流失多し 出 実

” 4 4~7 1655 5~8 一F—l 魃 詳細不明 全県下

党 文 3 4.8-7.28 1663 5.13~8.4 99 99 99 

“ 4 1664 多雨，不作 99 ” 

99 6 8 1666 ， 棋 水 飯梨川氾濫 出 裳

延 宵 2 6 25 29 1674 
7.28~8.l 99 死の他者捐229泊多、数家民減流収失714,4,25300堤石防そ 全て特に脹出索下） 

” 3 1675 飢 饉 前とな年のる批水により米価閲腑し飢饉 全県下

99 4 4.20~5.25 1676 6.1~7.6 森雨・洪水 詳細不明 " 

99 4 6 2 99 7 12 地 虞 死その者他7被、害負慟多数35、家足倒沿 133 石見西部

99 8 1680 不作・飢饉 詳細不明 出 雲

貞 享 3 8 3 1686 ， 20 暴風雨 家減屋収、21,堤4防00そ石の他被苫多数 ” 

9じ 録 9じ 6 3 1688 6 3 0 ~7. 1 6 謀雨・批水 減収倒42壊,0流00失石多 99 

~19 家尻 数
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i
 i 
＇ 

月

I 
録 I2 I s.12-6.5 I 1689'鯰8~7.21 枇 水減収21,520石

□ 三：：石ロ

種 曰 披 害 状 況 被害地岐

元 出 裳

一二＿三口］：！ 
“i  ll「-1 -

見
一
虚

99 

" 

“ '4 

6
 

-il706! 7 

8 1 16 " 9 I 12 

s I rn I !707 i 9 I 11 
四 99993-「;2"1←9 99 

10 

出

9
A
 

9
L
 

実

•石見

岱

7
 

99 1滅収24,430石

娘風雨
減収45,000石、家麟l泊4,7お

1羹尉、家恥倒枇62
減収5,7饂

家屈倒沿麗減収 17,080石

I 霰家釦麟 130

魃 1詳細不明

地

一

竺

批

[
'
↓
ー
！
‘
．．
 

9
 

2
8
9
6
-
旧

i
rー

-
1
8
]
9
 

」。
バ

t
l
"
1
3

五

”
1
7
-
n
 

4

"

-

8

 

7

f

1

 

、，

口
”
i
E
-

が
[
享

9

全 県下

“ 7
 

510～□三～8、26:

□il□三 三 tJi
饉 1詳細不明

I 

” 

" 

,§,~ 兵fA
 

7 : 6 1 23' ，, ！ 8 4 1 iit 

7 7 l 19口二，9

I 
,, I 9 16-71 -117泌！？～8! - 虫害・不作

9999_，9999999-- | I I_---9 -
,, I 12 15正 6,2617勿 7,8~8,13 旱魃，諏

ピ
-._」 11 | 1 1「

，， i 14 I 9 ! 14 ! 1129 I 10 ! 6 洪水

" I 17 ; ·• ! -11732 I -I - 虫害・凶作

,, I 20 ! 1 ! 11 I 1735 I 9 I 3 総風雨
i,心

i~'口5261霞-"旦" 6 洪

I ,, I " I l。I5 I,, I ll i 7 I栂雨，津波
i I I I l 

“ 水

水

家凪洗図40失,．1769家ふ屋石減倒収樅、29流,2失709石28ー, 1 出 慮
疇減収 象 I ,, 
詳細不明 石 見

滅JIRl6,850石（出丞）

減収 18,732石、家屋流失多数 出 州公’ 

減収 145,680石、享保の大飢饉 全 県下

詳細不明 石 見

浜田市投水、四岐認牛馬朗死多数 石見• 9烈岐

磁梱饂鱈I船船珠破破1担損、15行43145．方臨96不（(J!l把明出註雲、6支家））、即死麟者5630 I 全 眼 下
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西 ）替

年 号 年 月 日 種 目 被 害 状 況 被害地域

年 月 日

天 文 3 5 12 1738 6 28 洪 水 減和収野傾5,）413石、堤防決泊多数 (/It 石 見

99 4 8 6 1739 ， 8 暴風・洪水
死者 5 家1蛙倒船沿舶2,損17宙0 
橋梁流失 700、 113 全県下
減収 48,000石

窃 保 3 4 8 1743 5 I 洪 水 減収崩 31465,598石、家屋倒沿 16
山 ケ所

出 裳

99 3 8 13 99 ， 20 暴 風
家屋舶担担沿 1,477、減収 21,300石
船舶似4

出裳•石見

延 享 9E 8 10 1744 ， 16 暴風雨 家減屋収倒泊779、船舶 36
1. 200石

出裳・屈岐

99 2 6 1745 7 森雨・洪水 減収41,000石 出 云ヽrぅ

99 2 8 18 99 ， 13 洪 水 減没収水多10数4,080石、 家屋倒il'l 出雲・石見

窃 延 9じ 5 23 1748 6 ¥8 地 虚 詳細不明 出 裳

99 3 12 6 1751 I 3 大
9一~” 津和野飢民 550人 石見西部

窮 歴 5 8 24 1755 ， 29 暴 風 船減i舶lJI.担10傷2,53449石、家屈倒沿 I,420 全眼下

” 7 7 26 1757 ， ， 
” 死者 1、家屋倒泊 I,800 出 裳

死者 24、家足倒浪、流失 780
99 ， 7 16 1759 ， 7 /Jt 水 堤防決沿 71,300、橋梁流失 455 ’’ 

減収 63,369石

99 10 5 21 1760 7 4 ” 減収 23,JOO石 99 

99 10 8 10 99 ， 18 暴 風 家屋倒沿 1,200減収 20,096石 99 

明 治 2 1764 虫 害 減収62,390石 99 

安 永 7 I 18 1778 2 14 地 虞 山崩れあり 石 見

99 7 6~7 99 7~8 洪 水 減収 24,377石 出 裳

99 ， 1780 10 虫害・不作
出実減J[J(31,窮グ右

出裳•石見
石見地方相当の減収なるも不明

天 明 2 5~6 1782 6~7 森雨・批水 滅収49,444石、その他被害多数 全（特に県出裳下） 

減収 107,600石、いわゆる天明の

” ？ 6~8 1783 7~9 森雨・凶作 大飢饉にして餓死者多数を出し恰 全県下
状を極めた。

99 4 6 1784 7 洪 水 減収 30,000石（出裳） 99 

99 4 8 99 ， 暴 風 減収23,740石（出実） 99 

99 6 8~9 1786 こ9 洪水・虫古 減収 92,605石（出実） ” 10 

党 政 4 7 1792 8 棋• 水 減収 28,305石 出 裳

” 7 8 1795 10 99 滅収55,604石 99 

| 99 8 6 5 1796 7 ， 99 減家屋収堤20防,0被00古石多数（浜田領）その他 石 見
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I I l西暦！
1日 1 ，↓ ！種目 I 被苫状況 i 
l ；年 i月！日 i i : 

ロニ'’'、--"~ぷ～、～’令 9,V9  V 

訟 風雨 I
トー—▼ 9’`”‘'9 9ア

9 1j~--、t ！減収 5

i 
，謀雨・ iji;水 1{lh'邸

< ik¢,I奴
I 
i江川、

9 911a,K I 

三

l 

I | ］l 4 961切2 31I4 9地 :凩ll畠岬砂噸罰叫f.，氏』
¥ i9 1 4,＇［5 ! 30 |），1 風 1 5隻 l -

l I 死者 74 、家屈旋失 7叫]6 脳、同涙饂多数• I 1 
378、同半沿487、

Ii 系の決泊7、390間

←I—ニ—、ー ' 1 その他多●—;~; : I ! ii..! -I I網 - - i；， 魃！叫麟1雁訊町 t11 芯

I • --風水絋に1l沿披名鯰害●椙36沿器S、Oあ5畑、る'ぶもふ麟森●稔心心9り9］9閲 摂

19 9 2'1 ，，ー，…合 0l： 虚 ｀ “

が 況 9 14 1891 邸 石見西部

9, 26 LI  1 I'1-8. ； | 1 1893 旱 1 害ツ 麟＊石見， Iz 1 I 

,, I I | 226 6 I ! 110 0 I I rnrn ,,, , I ! 9 I I , l : 1| il洪t * 水 I1 i 死f晶1t9沿者聾153l違34l?`、，多5家田5数9屋響1ii麟i疇、拾霙煤7流5失町印、l逍認,3路44＇ I, 1 ,9 

99 ：I 勿 5-7 1894 ＂ i 忍 l1 iil 魃I
99 勿

99 28 ? | 24 i1 " 18%l I“  
” 30 6 l 6 1 1897 暴風

'‘ 30 9 " I 虫害

” 3l 6 4 )898 暴 風 死者人1A8言 （前紛惹破(f.Jf.：め 9隻）

’’ 31 12 13 ” ” 船舶鰭破38隻
"" 

32 ! I 12 i I 23 
i 

死者 69（漁船薙破のため 39隻）” 1綿9
' 

99 
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西 肝
年 99ヨ-J ~ 年 月 日 種 目 被 店 状 況 被害地域

年 月 日

明 治 33 7 14 1900 洪 水 家橋屋梁没流水失多70数、堤防決泊 100 簸 川吝り 郡
守郡

” 34 2 20 1901 暴 風 死者 5（礁船迅難のため 14隻）

99 35 2 1902 99 死者 5(同 上 2隻）

99 35 3 99 99 死者 15（同 上 6隻）

” 35 7 誓畠 99 洪 水 堤家凪防流決泊失多10数数戸、 栂梁流失6 八束郡

” 35 ， 27 99 ” 橋梁流失、堤防決泊若干 能八 義束 郡郡

99 37 ， 17 1904 暴風雨 死者 1 船舶迅難 22隻 全県下

99 37 11 5 99 暴 風 死者 1 船舶造難13隻

” 38 1 19 1905 暴風雨 死者 4 船舶追難 59隻

” 38 7 28 99 恥 風 死者 11 船舶逍難 54隻

99 38 8 “ 凶 冷 減収率 85形 全県下

99 39 3 6 1906 暴 風 死者 3 船舶迅難 20隻

99 39 7 1 99 洪 水 家船屋舶全流沿失21 田山畑崩流1失1.6反 屈仁 月岐g 料島I 

99 40 ， 6 1907 99 拾細菜不流明失、近路捐害多数なるも詳 全眼下

" 41 11 27 1908 媒 風 死者6 船舶造難 18隻

99 43 3 II 1910 99 行方不明 41 船舶追難 28隻

” 43 8 15 " 激 浪 家潮屋害全面泊梢4310半IIIJ泊歩 6 
護岸決泊41 浜田市長浜

99 43 ， 6 99 洪 水 被苫多数 全県下

" 44 8 1 1911 ，，じ 雨 橋梁流失 4同破拍 3家凩流失 1 大森町

99 44 10 3 ” 暴風雨 死者 3 江川橋 121り］流失 出宝，石見

” 45 ， 22 1912 99 提防決泊多数死者 1行方不明 2 全県下

“ 45 10 2 ” 暴 風 行方不明 15 船舶拍失 6 " 

家屋流失 76全沿 14半泊 35
大 正 3 1 7 1914、 l贔風雨 死者行方不明 7船舶流失破捐544 99 

その他多数

” 3 6 3 99 ” 死者 1 家屋破拍 2 99 

99 4 I 8 1915 暴風・激浪 家そ尻の破他肌多数8 建物破拍 128 石 見

99 4 ， 4 ” 台 風 松収江穫皆附近無にもてあ水11稲被＇因甚大にして 出 虚

” 4 JO 23 99 暴風・洪水 J行晶防方不決沿明粒1ケ橋所梁流失 35 全県下

99 5 ， 23 1916 /Jt 水 行方不明 2 山1月多数 99 
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肝

日

目 被 "' ..,. 状 況

3饂疇7列車一時饂 I全

麟麟34同流失29坦防決I I洪 水面 140道路埋没330周破狙1,203
麟麟爛同破阻 13]収穫皆

し：
1無 500町歩

I I I死肴 11家尻全半沿 273提i麟
＇ ，；；t!，i，批J上，汎'l35,895間麟麟191上ー i H疇 涙434A町

I I洪 i□冨云こ五「屈間流失若干
1 「―-- --I l恥 風，家麟鱈0,!）し船沈没B破拍］4

・
~

日
ロ
ニ
〗

ll

二？

_
〗
口[
1

一

年

大

-
9
'ー

厳窓栢磁

Jf 

ふ9

石

N I i I死者 13釦厄瓢逢頸 123
! 7 I B' 

l 忍^^’‘̂^^ 9 9 ，暴 風死者 146漁船行方不明73 |全県下！

早 魃悶闘攣虞、ところによ^ 1れ11尋石見 1
心 mm

沿風 訓閻65船鱚珠破拍70その他防波堤被害多数 1 " l 
i 12 I 1 

12 '.:131 N I I I Ut 水死者 10収穫皆IIIt蜘 l)歩 全 県下

113 7~8 23 四三l旱 魃被喜多きも詳細不明 了
，巳1ニュ l926； 批 水提防麟l̀ h饂流失⑳多数なるも，

15 l疇 26'9 火 •5:：三：倍途絶 」一ロ
和:2 I s I 6 11如 猟水

饂麟1堤防決泊501li)
棺累流失8 出芸

「
I r 

二三口 誓二^：：ロ，， ，5 □6 Vl↑ Y五祠H・ロロニその他被謬；；；ー上口—心!
台 風鴨聾，！疇温鰐讐失 I

l 

洪

']叫-—I l 

“ 
99 

’’ 
昭 6 I 
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西 暦

年 号 年 月 日 種 目 被 也 状 況 被害地域

年 月 日

昭 和 10 6 27 1935 森雨・洪水 死者3家民半泊 13流失2 全県下
~30 

99 12 ， 11 1937 台 風 死橋者梁流3失負1倍9堤6防家9屋半道沿路853全泊8 ” 
99 14 6~7 1939 早 魁 水稲被害36,638町減収率平均4096 99 

99 16 3 24 1941 大陸旋風 死沿者12半負泊傷19船行舶方沈不没明9家屋全 99 

~29 

” 16 7 11 99 栄 雨 死者流10失 家屋全泊48 99 

~12 田畑 9,490 I町

” 16 8 15 99 台 風 家20屋0全/;J1沿作3物半被泊3堤防決泊破狙 99 

~16 害35,000円

99 16 7~8 99 冷 店 水稲減収率 16彩 99 

99 16 9.30~10.l 99 ムロ 風 堤半船負倍沿防舶決沈22沿没行橋58梁方同流鉄不破道明失拍不943通1家3破4屋道恨全路1徴3拍9浪70 ” 

嘉
死者 l負倣5家屋全泊42

99 17 8 1942 99 半沿52堤防決沿2珀路拍壊 10 99 

船舶沈没流失 16

99 17 ， 21 
” 99 死橋者梁流6失負5傷道8路行捐方壊不1明31 ” ~23 

99 18 7 22 26 1943 99 郎家屈防全決沿泊 11珀橋梁路損流壊失6l 99 
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雨

年号 I年 1 月 CL 

連

gc l8 ~ 9、
9, 16 ~ 9, 

9.、18

”i  2 9 

続

585, 7 

qnR々

..... 270 "" 

風

’’ 

ば つ

ース台風

辿続線

99 

“ 
” 



被 害 概 要

人的 被 苦 いJ 住 家 被 害
主なる被害地

死者 全かい 被害額 (T·~

行方不明
負傷者

（枡i 失） 半かし‘ 以••、9• 水

412 241 
I, 970 

3, 523 33, 678 27 4, 556 石囮地方
(2, 246) ， 34 

734 
I, 372 5,823 75, 852 石見地方、閑岐地方

(50) 

37 39 
84 

339 11, 129 

｝ 
石見地方

(137) 
82 

265, 360 

38 37 (138) 342 12, 108 " 

6 400 

｝ 
石東地方、邑智郡

57,974 
5 1 30 99 99 

5 
20 392, 039 石見地方、 I隠岐地方

(5) 

I, 243, 977 石見地方
-- ------

7 
2 30 (1) 33 237 

｝ 
石西地方、飯石郡

1 
795, 498 

I 6 (2) 10 207 99 99 

-- →-

13 

} 2, 862, 828 

石見地方

1, 312 邑智、那賀、仁多郡

10 畠） 43 I, 602 石見地方

4 
5 

50 1, 288 1, 885, 570 石西地方
(7) 

923,434 出店地方、 I隠岐地方

7 13 悶） 552 2, 221 3, 939, 386 全県下

16 
73 3,543 3, 236, 679 石東地方

(2) 
2 

6 455 923, 096 雲南地方
(1) 

2 I 6 60 803 1, 112, 946 石東地方、 l隠岐地方

1 2 7 216 606, 852 石西地方、忠南地方

3 I 10 70 237 158, 643 
石西地方
八衷lilら能必l!li

2 4 I 20 565 802, 037 石八西市郡地、方能義郡

2 3 2 26 568 508. 733 出裳地方

364, 396 ” 

124, 043 山間部

7 10 1, 371 617, 529 那賀郡、浜田市、仁摩郡

4 52 5, 966 !, 467, 761 石東地方
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年； 月 Ei 
吃心1じ: R m/ $ ec 

昭和 29 9. 7 - 9. 10 210. 0 14. 9 台風 13 号

“ 
，， [ 9, 1 3 ~ 9, 1 4 ” 12 号

“ I ，， I 9. 25 - 9. 26 310. ” 応号

浪

線

号

浪

’’ 99 1 7 ~ 7. 8 i 

" I,, I 7, 29 - 7, 30 

が I33 ! 4 22 ~ 

” ： 99 l2, 25 ~ 12, 2b l I 23, 8 

9, 1 3 4 6、1 直 径 5 cm 

’’ ! 99 1 7“1 0 ~ 7、]4' 3 0 5, 0 1 108、Oi 
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被 害 概 要
人的被害囚 付： 家 祝； 害

死行方不者明 全（枡 かい 被害額（祠 主なる被害地
負傷者

i 失）
半かい 没 水

11 128, 705 石東地方

I 33 111 90, 990 石西地方

3 23 68 260 1, 323 2, 186, 015 出索地方、石西地方

l 
全県下

鹿足郡
531, 002 

2 3 4 500 松江市、八束郡、能義郡

石西地方

1 4 6 I. 609, 484 

3 4 8 13 49 

5 18 27 

1 3 17 

1 160 46, 454 出裳地方、［隠岐地方

I 2 4 5 I, 331 300, 502 全県下

70, 141 ” 
I 2 (f) 14 I, 304 43, 738 石西地方、浜田市

1 10 ! I 30, 207 出虚市、松江市周辺

一I' I 40, 950 出裳地方、 l隠岐地方

3 153 (g) 67 8, 215 4, 239, 421 浜田市、那賀郡、邑智郡

2 1 I 5 892 188, 675 困南地方

3 322 41, 150 出裳地方、 I隠岐地方

3 27 14, 024 邑智郡

4 1 5 211 17, 589 悶岐地方

2, 000 三隅町

I 11 2 4 360 137, 371 石西地方

11, 134 屈岐（西郷町都万村）

1 13 5 490 485, 585 石見地方
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月 日 利

号

線

旱ばつ

12. 2 I不述続線

” 1月～ 2月 吋t
t 

” 9.14 ~ 

99 38 1月～ 2月

“ g ＇ 

最高積雪深
六日市町 345cm仁多町 320cm 
赤来町 430cm金域町 325

22 3. 0 

” ’’ 
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被 害 概 要

人的 炭害い、） 住 家 被 雹 主なる被害地
死者 負傷者 全（流かい 半かし‘ 没 水

被害額（干1,l)

行方不明 失）

5 53 317 263, 691 八束郡、能義郡

17 4 4 3 1, 573 219, 616 石西地方

4 20 67 364 419,984 悔岸部、 9隠岐地）j

13 70 284 507, 577 能義郡、 I¥隠岐地方

2 891 628, 499 出実地方、邑智郡、飯石郡

233, 147 出雲地方、石西地方

14 72 
50 

200 12, 124 5, 722, 161 全県下
(5) 

152, 879 ” 
2 8 I, 992 290, 284 出裳地方

1 10 6 1, 028 1, 130, 860 全県 F

I ， 227, 084 海岸部

I 220, 670 山間部、 I隠岐地方

1 6 12 2, 144 I, 137, 842 石見地方

395 16, 990 温泉津町

36 53 318 1, 108 6, 693, 143 山間部

75, 175 石見地方

2 7 3 8 200 721, 648 全県下

2, 536, 526 ” 
221 125, 982 " 

5,828 出裳、石見沿岸

6 I, 753 l隠岐地方

1 46 317, 558 石見地方

110 398 812 948 29, 420 28, 907, 506 出実地方、大田市

89 128, 835 簸川、大原郡、石西地方

1 4 973 189, 128 出裳地方
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6. 2 !台風 20 号

ロi l i此高桔雪深 赤名、来島 35cm l l3.0i雪

辿 七
じ約 線

署

i i"  ' I I I 言／
~ ・ l • • • • • • • • • • • • • • • • • • : i J! 約

，， I I 6. 19 - 6. 20 f 

' 
99 " 7. 12 - 7. 23 68 250. o I ' 17疇 7,

多

1, 9  
106今〇§I ｝ 8.6~8.7 i l 25. 3 

f9 9、10 205. 0 113. 0 20. 0 

9. 13 - 9. 15 295、0 137. 0 
； 

16. 3 99 99 

“ 41 6、30~ 7會 1 218.〇 173, 0 10, 3 不連続

” I ” 9. 9 I 125. 0 115.。
9. 17 ~ 9. 18 I ¥ 99 

“ 202. 0 l l ?, 0 13 0 i j " 21 

9. 2 3 ~ 9. 2 5 l 251 o I 163心° I l 7. 2 ' i " 24 

9ノ ” 10、15~ JO, 16 49. 0 I 47. 0 i 18. 8 落佑及び降

吋ti'！ ' 
，， i i 4 2 4、24- 4, 26 li 最川本低山気温0、8℃ 霜

市 0.0℃ 

に日
”, ｝ 5. 7 ~ 6. 24 ， 1 （’降'、高水気l0温日間30）、2℃

i 

30. 4 ぶ臼F ば つ

". . I I 7. 7 - 7. 10 I I 65, 31 45, 0 4. 3 不(42連"7鵡続雨線） 

,, I 10. 27 ~ 10. ZS i 149, 7 l 91. 4 lL 7 1 ； 不（会辿風 3続4号線） 

! 
43 ： I ， I 

； 

1月～ 2月 最金赤高名粘・雷波来深島 223cm 大田志学 181 cm 最雷大風辿 14,害3, I 99 

城• 佐下 150cm 匹見．I:.)30cm 

鹿松安 来江品 184. o 0°li，安脱松 江
. 0 

梅豪雨前線雨 1I } ;9 99 7. 14 ~ 7. 16 
21 08 75・, 1 来品

139. 0 
157. 0 

集中袋雨 I •-
’’ " 88~8. 30 西 穂 206.0 

瑞穂 196. 0 

99 

“ 8. 29 ～郷 188.o 西郷 119、 5̀ 4 1台風 10 号

I 

, I '， 9. 24 ~ 9. 25 1l1 掛平松 合江
124. 0 平松掛 合江 8. 2 I 99 134. 0 123, “ 16 号

i I I 田 144. 0 田 138. 11. 0 ＇ 

I I I 444 4 I I 7 I - ．． 7 8t 1松，江 236, 0I，i松浜旭江田
67. 

I梅i " 72. 雨 前線

I 
123. 

-276 -



被 害 概 要

人的被害囚 住 家 被 害
主なる被害地

行死方不者明
全かい 被害額［祠

負似者 （流失）
半かし‘ ‘Ìt 又― 1 水

16 4, 574 江津市

78 44, 782 悶岐地方

174,658 出困、石見地方

275 368, 521 邑智郡、石西地方

11 520 134 I, 020 13, 241 14,176,435 松邑智江市郡、 益田市、 江津市

3 11 15, 228 閑岐地方、江津市

18 46, 720 悶岐地方

1 476 605, 624 出裳市、平田市、斐川町

2 31 176,493 石見地方

3, 239 山間部

253, 444 ” 
1 I 25 878, 120 全県下

18 77, 379 大社町

9, 357 邑智郡

用氷不足面柏
全県下

8. 500 ha 

I 1 197 653, 880 ” (!隠岐を除く）

I 78, 670 出雲地方

l l 7 14 12 110 1, 794, 490 全県下

535 839, 732 出裳部およぴ石東部

3 4 4 239 1, 862, 989 ガ邑ri智fS郡l↓1i瑞/ill穂lltr町、羽須美村、

1 60, 799 I隠岐地方

I I 154 255, 861 全県下

1 1 4 12 1, 391 1. 766, 406 99 
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賊（粍） 平 均

日 般大風辿 種 目

辿 I] m/sec 

［ ！， 昭和

lI 三刀屋 122.。
44 7. 31 ~ 8. 144, 0 G 立 102、Oi浜 III 続

l55̀ 0 松頓 旗江 130. o w s w o. e I ＇ 人速 線
!33. 0 I 

8. 2 -9. 6 

” 
8. 2 ～ サ． b I 令叫9” 仇、, , 6 o I 3. 9?7 hu I I旱 ば つ

松江 江
4, 0 
0、O

82. 0 I! 佐浜 田田
8 244 . o 0 l I I 

99 B. 6 i佐 田 lo Iイく辿続線

，， ゲ 9 号

” ” 号

が I46 I L 4 ~ L 5 !松江

,, I,, I 2書 4- 2, 5 i松 江

! 
99 1,9  | 6, 1 i ~ 7] 27 i松 江

8, 6 1邸足

-278 



被 害 概 要

人的被害 W 住 家 被 害
主なる被害地

死行方不者明 全（流かい
被害額（硝

負傷者
失）

半かし‘ 没 水

2 272 223, 642 全県下

294, 276 99 

43, 980 大田、邑智、簸川

710 出忠沿岸部

3 293, 442 全県下

1 1 I I 32 181, 189 煕岐、江津、浜田

356, 166 全県下

52 406, 042 沿岸部

2 6 47 5, 237, 221 全県下

他 2 26 6 10 182 5, 046, 408 東部沿岸

無勅動力力船船 滅失 273 
154 

大破 327 
127 

中破. 402 
59 

小破, 5,69 
96 

破姐 1,715 （この他泄湾関係被害甚大）

15 16 39 60 2, 942,745 県東部を中心とする地域

5 6 26 100 6, 942 13, 121, 589 全県下

14 260 852, 796 " 

1, 051, 918 ” 

2 458, 145 99 

28 79 751 1, 235 38, 294 84, 056, 167 99 

79, 220 眼西部

8, 926, 469 県東部

ー床下 176 939, 973 全県ド

452, 270 99 (!隠岐を除く）

2 床床上下 3451 2,858,174 六日”市を(中心／入”It土-K)に多し
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II 年号 年：i 
雨 批（粍） 平 均

月 日 最大風速 種 目

辿 続 日 m/ sec 

I ・昭和 50 臼f 1cm 
I 

予団

” ’’ 5, 3 1 ~ 6、] I i ，（ ~, ょつ

i 23- 6.27 I f→ . . , I i 9 F9 了Ii 上lli)ろ＊ 条社

i 
7. 13 ~ 7. 14 大田

゜
， 

‘’ ＆ 原

゜
前線による大雨

8, 瑶穂

゜
饂むセ間山 16. 8 台風 5 号

’’ 5 冬季風浪

;¥, 28 ~ 4, 30 I ． 
前線による火雨“ 

” 5̀ 5 ~ 降ひ よ う

" 8、 2~ 8 ~ 3 '畑" 
¢ 西 1 2 4 0 閤大 11, 2 前線による大雨

99 8, 6 

゜
郷 l 10. 0 ” 

8, 1 1 出裳 l 1 9, 0 出実 110. 0 

” 27-8,28 松江 147. 0 松江 55. 0 I W S W 10. 4 IJ＊り線雨に宙よ i， 

” 西 0 西郷 1 2 5, 0 1 ］ 
，低大気比によ：r 

9, 8 9. 13 大田 246,0 大田 73. 0 s13 w 1] lA 3 台前絞風にlよ1る号大戸，一

26- 2. 19 
' I 叡iWl2.S2I韮W7＼速（1松3.t ］9! 大雷と異常低混

” 
a 2. 26 :1 ~ ～ 33. 2 ,1 躁雪と冬期風浪

3. 26 地 す ぺ り

” 
;/ 4. 16 - 4. 20 強風と異常低温

9i 99 4. 24 - 4. 25 大 雨
~~ 

9i ” 5. 2 地 震

" i " 5. 17 箱 害！
い

； 

99 “ 6、23~ 6̀ 邸梅雨印線雨

； ” 7. 4 - 7, 5 大 雨

I ” & 8 ， 
9̂ m^ m--"’"＂aa―i1i●●●羹寒低)8し 気，m←J冷-圧-に前-よ•直線はる

53 1. 2 ~ 1, 3 

2心 15- 2. 19 

1伽嵐

i大雪と低温

’’ 2. 19 2. 24 l融 雪
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被 害 概 要

人的被害囚 住 家 被 gにt9』
主 なる被害地

死行方不者明 負傷者 全（ かい 半かし‘ 杖•ペ 水
被 害 額 1叫

流失）

403, 648 県山間部

2 1 544, 049 県東部

I 1 136, 460 県下一円

， 16 26 5 床床下上2655 26,617,736 ” （大田市中心）
,447 

1 2 6 ， 床床上下 238 5 5, 600, 409 県中部山間部（邑智中心）

床下 I 223, 669 県西部 （ かロ匝ら＼萩は徳を通山附過江 ） 

128, 867 全県下（公共土木のみ）

412, 713 99 99 

338, 836 邑智郡以東

床F 42 651, 925 全県下

床床上F 40 
I 144 363, 925 悶岐地方

床床上下 11 
374 

L 203, 143 県東部

1 1 床下 7 718, 095 県東・中部

l 届玉 6 240, 872 II隠岐地方
60 

軽傷
3 尉 1 5, 014, 378 全県下

I 51 

1 1 738, 446 ” 

公 共 土 木 の み 55, 279 

公 共 土 木 の み 78, 874 県東部

股 産 被 杏 の み 224, 955 全県下

公 共 土 木 の み 13, 087 

163, 592 

股 産 被 害 中 心 116, 480 

公 共 土 木 の み 35, 424 

床床下t 88 l 448, 549 

2 3 19 30 床床上下1270 
526 

7,416, 240 

林 産 被 害 中 心 8, 315, 424 全県下（山問部）

農 廂 被 害 の み 90, 378 県中西部・沿岸部

公 共 土 木 の み 42, 336 県西部
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年号

雨散（粍｝

I ~•-~ 
続，日

平
蚊

m

均
述

ヽ

昭和 I 

ニロ＇
”
”
 

」

，
~
一
；
~

ダ
”
”

" 

” ’’ 

6. 12 
~. 

6. 20 

6月～ 9月

6. 29 ~ 7. I' 
； 

7. l l ~ ?. l 2 

＇冬季風浪

震

頸 itぃ油ひぶつ
独 附
，台風 3 号

梅 l9|1fJ1J線による
褒ぃ 雨• •9,9,..99 

豪

灼

雨

＇ ＇ 

” 

9, 15 
i
F
 

18 号

” 雨

□ ll28 

’’ ” 

” ’’ 
＇ ヽ 99 

” ＇ ＇ 

三三

“ 
齊気／王による
暴 風

降雪

直
低気圧による
巫風と異常高温
娩紺

I降器

’’ ”
 

；
 桐雨前線による

姿 ーロ風10}による
暴風と異常高潮

台 風 l2 号

｛ 

2.28~3.3 

3.3~3.!0 

s. 30 

4.18 ~ 4. 22 
5. 17 

5. 26 

6. 3 
I 
§ 

6. 26 ~ 7. Z 

8. 18 
： 
• 9、 4

9. 29 ~ 10. 1 

10. 

l6 号

20 号
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被 ざ←9ァ 概 痺

人的被害囚 住 家 匁じ 害

死行方不者明
全（ かい 被害額同

主なる被害地

負傷者 流失） 半かい 没 水

18, 674 益田、大社

5 475, 087 県中部
日汀；麟55

l←部破肌74床上 15 556, 920 県東部

18, 603 島前、六日市

殷 廂 被 害 の み 674, 644 全県下

180, 533 県東部

121, 175 99 

公 共 土 木 の み 18, 068 

公 共 土 木 の み 13. 607 

一床下 25 2,310 加茂、金城町

公 j/‘L ‘ 土 木 の み I, 851 匹見町

一軽似 I 2床上 8 2, 195, 400 全県下 (9悶岐を除く）

公 Jし 土 木 0) み 17, 692 益田、広瀬、横田

1 94 益田市

公 共 土 木 の み 185, 939 

31, 904 

8, 924 安来市

公 Jし 土 木 の み 3,895 仁多、横田

一軽1蒻 2 
I 

2頃拍 166 2 427, 328 全県下

製 廂 被 引に9・ の み 410, 586 99 

99 9,819 安来市

" 201, 434 

99 6, 550 仁多、三刀尻

軽傷 1 破阻 21 閉［ I 3, 667, 590 全県下
22 

一破姐 10 床下 11 46, 295 

1 床床下上 47 
387 

2, 171, 663 浜田市周辺

1,866 津和野

I nkJI1 1 床床上下 10 
2 83 

3, 242, 477 全県下
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1I ； 年サ！I 丘~ I 月 k 
述 続

昭和，1 I 54 [ 11. 5 i I l弘 X叩-ナ0硲 I皿 i

. I I -塁-松-江 WNW15.51 I 
’’ 55 i L 7 WSW 18, 1冬期波浪

W 12.5 

雨 二 ；l大風：・ 目I 日 m/sec i ! i 1，江ぷ五 99 レ9,5恒 11 

99 99 I. 17 大 雪

松喜江 W 15. 7 I 
“ 

，， l. 30 ~ 2. 1 田 WSW12.9冬期風浪
郷 W 9, 2 

99 2.23~ 2.29 巖 雪

I 
’’ I 3, 8 1； 地 す ペ り

I 
I ， 4. 5 ~ 4. 6 

松浜江 W 11.9 ; 
風 II ’’ 浜田 60皿前後 田 WSW14.9 強

西郷 SW 10.9 
．． 

,, I 松江 SSW 10. 7 

” 4, 1 9 ~ 4, 20' I 浜田 s 12. 2 

I 西榔 SSW mo 
▲ヽ

4.24- 4.26 i ” ” ・S.2 ~ 5ら 7
翡

！ 
松訳江 WSW 14. 9 ， 

1□ I , ! i”I : 4~ 29 田 WSW15. 71強 風
西郷 WSW 10.4 

5. 20 - 5. 21 県西部 100,。 低気圧による大雨

1 5, 25 ~ 5, ； 6 
t 

陀 岐 100] 0 I 大 雨

“I ” 7. 5 - 7.11 : 梅~大k雨前線によ』一璽るi1＇ 

’’ ” 7. 18 - 7. 19 I ~ ~ 

7. 23 - 7. 30 i i9 “ド 99 

： 
異n 常im低ズ温 と田99 ” 7月～ 8月

99 ’’ 8. 26 - 8. 31 前線 よる大雨

I ”I I 1,, l l ~ 9, 12 
ロ浜公江 W 14. l i ＇ ，， 田 SSW12. 2 台風 13 号

I 
I 10. 12 -10, 14 

』西郷 SW 15. 4 

“ i 99 束 部 100, 0 ” 19 号

99 I ’’ 10. 25 -10. 26 

匹＊名，

9, I 
； 

六匹百釉市―~86, 0 
’’ 11、21~ 11. 22 76. 0 

口 l155~ 56 1 2. 26 ~ 1. 3 I i : 
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被 害 概 要

人的被害いj 住 家 被 害
主なる被害地

死行方不者明 全（ かい
被害額（了叫

負似者
流失）

半かい 没 水

73, 783 大社町

公共土 木 の み 8, 016 島根町、多伎町

2, 700 羽須美、瑞穂

公共土木 の み 107, 941 

99 18,828 邑智、大和、匹見

99 8, 477 美都

I, 250 

股産被 害のみ 25, 360 

99 296, 424 全県下

” 5, 350 金城、美都

I 472,911 全県下

床下 I 83, 028 9隠岐

ー"/;拍 2 床Fiニ上 1 
8 174 3, 430, 425 全県下

I 127, 755 県西部

l 83 428, 718 一甜9i且 5 

12, 440, 397 全県下

ー虞農 1 10 床床上下 59 13,074,325 
I 2 破拍 77 1,043 ” 

一軽傷 1 987, 519 99 

142, 076 県東部

1 
I 邸 Jr:120 床ド 16 2,369,571 県沿岸地方

12, 359 安来市、広瀬町

15, 385 加茂町、大和村、旭町
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I l年号1年

雨

月 Ei 
’辿
ょ

昭和 I56 L I - L 3 

□I 二4~

Ff 3. 3 

’'|” 5. 21 

”'i ” 6. 25 ~ 

“1,9 t 1 3 ~ 

＂ 

~
ー
・

9
1
・

，
 

“ 
0
0
 

n
5
0
i
 

9
0
 

1
1
 ” 

， 
2. 27 : 

l 

7□三大東 119. o ! 
7. 15 ]川本 1 14. 0 1 

1年 102.0| 
、9 1 8, 4 

三巴
99 ” 12. 2 I 

地すぺり

｝ 

, 1 術

i大雨」□--
1西郷馬贔甘：『富畠I大雨・風浪 i

松江 W 16.8 
ロ

［ 旦闘忍sw乳：風
並田 INN E 13. 2 

！大

浪

’’ 

一
“

”

 

t 
t 

グ ~15
I 

57 I L 16 - L 19 

I 

雷

” ” 
99 1“  

，1□二□口

1. 2 2 ~ 1. 23 : 

2. 12 

2. 

3. 30 

5. 6 

6. 20 

喜浜鷹田 53叫
L17 

95C1Il l ← 1 7 ” 
82cm 1. 17 

雷

巻

ベ り

よ う

ば つ i 

I梅雨前線による＇

大 函

1冷 害

6月～ 7月

7、14~ 7. 15 
I―“ 

7. i5 ~ 7量 23i 
; 

8、23

8, 27 

9, 9 - 9, 10 

9. 12 
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被 害 概 要

人的被害囚 住 家 被 害 主なる被害地

死行方不者明
全かい 被害額 I祠

負似者
（流失）

半かい 汲 水

810, 885 鹿島町、仁邸町、西郷町

281, 874 伯太町、大社町、大田市

15, 381 三隅町

203 大東町

2 2 7 372 11, 360, 341 県東西部

338, 069 県東部

12, 048 掛合町、佐田町

61,049 開岐

24, 031 江津市

4, 730 平田市

700 掛合町

532, 334 県西部

106, 451 大田市、三隅町、美都町

18, 148 金城町

3,488 横田町

15, 000 大社町

163, 945 弥栄村

113, 308 安来市

102, 454 全県下

332, 804 県西部

210, 240 吉田村、頓原町、赤来町

1 50, 663 吉田村、海士町

292, 111 全県下

91,884 安来市、広瀬町、伯太町

61, 134 局根町、安来市
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雨 ht （粍） 均

号 I 年 月 日 大風述 種 目

述 続 日 m/sec 

9, 
［和 157 9. 24 ~ ，冒 台風 19 号

9, 25 

,,,, I 58 2、17- 2、19I 冬 期風浪

”! I 員
松江

" I 
99 3, l7 浜田

西

” 
8i頂 4. I 
78.0 

54. .I 96 l ，大 禾’ 用・" ” 
101, 0 

5, 1 6.  

“ ’’ 5. 26 132cm ' i iI中昭部和地5長8年に伴日っ 支

一松喜江心 E 6. 7 I I 
" I " 6重 12 田 SSW 7. 4 ¥'!ii 

郷 SSEIO.O• I 

9, 1 6. 20 - 6. 21 I !！ 羞弥大妻山栄田
153.0 6. 20 

大99 136.0 6. 20 雨
1 2 8, 0 6. 20 

" I ’’ 7̀ 15 ~ 7̀ 18 疇雙 106,0 7. 16 
I 

99 

・87、O 7. 17 

99 1 ’’ ?, 20 ~ 1 23 < § 弥i兵 栄田
555.0 7. 20-7. 23 

I 昭和58年7月豪一雨雨1i I I 522.0 7̀ 20 ~ 1 23 

" I ’’ I 9. 11 I＇ 十弥種峠栄
65.0 9* l l I 人64.0 9. 11 

，， I I 9 27 ~ 9 28 1掛夏
150,0 9, 28 

i 

128.0 9. 28 ： 台風 10 号
伯横 田 127. 0 9, 28 /‘  
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被 害 概 要
人的被害囚 住 家 被 苦

主なる被害地死者
負傷者 全かい l半かし‘ 投 水

被 害 額 1叫
行方不明 （流失）

I 56 2, 292, 446 全県ド

137, 649 江津市、大田市

57, 794 浜田市

54, 349 湖陵町、大社IIIJ

84, 237 津和野町

265, 515 県東部

5 418 !, 001, 502 匝岐

10, 110 美都町

3 !, 459, 289 県東部

4 1 I 3 16, ODO 江油市、出霊市

107 159 I, 064 1, 977 13, 996 402, 066, 301 （全特県に県F西部において甚大）

5 I, 638 益田市

43 2, 067, 248 県東部
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